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議 事 日 程（第１号） 平成２５年３月８日（金） 午前１０時 開会 

                                開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第 １号 大津町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する基本協

定の一部を変更する協定の締結について 

日程第 ５ 議案第 ２号 平成２４年度大津町一般会計補正予算（第８号）について 

日程第 ６ 議案第 ３号 平成２４年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第 ７ 議案第 ４号 平成２４年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計補正予算（第２号）について 

日程第 ８ 議案第 ５号 平成２４年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第 ９ 議案第 ６号 平成２４年度大津町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１０ 議案第 ７号 平成２４年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第１１ 議案第 ８号 平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第１２ 議案第 ９号 平成２４年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第２号）

について 

日程第１３ 議案第１０号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び規約の一部変更について 

日程第１４ 議案第１１号 大津町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準

を定める条例の制定について 

日程第１５ 議案第１２号 大津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について 

日程第１６ 議案第１３号 大津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員並びに

介護予防のための効果的な支援の方法並びに設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定について 

日程第１７ 議案第１４号 大津町新型インフルエンザ等対策本部設置に関する条例の制

定について 

日程第１８ 議案第１５号 大津町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関
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する基準を定める条例の制定について 

日程第１９ 議案第１６号 大津町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定につい

て 

日程第２０ 議案第１７号 大津町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を

定める条例の制定について 

日程第２１ 議案第１８号 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第１９号 大津町立学校設置条例の一部を改正する条例について 

日程第２３ 議案第２０号 大津町立小中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する

条例について 

日程第２４ 議案第２１号 大津町若草児童学園条例の一部を改正する条例について 

日程第２５ 議案第２２号 大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第２６ 議案第２３号 大津町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第２７ 議案第２４号 大津町営住宅条例の一部を改正する条例について 

日程第２８ 議案第２５号 大津町都市公園条例の一部を改正する条例について 

日程第２９ 議案第２６号 大津町下水道条例の一部を改正する条例について 

日程第３０ 議案第２７号 大津町児童生徒訪問支援事業基金条例を廃止する条例につい

て 

日程第３１ 議案第２８号 大津町若草児童学園及び大津町楽善ふれあいプラザの指定管

理者の指定について 

日程第３２ 議案第２９号 町道の路線認定について 

日程第３３ 議案第３０号 平成２５年度大津町一般会計予算について 

日程第３４ 議案第３１号 平成２５年度大津町国民健康保険特別会計予算について 

日程第３５ 議案第３２号 平成２５年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計予算について 

日程第３６ 議案第３３号 平成２５年度大津町公共下水道特別会計予算について 

日程第３７ 議案第３４号 平成２５年度大津町介護保険特別会計予算について 

日程第３８ 議案第３５号 平成２５年度大津町農業集落排水特別会計予算について 

日程第３９ 議案第３６号 平成２５年度大津町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第４０ 議案第３７号 平成２５年度大津町工業用水道事業会計予算について 

          一括上程、提案理由の説明 

 

               午前１０時００分 開会 

                        開議 
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○議 長（大塚龍一郎君） ただいまから、平成２５年第２回大津町議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規

則第１２０条の規定によって、３番佐藤真二君、４番松田純子さんを指名します。 

 

     日程第２ 会期の決定 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 まず、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長津田桂伸君。 

○議会運営委員長（津田桂伸君） ただいまから、議会運営委員会における審議の経過と結果について

報告いたします。 

 当委員会は、３月４日午後２時から委員会Ａ室において議会運営委員全員出席の下、また大塚議長

に出席を願い、平成２５年第２回大津町議会定例会について審議いたしました。 

 まず、町長提出議案について執行部から説明を求め、その後、請願・陳情の取り扱いについて協議

いたしました。また、議事日程、会期日程、その他議会運営全般について協議いたしました。なお、

町長提出議案については、議案第１号から議案第１０号までの１０議案については、先に議決すべき

案件でありますので、１１日の本会議において質疑討論のあと、表決することに決しました。一般質

問については、本日の町長の施政方針を聞いた後、１１日の１２時までの提出といたしました。した

がって、１２日の午前９時から議会運営委員会を開催し、一般質問の順番等を決することになりまし

た。会期日程については、議席に配付のとおり本日から３月２２日までの１５日間に決しました。 

 以上、大塚議長に答申いたしました。 

 これで議会運営員会委員長報告を終わります。議員各位のご協力をよろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） お諮りします。本定例会の会期は、ただいまの答申並びに議席に配付しま

した会期日程案のとおり、本日から３月２２日までの１５日間にしたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月２２日までの１５

日間に決定しました。 

 

     日程第３ 諸般の報告 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第３ 諸般の報告をいたします。 



 12

 本日の議事日程並びに報告内容については、議席に配付のとおりです。 

 

     日程第４ 議案第１号から日程第４０ 議案第３７号まで一括上程 

提案理由の説明 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第４ 議案第１号、大津町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関

する基本協定の一部を変更する協定の締結についてから日程第４０ 議案第３７号、平成２５年度大

津町工業用水道事業会計予算についてまでの３７件を一括して議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。 

 先の選挙におきまして、議会をはじめ、町民の方々の支援によりまして、町長として３期目に就任

させていただき、引き続き町政を担うことになり、非常に身の引き締まる思いでございます。この場

をお借りしまして厚くお礼を申し上げます。 

昨年７月に発生しました九州北部豪雨では、大津町におきましても避難勧告を出すなど、白川、矢

護川、平川流域をはじめ多くの地域において甚大な被害が発生し、一部の地域の方々におかれまして

は、しばらくの間避難所生活を強いられるなど、本当に多くのご不便とご心配をおかけいたしました。 

そのような中、地域の方の迅速な判断と避難誘導で人的被害を食い止めることができましたのも、

普段の「地域防災力」の賜物であると感謝を申し上げますとともに、町の初動体制について、充分反

省しなければならない課題であると考えております。 

町といたしましても、災害復旧のための専門の部署を早急に設置し、広域的な被害については、国・

県と連携し、復旧を進めるとともに、さらに町単独の補助制度を創設し、１日も早い復旧・復興に向

けての取り組みを進めているところです。 

それでは、今回の定例会に提出しております議案の説明に先立ちまして、町政の基本姿勢について、

所信の一端を申し述べさせていただきます。 

町長として就任以来、２期８年間、偉大なる諸先輩方のご努力で築かれた「宝の山」大津町を掘り

起こし、町議会、町民の皆様とともにまちづくりを進めていこうと決意し、「町民主体のまちづくり」

の理念のもと、町政を担わせていただいたところです。 

その間、これからの大津町の目指すべき姿やそれを達成するための基本理念など、町民、議会及び

行政が共有する基本ルールであります「大津町まちづくり基本条例」を制定させていただきました。 

また、平成１９年から「まちづくり交付金事業」に取り組ませていただき、公共交通利用者の利便

性の向上や、観光をはじめとする地域活性化を図るため、肥後大津駅南口に「大津町ビジターセンター」

を設置し、旧国道５７号沿いには、町民及び各種団体等の活動や交流を支援するため、「大津町まちづ

くり交流センター」を設置したところです。 

一方、大津町の子どもの人口の増加による、保育園・幼稚園の待機児童の解消のために、新規民間

保育園の開設や定員の拡大の取り組みをお願いしてきたところです。また、育児に悩んでおられるお
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母さん方の交流、情報交換の場として「子育て支援センター」を設置、さらに子どもの不登校やいじ

めの相談などに迅速に対応するため、大津中学校の隣接地に「教育支援センター」を開設したところ

です。 

さらに、「障害者相談支援センター」と「地域包括支援センター」が一体となった障害者及び高齢者

の支援施設を設置し、相談窓口の一元化を図るなど、福祉及び保健の充実に努めているところです。 

また、生活基盤の整備や町民の生活の質の向上のため、都市計画道路「駅前楽善線」をはじめとす

る幹線道路の整備や、住民に身近な生活道路の整備を引き続き行ってまいります。 

企業誘致につきましては、雇用の促進と町経済の活性化を図るために、わたくし自らも企業へ出向

き、ご案内をさせていただき、大変ありがたいことに、製造業や製薬会社工場などをはじめ、多くの

企業に進出していただいたところです。 

私は、昨年の１２月２５日をもって町長の任期が満了し、その後、それぞれの地域の方のご意見を

聞く、多くの機会があり、高齢者の方から若い方まで意見交換をさせていただく中で、地域の現状や

課題など、身をもって感じることができました。地域の皆さんからいただいた貴重なご意見を今後の

町政に反映させてまいりたいと考えています。 

これまでの常識にとらわれることなく、大胆な見直しと新たな発想をもって住民の皆さんとともに

挑戦していくことが、大津のさらなる飛躍につながるものと考えています。 

３期目の４年間は、これまで培った政治・行政経験のすべてを注ぎ、全力投球で、「町民主体のまち

づくり」の基本理念のもと、「地域の再生」、「命を守る」、「子育て・教育の推進」を重点施策として、

新しい時代に向けたまちづくりを、皆さん方とともに創り上げてまいります。 

それでは、３期目にあたって町政全般の運営に関する基本的な考え方を申し上げます。町議会をは

じめ町民の皆さんのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

第一は、「地域の再生」についてでございます。 

現在の世界経済は、長引く円高、デフレ状況が続く中、依然として先行き不透明な状況であります

が、日本経済においては、昨年末に政権が交代し、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」が閣議決定

され、緊急経済対策がなされているところであり、今後、ゆるやかではありますが、景気が回復して

いくものと期待をしているところです。 

このような状況の中、地域経済の活性化を図り、地域に元気を取り戻すことが喫緊の課題でありま

す。 

国におきましては、現在、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）について、国益の確保を条件として交

渉への参加を表明しており、その方向性によっては、地域経済や住民の生活に大きく影響を及ぼすこ

とが懸念され、国政の動向をしっかりと注視してまいりたいと考えております。 

また、米、野菜などの農畜産物については、地産地消はもちろん、都市圏等への「大津ブランド」

のＰＲなど、ブランド確立に向けた取り組みを生産者や関係団体と一体となって推進してまいります。 

さらに、「まちづくり交流センター」や「ビジターセンター」を拠点として、大津特産品の開発研究

や町の観光情報のＰＲなどを行ってまいります。 
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大津町は、熊本空港にも近くＪＲ肥後大津駅もあり、交通の利便性が高いという立地条件を活かし、

また、白川、上井手などの自然や宿場町としての歴史的観光資源の魅力を引き出し、総合運動公園で

開催されますスポーツイベントなどと連携し、総合的な町のＰＲをやっていくため、観光協会の設立

を目指しているところです。 

町経済の発展のためには、地場産業の育成はもちろんのこと、新たな雇用の創出は不可欠なもので

あり、新たな研究開発企業などの誘致にもさらに取り組んでまいりたいと考えています。 

幸いなことに、大津町の人口は増加し続けていますが、将来の少子・高齢化社会を迎えるにあたり、

若者の定住促進は不可欠なものであり、都市計画の用途地域の見直しについても取り組まなければな

らない緊急の課題であると考えています。 

現在、持続的な力強い農業の実現のために、地域農業者の方々と話し合いを進めながら、「地域農業

マスタープラン（人・農地プラン）」を策定しているところであります。 

農家の安定的経営のための基盤づくりとして、矢護川地区圃場整備事業の推進へ向けても、地元及

び関係受益農家の方々と協議を重ねてまいります。 

林業につきましては、長期にわたる木材価格の低迷など、取り巻く環境は厳しい状況ですが、木材

利用の拡大と森林資源の有効活用を図るため、公共建築物などにおける地元産材の利用促進に努めて

まいります。 

東日本大震災以降、我が国のエネルギー政策は、大きな転換期を迎えています。 

町では、平成２２年に「新エネルギービジョン」を策定し、大津町の地域特性を活かした町の役割

についての検討を行ったところであり、その検討結果を踏まえ、引き続き太陽光発電の普及、推進に

取り組んでまいります。 

現在、町の職員を経済産業省及び熊本県庁へ派遣しており、国、県からの情報収集に努め、関係機

関と連携しながら太陽光発電などの新エネルギー政策の推進を図ってまいります。 

まちおこし大学を活用し、地域の産業や新エネルギーなどの政策に参画し、活動できる人材を育成

し、協働のまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 

また、先日、ボランティア活動を進める団体や個人のネットワークとなります「ボランティア連絡

協議会」を設立したところであり、それぞれの団体がしっかりと連携、協力できる体制の整備ととも

に活動の推進をしてまいります。 

地域が元気であるためには、地域のことは地域で自ら考え、地域住民の皆さんが活き活きと生活で

きる環境が必要であると考えております。 

超高齢化社会が進む中で、安心して家族とともに暮らせる地域をつくりあげる在宅介護支援サービ

スの充実に努めてまいります。 

また、現在、集落単位で進めております地域福祉につきましては、今後、校区を単位とした取り組

みの拡大を目指し、社会福祉協議会や地域が連携し、自助、共助、公助の役割を認識し、お互いが支

えあう「地域の絆」を大切にしたまちづくりを推進してまいります。 

次に、「命を守る」についてでございます。 
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昨年７月に発生しました「九州北部豪雨災害」におきましては、大津町においても甚大な被害が発

生し、住民の方に大変ご不便をおかけしているところでございまして、１日も早い災害復旧、復興が

最優先の課題であります。 

今回の災害の事後検証を徹底的に行い、町の危機管理体制の見直しや強化とともに、災害発生時の

避難所の見直しを行ってまいります。 

特に近年、ゲリラ豪雨が多発しております。排水対策のため、上井手、下井手などの河川の改修に

つきましても引き続き進め、災害に強いまちづくりを目指します。 

また、大雨時の河川等の水位を的確かつ迅速に把握するための体制を強化するとともに、町民の方

への情報提供のシステムづくりに取り組みます。 

今回の豪雨災害におきまして、地域の助け合い、地域の絆が防災には欠かせないものであると改め

て認識したところです。行政による「公助」の機能強化はもちろんですが、自らの身は自らで守る「自

助」、さらには地域で支え守りあう「共助」の意識を高めていくために、自主防災組織の活性化や地域

防災リーダーの育成などに取り組んでまいります。 

一方、町内のすべての小中学校に防犯カメラを設置し、子ども達の安全な教育環境に取り組んでお

り、ＪＲ肥後大津駅南口のビジターセンターにも防犯カメラを設置し、防犯体制の強化に努めている

ところです。 

今後、新たな場所への防犯カメラの設置やＪＲ肥後大津駅前の警察署交番の設置を進めてまいりま

す。 

引き続き、安心・安全なまちづくりを目指し、パトロールセンターを拠点として、地域ボランティ

ア、団体ボランティアによる青色パトロールの実施など町民と協働で犯罪防止に努めてまいります。 

また、生活環境基盤整備についてでございますが、住民の皆さん方に身近な生活道路の整備は、日

常生活における安全な交通ができるために不可欠なものであり、今後も引き続き取り組みを進めてま

いります。 

都市計画道路につきましても、現在、取り組んでおります「駅前楽善線」の早期完成に向けて、更

なる事業の推進を行っているところです。 

下水道につきましては、農業集落排水事業が完了したところであり、今後は浄化センターの長寿命

化に取り組み、下水道の未整備地区におきまして、地元の方々と協議を行いながら下水道事業の推進

をしてまいります。 

住民の皆さんが、安全に、安心して暮らせる魅力的で快適な生活環境づくりに努めてまいります。 

次に、「子育て・教育の推進」についてでございます。 

教育につきましては、大津町教育基本構想に基づき、「夢を持ち、夢を育み、夢を叶える」教育実践

のもと、「生きる力を身につけ、よき社会の形成者として未来を拓く子どもたちの育成」を目指した教

育を推進しているところです。 

４月には美咲野小学校が開校します。地域に開かれた学校、地域に愛される学校を目指した取り組

みを進めてまいります。美咲野小学校の敷地内には、児童の健全育成のため、放課後の児童の活動の
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場として学童保育施設を開所することとしております。 

また、護川小学校におきましては、平成２５年度から学校運営協議会を設置し、学校と保護者や地

域の皆さんがともに知恵を出し合い、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支えていく「地

域とともにある学校づくり」を進めてまいります。 

一方、不登校やいじめ問題など、児童生徒や保護者、教職員等の悩みを相談できる「教育支援セン

ター」の充実にさらに努めてまいりたいと考えています。 

老朽化している教育施設につきましては、財政計画に基づき、年次計画で改修を行ってまいります。 

今後も、引き続き、教育環境の充実に努め、子どもたちがのびのびと個性豊かな教育を受けること

ができる環境の整備を進めてまいります。 

子育て及び健康づくりにつきましては、「子育て・健診センター」を子育て支援と健康づくりの拠点

施設として位置づけ。さらに保健師を増員し、子育て支援事業における育児相談や心理相談の体制の

強化を図ってまいります。 

また、保健指導の拡充を図り、スポーツとの連携を通じ、生活習慣病の予防などにより医療費の抑

制を図ってまいります。 

「子育て・健診センター」の隣接地には、子どもから高齢者まで自由に集える憩いの場、健康づく

りの場として「大津中央公園」があります。世代を超えた交流ができ、住民の皆さんが活き活きと健

康的な活動ができるように公園のＰＲを積極的に行ってまいります。 

大津町の人口の増加、特に子育て世代家族の増加に伴います待機児童対策として、幼稚園の定員増

や新規保育所の早期開所に努めてきたところですが、今後も待機児童の解消と保護者等の保育ニーズ

に応えるため、家庭的保育事業の拡充などに取り組んでまいります。 

また、子ども・子育て関連３法に基づく「子ども・子育て支援新制度」におきまして、地域の実情

を勘案し、子どもや子育て家庭の状況に応じた子育て支援として「認定子ども園」などの検討も必要

になるであろうと認識しているところです。 

子ども医療費の補助につきましては、保護者の方の子育ての経済的負担の軽減のため、小学校６年

まで実施をしてきたところですが、さらに中学生まで子ども医療費の補助を拡大することを検討して

まいります。 

子育てのストレスなどからの養育放棄や児童虐待を防止するためにも、幼保小中の連携を図りなが

ら、引き続き、子育ての不安や悩みの解消に向けて、子育てをしやすいまちづくりを推進してまいり

ます。 

人権尊重のまちづくりにつきましては、お互いが人権を尊重する心豊かな住みよいまちとなるよう、

人権啓発福祉センターを拠点にして、南杉水人権のまちづくり協議会と連携した取り組みを進めてま

いります。 

また、法務局大津出張所跡地にオープンしました「歴史文化伝承館」を活用し、町の歴史と文化を

次世代に継承していくための活動拠点づくりを推進してまいります。 

現在、各行政区において、役場職員を地区担当職員として配置しており、それぞれの地域と行政と
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の情報の共有に努めているところです。今後も引き続き、この制度をさらに活用し、地域の要望、課

題をしっかりと捉え、町と地域の情報をお互いに共有してまいりたいと考えています。 

以上、町政全般の運営に関する基本的な考え方についての、２期８年間の取り組み状況と、今後の

まちづくりにおける私の考えの一端を申し上げましたが、今後も厳しい状況が続くものと予想されま

す。町民と行政がそれぞれの役割を認識し、自主性・自立性を高めながら、個性豊かな地域社会を形

成するために、町民と行政が主体性を持ち、連携意識に支えられた、「協働のまちづくり」を推進して

まいります。 

私も、今一度、初心に戻り、「人と自然にやさしい 心かよいあう まちづくり」のために、全力を

あげて取り組んでまいります。 

町議会をはじめ、町民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

つづきまして、国の財政状況及び大津町の財政状況につきまして、述べさせていただきます。 

日本経済は、リーマンショックを経て、緩やかではありますが回復傾向にあり、企業収益の改善も

少しずつではありますが見られるようになってきております。しかし、依然として厳しい雇用情勢が

続いており、デフレ脱却に向けた「新たな経済政策」が打ち出されてきているところでございます。 

また、我が国が再生するために進むべき方向性を示すものとして、「日本再生戦略」が策定され、東

日本大震災の復旧・復興対策事業の本格始動と新たな再生エネルギー開発への取組みなど、今後の事

業展開の加速化が予想されます。 

一方、社会保障においても、「社会保障・税の一体改革関連法」が成立したことにより、安定財源確

保と財政健全化の同時達成に向けて第一歩を踏み出そうとしています。 

このような中、平成２５年度の地方財政の課題は、地域主権改革に沿った一般財源の確保と地方財

政の健全化とされています。財源の確保につきましては、中期財政フレームに基調を合わせ、社会保

障費の自然増に対応するため、地方交付税を含め平成２４年度の水準を下回らないよう確保すること

を基本としています。また、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」を踏まえ、健全化判断比率

の公表を着実に実施するとともに、第三セクター、地方公会計等の会計制度の改革を促進するとして

います。 

大津町の財政状況でございますが、地方公共団体の財政健全化に関する指標につきましては、現状

は健全な数値にあるというものの、依然として景気は足踏み状況にあり、法人町民税においても急激

な伸びは見込めない状況であります。また、普通交付税につきましては、地方財政計画により総額で

前年並みの額を見込んでいるところでありますが、平成２５年度からは、国の地方交付税の配分方法

が財政力に応じた臨時財政対策債の配分方法へ完全移行されます。それに伴い、今後、起債残高と公

債費におきまして、ある程度の上昇が予想されますが、財政運営に影響がないように計画的な起債の

発行に努めたいと考えております。 

平成２５年度の当初予算におきましては、「骨格予算」としています。 

予算編成にあたっては、新規施策等を見送り、政策的な経費は計上せず、義務的経費、既存施設の

維持管理、その他、債務負担行為を設定している事業や経常的な経費及び年度当初に必要な経費を計
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上しております。また、今年度も枠配分方式により、経常経費の節減を実施しております。しかしな

がら、義務的経費である社会保障費関連の扶助費は、年々増加しており、厳しい財政状況となってい

ます。 

基金につきましては、平成２４年度末残高見込みは、総額４０億２千万円となり、うち財政調整基

金は２４億３千万円となる見込みであります。 

今後も、将来にわたり健全な財政運営に努め、より一層の経費節減を行うとともに、引き続き、効

率的な行財政運営をしていかなければならないと考えています。 

予算関係の提案理由につきましてご説明を申し上げます。 

議案第２号、平成２４年度大津町一般会計補正予算（第８号）についてから議案第９号、平成２４

年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第２号）についてまでの、８議案の各会計の補正予算につ

きまして、提案理由の説明を申し上げます。 

主なものとしましては、国の緊急経済対策事業に係るものでございまして、その他、歳入では、事

業費等の執行残等による財源の組換えを行い、歳出では、各事業の確定に伴う補正でございます。 

平成２４年度の一般会計及び各特別会計合わせて、補正予算案として、歳入歳出予算総額に３億１

千６０３万１千円を増額補正するものであり、地方自治法第２１８条第１項の規定により、議会の議

決を求めるものです。 

次に、議案第３０号、平成２５年度大津町一般会計予算についてから議案第３７号、平成２５年度

大津町工業用水道事業会計予算についてまでの、８議案の平成２５年度各会計予算につきまして、提

案理由の説明を申し上げます。 

今回、提案しております予算の総額は、１６４億５千７３６万円で、前年度比３.８％の減となって

おります。その内、一般会計は９７億６千１６２万４千円で、平成２４年度予算に対し４.９％減となっ

ております。 

一般会計の主な財源は、町税４３億２千８４１万５千円、構成比４４.３％、地方交付税１３億円、

構成比１３.３％、国・県支出金１８億３千５８３万円、構成比１８.８％、町債１０億６千６２０万

１千円、構成比１０.９％などです。 

このほか、お手元に一般会計予算等の概要を配付いたしておりますので、ご覧いただきたいと思い

ます。 

平成２５年度の一般会計予算案、９７億６千１６２万４千円、各特別会計予算案及び事業会計予算

案、６６億９千５７３万６千円を地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、議会の議決を求め

るものです。 

その他の議案の提案理由につきまして、ご説明を申し上げます。 

議案第１号、大津町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定

の締結についてでございますが、大津町浄化センターの改築工事の実績による協定金額の変更でござ

います。 

議案第１号につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第
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２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

次に、議案第１０号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一

部変更についてでございますが、組合を組織する地方公共団体の数を減少させ、規約を変更するため、

地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

次に、議案第１１号から議案第１３号、議案第１５号から議案第１７号及び議案第２４号から議案

第２６号の９議案につきましては、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律」が施行され、関連法律が改正されることにより、従来、国が政令、省

令などにより、一律の基準を定めていたものを義務付け・枠付けの見直しにより、自治体の条例に委

ね、自治体の条例制定権が拡大されたため、今回、条例の制定及び条例の改正をしようとするもので

す。 

次に、議案第１４号、大津町新型インフルエンザ等対策本部設置に関する条例の制定についてでご

ざいますが、新型インフルエンザ等の対策特別措置法の規定に基づき、大津町新型インフルエンザ等

対策本部を設置することに伴い、条例を制定しようとするものです。 

次に、議案第１８号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についてでございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、「大津

町学校運営協議会」を設置することに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第１９号、大津町立学校設置条例の一部を改正する条例について及び議案第２０号、大

津町立小中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、大津町立美

咲野小学校を開校するとともに、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第２１号、大津町若草児童学園条例の一部を改正する条例についてでございますが、児

童福祉法の改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第２２号、大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例についてでございますが、美

咲野小学校校区学童保育施設の設置に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第２３号、大津町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につい

てでございますが、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第２７号、大津町児童生徒訪問支援事業基金条例を廃止する条例についてでございます

が、平成２２年度住民生活に光を注ぐ交付金を財源により設立した本基金での事業は、平成２４年度

をもって終了することに伴い、条例を廃止しようとするものです。 

次に、議案第２８号、大津町若草児童学園及び大津町楽善ふれあいプラザの指定管理者の指定につ

いてでございますが、大津町若草児童学園及び大津町楽善ふれあいプラザの管理及び運営を効果的か

つ効率的に行わせるために指定管理者を指定しようとするものです。指定については、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

次に、議案第２９号、町道の路線認定についてでございますが、県道瀬田熊本線の整備に伴い、町

道の路線認定を行うものです。町道の認定については、道路法第８条第２項の規定により、議会の議
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決を求めるものです。 

議案第１１号から議案第２７号までは、条例の制定、一部改正及び廃止ですので、地方自治法第９

６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

以上、提案理由の説明を申し上げましたが、ご議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、所管部長をして、それぞれ詳細説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 これで、施策方針及び提案理由の説明を終わります。 

 誠にありがとうございました。 

○議 長（大塚龍一郎君） 提案理由の説明が終わりました。 

 しばらく休憩いたします。１０時５０分から再開いたします。 

午前１０時４０分 休憩 

                    △ 

午前１０時５０分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

この際、念のため申し上げます。各部長の説明は議案第１号から議案第１０号まで、議案第１１号

から議案第２９号まで、議案第３０号から議案第３７号までに分けて説明を求めます。 

 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） おはようございます。 

 議案第１号、大津町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定

の締結について説明いたします。 

議案集の１ページをお願いいたします。大津町浄化センター等の建設工事委託につきまして、２ペー

ジに記載しておりますような内容で基本協定の一部を変更する協定を締結しようとするもので、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を求

めるものです。 

変更する協定の内容を説明いたします。２ページをお願いいたします。基本協定の目的と工事場所

は変更前と同じです。元協定金額は８億８千１３０万円で、変更協定金額は７億１千９７７万円とな

りますので、１億６千１５３万円の減額になります。４番の協定期間、５番の協定の相手方、６番の

契約の方法につきましても変更前と同じになります。 

次に、議案の説明資料集に基づきまして説明いたします。１ページをお開き願いたいと思います。

工事の一覧表になります。建設工事の工事内容、施工年度、当初の工事費と変更後の工事費及び差額、

３年間の協定金額の変更を記載しております。一覧表の右には変更理由を記載しておりますが、まと

めますと、入札に伴う落札率や出来高の変更割合、また汚水流入量の減による施設規模の縮小、さら

に消化ガス発電の導入計画に伴う計画見直しなどによるものです。 

２ページをお願いいたします。浄化センターの施設平面図になります。四角で囲われた部分が建設

工事を行った部分になります。 

以上、よろしくお願いいたします。 
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続きまして、補正予算について説明いたします。 

議案第５号、平成２４年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）についてご説明申し上げ

ます。別冊の補正予算書をお願いいたします。補正予算の概要につきましては、３６、３７ページに

なります。あわせてご覧いただきたいと思います。 

今回の補正は、負担金及び使用料の増額、経済対策に伴う事業費の前倒しなどが主なものです。 

予算書の１ページをお願いいたします。第１条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７

千８１４万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ記載のとおり１５億３千６２６万３千円

とするものです。第２条繰越明許費は第２表で、第３条地方債の追加は第３表で説明いたします。 

４ページをお願いします。第２表繰越明許費の中で、浄化センター等改築工事業務委託については、

沈砂池の建設工事が低入札により無効、再広告をして入札を行い、再び低入札になり、低入札調査を

実施して契約しましたが、一連の事務に時間を要したため、すべての関連する工事の着手に影響を与

え、工期内の完成が見込めなくなったため繰り越すものです。 

次に、浄化センター等長寿命化調査業務委託につきましては、下水道全体計画及び事業認可変更で

ミックス事業と発電設備等を追加変更したため、事業内容の確定が遅れ、年度内の完成が見込めない

ため繰り越すものです。 

次に、大津町第２汚水枝線（５１０６号）他管渠築造工事他については、１２月に委託料から工事

請負費に組み替え、１月に発注しました新小屋地区の工事が県道埋設のため道路管理者の県と協議し

たところ、工事期間３月下旬については工事休止、工事時間、夜間工事に指示を受けたため、年度内

完成が見込めず繰り越すものです。また、国の経済対策に伴う補正により、前倒し工事となるため年

度内の完成が見込めないため繰り越すものです。 

５ページをお願いします。第３表地方債補正については、経済対策に伴い事業費を前倒しすること

によるものです。なお、起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じです。 

補正予算に関する説明書により詳細を説明いたします。最初に１２ページの歳出から説明いたしま

す。款１項１目１総務管理費につきましては、人件費及び消費税還付金の額の確定による節２７公課

費の減額が主なものです。目２事業費につきましては、確定に伴う節１３委託料の減額と経済対策に

伴い、節１５工事請負費を前倒し補正するものです。目４下水道事業基金費は、確定により積立金を

増額するものです。 

１３ページをお願いいたします。目２利子につきましては、長期債利子の確定により減額するもの

です。 

次に、歳入について説明いたします。９ページをお願いいたします。款１項１目１負担金の増額は、

アパート建設などの負担金の納付が増加したことによるものです。款２項１目１使用料の増額は、美

咲野団地などの企業団徴収分が増加したことと、中核工業団地内の使用料の増によるものです。款２

項２目１手数料の増額は、確定見込みにより増額するものです。款３項１目１公共下水道国庫補助金

の増額は、経済対策に伴う事業の前倒しによるものです。款４項１目１一般会計繰入金は、負担金及

び使用料が増額したことと、事業費の確定により減額するものです。款７項１目１公共下水道事業債
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は、先ほど地方債の補正で説明したとおり、経済対策に伴う事業費の前倒しにより増額するものです。

款８項１目１利子及び配当金は基金利子の確定によるものです。 

続きまして、議案第７号、平成２４年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第４号）について

ご説明申し上げます。別冊の補正予算書をお願いいたします。補正予算の概要については４０ページ

になります。 

予算書の１ページをお願いいたします。第１条で既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

５３２万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ記載のとおり１億４千１２６万３千円とす

るものです。 

補正予算に関する説明書により詳細を説明いたします。最初に、９ページの歳出から説明いたしま

す。款１項１目１総務管理費は、人件費の額の確定見込みによる減額と、節１９負担金、補助金及び

交付金については、水洗化の接続見込みにより減額するものです。目２農業集落排水事業費は、財源

を組み替えるものです。目３維持管理費は、額の確定見込みにより減額するものです。この内、節１

１需要費の内、光熱水費は電気代などが当初見込みより少なかったことにより減額するものです。 

１０ページをお願いいたします。目４農業集落排水事業基金費は、消費税還付金及び基金利子の確

定により減額するものです。款２項１目２利子は、長期債利子の確定により減額するものです。 

次に、歳入について説明いたします。９ページをお願いします。款１項１目１農業集落排水事業分

担金は、受益者分担金の見込みより増額するものです。款２項１目１使用料は、浄化センターへの接

続利用が増加したことにより増額するものです。款４項１目１一般会計繰入金は分担金及び使用料の

増額、維持管理費などの確定見込み等により減額するものです。 

８ページをお願いします。款６項３目１雑入は、消費税還付金の確定により減額です。款７項１目

１利子及び配当金は、農業集落排水事業基金の利子の増額になります。 

続きまして、議案第９号、平成２４年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第２号）についてご

説明申し上げます。別冊の補正予算書をお願いいたします。補正予算の概要については４２ページに

なります。今回の補正は、使用料収入の増額と申請による職員手当等の補正になります。 

予算書の１ページをお願いいたします。２条で当初予算に定めた収益的収入及び支出の予定額につ

いて収入を６００万円増額し、支出を１万４千円減額補正するものです。 

２ページをお願いします。第３条で議会の議決を経なければ流用できない経費として、職員給与費

を１万４千円減額するものです。 

補正予算に関する説明書により詳細を説明します。１ページをお願いいたします。収益的収入及び

支出のうち、収入では、款１項１目１給水収益を６００万円増額するものです。これは当初予算では、

契約水量を日量３千３００トンと見込んでおりましたが、実績の平均で日量３千６６０トンとなり、

日量で３６０トン増加しているためです。 

２ページをお願いいたします。支出では、款１項１目３総係費を１万円減額するものです。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明終わりました。 
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企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） おはようございます。議案第２号、平成２４年度大津町一般会計補正予算

（第８号）について補正予算書によりご説明いたします。あわせて別冊の補正予算の概要をご参照く

ださい。 

  今回の補正の主なものは、国の経済対策による補正予算に伴う社会資本整備総合交付金事業と土地

改良事業関連です。そのほかは、各事業に伴う不用額の増減等であります。 

  主なものについてご説明させていただきます。予算書の１ページをお願いいたします。第１条で既

定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ２億７千４７４万５千円を増額し、予算の総額を１２３億９千

４７２万８千円とするものです。第２条で新たに繰越明許費を設定し、第３条債務負担行為の補正及

び第４条地方債の補正を記載のとおりとしています。 

  ８ページをお願いいたします。第２表繰越明許費です。款８土木費項２道路橋梁費の町道岩坂南２

号線他の道路改良事業及び款１１の災害復旧費以外は、いずれも国の経済対策の補正予算に伴うもの

です。款２総務費は、美咲野小学校通学路の防犯灯設置工事です。款３民生費は、老人福祉センター

の太陽光発電設備の設置及び介護予防事業用のマイクロバスの購入です。款６農林水産業費の農業水

利施設合理化事業負担金は、上井手、下井手ゲートなどの改修と国営菊池台地の負担金は、水管理制

御システム改修の負担金です。款８土木費です。項２道路橋梁費の道路ストック総点検事業は、路面

調査や舗装の補修工事です。町道岩坂南２号線道路改良事業から町道灰塚室線道路改良事業までは、

用地交渉や埋設物の移設に相当な時間を要したことなどによるものです。項３都市計画費の社会資本

整備総合交付金事業は、都市計画道路駅前楽善線他の道路の整備などです。項４住宅費は、鍛冶の上

団地、西鶴団地の屋根外壁改修と立石団地集会場の建築です。款９消防費は、積載車、小型動力ポン

プ、資機材搭載車の購入です。款１０教育費は、生涯学習センター、大津地区公民館分館、町民交流

施設オークスプラザ、大津町運動公園に太陽光発電システムを整備するものです。款１１災害復旧費

は、いずれも九州北部豪雨災害に係る復旧事業関係であります。繰越額は記載のとおりといたしてお

ります。 

  １０ページをお願いいたします。第３表債務負担行為の補正です。追加の楽善ふれあいプラザ指定

管理委託は、期間を３年間としております。変更の大水害対策緊急資金利子補給事業は、貸付の実行

が平成２５年の１月となり、本年度予定の利子補給が翌年度以降に延びたものです。 

  １１ページをお願いいたします。第４表地方債の追加です。国の経済対策に伴うもので、町負担分

を補正予算債により手当てしているものです。元利償還に要する費用は、１００％交付税の基準財政

需要額に算入されます。１８．道路整備事業は、道路ストック総点検事業となります。１９．県道負

担金は、県道熊本大津線の整備です。２０．都市再生整備計画事業は、社会資本整備総合交付金事業

による駅前楽善線他の工事関係です。２１．一般公共事業は、県営迫井手地区圃場整備事業と上井手・

下井手地区県営灌漑排水事業の負担金です。２２．農業水利施設保全合理化事業は、上井手・下井手

のゲートなどの改修の負担金です。２３．国営菊池台地農業水利施設保全事業は、水管理制御システ

ムの更新です。２４．町営住宅整備事業は、鍛冶の上住宅と西鶴住宅の屋根外壁改修事業です。 
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  １２ページをお願いいたします。変更分です。各事業の確定に伴う額の変更に伴うものです。各事

業の起債の方法、利率償還につきましては補正前と同様となります。１の臨時財政対策債は１億４千

９２６万３千円の増額となっております。２の町道整備事業から１７の災害復旧事業債までは事業の

確定見込みによるものです。 

先に歳出からご説明いたします。３６ページをお開きお願いいたします。款２項１目１一般管理費

です。節３職員手当等の退職手当が退職予定者が増えたことにより増額となっております。 

３７ページをお願いいたします。節８の報償費は世帯数の増加です。 

３８ページをお願いいたします。目２人事秘書費、節１９の６地方公務員災害補償基金特別負担金

は、東日本大震災に係る給付金分であります。 

４３ページをお願いいたします。目１１地域づくり推進費の節１報酬及び節９旅費の費用弁償は、

まちおこし大学運営委員会の公募委員数の増であります。目１３財政調整等基金費は、財政調整基金

に５千２６万２千円を積み立てるものです。 

４５ページをお願いいたします。目１５社会資本整備総合交付金事業は、美咲野小学校通学路の防

犯灯設置工事です。経済対策による追加が求められましたので、当初計画事業の執行残を減額いたし

まして、追加分を増額補正するものであります。 

以下、社会資本整備総合交付金事業に係る補正は、すべて国の経済対策によるものであります。 

５０ページをお願いいたします。款３項１目１社会福祉総務費です。節２８国民健康保険特別会計

繰出金と介護保険特別会計繰出金は、いずれも給付費等の実績見込みによるものであります。 

５１ページをお願いいたします。目２障害者福祉費です。節２０の扶助費は実績見込みに伴うもの

です。 

５２ページをお願いいたします。目４老人福祉費の節２０高齢者外出支援事業も利用者の増加によ

るものです。 

５６ページをお願いいたします。目１０の社会資本整備総合交付金事業費は、老人福祉センターの

太陽光発電設備の設置と老朽化しました介護予防事業用マイクロバスの買換えです。 

５７ページをお願いいたします。項２目１児童福祉総務費です。 

５８ページの節１８の美咲野小学校校区学童保育施設備品は、机や給湯器の購入を行うものです。

節２３償還金利子及び割引料は、それぞれの事業の確定に伴う補助金返還金です。目２児童措置費、

節２０の扶助費、子ども手当は、制度の変更とそれぞれの対象児童の実績見込みによる減額です。 

５９ページをお願いいたします。目３大津保育園費です。 

６０ページの節１８の園児用ロッカー他の備品購入は、園児の増加によるものです。目５保育所運

営費は、私立保育所の児童数の実績見込みによる増額です。 

６１ページをお願いいたします。款４項１目１保健衛生総務費です。節１３委託料は、妊婦健診受

診者の増加によるものです。 

６３ページをお願いいたします。目４健康増進費の節１３委託料です。これも各種健診の受診者の

増加によるものです。 
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６５ページをお願いします。項２目１清掃総務費の節１９の１．菊池環境保全組合負担金は、負担

金額の確定です。 

６６ページをお願いいたします。款６項１目３農業振興費です。節１９の４．水田地域営農体制整

備支援事業補助金は、農政局直轄事業への変更及び入札残によるものです。 

６７ページをお願いします。目６農地費です。節１９の５．農業水利施設保全合理化事業負担金と

６．上井手・下井手地区県営かんがい排水事業負担金は、いずれも国の経済対策を受けて上井手・下

井手などのゲートなどを改修するものです。目７圃場整備費です。 

６８ページをお願いします。節１９の負担金です。１の県営事業負担金から５の国営造成管理体制

整備促進事業負担金まで、いずれも負担金額の確定であります。７．県営事業負担金は、迫井手地区

圃場整備の幹線道路などの整備であります。８．国営菊池台地農業水利施設保全事業負担金は、水管

理システムの更新です。国の経済対策に伴い事業を前倒しするものです。 

６９ページをお願いします。目９農業集落排水特別会計繰出金は、使用料と負担金の収納増に伴う

ものです。 

７６ページをお願いいたします。款８項２目２道路維持費は、国の経済対策による道路ストック総

点検事業で、路面調査の委託と舗装の補修工事です。目３道路新設改良費です。 

７７ページをお願いいたします。節１９県道負担金の増は、瀬田熊本線、熊本大津線他の事業費の

変更です。項３目１都市計画総務費です。 

７８ページをお願いいたします。節１９の２．県道負担金は、西鶴中井迫線の事業費の変更です。

目３公共下水道特別会計繰出金は、使用料と負担金の収納増に伴う減額であります。 

７９ページをお願いいたします。目５社会資本整備総合交付金事業は、駅前楽善線、門出２号線の

道路改良や肥後大津駅前広場の設計業務等が主な事業です。 

８０ページ、８１ページをお願いします。項４目２住宅維持費も、国の経済対策を受けて鍛冶の上

住宅と西鶴住宅の屋根と外壁を改修するものです。目３の社会資本整備総合交付金事業は、立石団地

集会場の整備を前倒しするものです。 

８３ページをお願いいたします。款９項１目７社会資本整備総合交付金事業は、節１８で救助資機

材搭載型車両などの購入をするものです。 

８５ページをお願いいたします。款１０項２目１学校管理費です。節１１の修繕料は大津小学校の

トイレの修理などです。 

８６ページをお願いいたします。節１８の護川小学校特別支援学級備品は、４月に入学が予定され

ている児童用として会話補助装置などを購入するものです。 

８７ページをお願いいたします。項３目１学校管理費の節１９は、大津中学校女子バレー部の九州

大会出場の補助金です。 

８８ページをお願いします。項４目１幼稚園費です。 

８９ページをお願いいたします。節１８は、園児の児童や老朽化による机・椅子の購入であります。 

９３ページをお願いいたします。項５目８社会資本整備総合交付金事業は、大津地区公民館分館、
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生涯学習センター、オークスプラザに太陽光発電設備を設置するものです。 

９７ページをお願いいたします。項６目３学校給食費の節１８テーブル型食器消毒保管器は、アレ

ルギー食の調理対応用で購入するものです。 

９８ページ、目４社会資本整備総合交付金事業は、運動公園に太陽光発電設備を設置するものです。

款１１項１目１農業用施設災害復旧費から９９ページの項２目１公共土木災害復旧費までは、事業費

の確定による減額であります。 

１００ページをお願いいたします。款１２項１公債費です。償還額の確定及び一時借入れの不要に

よるものです。 

１０１ページをお願いいたします。款１３予備費で財源調整をいたしております。 

続いて、歳入についてご説明いたします。１６ページをお開きお願いいたします。款１町税です。

実績見込みより増額となっております。款７地方消費税交付金、１７ページの款９地方特例交付金は

いずれも額の確定です。款１２項１目６災害復旧費負担金の節１農地災害復旧費負担金は、事業費及

び補助率の確定に伴う受益者負担金の減額です。 

１８ページから２０ページの款１３使用料及び手数料も実績に伴うものであります。款１４項１目

１民生費国庫負担金から２８ページの款１５項３目６教育費委託金までは、それぞれの事業の確定に

伴う補助金の増減です。ただし、２１ページの土木費国庫補助金は、国の経済対策に伴う補正であり

ます。 

３０ページをお願いいたします。款１８項２目６財政調整基金繰入金は、町税や地方消費税交付金

の増額補正等により財源を調整し、減額するものであります。これによりまして平成２４年度末の同

基金の残額は２４億３千万円になる見込みです。 

３２ページをお願いいたします。款２０項４目２雑入で中ほどの災害復旧保険料は、総合交流ター

ミナル岩戸の里の災害復旧工事に伴う保険金が平成２５年度になる見込みのための減額です。 

３３ページをお願いいたします。款２１町債につきましては、先ほど地方債補正のところでご説明

したとおりであります。 

１０２ページをお願いいたします。給与費明細書です。特別職の長等の給料の減額は、任期満了に

伴う町長の不在期間を実績により減額するものです。その他の特別職の人数と報酬額の減額は、各種

委員会におきまして開催すべき事案がなかったことなどにより、開催しなかった委員会等の実績によ

るものです。 

１０３ページの一般職は、いずれも確定見込みによるものです。退職手当の増額は、退職予定者の

増に伴い、退職手当特別負担金が増額となっております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明終わりました。 

福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） こんにちは。福祉部長の中尾です。よろしくお願いします。議案第３号、

平成２４年度大津町国民健康保健特別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 
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  別冊の補正予算書をお願いいたします。今回の補正の主なものは、平成２４年度の国・県等の交付

金等の額の確定及び高額医療共同事業交付金及び拠出金の確定に伴うものでございます。 

  予算書の１ページをお願いいたします。第１条で既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

４千４６万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億３千８５５万５千円とするも

のでございます。 

  まず、歳入についてご説明いたします。説明書の９ページをお開きください。あわせて別冊の補正

予算概要３４ページから３５ページをお願いいたします。款１項１目１一般被保険者国民健康保険税

は１千６１万円の増額補正をお願いしておりますが、これは一般被保険者数の増加によるものでござ

います。次のページにまたがっておりますが、目の２の退職被保険者等国民健康保険税は、見込みに

より６０万円の減額補正でございます。款３項１目２共同事業負担金は、額の確定により１７３万４

千円の減額補正でございます。目３特定健康審査等負担金は、額の決定により９４万９千円の増額補

正でございます。 

  １１ページをお願いいたします。款４項１県負担金、目１共同事業負担金及び目２の特定健康審査

等負担金は、いずれも額の確定により国庫負担金同様の補正額を計上しております。款７項１目１共

同事業交付金は、高額療養費共同事業拠出金の交付金で、レセプト１件当たり８０万円を超える医療

費に対して交付率により交付されるもので、額の確定に伴い６７８万９千円の減額補正を行っており

ます。目２保険財政共同安定化事業交付金は、レセプト１件当たり３０万円から８０万円までの高額

な医療費に係る交付金で、額の確定に伴い４千４２万７千円の減額補正でございます。 

  １２ページをお願いいたします。款９項１目１一般会計繰入金の節１保険基盤安定繰入金は１８６

万６千円を増額し、節４の財政安定化支援事業繰入金は８５０万７千円の減額でございます。いずれ

も額の確定によるものでございます。款１２項３の雑入で目１の一般被保険者第三者納付金を７８万

７千円減額し、目２の退職被保険者第三者納付金を２５万４千円増額しておりますが、いずれも実績

によるものでございます。 

  次に、歳出についてご説明いたします。１３ページをお願いいたします。あわせて別冊補正予算の

概要３５ページをご参照願います。款１項１目１一般管理費は、歳出見込みによる補正を計上してお

ります。目２連合会負担金は２千円の増額補正です。これは大変申し訳ありませんが、広報事業負担

金の計算ミスによる不足額を計上したものでございます。 

  １４ページをお願いします。款２項１目２退職被保険者療養給付費は見込み増により２千万円増額

補正しております。目４の退職被保険者等療養費及び目５の審査支払手数料についても、見込み増に

よりそれぞれ３０万円の補正増を行っております。款２項２目１の一般被保険者高額療養費について

も、見込み増により５００万円の増額補正を行っております。 

  １５ページをお願いします。目２の退職被保険者等高額療養費も見込み増により２００万円の補正

増を行っております。款４項１目１の前期高齢者納付金は、額の確定により５９万１千円の減額でご

ざいます。 

  １６ページをお願いします。款５項１目１の老人保健医療費拠出金は２３９万円の減額ですが、こ
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れは前年度の精算に伴うもので、額の確定により全額を減額しております。款７項１目１高額療養費

共同事業医療費拠出金も額の確定により７２１万３千円を減額し、目３の保険財政共同安定化事業拠

出金も額の確定に伴い４千３０５万７千円の減額補正をお願いしております。 

  １７ページをお願いします。款８項１目１特定健康診査等事業費は、特定健診及び人間ドッグ受診

の見込み減により４００万円の減額補正を計上しております。款８項２目１保健衛生普及費及び目２

の鍼灸施術費は、見込みによりそれぞれ減額補正を行っております。 

  １８ページの款１２予備費で歳入歳出の調整をしております。 

  以上、よろしくお願いします。 

  続きまして、議案第６号の平成２４年度大津町介護保険特別会計補正予算（第４号）についてご説

明申し上げます。今回の補正は、平成２４年度の介護給付費等の実績及び執行見込みに伴うものでご

ざいます。 

別冊の補正予算書をお願いいたします。第１条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７

３７万３千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億１千３８２万６千円とするも

のでございます。 

歳入について説明をさせていただきます。予算に関する説明書８ページをお開きください。あわせ

て別冊補正予算書の概要３７ページから３９ページをご参照ください。款１項１目１第１号被保険者

保険料は、それぞれ収納見込み額に伴い、７４７万円の増額補正を計上しております。款３項１目１

介護給付費負担金は４８５万４千円減額しておりますが、節１の現年度分は補助金内示に伴う国の負

担金２０６万２千円を減額補正しております。節２の過年度分２７９万２千円の減額は、昨年９月補

正のときに県負担金に増額補正すべきだったところを誤って国庫負担金に計上してしまったことによ

る減額でございます。 

９ページをお願いします。款３項２目１調整交付金の３２６万９千円の減額は、額の確定による減

額でございます。目２地域支援事業交付金も額の確定により７万５千円を増額しております。款４項

１目１介護給付費交付金は、給付費の見込み増により２３８万２千円の増額を計上しております。目

２地域支援事業支援交付金は、介護予防事業の見込み額により１０万１千円の増額を行っております。 

１０ページをお願いします。款５項１目１介護給付費負担金は、県の交付内示額により節１の現年

度分を１９６万２千円減額しております。節２の過年度分の２７９万２千円の増額は、先ほど国庫負

担金でも説明しましたが、昨年９月での過年度負担金として計上すべきところを誤って国庫負担金に

計上しておりましたので、今回、県負担金として計上しております。款５項２目１地域支援事業交付

金は、見込みにより３万８千円増額しております。款６項１目１介護給付費繰入金は、介護給付費に

対する町の負担分で、介護給付費の増加に伴い３３８万７千円を計上しております。目２地域支援事

業支援交付金は、介護予防事業費の増加に伴い３万７千円増額補正を行っております。 

次のページをお願いします。目３その他一般会計繰入金は、見込みにより減額を行っております。

款７項１目１利子及び配当金６千円の増は、介護給付費準備基金の利子でございます。款９項２目１

雑入４万６千円の増は、介護認定資料のコピー代で実績により増額しております。目２の被保険者第
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三者納付金の２１２万１千円の増額は、第三者行為損害賠償金額の確定により計上したものです。 

１２ページをお願いします。款９項３目１介護予防サービス計画費収入の６３万４千円の減額は、

要支援認定者の減少に伴う年間見込み計画費の減額補正でございます。 

次に、歳出について説明いたします。１３ページをお願いします。あわせて補正予算の概要は３９

ページからご参照ください。款１項１目１一般管理費ですが、節１３委託料で１０万７千円の増額補

正は、第三者損害賠償に伴う事務委託費でございます。項３目１介護認定審査会費の節１３委託料で

３３万１千円の増額ですが、これは法改正により、認定ソフト２００９導入に伴うシステム改修費３

６万９千円の増と、介護認定支援システム改修委託の入札残を差し引いた額を計上しております。 

ページがまたがっておりますが、款２項１目１介護サービス等諸費の２千７７０万円の増額は、当

初見込みに対しまして、居宅サービス給付費を８千７００万円、地域密着型サービス給付費を５３０

万円、サービス計画給付費を５００万円それぞれ増額しておりますが、施設サービス給付費の６千８

００万円、福祉用具購入品を３０万円、住宅改修費を４０万円、特定入所者サービス費を９０万円そ

れぞれ減額しております。差し引き２千７７０万円の補正増をお願いしております。なお、施設サー

ビス給付費の６千８００万円の減額は、介護療養型施設の利用の減少が主な理由となっております。

款２項２目１その他諸費は、国保連合会への委託件数増による審査支払手数料の増額補正でございま

す。項３目１高額介護サービス等費、節１９の負担金で１００万円の減額ですが、見込みによる減額

でございます。 

１５ページをお願いします。項４目１高額医療合算介護サービス等費、節１９負担金補助及び交付

金で２０万円の増額は見込みによる増額でございます。款３項１目１介護予防事業費、節１３の委託

料の６７万５千円の増額は、生活管理指導員派遣事業委託の利用者増による１３６万４千円の増額か

ら入札残を差し引いた額を計上しております。款３項１目２包括的支援事業費は、それぞれ支出見込

みにより８３万円の減額補正をしております。主なものは、節７賃金で５７万７千円の減額です。ケ

アマネージャーの退職による減額になります。 

次のページをお願いします。節１１需要費で３万円の増額補正を行っておりますが、これは節１９

の研修会負担金３万円を組み替えたもので、研修会負担金が認知症施策総合推進事業の補助対象経費

と認められないということによるものです。節１３委託料で６万９千円の減額です。法改正により、

認定ソフト２００９導入に伴うシステム改修委託料１４万７千円を増額しております。入札残を差し

引きして計上しております。節１８の備品購入費の７万１千円の減額は、認知症施策総合推進事業関

連備品の入札残でございます。目３任意事業費で１０２万９千円の減額です。主なものは、節８報償

費で１６万８千円の減額ですが、これは介護保険給付費適正化事業で毎月行っております適正ケア会

議の講師謝礼でございます。会議開催の減によります減額でございます。節１３委託料で８０万９千

円の減額ですが、食の自立支援事業分及びほっとライン体制整備事業分の見込みによる減額補正でご

ざいます。節１８備品購入費で５万２千円の減額は、老人福祉センターに設置しました業務用冷蔵庫

購入の入札残でございます。 

１７ページをお願いします。款４項１目１節２５の積立金は、介護給付費準備基金積立金でござい
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ます。款６項１目１予備費で歳入歳出の調整をしております。 

以上、よろしくお願いします。 

続きまして、議案第８号の平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につい

て説明申し上げます。今回の補正は、平成２４年度の保険料収納見込み、広域連合受託事業収入の額

の確定及び歳出見込み等に伴うものでございます。 

別冊の補正予算書をお願いいたします。予算書１ページをお願いします。第１条で既定の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ４４９万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

億５千５１２万５千円とするものでございます。 

歳入から説明をさせていただきます。説明書の７ページをお開きください。あわせて別冊の補正予

算の概要は４１ページをご参照願います。款１項１後期高齢者医療保険料の各節の補正につきまして

は、それぞれの収納見込み額により計上しております。款４項１目１事務費繰入金３８万円の減額は、

歳出見込みの補正減に伴うものでございます。目３保険事業等繰入金の３万円の減額は、人間ドッグ

受診の見込み減によるものでございます。 

次のページをお願いします。款６項４目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入は、後期高齢者の

健康審査の受託に伴うもので、当初広域連合において健診予定者を５２５人、１５.０３％で見込んで

ありましたが、実際の健康診査受診者が４００人程度の見込みのため１２０万５千円の減額を計上し

ております。款５目３雑入の４万５千円の減額は、人間ドッグ受診の見込み減によるものです。 

次に、歳出について説明をさせていただきます。９ページをお願いいたします。款１項１目１一般

管理費、節１２は、郵便代の歳出見込みによる減額です。項２目１徴収費、節１２も郵便代歳出見込

みによる減額です。款２項１目１後期高齢者医療広域連合納付金、節１９の１は、町が徴収しました

保険料を広域連合に納めるもので、広域連合において賦課され算出された額の確定通知に基づき２０

０万１千円の減額を計上しております。２の滞納繰越分につきましては、滞納分の保険料収入増によ

るものでございます。 

１０ページをお願いします。款３項１目１健康診査費は、それぞれ歳出見込みによる減額補正です

が、主なものは、節１３委託料で後期高齢者の健康診査の委託費９１万円の減額になります。健診受

診者の減に伴うものでございます。款５項１予備費で歳入歳出を調整しております。 

以上、よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） こんにちは。議案第４号、平成２４年度大津町外四ケ市町村共有財産管理

処分事務受託特別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

  別冊の補正予算書になります。議案集は５ページをお願いします。補正予算書の概要は３６ページ

になります。予算書の１ページをお願いします。第１条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ４万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４７万３千円とするものです。 

  説明書の７ページをお願いします。歳入からご説明申し上げます。款２項１目１の財産収入でござ
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いますが、県との分収林契約に基づく分収金４万９千円の増及び立木売払収入の座取りを減としてお

ります。 

  次に、８ページをお願いします。歳出でございます。款２項１目１の予備費で４万８千円の増額で、

財源調整としております。 

  以上、どうぞよろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） こんにちは。議案第１０号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び規約の一部変更についてご説明申し上げます。議案集は１１ページから１２ペー

ジになります。説明資料集は３ページからになります。この案件につきましては、熊本県市町村総合

事務組合の構成団体である本組合の益城町及び御船町中小学校組合及び川辺川総合土地改良事業組合

が平成２５年３月３１日をもって解散し、同日限りで本組合から脱退するため、規約の一部変更をお

願いするものです。 

  説明資料集の３ページから５ページをお願いいたします。新旧対照表の改正前の別表第１、別表第

２の第３条第１号に関する事務及び別表第２の第３条第９号に関する事務の表中の下線の記載を削り、

改正後の表中の記載のとおり改めるものです。 

  議案集の１２ページをお願いいたします。附則で、この規約は平成２５年４月１日から施行すると

いたしております。 

  なお、構成市町村の同文議決案件でございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

しばらく休憩します。 

午後は１時より再開します。 

午前１１時５１分 休憩 

                    △ 

午後 ０時５９分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、議案第１１号から議案第２９号までの説明を求めます。福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 議案第１１号、議案集の１３ページ、１４ページをお願いしたいと思いま

す。それから説明資料集につきましては６ページからになります。 

今回、同じような条例を３本一緒にさせていただいておりますが、少しずつ内容が違っております

ので、３つで説明をさせていただきたいと思います。特に、今回の条例制定の背景でございますが、

平成２３年に地方自治体の自主性を強化するために地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され、その法律に関連し、介護保健法が改定され

ました。介護サービスの中でもともと市町村の管轄であった地域密着型サービス及び地域密着型介護
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予防サービスに関することは条例で定めることとされたことによりまして、今回３条例を提案させて

いただくものでございます。 

地域密着型サービスにつきましては、介護１から介護５までの要介護者を対象とするサービスでご

ざいまして、地域密着型介護予防サービスにつきましては、要支援１、２を、要支援者を対象にする

サービスでございます。 

介護サービスにつきましては、当然介護サービス事業所が行うわけですが、その事業所の指定及び

事業の運営等につきまして、介護保健法または介護保健法施行規則でこと細かく規定されております

が、ここで改めて条例で制定するものでございます。 

議案第１１号の部分になりますけども、条例制定の目的でございますけども、法第７８条の２第１

項及び第４項並びに第１１５条の１２第２項の規定により、指定地域密着型老人福祉施設入所者生活

介護の入所定員並びに指定地域地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の

申請者の資格を定めることを目的とするものでございます。 

なお、条例の制定にあたりましては、法第７８条の２第５項及び第１１５条の１２第３項の規定に

より、介護保健法施行規則第１３１条の１０の２及び第１４０条の２７の２に定める基準にしたがい、

定めるものでございます。 

条例における基本的事項でございますが、第１条でこの条例の趣旨をうたっております。指定密着

型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めることを趣

旨としております。 

第２条では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員を定めております。法第７８

条の２第１項に規定する条例で定める入所定員を２９人以下と規定しております。 

第３条では、指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資

格を定めております。条例で定める資格を法人と規定しております。また、第２項で法人の役員につ

きまして、大津町暴力団排除条例に規定する暴力団員であってはならないことを規定しております。 

附則で、この条例の施行期日を規定しており、平成２５年４月１日から施行するとしております。 

続きまして、議案集の１５ページ、説明集の８ページをお願いします。 

議案第１２号、大津町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例についてご説明をいたします。 

条例制定の背景につきましては、先ほど説明しております条例と同じでございますので省かせてい

ただきます。 

条例制定の目的につきましては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準に関し、必要な事項を定めることを目的とするものでございます。指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準に定める基準にしたがって、標準とし、または参酌し定めるもの

でございます。 

条例における基本的事項につきましては、最初に、本条例は省令を参酌し検討した結果、ほとんど

を省令と同様に内容として定めております。ただし、相違する点がありまして、各サービスごとに記
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録の整備における条項、その保存期間について、省令では「２年間保存しなければならない」と定め

られておりますが、事業者が不適切な介護給付費の給付を受けた場合の介護報酬の返還請求の消滅時

効は、地方自治法により５年と定めているため、記録などの保存期間は５年としております。 

それでは、順次、ご説明をさせていただきます。議案説明集のほうでの説明にかえさせていただき

ます。８ページのほうで説明をさせていただきたいと思います。 

第１章は、総則でございまして、第１条から第３条まででございます。本条例の趣旨としまして介

護保健法第７８条の４第１項及び第２項に規定する地域密着型サービスの基準に関し必要な事項を定

め、定義では用語の意義を、また一般原則では指定地域密着型サービス事業者がサービスを提供する

上での一般原則を定めております。省令の基準を参酌し検討した結果、実施する場合の基準としまし

て適切であると判断し、省令と同一の基準を定めるものでございます。 

第２章は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準を定めるもので、第４条から４４条までござ

います。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的な巡回または随時通報によりその者の居宅を

訪問し、居宅において生活を送ることができるようにするための介護などの援助を行い、心身の機能

の維持回復を目指すものであり、医療と介護の連携強化、単身、重度の要介護者等に対応できるよう

に平成２４年に導入されましたサービスでございます。 

現在、大津町には該当するサービス事業所はありませんが、省令の基準を参酌し検討した結果、実

施する場合の基準として適切であると判断し、省令と同一の基準を定めるものでございます。 

第３章は、夜間対応型訪問介護の基準を定めたもので、第４５条から第５９条まででございます。

夜間対応型訪問介護につきましては、夜間において定期的な巡回または随時通報によりその者の居宅

を訪問し、夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を

行うものでございます。 

現在、大津町に該当するサービス事業所はありませんが、省令の基準を参酌し検討した結果、実施

する場合の基準として適切であると判断し、省令と同一の基準を定めるものでございます。 

第４章は、認知症対応型通所介護の基準を定めたもので、第６０条から第８０条まででございます。

認知症対応型通所介護事業所は、対象者を認知症の者に限定し、認知症の特性に配慮したサービス形

態であり一般の通所介護とは異なります。 

現在、大津町には２事業所があります。省令の基準を参酌し、検討した結果、実施する場合の基準

としまして適切であると判断し、省令と同一の基準を定めるものでございます。 

第５章は、小規模多機能型居宅介護の基準を定めたもので、第８１条から第１０８条まででござい

ます。小規模多機能型居宅介護につきましては、通いを中心として利用者の希望に応じて随時訪問や

宿泊を組み合わせてサービスを提供することによりまして、利用者の居宅における生活の継続を支援

するものでございます。 

現在、大津町では１事業所あります。先ほど言いましたように、省令と同一基準を定めるものでご

ざいます。 

第６章は、認知症対応型共同生活介護の基準を定めたもので、第１０９条から第１２８条まででご
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ざいます。認知症対応型共同生活介護は、認知症高齢者が家庭的な環境と地域住民との交流のもと、

住み慣れた環境での生活を継続できるように目指すものでございます。 

現在、大津町には３事業所あります。省令と同一の基準で定めるものでございます。 

第７章、地域密着型特定施設入居者生活介護の基準を定めたもので、第１２９条から第１４９条ま

ででございます。地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき

まして、介護その他日常生活の世話等を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日

常生活を育むことができるよう支援するものでございます。 

現在、大津町には該当するサービス事業所はありませんが、省令と同一の基準を定めるものでござ

います。 

第８章につきましては、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基準を定めたもので、第１

５０条から第１８９条まででございます。地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護は、地域密着型

施設サービスの計画に基づき、入所者が自立した日常生活を育むことができるようにすることを目的

とするもので、ユニット型は入居者の居室及び少人数の家庭的な雰囲気で生活できる共同生活室で一

体的に構成される場所、ユニットにおいて日常生活の支援を規定するものでございます。 

現在、大津町に該当するサービス事業所はありませんが、省令と同一の基準を定めるものでござい

ます。 

第９章、複合型サービスの基準を定めたもので、第１９０条から第２０２条まででございます。複

合型サービスにつきましては、小規模多機能型居宅介護と訪問介護などを組み合わせて通所、訪問、

短期間の宿泊で介護や医療、看護のケアを提供し、心身の機能の維持回復を目指すもので、医療と介

護の連携強化、単身、重度の要介護者に対応できるよう平成２４年に導入されたサービスでございま

す。 

現在、大津町に該当するサービス事業所はありませんが、省令と同一の基準を定めるものでござい

ます。 

なお、第２章から第９章までそれぞれ記録の整備における保存期間につきまして、記録などの保存

期間は５年としております。 

附則では、この条例の施行期日と経過措置を規定しておりますが、施行期日は平成２５年４月１日

でございます。 

続きまして、議案集の１４７ページ、説明集１２ページをお願いします。 

議案第１３号の大津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員並びに介護予防のための効果

的な支援の方法並びに設備及び運営に関する基準を定める条例についてご説明をさせていただきます。 

条例の制定の背景につきましては、前の二つの条例と同じでございますので、省かせていただきま

す。 

条例制定の目的につきましては、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員並びに介護予防の

ための効果的な支援の方法並びに設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めることを目的

とするものでございます。なお、条例の制定にあたって、指定地域密着型介護予防サービスの事業の
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人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準に定める基準にしたがい、標準として定めるものでございます。 

条例における基本的な事項につきましては、最初に、本条例は省令を参酌し検討した結果、ほとん

どを省令と同様の内容として定めております。ただし相違する点がありまして、各サービスごとに、

先ほども言いました記録の整備における条項、その他保存期間について省令では２年というふうにし

ておりますが、地方自治法により５年と定められているための記録などの保存期間を５年としている

ものでございます。 

順次説明をさせていただきます。 

第１章の総則では、本条例の趣旨として介護保険法第１１５条の１４第１項及び第２項の規定にす

る地域密着型介護予防サービスの基準、介護予防のための効果的な支援の方法に関し必要な事項を定

め、定義で用語の意義を一般原則で指定地域密着型介護予防サービス事業者がサービスを提供する上

での一般原則を定めております。第１条から第３条まででございます。省令と同一の基準を定めるも

のでございます。 

第２章、介護予防認知症対応型通所介護では、介護予防認知症対応型通所介護の基準を定めており

ます。第４条から第４２条まででございます。介護予防認知症対応型通所介護は、対象者を認知症の

者に限定し、認知症の特性に配慮したサービス形態であり、一般の通所介護とは異なります。 

現在、大津町には１事業所があります。省令と同一の基準で定めるものでございます。先ほど言い

ました保存期間につきましては５年としております。 

第３章につきましては、介護予防小規模多機能型居宅介護では、介護予防小規模多機能型居宅介護

の基準を定めております。第４３条から第６９条まででございます。介護予防小規模多機能型居宅介

護につきましては、通いを中心として利用者の希望に応じて随時訪問や宿泊の組み合わせでサービス

を提供することによりまして、利用者の居宅における生活の継続を支援するものでございます。 

現在、大津町には１事業所があります。省令と同一の基準で定めるものでございます。 

第４章、介護予防認知症対応型共同生活介護では、介護予防認知症対応型共同生活介護の基準を定

めております。第７０条から第９０条まででございます。介護予防認知症対応型共同生活介護は、認

知症高齢者が家庭的な環境と地域住民との交流のもと、住み慣れた環境での生活を継続できるように

目指すものでございます。 

現在、大津町には３事業所があります。省令の基準で定めるものでございます。第８５条の記録の

整備における第２項の保存期間につきましては、先ほど申しましたように、記録などの保存期間とし

て５年としております。 

附則では、この条例の施行期日を規定し、施行期日を平成２５年４月１日としております。 

次に、議案第１４号をお願いいたします。議案集２０４ページから２０６ページになります。説明

資料集１５ページをお願いいたします。 

今回の条例の制定につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定に伴い、対策本部

を設置するものであります。 
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目的としまして、大津町並びに県下全域、近隣市町村におきまして新型インフルエンザが発生した

場合、被害軽減及び拡大防止を図るため、全町的な総合対策を実施するために対策本部に関し必要な

事項を定め、円滑な運営ができるように条例を設置するものであります。 

組織としましては、本部長、副本部長、本部員等の項目をあげております。なお、本部長、副本部

長、本部員への該当者につきましては、説明書の下段のほうの対策本部体制図の右側の欄に説明をさ

せていただいております。 

次に、対策本部の所掌事務としましては、そこに書いてあります４点をあげさせていただいており

ます。その他、町のほうの新型インフルエンザに関する条例、要綱としましては、条例としまして町

立診療所の設置等に関する条例があります。それから要綱としまして、大津町新型インフルエンザ対

策本部設置要綱、それから対策会議設置要綱、新型インフルエンザワクチン接種費助成事業実施要綱

が整備されております。今回の提案している条例とあわせまして、新型インフルエンザ対策として対

応できればと考えております。 

議案集の２０６ページをお願いいたします。附則で、この条例は公布の日または法の施行の日いず

れか遅い日から施行するということで、附則のほうでうたっております。 

続きまして、議案第２１号をお願いしたいと思います。議案集の２３０ページから２３１ページを

お願いします。それから、説明資料集につきましては、３４ページをお願いいたします。 

今回の条例改正につきましては、児童福祉法の一部改正によりまして、障害児施設の体系が改めら

れたこと及び地域社会における共生の実現に向けた新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律

の成立により、「障害者自立支援法」の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」に改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

説明資料集の３４ページのほうですけども、第１条及び第２条中と、第３条第１項及び第４号中の

知的障害児入所施設を福祉型障害児入所施設に改め、第３条第２号中の障害者自立支援法を障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改めるものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第２３号をお願いいたします。議案集は２３４ページから２３５ページになりま

す。 

今回の条例改正につきましては、先ほども申しました、地域社会における共生の実現に向けた新た

な障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の成立により、「障害者自立支援法」

の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されたことに伴い

まして、条例の一部を改正するものでございます。 

説明資料集は３７ページと３８ページになります。第２条の表受給資格者の項中第２号と第２条の

表一部負担金の項を改めるものでございます。 

３７ページにつきましては、改正後のほうで新たな法律のほうに改正させていただいております。

それから、「の例」というようなことでアンダーラインを引いておりますけども、こちらにつきまして

はまだ現在法律が改正中ということで、こういう「の例」という形での改正にさせていただいており
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ます。 

それから、３８ページの一部負担金につきましては、法律の施行令を入れさせていただいておりま

す。それから、第３号で障害児入所医療及び第２１条の５の２８の規定による肢体不自由児通所医療

ということを変更にさせていただいております。 

議案集の２３５ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２５年４月１日から施行する

ということでうたっております。 

それから、議案第２８号をお願いいたします。議案集２５５ページの部分ですが、説明資料は６１

ページから６２ページをお願いいたします。 

今回、大津町若草児童学園及び大津町楽善ふれあいプラザの指定管理者の指定につきまして、議案

を提案させていただいております。対象施設につきましては、若草児童学園と楽善ふれあいプラザの

２つになります。目的としましてそこに書いておりますけども、設置目的を「より効率的かつ効果的

に達成するために地域等の活力を積極的に活用できる法人に指定管理者として指定することで、事業

効果の向上を図るものです」としております。 

それから、指定管理者につきましては、平成２０年４月１日から本年３月３１日までの５年間、現

在、社会福祉法人秋桜会が指定を受けられております。学園のほうの委託につきましては０円でなっ

ております。それから、楽善ふれあいプラザの年間委託料としまして４６万５千円を委託料として支

払っております。 

それから、平成２５年以降の指定期間ということで、４月１日から３年間を計画しております。 

それから、５番で非公募による指定管理者の選定ということで、そこに理由をあげさせていただい

ておりますが、平成２０年度から５年間の指定管理を受けられたということと、第三者評価において

高い評価を、これは熊本県の第三者評価ですけども、高い評価を受けられている。また、同学園の保

護者会からの評価も良好で、適正な管理・運営ができておられる実績があるということになります。 

それから、運営方針、職員等の変更があった場合に、利用者に多大な影響を与えるというようなこ

とと、地域福祉座談会等での参加も取り組まれておりまして、地域との関係も深く良好な部分になっ

ております。そういう理由で、継続が望ましいと思われるということで記載しております。 

それから、楽善ふれあいプラザにつきましては、学園と同一の敷地内にあるということと、保安設

備の操作機器が同学園の事務所に設置してあるというようなことで一体的な管理運営が妥当だと考え

ます。 

以上の理由によりまして、指定管理者に管理運営を継続して行わせることが最適であると考え、公

募しないものといたしました。 

それから、指定管理者の選定の経過につきましては、そこに書いてありますとおりでございます。

指定管理者の選定委員会の設置につきましては、開催期日、１月２５日に行っております。内容等に

つきましては、申請者からのプレゼンテーション及び質疑応答を行っております。審査基準につきま

しては、審査基準に基づき各審査委員においての審査という形をしております。審査内容につきまし

ては、そこに書いてありますとおりの項目でやっております。 
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審査結果につきましては、申請者社会福祉法人秋桜会ということで、若草児童学園のほうでの点数、

総得点が５３５.９点、平均７６.６点ということになります。 

楽善ふれあいプラザが総得点５１９.０点、平均７４.１点ということになっております。 

選定結果を町長のほうに報告する、それから候補者への通知としまして１月３１日に行っておりま

す。 

今回の提案につきましては、先ほども言いましたように、若草児童学園及び楽善ふれあいプラザの

指定管理者の指定ということで提案をさせていただいております。 

どうかよろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

次に、経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 議案第１５号、大津町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に

関する基準を定める条例についてご説明します。 

  議案集の２０７ページから条例案を記載しております。説明資料は説明資料集の１６ページから記

載をしております。 

  第１条の趣旨についてですが、平成２３年の地域の自主性及び自立を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律の施行に関する高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律

が改正されました。この改正により、これまで国が定めていた移動等円滑化のために必要な特定公園

施設の設置に関する議事について、国が定める基準を参酌して、地方自治体が条例で定めることとなっ

たため、今回、条例の制定を行うものです。 

  第２条についてですが、災害等による場合の例外について定めたものです。 

  第３条についてですが、園路及び広場を設ける場合の基準について定めたものです。第１号で、出

入口についての基準を定めております。第２号で通路についての基準を定めております。第３号、第

４号で階段、踊り場についての基準を定めております。第５号で傾斜路についての基準を定めており

ます。第６号で点字ブロックの設置を定めております。第７号で園路が次条から第１１条まで及び法

律施行規則第２条第２項の主要な公園施設に接続していることと定めております。 

  第４条についてですが、屋根付広場を設ける場合の基準について定めてございます。第１号で出入

口についての基準を定めております。第２号で車椅子使用者の円滑な利用の広さを定めております。 

  第５条についてですが、休憩所及び管理事務所を設ける場合の基準について定めたものでございま

す。第１項第１号で、出入口についての基準を定めております。第１項第２号でカウンターを設ける

場合の基準を定めております。第１項第３号で車椅子使用者の円滑な利用の広さを定めております。

第１項第４号で、休憩所及び管理事務所で便所を設ける場合の基準を定めております。第２項で、管

理事務所の読み替えを定めております。 

  第６条についてですが、野外劇場及び野外音楽堂を設ける場合の基準について定めたものでござい

ます。第１項第１号で、出入口についての基準を定めております。第１項第２号で出入口と野外劇場

の車椅子使用者用観覧スペース及び便所との間の経路を構成する通路についての基準を定めておりま
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す。第１項第３号で、野外劇場での車椅子使用者観覧スペースの数の基準を定めております。第１項

第４号で、野外劇場で便所を設ける場合の基準を定めております。第２項で、車椅子使用者用観覧ス

ペースの基準を定めております。第２項第１号で、車椅子使用者用観覧スペースの広さの基準を定め

ております。第２項第２号で、車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないことを定めておりま

す。第２項第３号で、車椅子使用者の転落防止のための設備を定めております。第３項で、野外音楽

堂の準用を定めております。 

  第７条についてですが、駐車場を設ける場合の基準について定めたものでございます。第１項で車

椅子使用者用駐車施設の数を定めております。第２項第１号で、駐車施設の幅の基準を定めておりま

す。第２項第２号で、駐車施設の表示を定めております。 

  第８条から第１０条についてですが、便所を設ける場合の基準について定めたものでございます。

第８条第１項第１号で、床の表面についての基準を定めております。第８条第１項第２号で、男子用

小便器の基準を定めております。第８条第１項第３号で、前号に手すりの設置を定めております。第

８条第２項第１号及び第２号で、利用に適した構造を有する便房及び便所の設置を定めております。 

  第９条第１項第１号で、出入口の基準を定めております。第９条第１項第２号で、車椅子利用者の

適正な広さの確保について定めております。第９条第２項第１号で、車椅子使用者が通過する際に支

障となる段がないことを定めております。第９条第２項第２号で、出入り口に標識を設置することを

定めております。第９条第２項第３号、腰掛便座及び手すりを設けることを定めております。第９条

第２項第４号、水洗器具を設けることを定めております。第９条第３項で、前項の便房の出入口及び

戸の広さを定めております。 

  第１０条で便所及び便房の出入口及び戸の規定は円滑な利用に適した便所に準用し、便房の標識を

便所の標識と読み替えることと定めております。 

  第１１条についてですが、水飲場及び手洗場を設ける場合の基準について定めたものでございます。

第１項で、水飲場を設ける場合は、高齢者、障害者の円滑な利用に適した構造のものと定めておりま

す。第２項で、手洗場について準用すると定めております。 

  １２条についてですが、掲示板及び標識を設ける場合の基準について定めたものでございます。第

１項第１号で、掲示板は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとすると定めておりま

す。第１項第２号で、掲示板に表示された内容が安易に識別できるものと定めております。第２項で、

前項の規定は、標識について準用するものと定めております。 

  第１３条についてですが、特定公園の標識を設ける場合は、園路及び広場の出入口の付近に設ける

ことと定めております。 

  次に、議案第２５号です。議案第２５号、大津町都市公園条例の一部を改正する条例についてご説

明します。 

  議案集の２４３ページから条例案を記載しております。説明資料は、説明資料集の４８ページから

でございます。 

  この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るため、関係法律の整備に関す
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る法律の施行をしようとする都市公園の一部改正等に伴い、都市公園及び公園施設の設置基準等に関

する条例等の整備が必要となり、今回は、条例の改正を行うもので、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定に伴い、議会の議決を求めるものでございます。 

  説明資料の新旧対照表によりまして改正内容を説明いたします。４８ページをお願いします。第１

条中、都市公園の設置を町が都市公園を設置する場合の設置基準並びに都市公園（第１条の３及び第

１条の４を除き、以下「都市公園」という。）の設置を改め、同上の次に、次の５条を加えます。 

各条文について説明します。第１条の２及び第１条の３についてですが、設置基準及び一人当たり

の敷地面積の標準を定めております。第１条の４についてですが、配置及び規模の基準について定め

ております。第２号で、近隣公園についての配置と標準敷地面積を定めております。第３号で、地区

公園についての配置と標準敷地面積を定めております。第４号で、総合公園、運動公園、広域公園に

ついての配置を定めております。第２項で、公害または災害を防止することを目的とする緩衝地帯と

しての都市公園等の配置と敷地面積を定めております。第１条の５についてですが、建築面積の基準

を定めております。第１条の６第１項についてですが、運動施設等の建築面積の基準の特例を定めて

おります。第１条の６第２項についてですが、文化財保護等の規定による建築面積の基準の特例を定

めております。第１条の６第３項についてですが、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場等による

建築面積の基準の特例を定めております。第１条の６第４項についてですが、仮設公園施設を設ける

場合による建築面積の基準の特例を定めております。 

ちなみに、大津町の都市公園でございますが、大松山公園、昭和園、かぶとむし公園、大津町運動

公園、大津中央公園等でございます。 

以上、よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

次に、土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 議案第１６号、大津町道路構造の技術的基準等を定め

る条例の制定についてご説明申し上げます。 

  議案集の２１７ページ、説明資料集については１８ページからになります。説明資料集に基づいて

説明します。１８ページをお願いいたします。 

  １の趣旨についてですが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」すなわち地域主権改革一括法の施行に伴い、道路法及び高齢者・障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律が改正されました。この改正により、これまで国が法律で定めて

いた基準について地方自治体が条例で定めることとなったため、国が定める基準を参酌して新たに条

例を制定しようとするものです。 

  ２で道路の構造の技術的基準と道路移動円滑化基準については、それぞれ道路構造令、移動円滑化

のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令で、一般的技術基準が定められています。 

  また、道路の標識の寸法については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令で定められてい

ます。 
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  ３の条例の概要ですが、国で定められています基準や寸法を参酌して、これらを基準とするもので

す。 

  説明資料集の１９ページをお願いいたします。第１条の趣旨ですが、この条例は、町が管理する町

道の構造についての技術的基準等を定めるものとしております。条例を制定する根拠及び趣旨を明示

したもので、関係法律についての内容をそれぞれ条文ごとに記載しておりますので、ご覧いただきた

いと思います。 

  ２０ページをお願いいたします。第２条の町道の構造の技術的基準についてですが、道路法第２９

条に規定する道路の構造の原則に適合するように幅員、その他道路の構造に関する必要な事項につい

て規則で定めるとしております。この技術的基準ですが、幅員や構造で線形、見通し、勾配、路面、

排水施設、交差点または接続、待避所、横断歩道橋、柵などが国の道路構造令で定められていますが、

同様の内容を規則で定めるようにしたいと思います。 

  第３条の町道に設ける道路標識の寸法についてですが、道路標識、区画線及び道路標示に関する命

令とする。ただし、特別な必要がある場合は、その寸法の２分の１まで縮小することができるとして

おります。 

  ２１ページをお願いいたします。第４条の立体交差とすることを要しない場合についてですが、道

路法施行令第３５条第１項及び第３項に掲げるものとするとしております。これは自動車専用道路と

町道を交差させる場合は、立体交差となっています。ただし、道路管理者が条例で定める場合は立体

交差にしなくてもよいというものです。 

  ２２ページをお願いいたします。第５条の移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準に

ついてですが、移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準は、規則で定める。当該基準は、

高齢者、障害者等の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならないとしております。 

  附則で、この条例は平成２５年４月１日から施行するとしております。 

  次に、議案第１７号、大津町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制

定について説明いたします。 

  議案集は２２０ページ、説明資料集は２３ページからになります。説明資料集に基づきまして説明

いたします。 

  ２３ページをお願いいたします。１の趣旨についてですが、一括法の施行に伴い河川法が改正され

ました。この改正により、これまで国が法律で定めていた河川管理施設等の技術的基準について、地

方公共団体が条例で定めることとなったため、国が定める基準を参酌して、今回新たに条例を制定し

ようとするものです。 

  ２の河川管理施設等の技術的基準ですが、①河川管理施設等構造令は、河川区域ないで工作物を新

築、改築する等の技術的基準を定めたものです。②の準用河川とは、国土交通大臣や都道府県知事が

管理する河川には該当しない小規模な河川のうち、公共性や重要性の観点から、市町村長が指定し管

理する河川で、２級河川に関する規定を準用する河川になります。現在、大津町が指定している準用

河川は、大谷川、高良川、桜川、古荘谷川の４河川になります。 
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  ３の条例の概要ですが、国で定めています技術的基準の河川管理施設等構造令を参酌して、これら

を基準としようとするものです。この河川管理施設等構造令は、ダムや堤防などの構造について、河

川管理上必要とされる一般的技術基準を定めたものになります。 

  ２４ページをお願いいたします。第１条の趣旨ですが、この条例は、町が管理する準用河川の構造

の技術的基準を定めるものとするとしております。条例を制定する根拠及び趣旨を明示したもので、

関係法律についての内容を記載しておりますのでご覧いただきたいと思います。 

第２条の定義ですが、この条例において使用する用語は、法及び河川管理施設等構造令において使

用する用語の例によるとしております。 

第３条の河川管理施設等の構造の技術的基準ですが、法の規定に基づく河川管理施設または法の許

可を受けて設置される工作物の構造の技術的基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、

河川状況及び予想される荷重を考慮した安全なものでなければならないとしております。これにつき

ましては、河川管理施設または許可を受けて設置される工作物のうち、ダムや堤防、その他の主要な

ものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令で定める基準を参

酌して規則で定めるようにしたいと思います。 

附則で、この条例は平成２５年４月１日から施行するとしております。 

次に、議案第２４号、大津町営住宅条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

議案集の２３６ページ、説明資料集は３９ページからになります。なお、私のほうでは都市計画課

所管になります町営住宅の整備基準について説明を行いまして、第５条入居者の資格以下の改正につ

きましては、総務部長のほうで説明してもらいます。 

説明資料集の新旧対照表によりまして改正内容を説明いたします。３９ページをお願いいたします。

地方主権改革一括法の施行に伴い、公営住宅法が改正されました。この改正により、これまで国が法

令で定めていた公営住宅の整備基準について条例等の整備が必要となり、今回、条例の改正を行おう

とするものです。 

最初に、目次の部分ですが、第１章総則の次に、第１章の２町営住宅等の整備基準を加えます。 

次に、各条文について説明いたします。第１条中、管理の次に、並びに町営住宅等の整備基準を加

えます。 

第１章の次に、第１章の２町営住宅の整備基準を加えます。 

次に、第２条の３の健全な地域社会の形成、第２条の４の良好な居住環境の確保、第２条の５の費

用の縮減への配慮につきましては、町営住宅等の整備にあたって、周辺地域の健全な社会形成、安全、

衛生、美観等を考慮した住宅の整備、住宅の耐久性を確保することによる建設及び維持管理費の縮減

について定めるものです。 

４０ページをお願いいたします。第２条の６位置の基準、第２条の７敷地の安全等では、町営住宅

の敷地について災害、公害等による居住環境が阻害される土地を避け、日常生活を考慮した住宅敷地

の選定及び敷地地形の安全についての基準を定めます。 

第２条の８の住棟等の基準では、町営住宅の敷地及び周辺地域の住宅環境を確保するため、住棟の
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配置についての基準を定めます。 

４１ページをお願いいたします。第２条の９、住宅の基準、第２条の１０の住戸の基準、４２ペー

ジの第２条の１１の住戸内の各部では、町営住宅に必要とされる性能や住宅の基準、各種設備、移動

の利便や安全性について整備基準を規則で定めることとします。 

第２条の１２の供用部分では、町営住宅の通行に供する共用部分の整備基準について規則で定める

こととします。 

第２条の１３の附帯設備では、町営住宅に必要とされる附帯設備について定めます。 

４３ページをお願いいたします。第２条の１４の児童遊園、第２条の１５の集会所、第２条の１６

の広場及び緑地、第２条の１７の通路では、住宅の規模に応じて必要とされる共同施設を整備する場

合、配慮すべき基準について定めます。 

議案集の２４２ページにお戻りいただきたいと思います。附則として、この条例は平成２５年４月

１日から施行するとしております。 

次に、議案第２６号、大津町下水道条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案集は

２４７ページ、説明資料集は５２ページからになります。 

地域主権一括法の施行に伴い、下水道法が改正され、これまで国が法令で定めていた公共下水道、

流域下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準並びに終末処理場及び都市下水路の維持管理に関す

る基準について、条例等の整備が必要となり、国が定める基準を参酌して今回条例の改正を行おうと

するものです。 

説明資料集の新旧対照表によりまして改正内容を説明します。５２ページをお願いいたします。最

初に、目次中、第４章行為の許可に改めます。第５章都市下水路の次に、第５章の２公共下水道及び

都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等を加えます。 

第１条中、管理及び使用の次に、並びに施設の構造及び維持管理の基準等を加えます。 

５３ページをお願いいたします。第１６条第２項第１号中、水質汚濁法（昭和４５年法律第１３８

号）を水質汚濁防止法に改めます。 

第１８条第１項中、２７号１・４ジオキサン １リットルにつき０.５mg以下を新たに追加します。

これに伴い、２７号以下各号を順次１号ずつ繰り下げ、また第１項及び第２項中の関連する各号を改

正するものです。２７号につきましては、下水道の終末処理場では、処理することが困難な物質であ

ることから、下水道に排除される排水については、排水基準を定める省令における基準値に適合して

いる必要があるため、省令の改正と同様に条例もあわせて改正するものです。 

説明資料の５５ページをお願いいたします。第５章の次に、第５章の２公共下水道及び都市下水路

の施設に関する構造及び維持管理の基準等を加えます。 

次に、各条文について説明します。第３１条の２、排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上

の基準について、５項目を指定しております。 

５６ページをお願いいたします。第３１条の３、排水施設の構造の基準について５項目を定めてい

ます。 
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第３１条の４、処理施設の構造の基準について２項目を定めております。 

５７ページをお願いいたします。第３１条の５、適用除外について２項目を定めております。 

第３１条の２から第３１条の５までは、公共下水道の施設に関する構造基準等を定めたもので、下

水を確実に排除するという下水道本来の機能を確保するため、適切に基準が設けられる必要があるこ

とから、今回条例に追加するものです。 

続いて、第３６条の６、終末処理場の維持管理に関する基準について６項目設定しております。こ

れは下水道の終末処理場は、下水の最終的処理をその機能とし、生物学的処理を行うなど、その維持

管理にあたっては常時慎重な配慮が必要なため、今回条例に追加するものです。 

５８ページをお願いいたします。続いて、第３１条の７、都市下水路の構造の基準について定めて

おり、第３１条の８、都市下水路の維持管理の基準については２項目設定しております。これについ

ては、都市下水路は、オープンであることが普通であるため、特に維持管理について十分な配慮が必

要です。また、構造の基準についても、公共下水道及び流域下水道の構造の基準を一部条例に委任す

ることに伴い、今回、条例に追加するものです。 

附則として、この条例は平成２５年４月１日から施行するとしております。また、経過措置として、

条例の施行日において既存する施設について適用の除外を定めております。 

以上、４議案につきましては、条例の制定及び一部改正ですので、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

次に、議案第２９号、町道の路線認定について説明いたします。議案集の２５７ページをお願いい

たします。県道瀬田熊本線の道路改良事業として、外牧地区の外牧神社の東から西に向かう路線が、

現在バイパス工事として整備されておりますが、このことによりまして、県道であった旧道となる部

分を町道として認定し、町で管理していくというものです。 

議案集の２５８ページをお願いいたします。町道の路線認定調書ですが、路線番号は３３９、路線

名は外牧２号線になります。起点は大津町大字外牧字六十刈、終点は大津町大字外牧字霞鶴です。延

長や約７４０メーターになります。 

説明資料集の６３ページに、今回認定をお願いします路線の場所を赤色の実線で示しております。

なお、緑の点線が外牧バイパスの部分になります。町道の認定についての議案ですので、道路法第８

条第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

しばらく休憩いたします。 

２時１５分より再開いたします。 

午後２時０４分 休憩 

                    △ 

午後２時１５分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。教育部長・子育て支援課松永髙春君。 
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○教育部長・子育て支援課（松永髙春君） こんにちは。議案第１８号、特別職の職員等で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案集の２２２

ページをお願いします。 

今回の改正は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５の規定により、大津町学校

運営協議会を設置するにあたり、条例の一部を改正するものです。 

説明資料の２６ページをお願いします。中ほどの学校運営協議会（コミュニティ・スクール）のイ

メージを参照ください。近年、公立学校には、保護者や地域の皆さんの様々な意見を適格に反映させ、

地域に開かれ、信頼される学校づくりを進めていくことが求められています。学校運営協議会制度は、

これまでの学校運営の改善の取り組みをさらに一歩進めるものとして、平成１６年６月の地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の改正により導入されたものです。大津町教育委員会では、平成２３

年度から２年間、護川小学校を研究校として文部科学省の委託を受けて研究、実施してきました。 

成果として４点。１点目、各行事や学校開放の教育の日などでの来校者が飛躍的に増加。２点目、

学校、家庭、地域での共同の行事づくりが実現。３点目、学校通信等での情報発信、戸別訪問、プリ

ントの手渡し等の取り組みで、地域の中に効果的に情報が入っている。４点目、地域と職員との間に

信頼関係が育ちつつあり、地域の中の教職員であることを実感している。 

課題として３点。１点目、学校が自分たちでできることをしっかりもち、そのことを地域と共有す

る取り組みがまだ不十分である。もっと学校の自立をということでございます。２点目、目指す子ど

も像の実現のための具体的手立てが明確になっていない。児童の成長への仕組みづくりをしなければ

いけないということでございます。３点目、コミュニティ・スクールへの保護者の理解を深め、保護

者が自立するための働きかけの工夫が必要である。保護者の巻き込みをしなければいけないという３

点が課題として報告されております。 

２７ページをお願いします。今回、同時に、大津町学校運営協議会規則（案）を教育委員会に提案、

承認いただき、それに基づき新年度で護川小学校を指定する予定でございます。 

２８ページをお願いします。新旧対照表の大津町若草児童学園民間移譲先選定委員会委員の下に、

今回の大津町学校運営協議会会長と委員の報酬及び費用弁償を記載のとおりとするものです。 

戻りまして、議案集の２２３ページをお願いします。附則で、この条例は平成２５年４月１日から

施行するとしています。 

以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第１９号、大津町立学校設置条例の一部を改正する条例について説明いたします。

議案集の２２４ページをお願いします。 

今回の改正は、大津町立美咲野小学校の位置について、土地の表示が確定したため、条例の一部を

改正しようとするものです。 

議案集の２２５ページをお願いします。第２条の表中、上段の表を下段の表、美咲野２丁目１７３

３番地１に改めるものでございます。 

なお、説明資料集の２９ページに条例改正の新旧対照表を載せておりますのでご参照ください。 
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附則で、この条例は平成２５年４月１日から施行するとしています。 

以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第２０号、大津町立小中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例につ

いて説明いたします。議案集の２２６ページをお願いします。 

今回の改正は、大津町立美咲野小学校を平成２５年４月１日付けで開放することに伴い、条例の一

部を改正しようとするものです。 

議案集の２２７ページをお願いします。別表１（第２条関係）中、上段の表を下段の表の２段目に、

施設の名称を美咲野小学校及び住所、美咲野２丁目１７３３番地１をそれぞれ追加改めるものです。 

議案集の２２８ページをお願いします。別表３第８条関係中、上段の表を下段の表の下から３段目

に施設名、美咲野小学校及び１時間当たりの使用料３１０円をそれぞれ追加、改めるものでございま

す。 

なお、説明資料集の３２、３３ページに条例改正の新旧対照表を載せておりますのでご参照くださ

い。 

附則で、この条例は平成２５年４月１日から施行するとしています。 

以上、よろしくお願いいたします。 

議案第２２号、大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案集の

２３２ページをお願いいたします。 

今回の改正は、大津町立美咲野小学校校区学童保育施設の設置に伴い、条例の一部を改正しようと

するものです。 

議案集の２３３ページをお願いします。第２条の表中、護川小学校校区学童保育施設、大津町大字

杉水３０９２番地の次に、美咲野小学校校区学童保育施設、大津町美咲野２丁目１７１０番地３を加

えるものです。 

なお、説明資料集の３５ページに条例改正の新旧対照表を載せておりますのでご参照ください。 

附則で、この条例は平成２５年４月１日から施行するとしています。 

以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第２７号、大津町児童生徒訪問支援事業基金条例を廃止する条例について説明い

たします。議案集の２５３ページをお願いします。 

この事業につきましては、平成２２年度の住民生活に光をそそぐ交付金を財源により設立した本基

金での事業であり、平成２３年度から平成２４年度までとなっているため、今回条例を廃止しようと

するものです。 

説明資料の６０ページをお願いします。事業の成果として、学校にも教育支援センターにも来るこ

とができない、児童生徒の情報を学校等から受け、学校と連携して家庭訪問することにより、個別ケー

スへの対応を柔軟に行い、不登校解消へ貢献することができました。 

なお、平成２５年度は、熊本県緊急雇用創出基金事業で予算計上しているところでございます。 

議案集の２５４ページをお願いします。附則で、この条例は公布の日から施行するとしています。 
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以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

次に、総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 議案第２４号、大津町営住宅条例の一部を改正する条例についてご説明申

し上げます。議案集は２３６ページから２４２ページ、説明資料集は３９ページから４７ページにな

ります。 

  改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律により、公営住宅法の一部改正が行われたことに伴いまして、大津町営住宅の条例

の一部を改正しようとするものであります。初めに、法律の施行による入居関係の公営住宅法の一部

改正の概要を申し上げます。平成２３年の地域主権一括法施行によりまして、同居親族の要件の廃止

に伴い、老人、身体障害者、その他特に居住の安定を図る必要があるものについての項目の追加等行

う条例改正は、平成２３年度に条例の整備を行っているところでありますが、今回の改正につきまし

ては、平成２５年３月３１日まで経過措置として設けられているものについての条例整備でございま

す。 

  住民課所管となります入居収入基準につきましては、公営住宅法第２３条で事業主体となります町

が条例で定めることとなっております。 

  まず、入居者収入基準は、本来階層と裁量階層に分かれております。本来階層は、特に居住の安定

を図る必要のあるものとして、通常の公営住宅入居者、対象層であります。次に、裁量階層は、特に

居住の安定を図る必要のあるものとして、高齢者や障害者など本来の収入基準を引き上げることがで

きる対象者層であります。それぞれに入居者の収入の下限値と上限値が政令で規制されており、その

本来階層の範囲はゼロ円から１５万８千円、裁量階層の範囲は１５万８千１円から２５万９千円と規

定されております。 

以上のことから、それぞれの階層の収入基準につきまして、引上げ、引下げにつきまして検討いた

しました結果、町営住宅入居の応募倍率の上昇や、低所得者への公営住宅の入居機会への影響などを

考慮し、入居者の収入基準は現行基準どおりと考えております。 

  それでは、説明資料によりご説明させていただきますので、説明資料集の４３ページをお開き願い

ます。４３ページから４７ページの改正前で、第５条第１項中、下線の入居者の資格及び金額につい

ては、先ほどご説明しましたように、改正後の下線のとおり、公営住宅法第２３条に基づき、裁量階

層でアからエまで、特に居住の安定を図る必要のあるものとして、高齢者や障害者など条例で定める

金額は２１万４千円とするものです。 

  次に、オの本来階層としてのアからエまで掲げる以外の場合の、特に居住の安定を図る必要のある

ものについての条例で定める金額は１５万８千円とするものです。 

  次の４６ページの第２項については、入居者資格について改正後の下線のとおり改めるものです。 

  第６条及び第８条中、下線で示しております入居者資格者等について、改正後の下線のとおり改め

るものです。 
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議案集の２４２ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２５年４月１日から施行する

といたしております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

次に、議案第３０号から議案第３７号までの説明を求めます。企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 議案第３０号、平成２５年度大津町一般会計補正予算についてご説明いた

します。 

  予算書とあわせまして、別冊の当初予算の概要をご参照ください。まず、予算書の１ページをお開

き願います。第１条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９７億６千１６２万４千円と定めてい

ます。第２条の債務負担行為の取り扱いから、第５条の歳出予算の流用まで記載のとおりと定めてお

ります。 

  ８ページをお願いいたします。第２表債務負担行為です。ファイヤーウォール機器借上料は、イン

ターネットからの不正アクセスを防御するものです。サイボウズサーバ機器借上料は、役場内でのファ

イルやスケジュールなどの管理を行うものです。いずれも機器の更新になります。学童保育施設指定

管理は、大津小学校などの学童保育施設の指定管理です。大家畜・養豚特別支援資金利子補給は、畜

産農家の経営改善のための一括借り換えに対し、利子を助成するものです。図書館電算システム借上

料は、図書管理システムの更新です。重要文化財江藤家住宅保存活用計画策定事業は、江藤家の保存

活用について２年かけて計画を策定するものです。 

  ９ページをお願いいたします。第３表地方債です。１、臨時財政対策債は、交付税の財源不足を補

てんするもので、国の地方財政計画を参考に計上いたしております。２、町道整備事業は、町道八迫

線外の町道整備に伴うものです。３、県道負担金は、県道熊本大津線外の県道改良等に伴うものです。

４、都市再生整備計画事業は、社会資本整備総合交付金事業にかかるものです。５、一般公共事業は、

県営かんがい排水事業負担金などにかかるものです。６、自然災害防止事業は、県営砂防事業の負担

金です。７、農業用施設災害復旧事業は、国庫補助分の災害復旧工事に伴うものです。 

  歳出から先にご説明いたします。４５ページをお願いいたします。款１項１目１議会費です。給与

関係において増額となっております。 

  ４７ページをお願いいたします。款２項１目１一般管理費は、節３職員手当等の退職手当が増額で、

退職予定者の増によるものであります。 

  ５２ページをお願いします。目５財産管理費は、庁舎の維持管理費や町所有の建物災害共済掛金な

どでありますが、５５ページの節１５の庁舎改修工事は、電算室の漏水補修工事を予定いたしており

ます。 

  ５９ページをお願いします。目７電子計算費の節１８は、購入後６年を経過いたしました職員の業

務用パソコン３３台の更新であります。 

  ６４ページをお願いいたします。目１２諸費負担金で、空港ライナー負担金を計上いたしておりま

す。１日４５便の運行予定です。 
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  乗り合いタクシー運行費補助金は、利用者の増により増額で計上いたしております。 

  ６９ページをお願いいたします。項３目１戸籍住民基本台帳費です。７１ページの節１４で番号札

発券機借上料を計上いたしております。住民課の窓口サービスの向上に努めてまいります。 

  ７３ページをお願いいたします。項４目３参議院議員通常選挙費は、本年７月２８日の任期満了に

伴う選挙の執行経費を計上いたしております。 

  ８０ページをお願いいたします。款３項１目１社会福祉総務費の節２８の国民健康保険特別会計繰

出金は、財源不足を補うための法定外の繰り入れを４千万円計上いたしております。介護保険特別会

計繰出金は増額で計上いたしております。 

  ８２ページをお願いいたします。目２障害者福祉費の節２０の障害福祉サービス事業は、利用者の

増などにより１億円の増額計上でいたしております。 

  ８３ページをお願いいたします。目３後期高齢者医療費は、広域連合負担金及び後期高齢者医療特

別会計への繰出金を計上いたしております。目４老人福祉費は、８４ページの節１３委託料で老人保

護措置委託が養護老人ホーム入所者の増により増額となっております。 

  ９２ページをお願いいたします。項２目１児童福祉総務費の減額は、前年度は美咲野小学校の敷地

内に学童保育施設を整備したことによるものです。 

  ９３ページの節１９放課後児童健全育成事業補助金は、新たにその学童保育施設が整備されたこと

により増額となっています。 

  ９４ページをお願いいたします。目２児童措置費は、児童手当に係る経費ですが、制度の改正等に

より減額となっています。 

  ９７ページをお願いします。目５保育所運営費は、私立保育園の運営費です。入所児童数により増

額となっております。 

  １００ページをお願いします。款４項１目１保健衛生総務費の節１９病院群輪番制病院運営事業負

担金は、とりまとめが大津町から菊池市へ変わったことにより減額となっております。 

  １０１ページの節２０の養育医療給付費は、県からの事務の移管で、養育のため入院が必要な未熟

児に対しまして、医療の給付を行うものです。目２予防費の節１３の予防接種委託です。子宮頸がん

等３ワクチンの法定定期接種化に伴い、前年度より５千万円以上の増額となっています。 

  １０２ページの節１９の予防接種事故救済措置事業負担金は、対象者が障害者年金受給年齢に達す

ることにより負担金が増額となっています。 

  １０４ページをお願いいたします。目４健康増進費の節１３健診委託費は、ふるさと健診やがん複

合検診などの委託です。受診率が上がったことにより増額となっています。 

  １０６ページをお願いします。目７こども医療費は、平成２４年度医療費の実績見込みに基づいて

増額で計上いたしております。 

  １０７ページをお願いします。項２目１清掃総務費です。 

  １０８ページの節１９で負担金の１.菊池環境保全組合負担金は、公債費の減少により減額です。 

  １１０ページをお願いします。款６項１目２農業総務費です。災害復旧関係の職員の増により増額
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となっております。 

  １１４ページをお願いいたします。目３農業費の節１９の補助金で１４大家畜・養豚特別支援資金

利子補給は、債務負担行為でご説明いたしました畜産農家の経営改善のための利子の助成です。 

  １１６ページ、目６農地費をお願いいたします。節１９負担金の５．農地・水保全管理支払交付金

事業地域協議会負担金は、草刈等の農地の保全など地域の実情に応じた活動に対し、補正などを行う

ことにより農村環境の保全を図るものです。目７圃場整備費です。１１７ページの節１９負担金の２．

県営事業負担金は、県との共同施行による迫井手圃場整備地内幹線道路舗装工事の町道負担拡幅分で

す。 

  １１９ページをお願いします。目９農業集落排水特別会計繰出金です。 

  １２１ページをお願いします。項２目１林業総務費の節２８、大津町外４ヶ町村共有財産処分事務

受託特別会計繰出金は、同特別会計の財源不足を補うためのものであります。 

目２林業振興費です。１２２ページの節１３町有林保育事業委託は、平成２２年度からの４年間の町

有林長期施業委託契約に基づくものであります。 

  １２５ページをお願いします。款７項１目３観光費です。節１３の起業支援型地域雇用創造事業委

託は、県の補助を受けて町の特産品や観光をＰＲし、観光客の誘致や消費の拡大を図ろうとするもの

です。 

  １２６ページの節１９補助金の３．観光協会補助金は、町の観光振興のためコンベンションの誘致

や観光情報の発信を行う観光協会への補助です。４．地域活性化事業補助金は、社会資本整備総合交

付金事業の補助を受けて、まちづくり交流センター等を利用しましたイベントへの助成です。 

  １２７ページをお願いします。目５観光施設費です。ビジターセンターや交流センター、弥護山自

然公園等の施設管理の費用をまとめております。臨時職員賃金は、県の１００％補助の緊急雇用創出

事業を活用しています。 

  １３４ページをお願いいたします。款８項２目２道路維持費です。節１５の工事請負費は、町道真

木上揚線他の補修工事です。 

  １３５ページの目３道路新設改良費は、町道八迫線他の継続事業の改良工事や県道改良工事の県道

等負担金などを計上いたしております。 

  １３８ページをお願いします。項３目２公園緑地費は、町立公園等の管理費であります。 

  １３９ページをお願いします。目３公共下水道費は、公共下水道特別会計繰出金です。目５社会資

本整備総合交付金事業は、駅前楽善ほかの用地費等になります。いずれも国の経済対策による平成２

４年度への前倒しにより減額となっております。 

  １４０ページをお願いします。項４目１住宅総務費です。節１２役務費、節１３委託料で明渡訴訟

関係の予算を計上いたしております。 

  １４２ページ、目２住宅維持費です。住宅の改修を国の経済対策により平成２４年度へ前倒しいた

しましたので大きく減額となっております。 

  １４４ページをお願いします。款９項１目１常備消防費は、菊池広域連合消防本部負担金です。 
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  １４５ページ、目３消防施設費です。こちらもポンプ・積載車などを平成２４年度へ前倒しいたし

ましたので減額となっております。 

  １４７ページをお願いいたします。目５災害対策費は、節１８備品購入費で、災害時に避難所とな

る小中学校への発電機等の設置を計画いたしております。 

  １４９ページをお願いします。款１０項１目２事務局費です。節１報酬で非常勤職員が特別支援学

級の増などにより増員となっております。 

  １５６ページをお願いいたします。項２目２小学校の管理費で節１５工事請負費です。大津南小学

校音楽室のエアコン設置工事ほかを計上いたしております。 

  １５８ページをお願いいたします。項３目１中学校の管理費は、英語指導派遣につきまして、大津

北中学校は派遣法により９月からは直接雇用に切り替えての予算計上をいたしております。 

  １６１ページをお願いいたします。目２教育振興費です。平成２５年度は教科書改訂に伴う指導用

教材の購入費がありませんので減額となっております。 

  １６２ページをお願いいたします。項４目１幼稚園費です。節１報酬は、支援を要する園児の入園

などにより非常勤職員が増えております。 

  １６５ページをお願いいたします。項５目１社会教育総務費です。１６７ページの節１９の補助金

で３．地域生涯学習施設等改修補助金は、下猿渡区の公民館の下水道接続に伴うトイレ改修を計上い

たしております。 

  １６９ページをお願いします。目３生涯学習センター費です。１７０ページの節１５で楽屋とリハー

サル室のエアコンの改修工事を計上いたしております。 

  １７１ページをお願いします。目４文化振興費の減額は、迫井手地区の圃場整備に伴う埋蔵文化財

の調査報告書作成業務委託の減額が主であります。 

  １７３ページをお願いします。目５文化施設運営費です。歴史文化伝承館と文化財学習センターの

維持管理にかかる経費です。 

  １７４ページをお願いいたします。目６生涯学習施設運営費です。町民交流施設、矢護川コミュニ

ティセンター及び野外活動等研修センターの維持管理にかかる経費を計上いたしております。節１５

は、矢護川コミュニティセンターのグラウンドナイターの照明関係の補修工事を計上いたしておりま

す。 

  １７６ページ、目７図書館運営費です。１７８ページになりますが、節１８の図書備品費は、前年

同額を計上いたしております。 

  １７９ページをお願いします。項６目１保健体育総務費です。職員給与関係の１名分と県民体育祭

の負担金が減額となっております。 

  １８１ページをお願いします。目２体育施設費は、総合体育館や運動公園などの体育施設の管理費

です。 

  １８６ページをお願いします。目３学校給食費です。節１５でトイレ等の改修工事費を計上いたし

ております。款１１項１目１農業用施設災害復旧費は、白川、矢護川等の護岸崩壊に伴う農地の復旧
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工事などです。 

  １９０ページをお願いします。款１２公債費です。元金につきましては、臨時財政対策債等の増に

より、増額となっております。利子につきましては、長期債の利率の見直しや年度内借り入れ予定額

の減により減額となっております。款１３予備費です。１億４千９３３万４千円を計上いたしており

ます。 

  次に、歳入をご説明いたします。 

  １３ページをお開きをお願いいたします。款１項１町民税、目１個人町民税は、納税義務者の増を

見込んで増額で計上いたしております。目２法人町民税につきましては、前年度の実績と税制改正等

を考慮いたしまして、前年度同額で計上いたしております。項２目１固定資産税です。家屋は新築の

増が見込めるものの土地評価の下落、償却資産の減額を見込んで全体では減額で計上いたしておりま

す。 

  １４ページ、１５ページをお願いいたします。項３軽自動車税、項４町たばこ税、項６入湯税は、

実績を参考に計上いたしております。款２項１目１地方揮発油譲与税から１８ページの款８自動車取

得税交付金までは、いずれも国の地方財政計画と前年度の実績を参考に計上いたしております。款９

地方特例交付金は、住宅取得控除に伴う町民税の減収補てん分の交付です。款１０地方交付税は、国

の地方財政計画等により推計いたして計上しております。 

  １９ページをお願いします。款１１交通安全対策特別交付金は、実績見込みにより計上しておりま

す。款１２分担金及び負担金、目１総務費負担金は職員２名分であります。目２民生費負担金、節１

児童福祉費負担金は、保育所の児童数の増加により増額となっております。 

  ２０ページをお願いします。目３衛生費負担金の養育医療費保護者負担金は、県から移管された事

務の養育医療給付費に係る保護者の負担金です。目６災害復旧費負担金は、農地災害の受益者負担金

です。 

  ２１ページをお願いします。款１３項１目４土木使用料は、運動公園の使用料などであります。 

  ２３ページをお願いします。款１３項２目１総務手数料は、各種証明手数料でございます。 

  ２５ページをお願いします。款１３項３目１証紙収入のごみ収集運搬手数料は、ごみ袋等の売り上

げを実績見込みにより計上いたしております。款１４項１目１民生費国庫負担金の節１児童福祉費負

担金は、保育所の児童数の増により増額で計上しております。節２児童措置費負担金は、児童手当負

担金ですが、制度の改正などにより約４千５００万円の減額で計上いたしております。節４障害者福

祉費負担金の障害者自立支援給付費等負担金は、利用者の増により増額です。 

  ２６ページをお願いします。目２衛生費国庫負担金の療育医療費は、県からの事務の委譲によるも

のであります。 

  ２７ページをお願いします。項２目３土木費国庫補助金です。節２の都市計画費補助金は、社会資

本整備総合交付金の平成２４年度への前倒しにより減額となっております。項３目１総務費委託金は、

７月に任期満了を迎える参議院議員選挙の委託金を計上いたしております。 

  ２８ページをお願いします。款１５項１目２民生費県負担金は、節２の保育所負担金、節３の児童
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手当負担金と２９ページの節４障害者自立支援給付費等負担金がそれぞれ増額で計上となっておりま

す。目３衛生費県負担金は、予防接種事故対策事業費が遺族年金への移行により増額です。 

  ３０ページをお願いします。項２目２民生費県補助金の減額は、平成２４年度整備しました学童保

育施設関係であります。節３児童福祉費補助金は一番下になりますが、市町村児童虐待防止対策強化

事業補助金を計上いたしております。精神保健福祉費雇用の１０割補助になります。 

  ３１ページをお願いします。目３衛生費県補助金の減額は、妊婦健診と子宮頸がん等ワクチン接種

の助成が定期化に伴い、交付税措置されたことによるものであります。 

  ３２ページをお願いします。項２目５商工費県補助金の起業支援型地域雇用創造事業交付金は、歳

出の観光費でご説明しました同事業の１０割補助になります。 

  ３６ページをお願いします。款１６項２の資本金精算金の廃目は、大津町体育施設等管理公社の解

散に伴う資本金の精算です。 

  ３７ページをお願いします。款１８項２基金繰入金です。目１減債基金繰入金は、財源対策債の償

還分です。目２大津町公共施設整備基金繰入金は、社会資本整備総合交付金事業に充当するものであ

ります。 

  ３８ページをお願いします。款１９繰越金は、前年度と同額の１億円を計上いたしております。 

  ４０ページをお願いします。款２０項４目２雑入です。４２ページの下から４行目になりますが、

総合交流ターミナル災害復旧保険料を計上いたしております。 

  ４４ページをお願いします。款２１町債につきましては、先の９ページの第３表地方債の表でご説

明したとおりであります。 

  次に、給与費関係についてご説明いたします。１９１ページをお願いいたします。１特別職では、

その他の特別職の人数と報酬の減は、選挙関係での立会人等の人数の減などであります。 

  １９２ページをお願いします。２一般職は、常勤と非常勤にわけて計上いたしております。職員数

は常勤が５名、非常勤が１８名、それぞれ増となっております。常勤の増につきましては、定員管理

計画に基づく職員数の増と農業集落排水事業の縮小に伴い、職員の人件費を一般会計に移行したこと

によるものであります。また、職員手当の増額の主なものは、定年退職者数の増に伴う退職手当特別

負担金の増額によるものです。非常勤職員の人数と報酬の増額は、小学校関係で特別支援補助員配置

の要件に該当する学級数の増などが主な要因であります。 

  ２００ページ、２０１ページをお願いいたします。地方債の現在高の状況等の調書を載せておりま

す。 

  ２０２ページから２１０ページをお願いいたします。債務負担行為の事項等の調書を掲載いたして

おります。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

しばらく休憩いたします。 

３時１０分から再開いたします。 
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午後２時５９分 休憩 

                    △ 

午後３時０９分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 議案第３１号、平成２５年度大津町国民健康保険特別会計予算についてご

説明をいたします。２１０ページの次のページからになります。予算書の１ページをお願いいたしま

す。概要は４３ページから４７ページになります。 

  第１条で、予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９億３千９２万８千円と定めています。前年度と比

較しますと１千６４１万１千円の増です。 

  第２条で、一時借入金の限度額を１億円としております。 

  まず、歳入から説明をさせていただきます。９ページをお願いいたします。概要書は４３ページに

なります。 

  款１項１目１一般被保険者国民健康保険税５億６千７６０万円、目２退職被保険者等国民健康保険

税を５千２５４万円として、税収の総額を６億２千１４万円、前年比１千４７万円の増で計上してお

ります。 

  １１ページをお願いいたします。款３項１目１療養給付費等負担金は、一般被保険者の療養の給付

費等の費用、それから老人保健医療費拠出金、後期高齢者支援金、介護納付金に要する費用をもとに

算出されるもので、５億２千９０２万７千円を計上しております。目３特定健康診査等負担金は、４

０歳から７４歳までの被保険者に対する特定健康診査及び特定保健指導に係る国の負担の３分の１で、

特定健康診査２千３００人、保健指導１５０人を見込んでおります。 

  １２ページをお願いいたします。款３項２目１財政調整交付金、節１普通調整交付金で１億７千７

８８万円を計上しております。国庫負担金と同様に、国から療養給付費等の費用の約９％が交付され

るものでございます。款４項１目１共同事業県負担金は、高額医療共同事業に対しての県負担金で、

国と同様に拠出金の４分の１を計上しております。目２特定健康診査等負担金、健診費用などの３分

の１を国と同様に県が負担するものでございます。 

  １３ページをお願いします。款４項２目１財政調整交付金は、県の補助分で、節１普通調整交付金

は、療養の給付等の費用の約８％が交付されます。節２特別調整交付金は、収納率向上や保健事業や

医療費削減施策等の所定に要した費用に対して交付されるものであります。款５項１目１療養給付費

等交付金、節１現年度分２億１千１７７万７千円は、社会保険診療報酬支払い基金から交付されるも

ので、退職被保険者にかかる費用から退職分の税収を差し引いた分が交付されます。款６項１目１前

期高齢者交付金４億９千２６万８千円は、前期高齢者の療養の給付費に対して交付されるものです。

交付額の算出は、前期高齢者の医療給付費や国保加入者に占める前期高齢者加入数や加入率等により

算定されます。 

  １４ページをお願いいたします。目２保険財政共同安定化事業交付金３億２千７４５万７千円につ
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きましては、医療費がレセプト１件あたり３０万円を超え、８０万円までの高額医療に対して交付さ

れるもので、この事業は国保連合会を実施主体として県下全市町村が拠出金を納め、高額医療に対し

交付されるものでございます。 

  １５ページをお願いいたします。款９項１目１一般会計繰入金ですが、節１の保険基盤安定繰入金

は、国保税の低所得者に対する軽減分に充てるための繰入金です。節２職員給与費等繰入金は、歳出

の一般管理費に相当する分を繰り入れるものでございます。節４の財政安定化支援事業繰入金は、国

保財政化の健全化に向けた一般会計から繰り出しについて基準財政需要額により算定されるもので、

所要の地方財政措置が講じられます。節５のその他の繰入金は、国民健康保険特別会計予算編成で歳

入不足が見込まれるため、一般会計の繰り入れを４千万円お願いしております。繰入金の総額は２億

９９０万円となっております。 

  １６ページをお願いします。款１０項１繰越金は、前年度からの繰り越し見込み額を１億円と見込

んで計上しております。 

  １７ページをお願いします。款１２項１目１一般被保険者延滞金は、保険税滞納分の延滞金を計上

しております。款１２項３目１一般被保険者第三者納付金は、交通事故等で国保を利用された場合の

返還金で計上しております。 

  １８ページをお願いいたします。目４の貸付金収入は、出産費資金貸付金収入１件分を計上してお

ります。 

  次に、歳出について説明をさせていただきます。１９ページをお願いいたします。概要書は４４ペー

ジになります。款１項１目１一般管理費は、国民健康保険事業運営のための事務費等で、主なものは

被保険者保険税納付書の郵送費でございます。節１３委託料で４８５万４千円を計上しておりますが、

国保連合会に支払う共同電算委託料及びレセプト点検委託料が主なものでございます。 

  ２０ページをお願いいたします。項２運営協議会費は、国民健康保険法で国保事業の運営に関する

事項を審議するための設置が義務付けられている大津町国民健康保険運営協議会に関する費用でござ

います。 

  ２１ページをお願いいたします。款２項１目１一般被保険者療養給付費は、保険者が負担する医療

費の７割相当額で一般分１５億３千２００万円、退職分１億３千３００万円をそれぞれ計上しており

ます。目３一般被保険者療養費、目４退職被保険者等療養費につきましては、それぞれ治療用装具等

に対する費用を計上しております。 

  ２２ページをお願いいたします。款２項２高額療養費は、目１一般被保険者高額療養費、目２退職

者被保険者等高額療養費、それぞれ見込みにより２億１５０万円と２千２３０万円を計上しておりま

す。目３、目４につきましては、１年間の医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が高額になっ

た場合に限度額を超えた分を給付するもので、見込みにより計上しております。 

  ２４ページをお願いいたします。款３項１後期高齢者支援金は、後期高齢者医療制度で国や市町村

が５割、後期高齢者の保険料１割、残りの４割を現役世代が後期高齢者支援金として負担するもので

ございます。毎年増加傾向にあります。金額につきましては、３億７千９８２万円を計上しておりま
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す。 

  ２５ページをお願いいたします。款４項１前期高齢者納付金等は、同様に、国の基準により加入者

１人当たりの負担見込み額に被保険者数を乗じて算出されるものです。 

  ２６ページをお願いいたします。款６項１介護納付金は、介護保険の４０歳以上６５歳未満の２号

被保険者に伴う納付金でございます。社会保険診療報酬支払基金からの通知がきておりませんが、毎

年増加しており、見込みにより１億６千４７０万８千円を計上しております。款７項１目１高額医療

費共同事業医療費拠出金は、１件８０万円を超える高額医療費に対応するために国保連合会に拠出す

るものでございます。毎年増加しており、見込みにより５千９０８万３千円を計上しております。 

  ２７ページをお願いいたします。目３保険財政共同安定化事業拠出金は、１件３０万円を超え、８

０万円までの高額な医療費に伴う事業で、国保連合会に拠出するもので、見込みにより３億３千３４

万４千円を計上しております。款８項１特定健康診査等事業費、これにつきましては、特定健診、特

定保健指導及び人間ドッグ等の事業に要する費用を計上しております。 

  ２８ページをお願いいたします。節１３委託料で特定健診等委託に２千３００人の人数分を入れて

おります。それから、特定保健指導に１５０人を設定し、それぞれの健診費用等を計上しております。

人間ドッグ委託につきましては、１１７人分を見込んでおります。節１３委託料３０６万１千円は、

国保連合会に支払う医療費通知及びジェネリック差額数値の作成委託料でございます。 

  ３０ページをお願いいたします。款１０項１公債費７５０万円は、平成２２年度末で熊本県広域化

等支援基金より借り入れた３千７５０万円の返済を行うもので、１年据え置き平成２４年度から５年

間で返済するものでございます。現在高の調書を３２ページに掲載しております。款１２予備費で、

財源調整を行っております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  次に、議案第３４号、平成２５年度大津町介護保険特別会計予算につきましてご説明を申し上げま

す。予算書の１ページをお願いします。第１条で予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０億９千２７８

万円と定めています。平成２４年度当初予算比７千２６５万６千円、約３.６％の増になっております。

増加の主な原因としましては、認定者数の増加による給付費や介護予防事業費等の増加によるもので

ございます。第２条で一時借入金の限度額を１億円としております。 

  歳入から説明させていただきます。予算書に関する説明書の８ページをお願いいたします。概要は

４９ページから５１ページになります。款１項１目１第１号被保険者保険料は、被保険者数の増加に

より前年比１千３４８万９千円増加しております。款２項１目１手数料は、介護保険料の督促手数料

になります。 

  ９ページをお願いいたします。款３項１目１介護給付費負担金は、介護給付費の施設介護サービス

等について１５％、それ以外の介護サービス等については、国負担分の２０％を計上しております。

款３項２目１調整交付金は、介護給付費歳出見込み総額の７.５％、目２地域支援事業交付金は、歳出

で介護予防事業の２５％、包括的支援事業及び任意事業の４０％の所定の負担率を計上しております。

目３介護保険事業費補助金は、平成２４年度の後期から実施しております認知症施策総合推進事業の
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補助金でございます。 

  １０ページをお願いいたします。款４項１目１介護給付費交付金は、４０歳から６４歳の２号被保

険者の介護納付金に係る交付金で、社会保険診療報酬支払基金から、介護給付費の２９％の交付率で

市町村に交付されるものです。目２地域支援事業支援交付金につきましては、介護予防事業について、

同様に２９％の割合で交付されるものです。款５項１目１介護給付費負担金は、介護給付費に要する

費用の県負担分１２.５％、施設介護サービス等に係る負担分１７.５％を計上しております。 

  １１ページをお願いいたします。款５項２目１地域支援事業交付金は、地域支援事業に対する県の

交付金で、介護予防事業が１２.５％、包括的支援事業及び任意事業２０％の割合で交付されるもので

ございます。款６項１目１介護給付費繰入金は、町が介護保険給付費に要する費用の１２.５％を計上

しております。目２地域支援事業支援交付金は、介護予防事業１２.５％、包括的支援事業任意事業２

０％の割合で負担するものです。目３その他一般会計繰入金、節１職員給与費等繰入金は、包括支援

センターの職員給与費の繰り入れが主なものでございます。節２の事務費繰入金は、一般管理費事務

費、賦課徴収費、介護認定審査会費、認定調査費等のほか、包括支援センターが行う介護予防事業費

や任意事業費で給付費の３％の枠を超えて実施する事業分を繰り入れるものでございます。 

  １２ページをお願いいたします。款６項２目１介護給付費準備基金繰入金は、歳入不足を補うため

に計上しております。 

  １３ページをお願いいたします。款８項１目１繰越金は、前年度繰越金になります。 

  １４ページをお願いいたします。款９項３目１介護予防サービス計画費収入は、地域包括支援セン

ターで行う要支援認定１、２に対するケアプラン作成の収入でございます。包括支援センターのケア

マネージャーが要介護状態に進行することがないようにケアプランを作成するものでございます。 

  次に、歳出について説明をさせていただきます。１５ページをお願いいたします。概要は５０ペー

ジからになります。款１項１目１一般管理費につきましては、介護保険事業運営のための一般的な事

務経費を計上しております。主なものとしまして、介護給付費等適正化委託として介護事業所が作成

したケアプラン、それを抽出した後にそれに基づいて行われている介護サービスが適正化どうかをチェッ

クして給付費の適正化を図るものでございます。 

  １６ページをお願いいたします。款１項２目１賦課徴収費につきましては、第１号被保険者の保険

料の賦課徴収に要する経費でございます。款１項３目１介護認定審査会につきましては、介護認定審

査会に関する費用でございます。 

  １７ページをお願いいたします。節１９の負担金８５６万７千円は、現在、介護保険の認定事務を

菊池広域連合が行っておりますが、その介護認定システム関係の事務費や人件費等の負担金でござい

ます。目２認定調査費等につきましては、節１報酬ですが、介護認定調査の非常勤職員４名分を計上

しております。節７賃金は、介護保険係の事務補助の臨時職員の賃金でございます。 

  １８ページをお願いいたします。款１項４目１計画策定等委員会費です。地域包括支援センター及

び地域密着型サービスに関する運営委員会７人に関係する費用及び第６期介護保険事業計画の策定に

伴う費用でございます。介護保険事業計画につきましては、３年ごとに計画を見直しておりますが、
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現在、介護保険事業計画は平成２４年度から平成２６年度までの５次計画になっております。平成２

５年度に計画の策定に取りかかっていきたいと考えております。主なものとしまして、節１３委託料

１１０万円ですが、菊池圏域の中での実態調査及びその分析業務の委託料でございます。款２項１目

１介護サービス等諸費１９億９５０万円につきましては、介護保険サービスから自己負担１割分を差

し引いた各種サービス等の保険者負担分９割の給付費を計上しております。主なものとしましては、

居宅サービス費の８億円、施設サービス費の８億円でございます。居宅サービスにつきましては、前

年度に比べ１億１千万円の増額でございます。施設サービス費につきましては、前年度に比べて５千

万円の減額となっております。これにつきましては、厚生労働省が介護療養型施設の廃止の方針を打

ち出したことによるものと思われます。増額につきましては、主に居宅サービス給付費及び地域密着

型サービス給付費の増加によるものだと考えられます。 

  ２０ページをお願いいたします。款２項３目１高額介護サービス等費につきましては、自己負担の

１割負担が一般世帯の場合、合計で１カ月３万７千２００円を超えた場合に、高額介護サービス費と

してその超えた分を給付するものでございます。款２項４目１高額医療合算介護サービス等費は、介

護サービス利用者が支払った医療と介護の一部負担が一般の世帯で年６７万円を超えた場合に、その

超えた分を支給するものでございます。 

  ２１ページをお願いいたします。款３項１目１介護予防事業費につきましては、高齢者が要介護状

態にならないように、二次予防高齢者等を対象に予防事業を行うものでございます。節１報酬は、介

護予防教室等の開催に伴う非常勤看護師３名分の報酬でございます。現在、包括支援センターのほう

が主催する介護予防教室やふれあいミニデーに出向いて、介護予防プログラムを実施しております。

節８の報償費は、３Ｂ体操や太極拳体操などの介護予防教室の講師謝礼でございます。節１３委託料

で３千４２６万８千円を計上しておりますが、生活管理指導員派遣事業として、介護認定を受けられ

ない高齢者で日常生活を営むのに支障がある人を対象に、生活管理指導員を派遣する事業でございま

す。高齢者の方の自立した生活の援助、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るものでござ

います。それから、次の通所型介護予防事業につきましては、基本チェックリストによって、二次予

防対象者と判定した高齢者を対応に行っているものでございます。そのほか、地域介護予防活動支援

事業として、介護予防事業のサポーターを育成するため、介護予防サポーターの会員を地域活動の中

で支援しているものでございます。介護予防はつらつ元気づくり事業は、以前の生きがい対応型デイ

サービス事業を特別会計の介護予防事業で実施しているもので、これまで同様に社協、つつじ山荘、

おおつかの郷で委託して実施しております。介護予防型ミニデイ事業は、現在、社協に委託し、町内

１９カ所で実施しておりますが、本年平成２５年度につきまして２０カ所を予定しております。 

  ２２ページをお願いいたします。目２包括的支援事業費につきましては、地域包括支援センター関

連の費用でございます。増額の主な理由としましては、ケアマネージャーを４人体制から２人体制に

したことにより介護予防プラン作成の委託料が増加したことによるものでございます。節２給料から

節４共済費までは、職員４人の人件費でございます。 

  次のページをお願いいたします。節１４使用料及び賃借料の地域包括支援システム借上料は、包括
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支援センターのパソコン等の機器借上料でございます。それから、ページがまたがっておりますけど

も、その次になりますけども、節１３委託料につきましては、食の自立支援事業委託で、単価５３０

円の月７３５食分の入りを見込んでいるものでございます。それから、ほっとライン体制整備事業に

つきましては、以前、緊急通報システム業務と言っておりましたけれども、６５歳以上の単独世帯及

び高齢者のみの世帯の高齢者を対象に、利用者の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図る

ための事業でございます。それから節２０の扶助費につきましては、家族介護用品の支給事業でござ

います。目４認知症施策総合推進事業につきましては、平成２４年度の後期から始めた事業でござい

ます。増え続けております認知症患者が安心して社会生活を営めるような社会整備をするための事業

でございます。節８報償費は、認知症サポーター養成講座等の講師謝礼でございます。 

  ２５ページをお願いいたします。款４項１目１介護給付費準備基金積立金につきましては、基金利

子でございます。 

それから２６ページをお願いいたします。款６項１目１で予備費を設けて、緊急な支出等に備えて

おります。 

以上、よろしくお願いいたします。 

次が議案第３６号、平成２５年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し上げます。

予算書の１ページをお願いいたします。第１条で歳入歳出予算の総額それぞれ２億６千１１６万６千

円としております。前年度と比較しまして６３３万５千円の増でございます。熊本県の後期高齢の保

険料につきましては２年ごとに改定され、現在、均等割額が４万７千９００円、所得割率が９.２６％、

課税限度額が５５万円となっております。 

歳入から説明をさせていただきます。予算に関する説明書の７ページをお願いいたします。概要に

つきましては５２ページから５３ページになります。款１項１目１特別徴収保険料、目２普通徴収保

険料は、後期高齢者医療広域連合より現年度の保険料の見込み通知により、特別徴収対象者を平成２

４年度の実績から全体の５７.１％、また目２普通徴収保険料を全体の４２.９％と見込んで、大津町

における後期高齢者の保険料は１億８千２２９万５千円を計上しているところです。 

８ページをお願いいたします。款４項１目１事務費繰入金は、一般管理費のほか徴収事務に係る分

を一般会計から繰り入れるものでございます。目２保健基盤安定繰入金、こちらにつきましては、保

険料の軽減措置に対して一般会計より繰り入れるものでございます。増加の主な理由は、被保険者の

増に伴うものと思います。節２人間ドッグ補助繰入金は、人間ドッグ補助をするために一般会計より

繰り入れるものでございます。 

９ページをお願いいたします。款５項１目１繰越金は、平成２４年度の決算見込みによるものであ

りますが、主なものとしましては、平成２４年４月、５月で収納した保険料でございます。 

１０ページをお願いいたします。款６項４目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入４０６万１千

円は、広域連合が実施主体の健康診査を町が受託する委託料で５００人分を計上しております。 

歳出の説明をさせていただきます。１２ページをお願いいたします。款１項１目１一般管理費は、

後期高齢者医療事務を行うための予算を計上しております。款１項２目１徴収費は、保険料の徴収事



 60

務にかかる経費でございます。 

１３ページをお願いいたします。款２項１目１後期高齢者医療広域連合納付金２億５千１６４万９

千円は、被保険者が納付した保険料及び保険基盤安定負担金を広域連合へ納付するものでございます。 

ページがまたがっておりますけども、款３項１目１健康診査費の主なものは、節１３委託料で受診

見込者数５００人分の健診に係る費用及び５０人分の人間ドッグ委託料を計上しているものでござい

ます。款４項１目１保険料還付金は、過年度分の保険料払戻金になります。 

１５ページをお願いいたします。款５項１目１予備費として８２万３千円を計上しております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

次に、経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 議案第３２号、平成２５年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受

託特別会計予算についてご説明申し上げます。議案集は２６１ページで、予算の概要は４７ページか

らになっております。特別会計予算書、ピンク色の２枚目になります。共有財産の見出し分です。 

  予算書の１ページをお願いします。第１条で歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４７万７

千円と定めています。 

  説明書の７ページをお願いいたします。歳入からご説明申し上げます。款１項１目１の負担金は、

大規模林道事業賦課金を菊陽町、菊池市、合志市、南阿蘇村の関係市町村の負担金按分で、按分率に

応じて負担金をいただき対応しますので、その負担金分です。款２項１目１の財産収入は、分収林収

益分収益ほか、それぞれの収益が座取りをお願いしております。款３項１目１の一般会計繰入金でご

ざいますが、大規模林道事業賦課金の大津町負担金を一般会計から対応するものです。 

  次に、８ページをお願いいたします。款４項１目１の繰越金でございますが、前年度の繰越金１９

５万円を計上いたしております。 

  次に、９ページをお願いいたします。歳出でございます。款１項１目１の一般管理費の節の賃金か

ら節１６の原材料費までそれぞれ事務費維持管理関係を計上いたしております。節１９の負担金、補

助及び交付金の大規模林道事業賦課金でございますが、大規模林道菊池・人吉線、菊池・大津区間に

係る事業の受益者負担金でございます。 

  １０ページをお願いします。款２項１目１の予備費として１７６万８千円を計上いたしております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 説明が終わりました。 

土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 議案第３３号、平成２５年度大津町公共下水道特別会

計予算についてご説明申し上げます。当初予算の概要は４７から４９ページになります。あわせてご

覧ください。 

  予算書の１ページをお願いいたします。第１条で歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２億

１千４３７万９千円と定めております。第２条の債務負担行為は第２表で、第３条の地方債は第３表
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で説明いたします。第４条で一時借入金の最高額を定めております。 

  ４ページをお願いいたします。第２表債務負担行為として、１では、水洗化促進を図るため、水洗

化改造資金の融資斡旋に対して金融機関が有した資金の損失補てんをするものです。融資枠、期間、

限度額は記載のとおりです。また、２では、本年度から３年間で実施する計画をしております大津町

浄化センター建設工事について、平成２６年度から平成２７年度までの費用として限度額２億８千万

円で債務負担をお願いするものです。 

  ５ページをお願いします。第３表地方債として１．公共下水道事業債は、本年度の管路工事や浄化

センター建設の事業費に対する起債です。２．公共下水道事業債（特別措置分）は、財政措置の変更

に伴い、創設された起債です。３．資本平準化債は、先行投資に伴う債務の一部を繰り延べし、後年

度の利用者にも負担してもらうための起債になります。限度額、起債の方法、利率、償還の方法は記

載のとおりです。 

  予算に関する説明書により詳細を説明いたします。最初に、１３ページの歳出から説明いたします。

款１項１目１総務管理費については、主なものとして職員６名分の人件費関係の費用と節８報償費で

は、受益者負担金納期前払報奨金を計上しております。 

  １４ページをお願いします。節１３委託料は、使用料の徴収委託をする費用、節１８備品購入費で

は、水道水を利用して下水道に接続している受益者の量水器の更新費用を計上しております。節１９

負担金、補助及び交付金のうち、負担金の主なものは、使用料算定のために水道企業団の電算機を使

用することに伴う負担費用で、補助金では、漁業振興のため漁協への補助金と水洗化を推進するため

の助成金を計上しております。 

  １５ページをお願いします。節２７公課費は、平成２４年度分の消費税を計上しております。次に、

款１項１目２事業費については、主なものとして節１３委託料では、汚水管布設工事のための測量設

計費用と平成２５年度から３年間で実施を予定しております浄化センターの汚泥処理施設増設工事の

うちの本年度分を、また浄化センター長寿命化工事としてトップライトの交換費用を計上しておりま

す。 

  １６ページをお願いします。節１５工事請負費では、森区をはじめとする未整備地区の汚水管整備

工事と浄化センターに設置しました土壌脱臭施設の外柵工事を計上し、節２２補償、補填及び賠償金

では、工事施工に関連して支障が出る場合に対応するための上水道管移設費を見込んでおります。 

款１項１目３維持管理費については、１７ページをお願いします。主なものとして、節１１需要費

の中の光熱水費は寺崎、玉岡のマンホールポンプの電気代で、節１３委託料では、平成２３年度から

３年間で包括的民間委託を行っている浄化センター等施設及びマンホールポンプの管理委託費の本年

度分とそれに関連するモニタリングの支援費を計上しております。また、マンホールポンプ場業務委

託は平成２４年度に新たに設置しました寺崎、玉岡のマンホールポンプの管理委託費用です。款１項

１目４下水道事業基金費は、基金の利子を積み立てるための積立金を計上しております。 

  １８ページをお願いします。款２項１目１元金と、目２利子で地方債の元金の定時償還金と長期債

利子及び一時借入金に係る利子を計上しております。 
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  次に、歳入を説明します。９ページをお願いします。款１項１目１負担金は、本年度賦課予定の公

共下水道が使用できる区域に対しての受益者負担金と過年度に賦課されて継続して納入される見込み

の額を計上しております。款２項１目１使用料は一般住宅、アパート、企業、学校などからの下水道

使用料で直接徴収分と企業団徴収分を計上しております。 

  １０ページをお願いします。款３項１目１公共下水道費国庫補助金は、本年度の公共下水道に対す

る補助金です。補助率は、工事の内容により事業費の５０％と５５％になります。款４項１目１一般

会計繰入金は、下水道事業に伴う人件費、事業費、公債費償還等のために繰り入れるものです。款５

項１目１繰越金は、前年度からの繰越見込額を計上しております。 

  １１ページをお願いします。款６諸収入については、いずれも座取りの予算になります。 

  １２ページをお願いします。款７項１目１公共下水道事業債及び目２資本費平準化債は、先ほど第

３表地方債のところで説明したとおりです。款８項１目１利子及び配当金は、下水道事業基金の利子

を見込んでおります。 

  続きまして、議案第３５号、平成２５年度大津町農業集落排水特別会計予算についてご説明申し上

げます。予算の概要は５１、５２ページになります。 

  予算書の１ページをお願いします。第１条で歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億３千３

１１万円と定めております。第２条で一時借入金の最高額を定めております。 

  歳出のほうから説明いたしますので１１ページをお願いします。款１項１目１総務管理費は、節１

９負担金、補助及び交付金で杉水平川地区の水洗化助成金を計上しております。節２７公課費は、平

成２４年度の消費税を見込んでおります。目２農業集落排水事業費につきましては、管路の工事を前

年度にすべて終了しましたので、主なものとして、節１５工事請負費は路面の復旧費用で、節１６原

材料は、アスファルト合材などの費用を計上しております。 

  １２ページをお願いします。目３維持管理費につきまして主なものは、節１１需要費の中で光熱水

費は矢護川、錦野及び杉水浄化センター施設を運転するための電気、水道代と管路上に設置するマン

ホールポンプを運転するための電気料で、修繕費はマンホールポンプの修繕費等を計上しております。

節１２役務費の中で、通信運搬費については、浄化センターやマンホールポンプの運転状況を電話回

線で知らせるための費用で、手数料は汚泥の引き抜き手数料になります。節１３委託料は、各浄化セ

ンター及びマンホールポンプの維持管理費を計上しております。目４農業集落排水事業基金費は、消

費税還付金や基金の利子などを基金に積み立てるものです。 

  １３ページをお願いします。款２項１目１元金と目２利子は、地方債の元金の定時償還金と長期債

利子及び一時借入金に係る利子を計上しております。 

  次に、歳入を説明いたします。７ページをお願いします。款１項１目１農業集落排水事業費分担金

は、平川地区の土地及び家屋所有者等からの現年度分と過年度分の分担金の見込み額を計上しており

ます。款２項１目１使用料は、矢護川地区、錦野地区、杉水地区及び平川地区の農業集落排水施設使

用料を見込んでおります。 

  ８ページをお願いします。款３項１目１一般会計繰入金は、事業費、維持管理費、公債費の元金及
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び利子の一部に充当するために繰り入れるものです。款４項１目１繰越金は、前年度からの繰越見込

額を計上しております。款５項１延滞金と１０ページの項２預金利子につきましては、いずれも座取

りの予算になっております。款５項３目１雑入につきましては、事業に係る消費税還付金ほかを見込

んでおります。款６項１目１利子及び配当金は農業集落排水事業基金の利子を見込んでおります。 

  最後の議案になります、議案第３７号、平成２５年度大津町工業用水道事業会計予算についてご説

明申し上げます。予算書の最後のページになります。当初予算の概要は５３、５４ページになります。 

予算書の１ページをお願いします。地方公営企業法に基づく工業用水道事業として、平成２年から

中核工業団地に給水しておりまして、現在の能力は日量４千トンで１トン当たりの使用料は４５円に

なります。第２条で業務の予定量ですが、給水事業所は９事業所で、１日平均３千４００トンの給水

計画を立てております。第３条収益的収入及び支出については、事業収入額を５千９７３万８千円、

支出額を５千４１９万７千円予定しております。第４条、資本的収入及び支出ですが、収入は計上し

ておりません。 

２ページをお願いします。支出では、企業債償還金５６９万９千円を減債積立金から支出すること

としております。第５条で、議会の議決を経なければ流用することができない経費として職員の給与

費を６７６万４千円計上し、第６条で、利益剰余金の処分として、減債積立金に５６９万９千円を積

み立てるようにしております。 

詳細の説明につきましては、予算に関する説明書の１ページをお願いします。収益的収入及び支出

のうち収入では、款１項１営業収益で中核工業団地企業９社分の水道料金やメーター使用料などの営

業収益を計上し、項２営業外収益では、定期預金などの利子などの営業外費用を計上しております。 

支出では、款１項１営業費用の中で、目１原水費は、電気計装設備の保守点検、修繕費、ポンプ代、

ポンプ運転に伴う電気料金、水道企業団からの緊急用水代などを計上しております。目２配水及び給

水費は、量水器メーター購入及び取り付け費用を計上しております。目３総係費は、職員の人件費や

電算システム使用料などの費用になります。 

２ページをお願いします。目４減価償却費は、工業用水道関連施設の固定資産の減価償却費を計上

し、目５資産減耗費は、固定資産等の除却費用になります。項２目１支払利息及び企業債取扱諸費は、

企業債の償還に係る利息を計上し、目２消費税及び地方消費税は、給水使用料に係る消費税分を計上

しております。 

次に、資本的収入及び支出ですが、支出について、項２目１企業債償還金は、企業債元金償還金を

計上しております。 

３ページが平成２５年度の事業会計の資金計画になります。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 提案理由の説明が終わりました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後４時０３分 散会 
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議 事 日 程（第２号） 平成２５年３月１１日（月） 午前１０時 開議 

 

日程第１  議案質疑 

議案第 １号                  質  疑 

議案第 ２号                  質  疑 

議案第 ３号                  質  疑 

議案第 ４号から議案第９号まで         一括質疑 

議案第１０号                  質  疑 

討論、表決 

議案第１１号から議案第１３号まで        一括質疑 

議案第１４号                  質  疑 

議案第１５号                  質  疑 

議案第１６号                  質  疑 

議案第１７号                  質  疑 

議案第１８号                  質  疑 

議案第１９号                  質  疑 

議案第２０号                  質  疑 

議案第２１号                  質  疑 

議案第２２号                  質  疑 

議案第２３号                  質  疑 

議案第２４号                  質  疑 

議案第２５号                  質  疑 

議案第２６号                  質  疑 

議案第２７号                  質  疑 

議案第２８号                  質  疑 

議案第２９号                  質  疑 

議案第３０号                  質  疑 

議案第３１号                  質  疑 

議案第３２号                  質  疑 

議案第３３号                  質  疑 

議案第３４号                  質  疑 

議案第３５号                  質  疑 

議案第３６号                  質  疑 

議案第３７号                  質  疑 

日程第２  委員会付託 
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議案第１１号から議案第３７号まで 

 

               午前９時５９分 開議 

 

○議 長（大塚龍一郎君） おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

 

日程第１ 議案質疑 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第１ 議案質疑を行います。 

 お諮りします。議案第１号、大津町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する基本協定の一部

を変更する協定の締結についてから、議案第１０号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び規約の一部変更についてまでの１０件は、会議規則第３９条第２項の規定によっ

て委員会付託を省略し、会議で審議を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１号から議案第１０号までの１

０件は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから質疑を行います。 

 まず、議案第１号を議題とします。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２号を議題とします。質疑ありませんか。 

坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 平成２４年度大津町一般会計補正予算書（第８号）、予算書の５６ページ、民

生費、社会資本整備総合交付金事業費、老人福祉センター太陽光発電設備設置の件、工事請負金４千

６００万円及び９３ページ、９８ページ、教育費、社会資本整備総合交付金事業費、工事請負費１億

４千１０万円及び７千７００万円は、生涯学習センター、大津地区公民館分館、町民交流施設オーク

スプラザ、大津町運動公園に太陽光発電施設を整備するものですが、大津町でも太陽光パネルはつく

られておりますけども、そこでつくられたパネルを使うよう指定されるのか。 

２番目に、それぞれの建物に設置されたパネルからそれぞれ１日にどれくらいの発電量が予定され、

その電気の使い道はどういうふうになるか。 

３番目に、運動公園は落雷の多いところですが、以前、経済建設委員会で沖縄に研修に行きました

けども、太陽光パネルは落雷に弱いと、落雷で壊されると聞かされましたが、その対策はできている

か。 

以上、質問いたします。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） おはようございます。坂本議員の質疑に対してお答えいたします。 

  関係する施設、老人福祉センター関連になりますが、現状、老人福祉センターの屋上に設置するも

のでございますが、業者さんにつきましては、大津町のほうの部分について見積りをいただいており

ますが、こちらについては、関係各課同一の形でなるというふうに思っております。ですから、現状、

私たちがいただいたのは、大津町で今設計されておりますソルテックさんのほうからの見積りでの部

分を説明させていただきたいというふうに思っております。 

現状、大津町老人福祉センターでの計画としましては、１０キロワットを設計するような形で今考

えております。現在、老人福祉センター、平日２.８キロぐらいの利用があるということでございます

ので、現状では賄える部分、それ以上の部分が今回の設置によりまして発生するということで、年間

予測発電料金としましては６１万７千円を考えているところでございますが、使用電力としましては、

金額的には３９０万円程度の部分を使用電力という形で考えている部分でございます。 

それから、年間の使用電力実績ということでは、１８万６千１２３キロワット時ということで年間

考えている部分でございます。費用につきましては、そこに金額が出ているとおりでございますけど

も、今回、老人福祉センターのほうの部分につきましては、屋根の工事も含めまして一緒に漏水関係

も含めて少し問題がある場所もありますものですから、その部分もあわせて工事に含ませていただい

ているものでございます。老人福祉センター関連につきましては、以上で報告を終わりたいと思いま

す。 

  よろしくお願いいたします。 

○１１番（坂本典光君） だからソルテックのを使うんですか。 

○福祉部長（中尾精一君） はい。指名入札という形でさせていただきたいと思います。現状の老人福

祉センターにつきましては、現在の使用料よりも多くの発電ができるということで考えておりますの

で、どうかよろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 坂本議員の質疑にお答えしたいと思います。 

まず、今回の工事につきましては、経済対策ということで、設計の中身につきましては、その設計

費につきましても、今回予算組ませていただいておりますので、詳細なものについては今後詰めてい

かなければいけないということで、今現在わかる範囲内でですね、お答えしたいと思います。 

  まず、大津地区公民館分館でございますけれども、これもともと計画の中でですね、太陽光を設置

する施設でございます。今回、一応５キロワット程度を予定しております。大体電気の費用としても

１０万円程度の部分がですね、経費節減になるかというふうに考えているところでございます。 

  それから、生涯学習センターにつきましてはですね、屋根の部分の改修も含めましてですね、今回

行いたいということで、８０キロワット程度を予定しております。１８０万円程度の経費削減になる

のではないかというふうに考えております。 

  それと町民交流施設オークスプラザにつきましてもですね、一部その屋根の改修も含めて行いたい
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というふうに考えております。これ１０キロワットを載せたいということで、２２万８千円程度ので

すね、経費削減になるのではないかということで試算をしております。 

  問題の運動公園、先ほど落雷の心配されております。非常に毎年落雷でですね、保険がかかってい

るからいいもののですね、しょっちゅう落雷でですね、多額の修繕をしているところでございます。

当初はですね、体育館の屋根にですね、載せるというような検討をしたわけでございますけれども、

やっぱり屋根にボルトで穴を開けなければいけないということでですね、非常に将来の維持管理を考

えますと、ちょっと屋根はちょっと厳しいだろうということでですね、中央公園につけましたけれど

も、そのような方式で、サッカー場と競技場の間のスペースを利用しながらですね、低いものでです

ね、検討したいということで、今設計も含めたところで検討しているところでございます。ですから、

屋根のほうに、上のほうにつけませんので、その辺、幾分その落雷に対する心配はないのかな。ただ

設計をする段階でですね、その辺も含めて十分検討していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。５０キロワット程度をですね、予定しておりますので、１２０万円程度の経費削減になる

のではということで考えております。 

  それから、今回予定しております施設につきましては、すべて避難施設ということで予定しており

ますので、蓄電機能もあわせてですね、行いたいということで、全電源が停止の場合には、８時間か

ら１０時間ぐらいがですね、対応できるのではないかというふうに考えているところでございます。

今後、詳細設計も含めまして、今議員ご心配の点も十分検討しながらですね、やっていきたいという

ふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

  永田和彦君 

○１３番（永田和彦君） ただいまの件について、関連で質疑いたします。 

  今、教育部長の答弁の中に、各いろんな施設の経費削減になるということを述べられましたが、そ

れはあくまでも電力だけの計算であって、投資金額というものは、民間企業というのは、必ず減価償

却していって１０年でペイしますよとか、そういった形を必ず入れるんです。今の答弁の中には、投

資した金額、それは含まれていませんね、いるんですか。その投資した金額もきちんと含んで経費削

減になったのか。投資金額というのはこれは一つの経費ですよ。これを無視して電力だけで経費削減

になったっいうものは乱暴です。ですからその点について、１点だけお聞きしておきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

  永田議員おっしゃるように、私の答弁の中ではどのくらいの電気をそこで賄うことができるかとい

う試算をしたまでであって、今回、投資経費の分まで含めて検討はしておりません。売電をするよう

な考えは持っておりませんので、今民間的な発想でいきますと、非常に経費は高くつくということで

考えております。 
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○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

  手嶋靖君。 

○１２番（手嶋靖君） １点だけお伺いしたいと思います。 

  補正予算の６３ページのですね、款４項１目４、１３の委託料の件でございます。１５９万４千円

の増ということで健診委託されておりますが、種別の内訳がですね、増減どうなっているかというこ

とをちょっと知りたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 概要の説明をさせていただきます。 

  健診委託に伴う実績による増額ということでございます。肺がん検診７５歳以上ということで１０

万４千６８８円、肺がん検診としまして７４歳以下で１０万８千３１円という形になります。結核検

診につきまして２７万３千４８２円、女性特有のがん検診ということで４７万５千８０６円、それか

ら大腸がん検診、クーポン券利用ということで６３万１千４００円ということで明細をここに出して

いるところでございます。 

  よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 手嶋靖君。 

○１２番（手嶋靖君） 今の答弁は説明書の中でありましたのでわかりますけれども、この項目ごと

に対してですね、予算上と実績、どういうふうな形に変わったかということを知りたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 種類ごとの説明部分の資料を手持ちに持ってきておりませんものですから、

あとで皆様のほうにお配りしたいというふうに思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 手嶋靖君。 

○１２番（手嶋靖君） 私がですね、知りたいのはですね、一応予算を計上しながら進めていくわけ

ですけれども、この中でですね、さっき言われました女性特有のがんの検診にこの４７万５千円出て

おりますが、これを聞きますとですね、大津町は県下で最下位といいますか、後から３番目ぐらいだっ

たと思いますが、低いペースでいっております。そこら辺が今後どういうふうにこれを改善していか

れるかということをですね、伺ったわけでございます。だから、種別にどういうふうに動いたかとい

うことを知りたかったわけでございます。あとでこれについてはまた資料を提示願いたいと思います。

よろしゅうございますか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） ただいまご指摘がありました部分ですけども、大津町の部分では、検診率

も低いということで今進んでおりますけども、菊池圏域で同じような取り組みをやっておりますけど

も、今一番問題があるその啓発の問題とか、そういう部分もありますものですから、そういった部分

については、町の広報紙、それからホームページ以外のものでもきちんとした形で広げていくという

ことでは、今から進めていきたいというふうに考えております。特に相談業務も増やしていきたいと

思っておりますので、その中でそういった取り組みをしながら検診率を上げていきたいというふうに
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考えております。そういった部分、現状では町の体制が遅れてきた部分もありますけども、きちんと

して対応していきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○１２番（手嶋靖君） 終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 太陽光発電設備設置の件についてお尋ねをいたします。先ほど説明がありま

したオークスプラザの屋根の上に太陽光を載せると。それから運動公園ということですが、特にオー

クスプラザは何ですかね、何度修理をしても雨漏りがとまらないという、まさに当初からの欠陥的な

屋根の構造になっているようでありますが、ここにいたずらに太陽光を載せたら、さらに雨漏り、ま

たそれの修理ということになりかねないということで、そこのところ十分想定されて計画をされてい

るのか、お尋ねをします。 

  それから、運動公園のほうですが、先ほどの説明で、私は体育館の屋根だと思っておりましたもん

ですからあれですが、地面のほうに設置をするということでありますならば、運動公園は、夏の暑い

ときは日差しを、いわゆる日陰がないと。あるいは、雨が降ったときにもし地面に設置するんであれ

ば、そこが雨よけになるということも考えられると思いますけど、そういう点も想定がなされている

かどうか、お尋ねをいたしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。 

  まず、１点目がオークスプラザの件ですけれども、何回もこれまで質疑もあがっております。ちょ

うど三角の部分が一番問題でございまして、その辺の部分も含めまして、雨漏りがしないようにです

ね、設計の中で十分検討して太陽光を載せていきたいと。ですから太陽光の工事とあわせてそこを改

善していきいたいというふうに考えております。 

  それから運動公園の部分でございますけども、議員がおっしゃるようにですね、地面のほうに設置

いたしますので、場所も含めたところでですね、そういった日陰、それから雨よけ、その部分も含め

まして、今後十分設計の中で検討していきたいというふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

  佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 予算書１１ページの地方債補正の２０番、都市再生整備計画事業についてお尋

ねしたいと思います。３点ございます。 

  まず一つ目です。この計画のですね、策定プロセスというのがですね、きちんと町民や議会に対し

て説明がなされているのかという点がまず一つでございます。計画の中には、各種施設の計画、設計

についても、整備後の利用しやすさや、施設への愛着を高めるために、あらゆる住民に参画していた

だけるような仕掛けを行うものとするとなっております。今回、事業を前倒しするということで、そ

の機会が損失されないかというのがまず一つの疑念でして、今後の進め方の中で、そうした住民参画
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の機会というものをきちんと確保していくという考えがおありなのかということがまず一つ。 

  それから２点目です。計画の進捗状況の公開です。この計画はですね、この公布要綱ですね、公布

要綱の中に、きちんと計画を作成したときはこれを公表するものとするということで定められており

ます。その計画がどこにあるかといってみますと、４ページ程度の資料がホームページに掲載されて

いるものと、平成２３年度の今年の町の仕事の中に、非常にわかりにくい形で公開されているにすぎ

ません。このあとですね、きちんとこの進捗状況についても情報公開をわかりやすい形で進めていか

れるおつもりがあるのかということ。やり方をどういうふうに向上させていくのかということ。これ

が２点目でございます。 

  それから、中間と事後の評価についてでございます。今回は、事業完了後の事業評価への住民参加

ということをきちんと計画書の中に明記されているようです。平成２６年度からは事業効果の分析に

６００万円ということで見込んでおられるようですので、こうした事業評価がきちんとなされるよう、

今見る限りでは、計画書の中の目的と評価指標がミスマッチになっているなということをちょっと感

じるんですが、こうした目標について正しく評価ができて、しかも目標が達成できるということを確

約できる条件が揃っているのかということをお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 佐藤議員の質疑にお答えいたします。 

都市再生整備計画につきましては、前期５年間の期間が終わりまして、後期５年間の計画に入って

おります。後期５年間の計画につきましては、前期に達成できなかった事業を中心に後期にやってお

りまして、新たな事業というのは、特に取り上げている部分は、前期から特に新たにつくりあげたと

いうのは現在のところないと思っております。今は前期計画の中でも議員と、あと住民の方々にも説

明してきたところですし、その中で住民の参画といいますか、まちづくり協議会等にも参加していた

だきながらいろいろ議論を進めてきたところです。 

それから、都市計画の進捗状況については、一応ホームページに進捗状況を更新しておりますけど

も、わかりにくいという部分がありましたら、今後ちょっと改善も検討していきたいと思います。 

それから、事後評価につきましては、前期計画につきましても一応事後評価を行っておりますので、

後期計画につきましても、事後評価は当然行いまして、そのあたりはホームページ等で公表していき

たいということで考えております。 

以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） ２点目と３点目でもう少しお尋ねしたいと思います。 

  情報公開のほうも改善を検討されるということでしたけれども、そのやり方としてなんですが、今

現在のホームページ等を見ますとですね、まず平成２３年度までの計画と、現在の計画というのが並

列されて記載されていると。つまり前回がどうだった、今回はどうだというようなつくりになってな

いんですね。そうしたわかりにくさというのがたくさんございますし、中身のほうも国に提出した、

これですね、これがそのまま掲載されております。そうすると中身はもう見てのとおり、文字は非常
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に小さくて、何を書いているかわからないのと、あとはその町が国に説明するということで、非常に

中身的に言葉遣いとかもわかりにくくなっていると。これをもう少し町民のほうにわかりやすいよう

な言葉で、わかりやすいその説明というものをしていただければなというふうに思います。また、前

回の計画がもう既に削除されているんですね。そうしたものもきちんと前回こうでしたということで

載せてっていただければいいなというふうに思っているところです。 

  それから、中間、事後評価のことですけれども、前回もきちんとやりましたということになってま

すが、中身を見ますと３つの指標がございまして、そのうち一つは○、一つが△、一つは×というこ

とで、まあ果たしてこれでよかったのかというのはあると思いますが、それはまあ今回の計画の中で

改善していかれるのだろうというふうには思っているところです。 

ただ、指摘したいのは、中身がですね、前回達成できなかったこと、指標３のまちづくり活動の参

加人員のところですが、従前、開始前ですね、ですから平成でいうと１７年の時点で１４０だったも

のがこの前期の５年間が終わりまして逆に１２９というまちづくり活動、参加人員減少しているんで

すね。まちづくり交付金事業をやって、まちづくりの参加人員が減りましたというのがどういうこと

なんだろうなというふうに思ったところです。今回の計画の中では、この指標は消えておりますが、

今回、上がっている指標について、まず５つございます。例えば、太陽光発電の発電システム設置の

割合、先ほどから太陽光発電の話出ておりますが、公共施設に太陽光発電を置くことで、住民を啓発

して、住宅の太陽光発電設置率を上げていこうというような計画になっておりまして、こうしたその

目標、指標の設定の仕方というのは、本当に正しいのかなと。全く違うことを指標に上げているよう

な気がしてですね、ここの計画のプロセスに、プロセスじゃない、考え方に少し疑念があるところで

す。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 佐藤議員の質疑にお答えいたします。 

  まず、現在公開されております情報がちょっとわかりにくいということであれば、そのあたりにつ

いては、検討して、もう少しですね、住民の方々にわかるようなことを検討してみたいと思います。 

  それから、前回達成できなかったまちづくり参加人員の減少ということにつきましては、一応まち

づくり協議会等とも打ち合わせてしまして、ある程度の提言といいますか、そのあたりができたとい

うことで、まちづくり協議会の関係がですね、解散されたということで、減少がなっている部分があ

ると思います。 

  それから、太陽光発電につきましては、平成２２年度だったと思いますけども、新エネルギービジョ

ンをつくりまして、将来の町の考え方ということでビジョンをつくりましたので、その関係を一応社

会資本整備の事業の関係に乗せ変えたといいますか、計画をあげたということでございます。 

  以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君に申し上げます。ただいまの発言、議題外にわたっていますの

で、会議規則第５４条第１項の規定により注意いたします。 

○３番（佐藤真二君） はい、すみませんでした。質問を終わります。 
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○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第３号を議題とします。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第４号から議案第９号までの６件を一括して議題とします。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第１０号を議題とします。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  これで、議案第１号から議案第１０号までの議案質疑を終わります。 

これから、議案第１号から議案第１０号までの１０件について討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、採決を行います。 

 まず、議案第１号、大津町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する基本協定の一部を変更す

る協定の締結についてを採決します。この採決は起立によって行います。議案第１号は、原案のとお

り決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号、平成２４年度大津町一般会計補正予算（第８号）についてを採決します。この

採決は起立によって行います。議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願いま

す。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号、平成２４年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてを採決

します。この採決は起立によって行います。議案第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は

ご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第４号、平成２４年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特例会計補正予算

（第２号）についてを採決します。この採決は簡易表決によって行います。議案第４号は、原案のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第５号、平成２４年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）についてを採決し

ます。この採決は起立によって行います。議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご

起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号、平成２４年度大津町介護保険特別会計補正予算（第４号）についてを採決しま

す。この採決は起立によって行います。議案第６号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起

立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号、平成２４年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第４号）についてから議

案第９号、平成２４年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第２号）についてまで、３件を一括し

て採決します。この採決は起立によって行います。議案第７号から議案第９号までの３件は、原案の

とおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第７号から議案第９号までの３件は原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一

部変更についてを採決します。この採決は起立によって行います。議案第１０号は、原案のとおり決

定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

引き続き、議案質疑を行います。 

  議案第１１号、議案第１２号及び議案第１３号の３件を議題とします。質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に議案第１４号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 
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 次に、議案第１５号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１６号を議題とします。質疑ありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 議案第１６号の道路構造の技術的基準等を定める条例ということで、これま

で国の道路法で決められていた法律が、地方自治体で条例化することができるようになったというこ

とでありますが、ほとんど国の法律と標準的なものだということで説明がございましたが、この道路

条例を自治体が独自で決めるということは、私の理解では道路の新設、改良の際はこの条例にしたが

わなければならないと理解をしておりますが、それでよろしいかどうか。 

  それとこれまでの国の道路法にしたがって町の道路がつくられてきたという中で、画一的な国の法

律によって町が道路をつくろうとしたとき、いろいろな支障が出てきた結果、権限移譲がなされたと

理解をしておりますが、国の全国的な画一的な法律によって、これまで町の事例の中で、デメリット

があったのかどうかと。そういう事例がこれまであったのかどうかについてお尋ねをいたします。 

  あわせて、今回、この権限移譲によって、町独自の条例化によって考えられるメリット、この点に

ついてお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。 

  今回、つくります条例につきましては、町道をつくる場合といいますか、改良する場合の基準、当

然基準になってくると思います。 

  それから、権限移譲につきましてのデメリット、今までのデメリットということについては、全国

一律でやってきたということで、地方独自といいますか、地形ですか、そのあたりなかなかあってな

いということで批判があったのも確かに事実だと思います。なかなか全国一律となりますと歩道の問

題とかですね、車道の広さとか、そのあたりもありますので、そのあたりがデメリットとしてあった

のかなと思います。 

  それから、今後そのあたりについて歩道がすべての道路にできるかどうかわかりませんけども、な

るだけですね、メリット、今回の町道について町のほうで決めることによってですね、そういうメリッ

トが出てくるようにですね、検討していきたいということで考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 地方自治体の特殊ないろいろ事情が、特に大津町は山坂が多い地形に市街地

が集中しているということで、権限移譲によって、町独自の柔軟な適用ができると考えられると思い

ますが、これからですね、美咲野小学校が開校しますけど、特に自転車通学と歩行者、最近事故が多

発をして問題視されておりますが、歩道を自転車が通るとか、歩道を歩行者と自転車が衝突をすると、

心配がなされているわけですけど、今回のこの条例を制定することによって、車道側に自転車が安全

に通行できるような対策とか、そういうことが考えられるのかどうか、もう１点お尋ねをしたいと思
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います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 荒木議員の再質疑にお答えいたします。 

  自転車と歩行者が同じ歩道を通るとかいうことになりますと、これ警察のほうでちょっと権限が、

警察の許可を受ける必要がありますので、今回の基準についての中にはちょっと入ってこないのかな

と思います。今回の道路の基準等については、道路の、例えば歩道の幅の基準とかですね、そのあた

りになってくると思いますので、その自転車と歩行者の通行関係を歩道の中でとかという形になって

くると警察との協議という形になってくると思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第１７号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１８号を議題とします。質疑ありませんか。 

  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） １８号について質疑いたします。 

  この１８号、学校運営協議会ということで、全員協議会でも説明されました。この学校運営協議会

コミュニティスクールというものについて、大いに私は疑義を持っておりますので、この学校運営協

議会をつくるということを前提として、この特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例についてということで、経費、いうなら人件費を払うという形になる

かと思いますが、まずこの学校運営協議会について、今定例議会でですね、この運営協議会自体を設

置するかどうかというものを委員会付託になりますので、委員会でですね、深く掘り下げていただき

たいと思いますので、最初に、この認めた形で協議会の費用弁償を設定してしまいますれば、これを

つくるということですよね。前提で進められているのはわかります。しかしながら、護川小学校につ

くられる。だったならば、ほかの小学校ということは考えられなかったのか。逆に新しい小学校がで

きます。そういったところにまず試験的にやるとか、いろんな疑義が私は出てくるんです、これに対

してからは。ＰＴＡとかいう形でアソシエーションという形でペアレンツ、言うなら親御さんが、保

護者の方々がいろんな形で、いろんなその形をつくって学校との協議を行ってきたということに対し

てからの整合性ですね。そういったものに疑義を持っておりますので、順番自体がちょっとこれは違

うのではないかなという思う部分がちょっと残ります。ですので、あくまでもまだこの学校運営協議

会というものについてはですね、教育委員会について、教育委員会では、もうつくったんですか。そ

れとも今から検討をするんですか。そこのところをちょっとはっきりしときたいと思いますので、質

疑いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長松永髙春君。 
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○教育部長（松永髙春君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

  議員おっしゃるように、特別職の報酬と、通常は条例と予算は同時というのが原則でございます。

今回、規則に関しましては、大津町の教育委員会で承認、議決いただくということで、既に案につき

ましてはですね、教育委員会のほうにお示しをして、コミュニティスクール、学校運営協議会とはど

のようなものかについてもですね、十分説明を今まで続けてきたところでございます。当然、今まで

の成果、全協でも説明いたしましたように、成果とか、課題とかいうものについても十分説明を申し

上げて、そして一定の了解をいただいて、そして規則の案を示してですね、この議会のこの報酬条例

がもしも議決をしていただいたならばですね、教育委員会のほうでも同時にですね、規則の制定をで

すね、お願いをしたいというふうに考えているところでございます。 

  それから、今回は国の２年間の委託を受けまして護川小学校で実施してきたわけでございますけれ

ども、先ほど将来的な話も出ましたけれども、実は美咲野小学校につきましてもですね、新たな学校

でございますので、もう１回ですね、国の指定を受けましてですね、お願いをしたいというような考

え方で国のほうには今現在相談・協議をしているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第１９号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２０号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２１号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２２号を議題とします。質疑ありませんか。 

  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 議案第２２号について質疑いたします。 

  今回、学童保育施設というものをこの美咲野小学校の新設によって、新たに美咲野小学校内にまた

一つつくるということであります。この２２号、説明資料見てみますれば、大津小、室小、護川、美

咲野という形で載っておりますが、抜けている小学校がありますよね。これ自体が非常に不思議に考

えられるんです。そういった教育の均等に皆様方が、その教育基本法を基に義務教育を受けて、新た

にそういった周りの、いろんな形で整備をしていって、本当にうまい具合にですね、その学校教育が

いくように保護者の方々のそういったいろんな形を勘案していただいて、つくるのはいいんです。た

だ、美咲野小学校というのはすべてが新しいんですね。ということで、北、南、東と不備になってい



 82

くと。非常にこれはですね、何かひいきに感じるんですよ。今後の計画の中にですね、つくるならつ

くるですべてつくるとか、それとも、そういったところはもう北とか南とか東はいらないんだよって

いうのか、そういったところがはっきりしてないんですね。美咲野小学校をつくりました。すぐ学童

施設もつくります、というと、至れり尽くせりにしか考えられません。ですから、本当に公平にやる

のであるならば、地域の実情をもう少し調べて、ゴーサインを出すべきではないかなというふうに私

は考えるんですが。この点について、美咲野小学校を新設しました。ですから、同時にやりますとい

うのは、どうもこれこそ乱暴に私考えられますけども、この点について質疑いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長併任子育て支援課松永髙春君。 

○教育部長併任子育て支援課（松永髙春君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

  まず、大津小学校の学童保育今までやってきたわけでございますけども、この大津小学校が分かれ

るということで、ちょうど大体半分ぐらい、乱暴な話なんですけども、大体利用が大体半分ぐらいな

ると。美咲野団地に住んでいらっしゃる方の子どもさんにつきましては、おそらく美咲野の中でです

ね、学童を利用されるということでですね、大体おおよそ半分ぐらいになりはしないかというふうに

考えております。そういうふうなことで、そういった必要に迫られて設置すると。今まで利用された

方が利用しやすいようにですね、設置するということでございます。 

  それと全体的な計画を持っているのかということでございますけども、当然これは全体的な計画が

なければいけないと思っております。現在でも、例えば、北小関係につきましてはですね、需要もご

ざいますけれども、空き教室があれば空き教室でですね、そこを学童保育の施設ということで設置条

例いたしまして、そこでやることも可能でございます。ただ現在、北小につきましては、一宇保育園

のほうでですね、補助事業ということで実施しているところでございます。それと南小校区におきま

してもですね、白川保育園のほうで学童の部分についてもお願いをしているという現状でございます。

例えば、東小学校でもですね、需要があれば空き教室を利用しながらですね、学童を行うことができ

るということで、今現在、空き教室がないところにつきましては、どうしてもですね、別に施設をつ

くらなければいけないということでつくってきた経緯がございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２３号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２４号を議題とします。質疑ありませんか。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 町営住宅条例の一部改正の条例についてお尋ねをいたします。 

  こちらも権限が移譲されたということだと思いますが、町の条例を補強充実することは大変前進面

だとは思いますが、条例を制定するにあたって、現状とマッチングをするかどうかという疑問がござ
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いますのでお尋ねをしますが、説明資料の４３ページですかね。改正前に比べて、今度の改正案では

条項が追加がなされておりますが、集会所、広場、通路ということですけど、特に通路の問題で、第

２条の１７です。この条文の中で日常生活の利便、通行の安全、災害の防止あるいは支障がないよう

にということで、配置が規定され、第２項で通路における階段は高齢者などの通行の安全に配慮し、

必要な補助手すり、傾斜路ということでありますが、例えばですね、実例をあげれば西嶽住宅ですね。

あそこの団地内の道路は町道認定がなされておりますが、相変わらず非常に高齢者の皆さんが足を引っ

かける、転倒するというお話も聞きました。それから、通路から玄関に入るところですね、いわゆる

側溝がまったく未改良のために、また傾斜路もないんですよ。高齢者がどんどん増えているこうした

団地で、今度の条例が制定をなされれば早速この条例違反ということになりかねないと思いますけど、

この現状と今回の条例制定の整合性についてお尋ねをいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。 

  町営住宅における通路といいますか、なかなか整備が追いついていないのが現状でございます。通

路につきましては、今、立石団地のほうで側溝等も改良しまして、通路等も改修してきたところで、

本年平成２５年から一応西嶽団地、それから北出口団地ですか、そのあたりも含めたところで改修を

していきたいということで、今のところ国のほうにですね、補助の要望等を出しているところでござ

います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） これまでは国の省令か法律によってやってたと思いますが、町独自でこうし

た条例を制定、多分成立すると思いますけど、条例を制定したからには早急なこの条例違反するよう

なことは直ちに取りかからなければならないと思いますけど、今指摘をされたことは、１年か２年以

内ぐらいにじゃあ実現できると、そういう見込みのもとで条例が提案をされているのかどうか。再度

お尋ねをいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 荒木議員の再質疑にお答えいたします。 

  通路等の改修につきましては、以前から検討してきたところです。ちょうど今回の条例改正にちょ

うど同じ時期になったということで、以前から通路の解消とそれから玄関までのスロープですか、そ

のあたりについては検討は進めてきたところです。ただ事業の年度関係、年度の進捗状況がありまし

て、今回に予定しているということでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

 しばらく休憩いたします。１１時１５分から開会します。 

午前１１時０５分 休憩 

                    △ 
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午前１１時１５分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  議案第２５号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２６号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２７号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２８号を議題とします。質疑ありませんか。 

  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 議案第２８号について質疑をいたします。 

  説明資料に基づいて質疑をしたいと思います。説明資料の６１、６２ページに詳細明記してありま

すが、この中、６１ページの下の４行あたりを読んでみますれば、今回の秋桜会というものが適正な

管理運営の実績があると認めておられるということと、その次が私は問題と思う点でありまして、運

営方針、職員等などが変更された場合、利用者に多大な影響を与えること、地域行事・地域福祉座談

会等への参加など地域に根付いた取り組みを行い、障害者支援の啓発及び地域との交流促進に寄与し

ている団体であることからということになればですね、変えることができないということですよ。言

うならば。一度選んだ人はもう変えることができないということを、これは暗に認めている形になる

ということです。ここが一番問題と思いますね。こういったことを書かれると、もう変えることがで

きないし、そのあとの競争の原理、このいろんな形で民主主義の世の中というものは、経済的なもの

とか、サービスの面とか、いろんなことを切磋琢磨しながらやるものです。それをこれはもう閉ざし

てしまっているということに思えることです。これについて１点。 

  もう１点は審査結果です。６２ページで、ここに得点が書いてあります。こういったですね、施設

の運営とかとは別に、人と人のつながりというものをその前段で申しました。職員等などが変更され

たなら利用者に多大な影響を与えるということは、職員と利用者の間の関係というものがこれは非常

に重要視される部分ですよね。ということはですね、この点数を取れなかった部分が問題なんです、

取れた部分よりも。点数が取れた部分はＯＫですよということで、点数は加算されていくんですよ。

取れなかった部分ということは不備があったということです。この不備が人間同士の触れ合いの中に

不備があったということを私は重要視したいと思うんですね。点数のつけ方、これは単なる試験じゃ

ないんですね。評価なんですよね、これっていうのは。ですから、その不備な点、点数が取れなかっ

た点を問題視することがこの後のサービスに多大な影響を及ぼしてくると私は考えますが、この点に

ついて、２点質疑いたします。 



 85

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 永田議員の質疑に対してお答えいたします。 

  １点目の部分ですけども、現状での部分で適正な管理運営は実績があるということで説明をさせて

いただいた部分なんですけども、もう１点の部分ですけども、先ほどおっしゃいました部分ですけど

も、現状での部分では、こういう部分を確認したということで今考えているんですけども、今後今の

部分につきましては、３カ年の間にもう一度そういう部分を含めて検討させていただきたいというこ

とで、３カ年の延長をさせていただいておりますが、今回につきましては、現状の部分を踏まえた上

での理由ということでここに述べさせていただいた部分でございます。今後、必要な部分については、

十分検討させていただきたいというふうに思っております。 

  もう１点、２点目ですけども、選定委員会の点数の部分ですけども、先ほども言われました取れな

かった部分、また不備があった部分を問題にということでございますけども、おっしゃるとおりで、

問題がある部分をそのままにしていますと、利用者の方に影響をしてまいります。また、保護者の方

たちからも不信感を招くという部分がありますので、その部分も含めて協定を結ぶ場合には、その悪

い部分につきまして十分協議させていただいて、指定管理法人のほうにきちんとした形での打ち合わ

せなり、協議をさせていただいて、そこを改善していただくというような部分を理由にさせていただ

きたいと考えております。十分今後今の２点につきましては検討させていただきたいというふうに思

います。 

  よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

  こういった資料を提出する場合、この資料の明記の仕方というものは、あくまでもその固有名詞出

していいでしょう、その秋桜会というものにどうか了解してくださいという形で、我々議員各位が客

観的に評価するものにはなかなかなれないと思うんですよ。ですから、例えば、この実績というもの

はわかるんですよ。ただこうだからいいですよ、ああだからいいですよばっかりじゃなくて、客観的

に見た場合に、こういったところも目指しますというのは何ら明記されてないということで、１点、

２点と続けたんですよ。じゃないと我々自身の判断ですね、判断というものがぶれてしまうと思うん

ですよ。ですから、もうここがいいですよという形にしかこれ見えません。我々が客観的に、本当に

その利用者の人たちがそこの指定管理者でよかったなという形を持っていかないと、この指定管理者

の選定についてはですね、私は大津温泉岩戸の里のときもかなり厳しく言ったつもりでしたが、あく

までもその執行部の付き合いの上での主観が入ってきているんですよ。それは線引きはできてないと

思います。公金を使う以上ですね、そういったものは排除してもらわないと、そういった資料の提出

の仕方にも問題があると思うんですが、この点について不備はなかったか、質疑いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 永田議員の再質疑に対しましてお答えいたします。 

  今回の資料提出につきましては、１社という形での部分で非公募という形をとらせていただいてお
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ります。その部分では、この記入の仕方については大変申し訳ない部分がありますが、資料としてい

ただいた部分については、今後３年間でどのような業務をやっていただく、また支援者に対して、ど

のようなサービスをしていただくという部分を明確にさせていただいております。 

  それから、もちろん試算の部分含めまして、管理運営についてきちんと対応できるかという部分も

審査の対象にさせていただいております。そういった部分では、現在の利用者の部分での契約、それ

から措置の方がおられますけども、そういった部分での費用面を考えた場合に、きちんと人件費、そ

れから事業費等にきちんとした対応ができるのかというのを審査していただいた部分もあります。そ

ういった部分では、資料に対しては、必要な部分をきちんと出させていただいているということで私

たち認識しております。ただ、不備な点も、事業計画の部分が少しありましたので、その部分につい

ては再提出を今求めているところでございます。内容について、私たちが指定管理をまたお願いする

上では、利用者、それから保護者にきちんとした対応をしていただくというのが私たちの一番の考え

るところでございますので、そこはぶれないような形はしていきたいと思います。 

  以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２９号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第３０号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第３１号を議題とします。質疑ありませんか。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 平成２５年度大津町国民健康保険特別会計予算についてお尋ねをいたします。 

  今回、国保会計に一般会計から繰入金が、いわゆる法定外繰入金が４千万円繰り入れられる案となっ

ております。現在の国民健康保険税が非常に高いということで、繰入金対応するということは非常に

評価をできることと思いますが、こうした繰り入れを行うにあたってですね、国民健康保険について

は、運営協議会というものが確か設けられていると思いますが、この運営協議会に諮問がなされた結

果、こういう予算となったのかどうか、お尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。 

  運営協議会につきましては、予算を要望する前に開かせていただいております。その中で検討して

いただいた上での提案をさせていただいているところでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 
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○１５番（荒木俊彦君） その開催された運営協議会でですね、今度の４千万円の繰り入れをするとい

うことで、そういう予算立ての根拠となるようなご意見があったのかどうかお尋ねをしたいと思いま

す。 

  あわせてですね、国民健康保険税は非常に滞納が多ございます。値上げをすればするほど滞納額が

増えていくということで、悪循環に陥ってしまうことが非常に心配されるところでありますが、その

滞納者のですね、どういう階層の人たちが、とりあえず所得の階層ですね。どういう所得の階層の人

たちが滞納が多いのかと。要するに、例えば値上げをしても滞納が増えれば、入ってくる歳入は増え

ない、あるいは減ってしまうということになりかねないわけですけど、本来であればちゃんと払える

範囲内の税体系にするのが望ましいかと思いますけど、とりわけどの階層が滞納が多いかということ

を把握をした上でこうした予算措置を本来やっていくべきだと思いますけど、そういう意見が、ある

いはそういう資料が運営協議会できちんと説明がなされたのかどうかお尋ねをします。 

  もう１点は、今度の予算を上程するにあたりまして、国民健康保険税、本来入ってくる、入るだろ

うという国保税想定額に対して、予算額は何パーセントを見込んでいるのかお尋ねをしたいと思いま

す。 

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 荒木議員の再質疑にお答えいたします。 

  最初の点ですけども、協議会の中で十分な審議がされたかということと、資料を提出したかという

ことでございますが、そういう今回の予算を提案するための資料としましては、現状、医療費の部分

が少しずつ上昇していくということでの部分を説明させていただいておりますが、そこでの費用負担

ということで、現状での国保税だけの部分では経営ができないということで、今回の４千万円の部分

を入れさせていただいておりますが、その部分でのご理解はいただいたというふうに思いますけども、

そこでの部分の資料提出については不備があったというふうに思います。 

  それから先ほどありました滞納階層につきましても、そこでの説明はしておりません。そこのどう

いう階層が滞納が多いという部分では、説明はしておりませんので、そこの部分については、実際の

収納率、滞納、それからどれぐらいの収入があるかという部分では、収納率を９２％であげさせて予

算を計上させていただいております。そういう部分では、資料の不備な部分、それからそこまで考え

た上での予算提案というのをもう少し私たちのほうでもきちんとしなければいけなかった部分はあり

ますが、現状での予算の費用の部分としましては、いかにその費用を抑えるかという部分での健康づ

くりの取り組みも含めまして、現状、医療費が上がってくる部分のその分析の部分はしておりますけ

ども、その部分を十分させていただきながら、今後、先ほども言われておりますけども、国保税に跳

ね返らないような形で私たちのほうは考えていかなければならないと思いますので、特に健康づくり

については十分関係課と協力しながらやっていきたいと思いますが、資料については不備だったとい

う部分はあると思います。 

  以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 
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○１５番（荒木俊彦君） 国保税の滞納額が非常に多いというのは誰もが承知をしているところであり

ますが、いたずらにこれを取り立てるということではもう解決をしない、そういう状況となっている

かと思いますので、例えば、年収２５０万円で３人家族で国保税が私の計算では４０万円から４５万

円税が課税されます。２カ月分が国保税で消えてしまうという現状があるかと思います。そういう意

味で、どういう所得階層のところが滞納が多いのかと、そういう分析ができるかと思いますけど、こ

れを可能、そういう分析が可能なのか。また、それを予算を提案するにあたってこれから分析を行う

のか、再度確認をしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。 

  現状で税をとるための賦課ということで、階層ごとに賦課しておりますけども、そこでの部分では、

階層がわかりますので、そこの方のどの階層の方が滞納されているという形では出てくるかというふ

うに思います。ただ所管としまして、国民健康保険と税務課との協議の中できちんとした形の連携を

とらせていただきたいと思います。そこで十分な対応ができるようにということでは考えていきたい

というふうに思います。 

  以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第３２号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第３３号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第３４号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第３５号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第３６号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第３７号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。 

  

     日程第２ 委員会付託 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第２ 委員会付託を行います。会議規則第３９条第１項の規定により、

議案第１１号から議案第３７号までをお手元に配付しました議案付託表（案）のとおり所管の委員

会に付託します。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日は、これで散会します。 

午前１１時３９分 散会 
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一  般  質  問 

 

 

１５ 番 荒 木 俊 彦 君     ｐ102～ｐ113 

 

     １．通学路の点検と対策 

(1) 通学路の総点検と対策 

(2) 美咲野小 新通学路の対策 

 

     ２．生活道路の整備 

(1) 特に必要な箇所を計画的に早急な整備をどうすすめるか 

 

     ３．上井手、下井手の安全 

(1) 整備と安全管理の責任は 

 

２ 番 豊 瀨 和 久 君     ｐ113～ｐ121 

 

     １．子ども医療費について 

(1) 中学３年生まで無料化できないか。 

 

     ２．３種予防ワクチンについて 

(1) 今までの予防接種状況はどうなのか。 

(2) 大津町も無料になるのか。 

 

     ３．通学路の安全対策について 

(1) 緊急合同点検の結果、対策必要箇所が３５カ所あるが全部改善できるのか。 

(2) 護川小学校区（そよかぜ台付近）は入っているのか。 

 

     ４．投票所について 

(1) 美咲野小及び立石集会所でも投票できないのか。 

 

５ 番 桐 原 則 雄 君     ｐ121～ｐ132 

 

     １．家入町政３期目の取り組みについて 

(1) ２期８年の実績と３期目の４年間について、新しい時代に向けたまちづくりを進
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めていくと力強く抱負を述べられた。 

 そこで、施政方針で述べられた多くのソフト事業やハード事業の実現に向けて、

新たな肉付け予算を策定していかれると思うが、規模及び実施時期や財源確保など

も含めて、どのように進められるのか。 

(2) 具体的施策や新しいまちづくり戦略をスピードアップして、実現するための新し

い組織体制を含めた見直しなどの計画はないか。 

 

     ２．町民との対話を大切にした地域づくりについて 

(1) 町民一人一人が住みたい、住んで良かったまちづくりを、更にスピードアップす

るために、町民を巻き込んだ対話のまちづくりを進める考えはないか。 

(2) 各校区単位のまちづくり組織の育成や支援を行い、地域振興策や防災対策などを

含めた校区別地域づくりを進める考えはないか。 

 

     ３．集落営農組織の法人化や担い手育成について 

(1) 町農業のあり方や今後の地域の中心となる経営体等を定めた人、農地プランが策

定中であるが、今後の新しい地域農業の受け皿として、町全体の集落営農組織の法

人化計画が進められているが、町の対応はどうか。 

(2) 町の農業と地域の後継者でもある担い手育成と確保が課題であり、後継者育成と

就農支援の対応はどうか。 

 

１１ 番 坂 本 典 光 君     ｐ132～ｐ138 

 

     １．生活排水を流す水路がない 

(1) 町長は施政方針で「住民の皆さんが、安全に、安心して暮らせる魅力的で快適な

生活環境づくりに努める。下水道の未整備地区においては、地元の方々と協議し下

水道事業を推進する。」と述べられている。 

平成２４年３月３１日現在の普及率（整備済人口２３，２５２人÷行政人口３２,

２８９人）は７２％である。 

だが一方で、瀬田駅と国道５７号線の中間にある１０件ほどの住宅は生活排水を

流す水路すらなく、地下浸透方式である。そこに住む方々も困っているし、大津町

から見ても衛生上いいとはいえない。 

① 今後、森から大林、瀬田と下水道工事が計画されると思うが、この地域に下水

道管が敷設されるのは何年先になるのか。 

② それまで暫定的に簡易水路をつくるつもりはないか。 
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     ２．大津町市街地を流れる用水路の衛生 

(1) 白川から取水した上井手の水は大津市街地の北側を流れ、その途中で小さな水路

をつくり南の水田を潤す。 

その水路の一部は直接、市街地を流れている。工事のために上井手の水がせき止

められると水路に流れ込む生活排水が悪臭を放つ。下水道工事が完了していても、

水洗化率（水洗化人口１９，７７８人÷整備済人口２３,２５４人）は８５％である。

１００％にしないとこの問題は解決しない。町は今後どのように対処するか。 

 

     ３．災害の事前予防 

(1) 昨年の大水害は本当に鷲かされた。昭和２８年の水害の反省から対策が立てられ

ており安心していたからである。大津町の被害は水流によって護岸がえぐられた。

ということがいえるかもしれない。しかし、県内をみれば山崩れが原因で尊い命が

失われている。いま大津町で大雨で山崩れが起きてもおかしくない箇所を総務課で

は把握しているか。 

 

３ 番 佐 藤 真 二 君     ｐ138～ｐ146 

 

     １．行政評価について 

(1) 振興総合計画の後期基本計画から導入されている行政評価（基本事業評価）につ

いては、評価の精度が極めて低く目的に適ったものになっていないと指摘します。

評価の手法と公開の方法について見直しと改善が必要ではないでしょうか。 

 

     ２．待機児童対策について 

(1) 待機児童対策について、町が様々な施策を通して努力しておられることは理解し

ております。しかし、その努力が場当たり的で抜本的な対策にはなっていないと指

摘します。 

現状を見据え、将来を見越した、さらに潜在的待機児童の存在を踏まえた保育サー

ビスの供給計画を策定することを提案したいと思いますが、この計画の立案と実行

に取り組む考えはおありでしょうか。 

 

     ３．九州北部豪雨災害後の検証について 

(1) ９月の定例議会一般質問で、災害時の情報の収集と供給、避難等の指示など対応

の不備を指摘され、「これらの点について十分に検証し、今後防災体制の見直しを行っ

ていきたい」と回答しておられますが、この「検証と見直し」の結果はいつごろ公

表・実施される予定でしょうか。 
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８ 番 府 内  博 君     ｐ146～ｐ153 

 

     １．農業振興策について 

(1) 熊本県は、農業の算出額労働生産性も全国のトップ１０に入る日本有数の農業県

ですが経営耕地面積２ヘクタール未満の農家が７６％を占めるなど経営規模が零細

で近年、農業従事者の高齢化や後継者不足による農地の遊休地の問題が深刻化して

います。こうした状況を見直し農地を守る（ふるさと農地未来づくり運動）を県民

運動として、農地を集積する「人・農地プラン」の制度が創設されました。大津町

も地域農業者の方々と話し合いを進めながら（地域農業マスタープラン）人・農地

プランを策定していくと聞いているが具体的にどの様に計画されているのか伺いた

いと思います。 

(2) 大津産ブランド甘藷をさらに品質均一秀品率アップをめざすための排水対策に（サ

ブソイラ）による排水性を向上させる心土破砕機を農家から要望があるがＪＡと町

で計画できないか。 

 

     ２．畜産振興について 

(1) 本県は、肉用牛飼養頭数で全国４位。平成２３年度の肉用牛部門の農業算出額が

３０４億円と県全体の約１０％を占めるなど、本県農業の基幹部門となっている。 

大津町においても行政と畜産団体が昭和５９年全国で５カ所、熊本県で最初に受

精卵移植事業を取り入れ肉用牛の改良に取り組んできた。今後、畜産振興をどのよ

うに考えているか伺いたい。 

 

４ 番 松 田 純 子 君     ｐ159～ｐ165 

 

     １．大気中の微小粒子状物質（ＰＭ２.５）について 

(1) ３月５日、微小粒子状物質（ＰＭ２.５）の大気中濃度の一日平均値が「健康な人

でも、影響が出る可能性がある水準」を超えると予想され、不要、不急な外出や屋

外での激しい連動を控えるよう注意喚起されましたが、当大津町においては、どの

様に対処しますか。今後、黄砂の飛来と共に大気中濃度の上昇、又、ＰＭ２.５以外

の物質飛来の不安も指摘されております。 

 

     ２．自主防災組織に対するサポートについて 

(1) 自主防災組織率は、熊本県は、全国で４２位と低迷しているとのことですが、大

津町の現状は、どうなっているのでしょうか。熊本県は、２５年度、自主防災組織
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に対して、助成制度や自主防災組織結成に対するサポートを大幅に拡充するとのこ

とですが、大津町としては、どの様にサポートしていく予定でしょうか。今後考え

られるサポートについて 

 

     ３．町内放送、又は、警報について 

(1) 以前より、防災訓練時、警報が聞こえないとの苦情が届いております。各地区に

は、某関係会社より「ワイヤレス放送システム」のセールスが来ております。これ

は、どの地区も屋外拡声が不充分であることの証明と考えられます。又、現在の住

宅は、機密性が高く、外の音が聞こえにくいとの欠点もあります。そこで、屋外放

送を自宅で受ける「戸別受信機」のセールスも同時にされております。戸別受信機

は、３万～５万（１台）相当になります。これは、設置できる家庭とできない家庭

がはっきりすることになります。災害は、いつ来るかわかりません。少しでも被害

を少なくする為には、警報等での通報は、充分意義のある事と考えます。住民に対

し、不公平なく、安心した生活を守る為に、町はどの様に考えられているのでしょ

うか。 

 

６ 番 山 本 重 光 君     ｐ165～ｐ174 

 

     １．小地域福祉活動について 

(1) 現在の取組みと問題点について 

(2) 今後の推進策について 

 

     ２．武道・スポーツ教育の重要性について 

(1) 町武道館の老朽化について、及び今後の対応策は。 

(2) 総合武道館（仮称）建設について 

 

     ３．法令遵守（コンプライアンス）について 

(1) 法令遵守（コンプライアンス）に対する町職員の意識について 

(2) 現在の取組みについて 

(3) 今後の具体的取組方法について 

 

１ 番 金 田 英 樹 君     ｐ174～ｐ183 

 

     １．一般質問の答弁のあり方を問う 

(1) これまでの答弁には「検討する」等の言葉で結んだものも多く見られるが、事前
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通告制であることを踏まえれば、そのような回答は厳に慎むべきであり、検討に時

間を要する場合には結論を出す時期を示すべきではないか。 

(2) 答弁は、公開の場でもある議場で発したものであり、住民に対しても約束したも

のであると言える。しかし、議会閉会後に検討結果、あるいは取り組みの進捗・結

果が住民に対してはっきりと示されていないものが多くある。答弁内で完結しない

ものに関しては、次期議会、ホームページ等で順次報告・公開していく事が、行政

が住民に対して果たすべき責務ではないか。 

 

     ２．行政評価のあり方を問う 

(1) 振興総合計画に基づいて行政評価を行っているが、住民への提示資料（大津町振

興総合計画等評価委員会資料）の、行政担当者による所見欄には「単なる外部環境

の分析」や「具体性を欠く一般論」に終始しているケースが散見され、更にＨ２３

とＨ２４で所見が使い回されている項目も見られる。行政評価の目的は振り返りや

住民への報告だけではなく、何よりも広く住民の声も生かしながらＰＤＣＡサイク

ルにて業務改善を図っていくことであると考える。しかし、現状では、行政評価の

仕組みが形骸化しており、生かしきれていないのではないか。 

 

     ３．道路整備優先基準の策定・公開について問う 

(1) 町道の側溝、舗装、歩道の整備等については、住民からの要望が最も多い分野の

一つであるが、同時にプロセスの透明化を求める声も多く聞かれる。 

よって、事業の必要性・緊急性・効率性等により定量的な道路整備優先基準を策

定し、決定プロセスや基準・配点結果を公表して、より納得感のある町政運営を行

うべきではないか。「協働」意識の高まりもあり、実際にそのような取り組みを行う

自治体も増えているが、大津町も取り組む考えはないか。 

 

１０ 番 源 川 貞 夫 君     ｐ183～ｐ192 

 

     １．災害時における情報提供のシステムづくり 

(1) 防災行政無線が聞こえにくい所や、家の中にいて聞こえなかったりする家庭に対

して「家庭用戸別受信機」を貸し付けてはどうか。 

特に大雨時や災害時は必要ではないか。 

 

     ２．安全な通学路 

(1) 通学路で交通量が多くて道幅が狭かったり、危険箇所は改善されているか？又、

信号機は、本年度は何箇所予定されているのか？歩道と車道の間にパイプを取り付
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ける必要のある所はないのか問う。 

 

     ３．大津観光協会の設立 

(1) 明日の観光大津を創る会、商工会、ＪＡ、ホテル連絡協議会、企業連絡協議会、

畜協等の関係団体の連携をどう進めて行くのか。正会員、賛助会員、サポータ一会

員とあるが、会員外の人のかかわりはどこ迄するのか。 

(2) 大津観光協会の中に明日の観光大津を創る会を入れることで、大津観光協会とし

て一本化としたらどうか。 

 

 

１３ 番 永 田 和 彦 君     ｐ192～ｐ204 

 

     １．選挙公約と施政方針について！ 

(1) 平成１２年４月、地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機

関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化等が図られ、各地方公共団体は自らの

判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが可能となり、地

域主権改革が始まった。地域に住む住民が、地域のことは地域に住む住民が決め、

自らの暮らす地域の未来に責任を持つという、住民主体の新しい発想を求めていく

もので、地方自治の仕組みそのものについても、地域の住民が自ら考え、主体的に

行動し、その行動と選択に責任を負うにふさわしいものとしていくという観点から、

住民基本条例が策定された。 

今回の施政方針についても、住民参加と協働を強く前面に出されたが、３期目町

長の集大成として、町長自身が描く町づくりを遺り残さないことである。任期４年

間の全体計画を公表し理解を求めることが、新たなスタートの第一歩であり、４年

任期中３年間で完成させ、最後の１年を仕上げの年とすることが良計と考える。 

 

     ２．投票率過去最低の責任！ 

(1) ６２.７４％は政治不信が極に達していると理解しなければならない。同時選挙に

より関心が高まり多くの有権者の政治参加で、より高い民主主義が確立されると私

自身期待していた。今まで政治に携わっていた関係各位は大いに反省しなければな

らない。この難題について議論する。 
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議 事 日 程（第３号） 平成２５年３月１８日（月） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 一般質問 

 

               午前９時５９分 開議 

○議 長（大塚龍一郎君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 

   日程第１ 諸般の報告 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第１ 諸般の報告をします。 

本日の議事日程並びに報告内容は、議席に配付のとおりです。 

今回の一般質問は１１名ですので、本日が１番から６番まで１９日が７番から１１番までの順で行

います。 

 

   日程第２ 一般質問 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第２ 一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は大津町民の皆さん、並びに日本共産党を代表いたしまして、一般質問を

行います。 

３月の定例会にあたりまして、東日本大震災２年経過をいたしましたが、いまだに３１万人もの方

が避難生活を余儀なくされ、また福島原発事故でふるさとを追われた人たちの思いを忘れないように

一刻も早く原発事故の終結を望むところであります。 

本日の一般質問でありますが、通学路の安全対策ならびに生活道路の整理、また町中心部を流れま

すとりわけ上井手の安全対策、事は人の命にかかわる問題として、私は先の選挙戦の中でどうしたら

解決ができるかと、このことを考えてきたところであります。第１点目の通学路の総点検と対策につ

いて教育長にお尋ねをいたします。 

昨年、国の文科省、国交省、警察庁、この３庁の連携によって子どもたち、とりわけ小学生以下の

子どもたちが学校に通う通学路の安全対策、これの緊急に３者によって合同で点検をするよというこ

とで要請が地方自治体に寄せられ、大津町でもこの合同点検が行われたということであります。 

町内６小学校を調査をする中で、緊急にやるべきところということで、３５カ所が調査の中でピッ

クアップをされているところであります。この６小学校３５カ所の危険箇所と、そのうち解決見通し

が１９カ所で２６年度以降、来年度以降に先送りをされた未解決部分が１６カ所とされております。
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改めて国のほうからの実施要領を私は調べてきたところでありますが、その一つは危険箇所の抽出を

まず行わなければなりませんが、その中で学校は保護者などの協力を得て危険箇所を抽出をすること

と。その学校側が危険箇所を抽出をして、２番目に教育委員会はこれを調整し合同点検を実施をする

と。学校保護者、道路管理者、警察署、その中で注目すべきことはできるだけ地域住民などの参画を

得て調査をしなさいと、このようになっております。 

それから、３番目に対策必要箇所ですが、調査をしただけでは駄目であり、調査をした結果どうい

う対策が必要かと、対策メニュー案をつくることと。その中で保護者の協力、地元住民との調整を図

り対策案を検討するとなされております。また対策の実施にあたっては、保護者などと連携をとりな

さいとなされております。 

４点目に町民への情報公開が求められております。通学路の安全確保について地域で認識を共有す

る。非常に大切なことでありますが、その観点から対策が必要な箇所、対策の内容、図面、一覧表な

どをホームページなどで公表するのが妥当であるとされていると思います。そこで、この実施要領に

沿って、私は疑問、問題点を指摘をし、教育長に答弁を求めるものであります。 

１番目の危険箇所の抽出でありますが、６つの小学校で３５カ所、そのうち私はとりわけ問題なの

は、大津小学校周辺だと思いますが、大津小関連では２０カ所が抽出をされております。そのうち町

が管理責任となっている所が１３カ所、そして未解決が８カ所と６つの小学校の中でも最も多くなっ

ております。 

しかし、大津小周辺で危険箇所がたったの２０カ所であることには到底納得ができないと思われま

す。私が知る範囲では、抽出された箇所以外にたくさんの危険箇所が放置をされております。そこで

保護者や地域住民の声を聞いたのかと、これが第１点であります。それから、通学路のあり方、認識

を共通のものにしてきたのかということであります。通学路に関して保護者や警察、自治会などの関

係者との間の共通認識、これが非常に大切であるとなされておりますが、その共通認識の事項の中で

道路が狭い、見通しが悪い、人通りが少ない、あるいは大型車が頻繁に通る、やぶや路地など、いわ

ゆる犯罪につながるそういう場所が近いと。これが共通認識の基本的な事項であります。こういう認

識が共通のものにされてきたのかどうかお尋ねをするものであります。 

また、対策案を作成するにあたりまして、保護者や地域住民の参画を得たのかどうかということで

あります。 

それから４番目に、情報の公開がきちんとなされたかということです。一つは事前の公開、こうい

う調査をしますので意見を求めるそういった公開。それから実際場所を点検をする時の公開。そして、

事後の対策案の公開、さらに未解決がまだ約半分残されておりますが、半分以上ですかね、進行状況

が公開がなされているかと、こういった大津町はいわゆる協働のまちづくりを掲げておりますが、共

に力を合わせて働くという観点からもこうした情報公開が前提になるものと考えられますので、お答

えをいただきたいと思います。 

通学路の問題で、第２問目は美咲野小学校が４月に開校いたします。学区が再編をされる中で新し

く通学路と指定される所が出てくるかと思いますが、その対策、また安全に対する責任、この点につ
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いてお尋ねをいたします。 

特に私は高尾野出身でありますが、高尾野区新小屋地区は、これまで大津小学校、あるいは中学校

にスクールバス通学だったということもありまして、いわゆる正式な通学路としての整備は長年事実

上放置をされてまいりました。とりわけ、高尾野新小屋は東西に非常に長い地区でありますが、新小

屋地区に中核工業団地ができ、その通勤道路ですね、これが新小屋桜山線として整備がなされてまい

りましたが、集落内の生活道路と重なっているために、これまで高齢者の方も含めて交通事故で尊い

命が奪われてまいりました。新小屋桜山線は、皆さんもご承知のとおり、家のない人家のない側に歩

道が設置されております。ところが集落側には歩道はない、実際歩いて見られればわかるかと思いま

すが、とても安心して歩ける状況ではありません。大型車が頻繁に通ります。また、かなりスピード

も出して走ります。この新小屋桜山線で、私の知り合いの子どもさんが５月５日の子どもの日に交通

事故に遭われ、子どもさんの命が奪われてしまいました。こんな無念なことを絶対に私は繰り返して

はならないと、このように肝に銘じております。 

また、もう一つの幹線道路としてミルクロードがございますが、このミルクロードは開設当時は阿

蘇のミルクを運ぶということで、通称ミルクロードと言われているわけですが、まさに開設当時とは

様変わりをいたしまして、中核工業団地への通勤の車、これはもとより阿蘇方面に大型車も頻繁に行

き来をすると、こちらも肝心な人が住む集落側に、高尾野地区に限りましては両側に歩道は全くござ

いません。現在でも自転車通学の子どもたちがいつ車にあおられて事故に巻き込まれてしまうのでは

ないかと、私は非常に心配をいたしております。この間、美咲野小学校開校にあたりまして、高尾野

新小屋の地元から安全対策についての要望が出されているかと思います。 

一方で、昨年行われました通学路の合同点検、緊急点検対策は国から言われて実施したと、そうと

しか感じられません。一歩前進ではありますが、事は子どもたちの命がかかわった最優先、最重要の

課題だと私は認識をいたしております。二度と通学路におきまして、あるいは生活道路におきまして、

人命が失われることがないように万全の安全対策をとられるよう、その責任と対応を求めたいと思い

ます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 皆さんおはようございます 

まずもって町民の信託を得られて町議会議員として選ばれた議員の皆さん、おめでとうございます。 

それでは、荒木議員の通学路の点検と対策についてのご質問にお答えいたします。 

皆さんご存じのとおり、県内外で登校中の児童らが巻き込まれる重大交通事故が相次いでおります。

このような事態を踏まえ、文部科学省から各都道府県、教育委員会、市町村、都道府県警察本部等に

協働して通学路の安全確保に努めるとともに、学校、警察及び道路管理者がなお一層連携、協働して

通学路の安全点検及び安全対策を講じるように通知がありました。この通知を受けるまでもなく、先

ほど荒木議員さんがおっしゃいましたように、一番大事なものは命でございますので、日常的な子ど

もたちの交通安全指導については徹底を図り、また通学路の点検におきましては、通常各学校少なく

とも年３回程度は実施をしてきているところでございます。しかし、全国各地で本当に複数の子ども
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たちが犠牲にあうような重大事故が相次ぎましたので、この緊急点検の通知がまいったところでござ

います。 

このことを受けまして、大津町のほうでも町内小学校に通学路の危険、それから要注意個所につい

て、保護者や地域の方と協議の上であげてほしいということで通知を出しました。その結果、各学校

から上がってきました箇所は、全部で５０カ所ございました。その中には集落内の道幅が非常に狭い、

それから防犯灯がなくて暗い、そういう所も含まれておりました。集落内の道幅が狭いとことにつき

ましては、今回のこの緊急点検箇所には入れませんでした。しかし、このことを無視したということ

じゃなくて、このことについては、また教育委員会が現場を調査し、各学校と今後どのようにして

いったほうがいいのか協議をすることにいたしております。また、暗い箇所につきましては、町の総

務課のほうにお願いをいたしまして、防犯灯の設置をお願いしているところでございます。その残り

の３５カ所につきまして、昨年の８月３０日に学校、大津警察署、国、県、町の道路管理者、それに

町の総務課、町の教育委員会による合同での現地調査をし、点検箇所の状況、危険の内容確認を行い、

安全対策を協議したところでございます。今回のこの緊急点検につきましては、保護者並びに地域の

方には入っていただいておりません、しかし、先ほど申しましたように通常の点検においては、一緒

に点検をしていただいております。ここでの協議を踏まえまして、各道路管理者及び公安委員会によ

りまして、通学路の危険要注意箇所３５カ所につきましての対策案を作成し、その具体的な対策内容

を教育委員会としましては県の教育事務所のほうに報告をしたところでございます。本年の１月末で

の対策状況といたしましては、既に対策済みが５カ所、平成２４年度に対策完了予定が２カ所、平成

２５年度内に対策予定が１２カ所、平成２６年度以降の対策予定が１６カ所となっております。 

今後も学校の通学路の安全確保に万全を期すため、各道路管理者へ早期に対策を講じていただくよ

う引き続き要望をしてまいりたいと思っております。 

また、結果並びに今後の対策等について、公開すべきではないかというご意見でございます。各学

校のほうへはこの後です、この後どういう対策予定であるのか周知を図っていきたいというふうに

思っております。 

また、通学路の指定をするときのその観点について、先ほど議員おふれになられましたけれども、

先ほど触れられたような内容も含めまして、通学路の指定は各学校で地域や保護者の方と相談の上で

決めることになっております。その折に、やはり交通安全、それから不審者対応、それに危険箇所は

ないか、そういった視点から子どもの目線で点検をするようにお願いをしまして、点検の結果、大人

もう１００％ＯＫの時点で通学路を指定すべきところですけども、より安全なところということで現

在通学路の指定を行ってるところでございます。 

安全施設を整える、道路を安全な状況にする、それももちろん必要なことですけれども、それで子

どもたちの安全が守り通せるかというとそうでもございません。やはり子どもたち自身が交通ルール

の遵守、確実な安全確保、そういったところもしっかり身につけて通常の通行においてそれを守るよ

うな児童生徒を育てなければなりませんので、今後も交通安全指導の徹底を図っていきたいというふ

うに思っておりますし、あわせまして現在も地域住民の方とか保護者の方、並びに交通安全ボラン
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ティアの方々の協力によりまして、子どもたちの安全登下校のための見守り活動も展開していただい

ております。こういったところへも今後ともご協力をいただくように委員会としてもお願いしていき

たいと思っているところでございます。 

次に、高尾野、新小屋地区における美咲野小学校、それから大津北中学校への新しい通学路の交通

安全、防犯対策整備等につきましてお答えいたします。 

平成２１年よりスクールバスの運行及び通学路の整備につきまして、関係地区の皆様と数回打ち合

わせを重ねてまいっております。昨年地区役員さんと町教育委員会とで想定される通学路の現地調査

を行い、対策について協議をいたしました。平成２４年度で一部の防犯灯の設置、歩道改良、信号機

の設置、横断歩道設置、交通規制等を実施したところでございます。今後につきましても、さらに教

育委員会としましては、スクールバスの運行や通学路の整備計画につきまして、地元と十分協議を重

ねながら児童生徒の通学の交通安全、防犯対策のため防犯灯の設置、歩道の改良、信号機、横断歩道

設置及び交通規制等の整備を順次整えていただきますように、関係機関のほうに要望してまいりたい

と思っております。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おはようございます。新しい議員の皆さんと大津町の安全・安心、町民の幸

せのために頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

最初の荒木議員の一般質問につきましての通学路関連等についてでございますけども、今教育長の

ほうからお話がありましたように、関係機関の皆さんとともに調査をなされておられますので、それ

に向かって頑張っていかなくちゃならないというふうに思っております。もちろん一番始めの通学路

の関係については、もう本当に議員おっしゃるようにまだまだたくさんあるようでございます。室小

につきましても、熊日の前後北部や南部のこの区間についても車の量も、そしてまた、子どもたちの

室小への通学としても大変危険な状況であるのは確かであります。もちろんそのほかにも錦野の関係

の県道の関連についても子どもたちが歩いて登校するとき、傘をさして行くとき車との接触事故とい

うものも多々あるというような状況でございます。ほかにも今おっしゃるように大津小学校をはじめ、

各学校についても歩行でくる通学路関係についてもしっかりと取り組んでいかなくてはならないとい

うふうに思っております。もちろん、高尾野、新小屋地域につきましても、この関係については、平

成２１年１月に学校建設の答申をいただいております。それから校区の問題とかいろんな形で検討を

させていただいておりますのです。高尾野、新小屋区域につきましては、安全な道路ができるまでは

３年間、平成２５年４月から平成２８年３月までスクールバスを活用するというようなとり決めがな

されておるようでございますけれども、やはりその間につきまして、しっかりと安全な歩道関連をつ

くっていかなくちゃならないというふうに思っております。 

議員ご指摘のところでございますけれども、新小屋の所につきましては、もちろん今下水道工事を

やらせていただいております。その一番危険な所は、あのミルクロード北外輪山線との交差点、ある

いは工業団地の交差点の関連でございますけれども、ここの件につきましては、もちろん排水の問題

もあります。この排水をどう流すかというと、やはり堀ケ谷のほうの河川のほうへ流さなくちゃなら
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ない長い区間がございますので、この辺についても一応検討はしておりますけれども、何らかの形で

県道のほうへ入れ込めないかというようなことはご相談をしておるような状況であります。これはも

うずっと前から、都市計画道路三吉原線につきましての当初は、手前のほうから下りる状況だったん

ですけれども、東のほうへ都市計画道路の変更をさせていただきました。その間にミルクロードの都

市計画の路線につきましては、道路構造上大変厳しいというような状況でございましたので、その間

につきましては、歩道の整備を県のほうでやっていただくようなお話をしております。もちろん、そ

の折にでも排水関係も解決しなくてはならないんじゃないかなというようなことで、今後そういう県

のほうにも要望をしていきたいというふうに思っております。 

議員おっしゃるところの高尾野集落の西側については、おっしゃるように既存の住宅については、

歩道とか、道路が完全に舗装になっておりませんけれども、下水道関連も一応終わっておりますので、

あの道路を通っていければ安全であるというふうに思っておりますし、北側のほうについては、現在

本田技研の独身寮をはじめ、その手前には民間のアパート、３棟のアパートがございますので、そこ

には相当数の方が住んでおられるようでございます。そういう意味におきまして、こちらのほうの意

見をという意見もございますけれども、そちらについては、ただいま地元の要望について平成２４年

度で改修関連をやらせていただいておるようでございます。ただし、通学路の関係につきましては、

議員のおっしゃるような路線と別に議員の横の西側のほうの関係から美咲野の十字路に通す路線はい

かがかというような話も前々から出ておる状況でございますけれども、あの地域が窪んだ道というこ

とで、道路建設について検討しましたら相当数金がかかるというような状況でございますけれども、

東側のようにどんどんと埋め立ててきていただければ、工事費も安くつくんじゃないかなというよう

な思いもしております。この件については、地元の意見とも十分相談しながら３年以内にどうするか

というのを路線関係をやっぱり検討していかなくてはならない大事なところではないかなというふう

に思います。もちろん、そのほかにも通学路関連等については、美咲野だけでなく、各関係の学校の

道路の改修関連等についても、しっかりと考えていかなくてはならないんじゃないかなと思います。

しかし、これには相当時間がかかるようでございます。例えば美咲野の小学校が決定いたしまして、

校区の問題とともに矢護川大津線の県道の西側からくる子どもたちが美咲野に行くのにはどうしても

陸橋にするか、信号にするのかいろんな検討を県のほうとも相談を担当のほうはしたようでございま

すけれども、信号機が一番いいんじゃないかなというような形で、これも歴代の署長４名の方々にご

相談をしながら、先ほど３月１３日に点灯式が行われたということで、一気にはなかなか予算の関連

もございますので、なかなか進まないというような状況でございますけれども、まだまだあの信号が

できても、西側の団地の皆さんがあの信号まで上がってくるのがどうかというような問題もございま

す。途中の交差点から横断する可能性もございますので、その辺の危険関係もございますので、その

辺は十分交通安全指導をしながら事故のないよう努めていかなくちゃならないというふうに考えてお

るところでもあります。 

いろんな形で交通事故につきまして、あるいはただ道路ができればいいというものではございませ

んので、教育、交通安全指導もしっかりとやっていかなくてはならないし、そのためには子ども、あ
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るいは地域、そして運転する運転手のマナー、これが一体となって交通安全は守られていくんじゃな

いかなと思いますので、今後啓発関連等についてもしっかりと取り組んでいかなくちゃならないとい

うふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 再度教育長にお尋ねをいたします。 

昨年度行われた緊急合同点検、国のほうから指示がきて８月まで終わらせろというようなことで、

まさに国から言われてやらざるを得ないということで、保護者や地元の人たちと十分協議をする

時間がなかったということは、私も理解はできます。 

しかし、毎年度こういったことはやっていると、しかし、やっていると言いながら通学路の安全

対策が遅々として進まない。私はこの点を反省しなければならない。我々自身も反省しなければ

ならないと思います。大津町の道は狭い、旧市街地ですね、これはもう宿命的な問題はどうしよ

うもないと、また町長がおっしゃるように改良するには金がかかるからもう辛抱せにゃしようが

ないと、私も常々そう考えてまいりましたが、しかし、もうそれでは済まされないということだ

と思います。これだけ車社会となり、それから車の数も増えるということであります。金がかか

る。あるいは時間がかかると、それで逃げてはいけないと私は思います。そういう意味で、町内

６校で３５カ所て言いますが、大津小が２０カ所、室小はたった３カ所ですよ、危険箇所として

上がっているのは、そのうち未解決は１カ所しかありませんて報告なんです。南小は県道関係で

まだ三つ残っていると、東小にいたっては、１カ所しか危険箇所はないと、北小は４カ所のうち

あと三つが未解決と、護川小にいたっては４件全部解決したと、こういう報告になってるんです

よ。これが果たして子どもの命を守るという観点からして、妥当なのかということなんです。 

私は、この際徹底して危険箇所を全部洗い出して、問題箇所は洗い出さんと、目標が決まらん限

りですね、これが進んでるのか、あるいは金がない暇がないということでやっていないのか、

はっきりせんわけですよ。事は子どもたちの命にかかわる問題ですから、まず徹底的に調査をし

て問題箇所を全部洗い出す。私は教育委員会にこれが第一義的な責任だと思うんです。問題箇所

を洗い出して計画を立てる。その際に保護者や地元の人たちと丁寧な話し合いをすると、これを

徹底していただきたいということなんです。我々議員もこういう調査があってることすら、私は

通学路のことをネットで調べる中でああ去年あったんだと、初めて知ったわけです。だから町の

ホームページにその後アクセスをしましたが、それらしい記事は全くないということであります。

当時はあったのかもしれませんけど、私が今は調査した限りではホームページに掲載がなされて

いないということでありました。それじゃあ、よそはどうだったかと、また調査をしてみました

が、よその自治体はこうやって問題箇所の、ホームページですよ、写真を問題箇所、それから対

策した後どうなったかと、こういうことがホームページできちんと公表されているわけです。そ

ういう意味で大津町の対策がいかに真剣味がないかということだと思います。我々議員も含めて、

この際子どもの安全ということで、もっと真剣に計画的にこの通学の安全対策をやる必要がある

と思うんですよ。そのためにやっぱり教育長がその先頭に立っていかなければ、万が一子どもが
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犠牲になれば、これは教育委員会の責任ですけんね。とりわけその通学路と指定された所で子ど

もの命が犠牲になったら、真っ先に教育委員会が責任を問われるということを自覚をし、我々も

それに協力をし、地元、保護者の協力をいただいて、大多数の人が納得するような計画をまずつ

くらにゃいかんということだと思うんです。そういう意味で、教育長にあらためてその決意をお

聞きをしたい。 

それから、通学路がこれもまた調べましたが、通学路がどこが通学路になってるかもうわからん

わけです我々には。親切なところでは、町内の路線図にここは通学路ですよと、案内もちゃんと

出てるんですね。私はそこまで情報を公開するべきだと思います。どこが通学路で、どこが問題

かということも情報公開をしながら住民と話し合う、あるいは必要なところは協力をいただくと、

これが改めて問われていると思います。そういうことで、通学の安全点検について、もう一度教

育長の答弁を求めます。 

それから、美咲野小の新しい通学路の問題ですけど、町長もだいぶ力を入れていただいてるは思

いますが、地元から要望が出る、まず出してくださいと、しかしそれに対して町側が具体的に

じゃあこの要望に対してはこうでどうですかという町が本来提案をせないかんわけです。それが

なかなかきちんと出てこないわけです。それは地元では出したってどうせやってくれんとじゃな

いかという疑心暗鬼にもなるわけです。ですから、そういう協働のまちづくりというのであれば

予算を持ってるのもそうだし、決定権を持ってるのも行政側ですから、出された要望に対しては

具体的な解決策提案をし、それを基にまた再協議をするという丁寧な進め方をやってもらいたい

と思いますけど、いかがでしょうか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 荒木議員の再質問にお答えいたします。 

本当に命より重いものございませんので、子どもの命を守る、その責任は教育長にあると思いま

す。その重みを自覚しながらこれまでもやってきたつもりではございますけれども、まだまだお

話をお聞きし、ご指摘をいただきますと、至らないところがあるなと、今深く自己反省をしてい

る部分もございます。通学路につきましては、各学校から危険箇所が上がってきましたときには、

そのつど関係機関、役場内におきましては、総務課、道路整備課、そういったところと連携を取

りながら、また国道、県道につきましては、道路管理者のほうに要望はしてきたところでござい

ますけども、なかなかその先が進めることができないでいるのが現状でございます。 

また、通学路につきましては、それぞれ学校の通学路は決まっておりまして、その通学路につい

ては、通学路マップというものを各学校はつくっております。そして、そのマップの中で、ここ

の所は道幅が狭いから気をつけましょうとか、ここはちょっと薄暗くなっているので１人で遅い

時間帯を歩かないようにしましょうとか。危険箇所も明示したものつくっておりますけれども、

あくまでもこれまではそれぞれの学校止まりで保護者のほうに配布しておりましたので、住民の

皆さんすべてがそれぞれの学校の通学路を承知される状態には至ってないかなというふうに思い

ますので、ことにつきましては、どういうような形で町民の皆さん方にもわかっていただけるよ
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うな公表、公開の仕方があるのか検討してみたいと思っております。 

大事なのはやはり教育委員会だけではできる仕事はほとんどありません。中心にならなきゃなり

ませんけれども、連携をほかの機関ともとっていかきゃなりませんし、何よりも大事にしていか

なければならないのは、地元の方々保護者であるというふうに考えておりますので、今後より緊

密な連携を図りながら、子どもたちの命を守るための取り組みにさらに力を注いでまいりたいと

思っております。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の再度の質問でございますけれども、なかなか提案をしながら意見

を伺い、そしてその結果が地元におりていってないというのは、もう確かでございますので、その辺

については、しっかりと地元におりていけるような組織というか、地元の役員の皆さんにしっかりと

説明責任をする。そして、その地元の人もやっぱり関係の皆さんに連携を取るといか、連絡を取るよ

うなそういうシステムの人材をしっかりとつくっていかなくちゃならないじゃないかなと思います。

もちろん学校関係、そこには我々の教育委員会、そしてまた地元の保護者の皆さんや、あるいは地域

を見守っていただいておる高齢者の皆さん、いろいろの方々が意見をお伺いしながら大津町全体でど

こが一番危険であるかとか、あるいはそういう関係については、今後しっかりやっていこうというよ

うなことでございますので、今まで議会のほうで陳情していただいて、それでたくさん道路の改良が

出てきておりましたけれども、５年ぐらい前に一応点数の関連等で順位を決めてやらせていただいて

おった関係で、なかなかその辺の関係で議員さんたちのご意見がなかなか耳にできなかったことも確

かでございます。やはり議員は町民の代表の一人でございますので、ぜひ議員活動の中でも我々のほ

うに提言し、地元に伝えていただけることをお願いを申し上げながら、議会と行政両輪のごとく地域

安全のために頑張っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしておきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 通学路の安全の責任については、やっぱり第一義的に教育委員会にあると、

しかし、教育委員会は確かに予算措置がありません。しかし、責任は問われるわけですから、また責

任を持たなければいけない部署ですから、教育委員会が言っても町長が動かんということであれば、

それを公表して町長と当たり合うぐらいのですね、責任だけ負わされて教育委員会の仕事が果たせな

いということであれば、本末転倒でありますので、私は通学路に関してはやっぱり教育委員会所管が

もっと自覚をして権限を行使をしていただきたいと、このことを求めておきたいと思います。 

では、時間の関係で次に移ります。 

通学路の次は生活道路の整備であります。大津町の先ほどから申し上げておりますように、旧市街

地はまさにこの菊池郡市内、あるいは県内でも非常に生活道路の整備が遅れているのは誰しも認める

ところだと思います。古い町並みが形成され、歴史文化を感じさせると、こういう点では確かにいい

ことではありますが、非常に狭い道がたくさん放置され、軽自動車さえ離合ができないと、その間を

人がとりわけ高齢者の人たちなんかが歩かなくてはいかんということがたくさん放置をされておりま

す。歴代の町の行政は、こうした市街地整備を私は後回しにしてきたと、放置をしてきたと言われて
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もしようがないと思います。現家入町長はこの５年間で中心市街地整備を進めてこられました。私は

これに特段反対ではなく大きな道路、南北道路の建設などは必要なものとして認めてきたところであ

りますが、もうこのまちづくり交付金事業が一段落つきます。５年間で５０億円、また継続を含めま

すと約６０億円の財源が投入されてきたわけでありますが、大型のやつはもう一段落をついたと、私

はここで町民に一番身近な生活道路を計画的に整備を進めると、こういうところに舵（かじ）を切っ

ていただきたいということであります。具体的な提案として改良すべき道路、危険箇所の把握、先ほ

どの通学路じゃありませんけど、町にはたくさん危険な箇所があります。改良すべきところ、担当課

にも申し上げましたが人手が足りない、とても多すぎて把握できない。これは確かにそうです。態勢

もとって道路整備課だけに任せてたらとても間に合わないと思いますので、町全体のそういった箇所

をきちんと調査をし、把握をするところから始まると思います。優先順位とおっしゃいましたが、こ

れも確かに必要ですが、これも一般町民には確か公開がなされておりません。インターネットでそれ

がホームページ等できちんとわかるように、誰しももがわかるようなそういう説明責任が求められて

おります。そこで、危険箇所については、少なくとも５カ年程度の計画、集中的な期間を設けて整備

する整備をする必要があると思いますけど、この点について町長の決意をお聞きしたいと思います。 

それから、具体的な改良箇所について、室北地区の南北道路改良、平成２２年６月議会でこの改良

の陳情が上げられ、確か全会一致で可決をされたところであります。しかし、３年経過をしておりま

すが、いまだに未着手と、なぜなのか、どうするのかということでお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 生活道路でございますけれども、高齢社会を迎えておりますので、集落内の

道路整備はしっかりとやっていきたいというようなことで今回の選挙の折にも町民の皆さんと約束を

してきたところであります。そういう状況の中で、どこをやるかとなると、大変多くあります。もち

ろんその辺の整備も若干やらせてきておりますけれども、今後については、十分調査把握をしながら

やらせていただきたいというふうに思っております。もちろんどこをやるかちゅうのが、今後関係機

関というか、昨年の１１月に道路検討委員会というのを内部で今つくっておりますので、その辺の中

から今後は役場内だけでなく提言できるようなことについて、ちゃんとやっていただく委員も必要

じゃないかなと思います。ただし、担当のほうから区長代表とかいろんな関係を入れるとやはりそれ

ぞれの地域の思いがございまして、なかなか評価の関係がうまくいくかどうかと、この評価について

もしっかりと職員の研修をしながら、もちろん我々としては先ほどの質問がありますように、通学路

を大優先的に今までやってきたところでありますので、これに伴いまして、次はそのほかの生活道路

の整備、これはやっぱり高齢者の地区内での歩くこと、そしてまた、安全性を保つために今後やって

いかなくちゃならないというふうに思っております。もちろん公開というような形については、今ま

でなかなか本数が年間少ない予算範囲内でやらせていただいておりましたので、できておりませんし、

今年の仕事というような形の中で、各地区にお話をさせていただいておるのは確かでございますけれ

ども、今後については、より多くの予算をいただきながら整備を図っていかなくちゃならないという

ふうに思っておりますので、具体的なところの室北地区については、もう開発の段階でお互いその思
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い、思いがあってああいう形でやられておるようでございますので、それについても担当のほうで十

分検討しながらというような形でなるだけ当初は離合箇所だけでも救急車が入らない、いろんな状況

でございますので、離合箇所でもというような話をしておりましたけれども、やっぱり家のないよう

な路線の計画を思い切りやらなくてならないんじゃないかなというふうに担当のほうにも指示をして

おるような状況でございますので、１．２の家の移転も考えなくちゃならない場所でもあるかと思い

ます。ただし、先ほど申しましたように、それなりの事業を進めるためには、地権者の皆さんのご理

解が必要でございますし、計画をしている３年間予算を流したりいろいろして工事が進んでいない所

も十分ありますので、設計変更なりそういうのも検討しながら地権者の皆さんのご理解が得られるよ

うな形で今後進めていかなくちゃならない件もたくさん起きておりますので、十分なるご理解、説明

をできるようお願いを今後していきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 生活道路の整備については、やっぱり集中的に可能な補助事業も含めて、ま

た単独予算も投入して、例えば５カ年計画ということで実態を把握した上で、計画的な整備を求めて

おきたいと思います。 

具体的にもう一度聞きますが、室北地区のこの南北道路ですが、担当課に課長に聞きます。具体的

な提案をもって地元との協議を行ったのかどうか、この３年の間に何回やったのか。地元と合意でき

ない何か障害があるのかお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 荒木議員の質問にお答えいたします。 

ご指摘の室地区の分館北側の道路につきましては、平成２４年度予算で概略設計をやっております。

それが上がりまして、今後方向性を出してというふうな感じで整備をしていくかということで平成２

５年度以降検討していきたいということで考えております。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） この指摘をした室北の道路は、まさに消防車が通らないと、いざ火事、火災

等がありましたら消火にもいけないと、それで３年間放置をするというのは、行政が悪いのかあるい

は地元が悪いのか、それはさておいて早急に最低限消防車等が通れるような緊急の対策は求めておき

たいと思います。 

最後に上井手、下井出の問題について、お尋ねをいたしますが、上井手は先の７・１２の大雨で大

林地区が越水をし、住宅に被害を与えました。それから、この町中心市街地の上井手数箇所でがけ崩

れ、あるいは越水、住民の方が多大な被害を被ったところもございますが、これは一体この上井手に

ついて、法定外の公共物として、いわゆる水路扱いです。しかし、誰が考えてもこれは河川でありま

す。このようなまた水害が起きた場合、いったい誰が管理責任を負うのか、この点について、ちょっ

とはっきりさせておきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 上井手の用水路の件でございますけれども、もう上井手につきましては、役
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割はもう十分ご承知のとおり、菊陽、大津地域の田畑を育成するとともに、地下水のかん養関係の役

割を担ってきております。しかし、先の７月の大豪雨災害に伴いまして、大変上井手関係等について

も氾濫を起こし、大変地域の皆さんにもご心配とご迷惑をかけておるのは確かでございます。 

しかし、今上井手の関連につきましての、下井手も同じですけれども、平成２４年度から平成２６

年度まえの第１期工事を今やらせていただいております。今後につきましても第２期工事というよう

な形で取り組みをさせていただきたいということでお願いを県のほうにさせていただいております。

もちろんこれは県関連の工事でございますけれども、町の負担も４分１は負担しなくちゃならないと、

そしてまた、この河川関連についての安全・安心のため、いろいろとご相談をしていかなくちゃなら

ないというふうに思っております。もちろん我々としてはあの上井手地域の観光ルートというか、散

策道路の一つというような形で、今回工事をみましたところなかなか例えば町道の大松山の下の町道

と河川の間の問題も出てきておるようでございますので、今後についてはやはりホタルがようやく出

ようとしとったのに今回こういう河川でまた新たな育成を図っていかなくちゃならないような状況に

なってきております。しかし、やっぱり言われるように安全第一、そして生命第一のところで今事業

をさせていただいておりますので、今後については、町での関係をしっかりやっていかなくちゃなら

ないルートではないかなというふうに思っております。もちろん責任というのはこういう大災害関連

等については、今まで裁判関連等でそういう形で裁判を行政が受けたという例は今のところあってな

いようでございますので、その辺の責任というのは、管理関連の状況の問題になってくるかと思いま

すけれども、土地改良と町との中でしっかり連携を取りながら安全管理をやっていきたいというふう

に思っております。このことにつきましては、また担当部長のほうから説明をさせていただきたいと

思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 時間が経過いたしましたので、荒木俊彦君の一般質問はこれで終わります。 

しばらく休憩いたします。１１時１０分から再開します。 

午前１１時００分 休憩 

                    △ 

午前１１時０９分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 皆様おはようございます。傍聴席の皆様雨の中、朝早くからありがとうござい

ます。 

ただいまより、２番議員、公明党の豊瀨和久が一般質問をさせていたします。 

私は、２月の選挙で町民の皆様のご指示をいただき町政の場に送り出していただくことができまし

た。深く感謝申し上げるとともに、皆様の真心を決して裏切ることなく全力で取り組んでいく覚悟で

す。公明党の立党精神は「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆の中に死んでいく」です。こ

の精神を一瞬たりとも忘れることなく、一生懸命に頑張ってまいりますので、執行部をはじめ先輩、

同僚議員の皆様、どうかよろしくお願いいたします。 
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また、家入町長におかれましても、３期目のご就任大変おめでとうございます。私も選挙戦で回る

中、町民の皆様の家入町長への期待の大きさを実感いたしました。私も町民の幸せのために頑張って

まいります。本日は通告に従いまして４点の一般質問をさせていただきます。 

１、子ども医療費について。２、三種予防ワクチンについて。３、通学路の安全点検について。４、

投票所について、の４点についてお尋ねいたします。 

まずはじめに、子ども医療費についてお尋ねいたします。 

大津町における子どもへの医療費助成は段階的に拡充され、現在までに小学校６年生まで拡充をさ

れてきました。しかし、熊本県下の助成の実施状況を見てみますと、小学校６年生まで無料化してい

るところが１３市町村、中学３年生まで無料化をしているところが２２市町村、高校３年生まで無料

化をしているところが２市町村となっています。多くの自治体が中学３年生まで無料化を行っていま

す。お隣の菊陽町も昨年から中学３年生まで無料化を行っています。家入町長も施政方針の中で「地

域の再生、命を守る、子育て教育の推進を重点政策として新しい時代に向けたまちづくりを皆さん方

とともにつくり上げてまいります」と言われ、「中学生まで子ども医療費の拡大を検討してまいりま

す」と言われています。私は、母が女手一つで３人の兄弟を育ててくれるなか、中学時代に長男とし

て新聞配達をして家計の一部を支えていました。それも幸いにも健康であったからできたことです。

どのような家庭であっても少なくとも義務教育の間は、子どもの医療費で家計に負担をかけさせては

ならないと思います。大津町も子育て支援策の強化充実のために年齢を引き上げる必要があると思い

ます。町長選挙の公約のとおり、中学３年生まで引き上げていただきたいと思いますが、町長のご答

弁を求めます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 豊瀨議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

まずもって公明党の党としての平和推進に感謝をしておりまし、今後ともご指導よろしくお願いし

たいと思います。 

子どもの医療費を中学生まで無料化できないかということについてお答えしたいと思いますけれど

も、議員おっしゃるように、私の公約の一つとして、子どものすこやかな成長支援として、「現在６

年生まで無料化している子ども医療費の助成を中学生まで無料化を図る」としております。中学生ま

での無料化のため助成拡大を図ることにより、現在の子育てにかかわる経済的負担の軽減や、安心し

た子育ての環境を整えることにつながると考えております。なお、助成の実施にあたりましては、助

成内容や方法等及び受診増に伴う国保税等の負担増にかかわる対応や啓発等について、近隣市町村の

実施状況等も十分把握し、実施していきたいと考えております。 

実施時期ですが、医師会や医療機関との協議やシステムの改修等の事務手続きや保護者への周知、

受診券の配布などの準備期間が必要になってまいりますので、それぞれの対応や準備ができ次第実施

していきたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 再質問を行わせていただきます。 
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体制が整い次第ということで実施をしていただくということですが、年度途中になりました場合に

は４月１日にさかのぼって無料化になるのかどうかをお伺いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） ４月１日にさかのぼるということについても、十分検討しなくてはなりませ

んけれども、少し無理ではないかなと私のほうでは思っとりますので、早くとも１０月になれればい

いなというふうな思いがありますけれども、その辺は準備、啓発関連等をしっかりと早急にやらせて

いただきながら早めにできるような検討をさせていただければなというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） はい、ありがとうございます。一日も早く成立を願うところです。では、次の

質問に移らせていただきます。 

２点目は女性や子どもの健康を守る対策の方針をお伺いいたします。それは子宮頸がん、ヒブ、小

児用肺炎球菌ワクチン接種の定期接種と啓発の取り組みです。日本ではこれまでにワクチンによる副

反応の問題などを背景に、予防接種行政に対して慎重な対応が講じられてきたこともあり、３ワクチ

ンを含め世界保健機構が勧告しているワクチンが予防接種法の対象となっていませんでした。このた

め、日本は先進国に比べ公的に接種できるワクチンが少なく、予防可能な病気への対応も遅れるワク

チン後進国と指摘されていました。ワクチンの定期接種拡大については、公明党は国会質疑などを通

して繰り返し実現を求めてきました。子宮頸がんは国内で年間に約１万５千人が発症し、約３千５０

０人が死亡しているとの報告があり、近年は２０歳から３０歳台に患者が急増しております。この状

況は、先進国の中では日本ぐらいです。どうしてでしょうか。理由は検診を受ける人が少ないからで

す。受診増のためにどのような対策を報じられるがお伺いいたします。 

また、ヒブや肺炎球菌は、乳幼児の髄膜炎を引き起こし死亡率は２％から６％、重い後遺症を残す

可能性もあります。両方とも初期症状がインフルエンザと類似しているために感染しやすく、楽観視

できない深刻な病気なのであります。公明党の提案で３種のワクチンが４月から定期接種化されます。

予防することで救える命、守れる命があるのならその体制を最優先で整えるのが行政の責任だと思い

ますが、いかがでしょうか。大津町としての取り組みの方針をお伺いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 豊瀨議員の一般質問の中の３種ワクチンについてのご質問につきまして、お

答えします。 

これまで子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの３種類のワクチンに

つきましては、任意の予防接種でありましたので、対象者の皆さんのワクチン接種への対応及び啓発

の方法等により接種率は低い状態であります。 

今回の国が住民税の年少扶養控除廃止等による追加増収分等の措置に合わせて設置されるこの３種

予防ワクチン、ＢＣＧや日本脳炎、はしか等の予防接種と同じく、国の定期の予防接種と認定されま

したので、予防接種の費用の一部負担を無料にし、町で予算化するよう今回の議会に提案をしており

ます。 
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今後の予防の重要性を住民の皆さんへ周知啓発をしていかなければならないと考えております。摂

取状況及び契約等につきまして、担当部長のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） おはようございます。 

豊瀨議員の一般質問について、お答えさせていただきます。３種の予防ワクチンの接種の現状につ

きまして説明させていただきます。平成２３年度の子宮頸がん予防ワクチンの接種状況としまして、

小学校６年生から高校２年生までの対象者数６５４人のうち、被接種者数は１００人で接種率は１５.

３％です。ヒブワクチンつきましては、対象者数１千８９１人、被接種者が４９４人ということで、

接種率が２７.２％になります。小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、対象者数１千８１９人、

被接種者数が５４２人ということで接種率が２９.８％でございます。 

本年２月末での状況としましては、子宮頸がん予防ワクチンつきましては、接種率が９.５％に

なっております。それから、ヒブワクチンつきましては、接種率２１％ということになります。それ

から、小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、接種率が２１.７％ということで、２月末というこ

とでもう少しの期間がありますので、少しは増えてくるかと思いますが、現状でも低い接種率になっ

ております。 

今回、国の定期予防接種ということで、接種費用の一部負担も無料化となりますが、今後接種率を

上げるための対象者への啓発方法としましては、子宮頸がん予防ワクチンの接種につきましては、町

の広報やホームページに掲載することはもちろんですが、対象者への連絡といたしまして、学校等を

通じて周知を図りたいと考えております。 

それから、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、予防接種の内容を広報、ホー

ムページに掲載するのはもちろんですが、接種時期が生後２カ月から接種できるということになって

おりますので、生後３カ月までには町の保健師等によります新生児訪問を実施するという形をとって

いきたいと思います。その訪問時に予防接種全般及び今回の３種ワクチンの予防接種の定期化の説明

を行いたいと思います。あわせて予防接種手帳の交付も行ってまいります。そのほか、町が実施する

３歳から４カ月の健診時にも予防接種の説明や案内文等を作成しまして、個別に接種のお願いをして

いきたいと考えております。また予防接種の委託医療機関等につきまして、予防接種のお知らせ等の

チラシを医療機関内に掲示していただくようにしたいというふうに思います。 

それから、今後多くの対象者の方が予防接種を受けられますよう、いろんな機会をとらえて啓発に

努めてまいりたいと思います。以上で説明を終わらせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 約１万円ほどかかっていたものが無料になるわけですから、早めに子どもや女

性の命を守るために周知徹底をお願いいたします。 

では、次の質問に移らさせていただきます。 

３点目は、通学路の安全対策についてであります。昨年４月京都府亀岡市で発生した登校中の児童

の列に自動車が突入する事故をはじめ、登下校中の児童が死傷する事故が連続して発生したことを受
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け、全国で通学路の緊急合同点検が実施をされました。大津町でも昨年８月から９月にかけて点検が

実施をされました。 

１点目の質問は、情報の公表についてであります。大津町の緊急点検では対策の必要箇所が３５カ

所になっていますが、どこが危険箇所であったのか。また、その改善はどのように進めようとしてい

るのかなど、地域住民を含め広く明らかにするべきと考えますが、危険箇所と改善策をお伺いいたし

ます。 

２点目の質問は、護川小学校の通学路は特に危険箇所が多く、子どもたちが歩いて通学をしている

すぐ横を１０トンダンプが黒煙を上げて走っているという状況があります。お父さんお母さんが見か

ねて協力をして、交通量の調査や送り迎えなどをされています。ご存じでしょうか。 

国においても、通学路の安全対策の重要性をかんがみ点検により抽出をされた重要箇所について、

対策を図るため、防災安全交付金５千４９８億円、通学路などの交通安全対策費として１３７億円、

そのほか地域の元気臨時交付金が１兆３千９８０億円も補正をされました。この交付金を活用するた

めには、まず地方自治体が整備計画を作成しなければなりません。これらの補正予算を活用し、急い

で対策を図るべきと考えますが、町長のご見解をお伺いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 通学関連等の調査関連については、先の議員の質問にもお答えしたように、

今後については、十分なる関係者との相談しながら安全・安心に努めていきたいというふうに思って

おります。もちろんご指摘のように、その点検内容関連等々、実施関連等についての説明不足が多々

あっておりますので、その辺は十分反省しながら関係者の皆さんと十分その辺の進行関連についても、

しっかりとご報告というか意見交換をやっていきたいというふうに思っております。 

また、護川小学校校区におきましてのカーブミラーについても通学関係等の問題もあるようでござ

いますので、その辺につきましても十分関係機関の皆さんと相談しながら、安全対策にしっかりと取

り組んでいきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 豊瀨議員の質問にお答えいたします。 

通学路の調査の内訳ですが、学校別では大津小学校２０カ所、室小学校３カ所、大津南小学校３カ

所、大津東小学校１カ所。大津北小学校４カ所、護川小学校４カ所となっております。調査結果の内

容ですが、道路の状況や危険箇所として道路の区画線が消えていたり、見えにくくなったもの、警戒

標識やカーブミラー、ガードレール設置の要望、横断歩道や信号機の設置、また道路の幅員が狭いと

か、勾配がきつい坂道、見通しの悪いカーブ等、いろいろありました。対応としまして、室小東側の

町道塔ノ坂線の区画線設置や大津小学校区の引水東線のカーブミラー設置、また県道ではありますが、

着工直前だったものなどは既に実施しております。ただし、信号機設置や交通規制など警察との協議

を要するものもありますし、さらに道路改良にいたっては多額の費用を要するものや用地の提供お願

いすべき相手方との交渉もあり、今後計画的に進めていくべきものと考えております。 

これからも学校、保護者、地域の皆さん、警察署との連携を密にして通学路の事故防止に取り組ん
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でまいります。 

次に、護川小学校校区におきましては、カーブミラーが見えにくいことや、通学時間帯の通行量の

多さなどの問題点があげられました。桜丘区の工業団地入り口付近の県道の歩道整備については、調

査後すぐ、県により工事が行われてきたところです、なお、そよかぜ台付近におきましては、今回の

合同点検には含まれておりませんでしたが、地区の東側を通る町道杉水水迫線道路改良の事業計画が

既にありました。しかし、道路の雨水排水の放流先が２カ所あり、その水路を整備しなければ道路整

備に進めない状況でした。そのため、先に水路整備のための用地交渉を行ってきましたが、難航した

経緯で事業が進んでいない状況になっております。今後地域の皆さんのご理解とご協力をお願いして

再度整備計画を進めてまいりたいと考えております。 

また、この地区では杉水水迫線から中部農免農道、国道３２５号を通過して、護川小学校へ向かう

ルートが現在の通学路となっていますので、平成２４年度は中部農免農道の路肩の歩道整備を行い、

児童がより完全に通学できる環境整備を行ってきたところであります。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 豊瀨議員の通学路の安全対策について、お答えいたします。 

ご指摘のように重大な交通事故等が連続して発生しましたので、国からの指示を受けまして調査を

行ったわけでございますけれども、行った箇所が３５カ所ということでございます。この３５カ所す

べてについて改善ができるのかというご質問でございますけれども、できるように今後教育委員会と

しましても、その対策・対応が確実なされるように進ちょく状況を見届けながら、さらに要請を強め

ていきたいと思っております。 

先ほども申し上げましたけれども、もう既に対策が済んでいるところが５カ所です。平成２４年度

内に完了予定が２カ所です。平成２５年度内に対策予定が１２カ所ございます。その１２カ所の中で

町道が６カ所入っております。平成２６年度以降の対応予定が１６カ所ですけれども、そのうち町道

が６カ所ございますので、特にこの町道については、早期に改善がなされるように町の道路整備課と

連携を強めていきたいと思っているところでございます。 

また、護川小学校区のそよ風台付近の通学路につきましては、先ほどの答弁の中でもございました

けれども、今回の調査の中に入っておりませんでしたが、学校のほうに尋ねましたところ、以前から

やはりここは通学路の安全面では対策が必要ということで、要望はしてきているけれども、なかなか

改善がなされない。なぜ改善がなされないのか、用地関係も含めたところで課題が残っているという

ことでございました。それで町の道路整備課が中心になられまして、今後のこの課題解決に向けて努

力をされるということでございますので、委員会としましても、その進ちょく状況を見届けながら早

期にここが改善されまして、子どもたちが安心して通学できるような通学路になるように努力をして

まいりたいと思います。また、現在そよ風の保護者の方々が、子どもたちの安全登下校のために見守

りをしていただいているということも学校のほうからお聞きしております。大変感謝しながら、ぜひ

改善されるまで地域の皆さん方のご協力を今後ともお願いしたいなと思ってるところでございます。

以上です。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） これまで、通学路の改善はなかなかできていないんではないかと思います。先

ほど言いましたように、国において改善の対策を図るためにいろいろな防災安全交付金、通学路など

の交通安全対策費、そのほか地域の元気臨時交付金が補正をされましたので、この交付金を活用して

そのためには地方自治体が整備計画を作成しなければなりませんけども、その作成をしていただいて、

これらの補正予算を活用していただきたいと思いますけども、この点について再度質問いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員の質問でございますけれども、今の国の政府の経済対策というか、補正

関係いろいろな形で今やらせていただいております。その中で、今回につきましても骨格予算の中に

も相当な金額を上げさていただいております。そういう状況でございますので、今後については十分

通学路とともに、あの杉水からホンダの前まで出る道路の改修は、しっかりと取り組んでいきたいと

いうふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 意見、要望を述べさせていただきます。まず通学路の問題に関しましては、保

護者の要望をよく聞いていただき、その要望に対してはできるできないにかかわらず、まず最初に丁

寧に対応をしたいと思っております。このことは私も議員として初心忘れずに頑張っていきたいと決

心をしております。町を民間企業に例えるとするならば、町長は経営者、町民の皆様はお客様という

ふうに思います。私が議員になる前は民間企業に２３年間勤めていました。そこで学んだことは、予

算であるとか、時間であるとか、人、そういうものは少なくてあたり前です。そこでいる人間で、あ

るお金でまずは頑張っていく。そして、何が何でも目標に対してはやる、すべてを自分のことと考え

る。明確な責任を持つという思いで仕事を取り組んでまいりました。行政もそのような意気込みで仕

事をしていかないといけないんじゃないかと思います。通学路の改善計画は、まずそういう計画を明

確に立てて、その立てた計画に対して必ずそれを改善をしていくということを決意をしていただいて

知恵と執念を発揮をしていただいて改善に取り組んでいただきたいと思います。 

それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

４点目の質問は、投票所についてであります。高齢者や身体が不自由な方から歩いていけるような

所に投票所をつくってほしいという情報があります。また、若い人たちからは、投票所に何か入りに

くいという声を多くありましたが、大津町では入場券の裏に期日前投票の請求書、宣誓書が印刷され

ており、このことに関しては非常に喜ばれています。しかし、今回の町長選、町議選の投票率は６２.

７４％と前回よりも５％ちょっと低下をしています。投票率を上げていくためにも２０歳、３０歳台

の人が投票率が悪いということですので、そういう方々に若い人たちに投票立会人をお願いをすると

か、入りにくいと言われる会場にＢＧＭを流すとか、投票所の雰囲気づくりも必要ではないかと思い

ます。また、投票所が遠いという人がかなりおられます。車でいかないと投票にいけないという人が

多いんです。４月からは美咲野小学校も開校をします。立石住宅集会所も建設をされます。ぜひこれ

らを投票所として追加をしていただきたいと思いますが、ご答弁をよろしくお願いいたします。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 選挙管理委員会書記長田中令児君。 

○選挙管理委員会書記長（田中令児君） 豊瀨議員のご質問にお答えをいたします。 

今回初めて町長選挙と町議会議員一般選挙を同時に行いましたけれども、これは投票率向上と有権

者の利便性の向上を図るとともに、選挙費用の節減を図る目的から、平成９年新たに規定されました

いわゆる９０日特例を撤去して、同時選挙を行ったものでございます。 

今回の同時選挙につきましては、選挙掲示につきましては、約７５０万円程度の削減ができました

けれども、投票率につきましては、先ほどお話がありましたとおり、残念ながら６２.７４％と前回

の選挙と比較しまして、町長選挙では１.３８％、町議会議員選挙では５.４８％投票率が下がってお

ります。現在その検証を行っているところでございますけれども、年代別に見ますと２０歳台の投票

率は３５.４％、３０歳台が４７.４％とこの世代が著しく低くなっているのが現状でございます。反

対に６０歳台につきましては、８５.８％、７０歳台は８７.２％と、これはもう若人の約２倍近い投

票率となっております。このような状況を踏まえまして、今回の同時選挙での投票率の落ち込み幅が

どのようなものであったのかを今後詳しく分析が必要であると考えているところでございます。 

続きまして、投票区の問題についてでございますけれども、現在町内には１７投票区がございます

けれども、最小の投票区は有権者数が２００人弱、最大では４千９００人と大きな差がございます。

また、投票所につきましても役場庁舎と町民交流施設とで、その区域が輻そうしておりますし、駐車

場に問題がある投票所があるなど、懸案事項も多くございます。そのような問題を踏まえまして、選

挙管理委員会で投票区の見直しについて検討を重ねているところでございます。 

ご提案いただきました美咲野小区や立石集会所などについて、新たに投票所を設けないかというご

提案でございますけれども、先ほど申しましたとおり、有権者数の偏りとか、配置する職員数の問題、

投票所の設備の問題などを考えますと、部分的ではなく町全体で統廃合、または分割も含めて投票区

の見直しが必要であると、そのような考えでございます。この実施時期につきましても現在検討をさ

れておりますけれども、住民の皆さんの意見を聞いたり、周知する期間も必要になってまいりますの

で、次期参議院議員通常選挙の終了後が好ましいのではないかと、そのようなご意見でございます。 

それから、投票所の堅苦しい雰囲気というご指摘もございましたけれども、選挙事務説明会のとき

には、笑顔で明るく公平に選挙の方には接してほしいという話をしておりますけれども、何といいま

しても投票所事務は選挙の中核をなすものでござまして、そこでの誤りはひいては投票無効とかそう

いうことにつながってまいりますので、選挙人名簿等の照合、また投票用紙の交付、また投票用紙の

持ち帰りはないかなどの非常にそういう確認をお願いしておりますので、どうしても何か雰囲気が堅

苦しく感じられるのもあるかもしれません。そういう意味ではご提案いただきましたＢＧＭも含めて

明るい雰囲気になるように少しでも努めていきたいというふうに考えておるところでございました。

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 再度質問をさせていただきます。先ほどありましたように、若い人たちの投票

所に入りにくいという意見と、投票率が少ないということで２０歳、３０歳台ぐらいまでの方に投票
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立会人をお願いするようなお考えはありませんでしょうか。また、その場合にはどのような感じで啓

発をされるのかをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 選挙管理委員会書記長田中令児君。 

○選挙管理委員会書記長（田中令児君） 若い方への選挙への関心を持っていただくということで、現

在成人式のときに選挙管理委員会の委員長が出席されまして、選挙の投票の呼びかけと同時に町では選

挙におきます立会人等も若い方にお願いしているというお話をさせていただいております。そういう意

味で現在期日前投票所のおけます投票立合いにつきましては、二十歳以上の大学生の方とか、女性の方

に今投票の立合いをしていただいておりますので、今後選挙におけます各投票所では選挙人名簿に記載

されている方が立会人ですので、現在は行政区嘱託員の方にお願いしておりますけれども、若い方や女

性の方にどんどん立会人となっていただきますよう、この点につきましては、また検討していきたいと

考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 豊瀨和久君。 

○２番（豊瀨和久君） 選挙の投票率とかそういうものは、その町の民主主義の意識が問われることだ

と思いますので、できるだけ気軽に投票ができたり、投票率が上がるようにあらゆる手をつくしてい

きたいと思いますし、投票所につきましては、お年寄りの方のことなどを考えて、ぜひ歩いていける

ような近くに投票所をつくっていただくようにお願いいたします。 

以上で質問を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。午後は１時から再開いたします。 

午前１１時４８分 休憩 

                    △ 

午後 ０時５８分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 皆様こんにちは。５番議員、桐原則雄が一般質問をさせていただきます。 

桜の花や菜の花が咲き始める季節が訪れ、卒業という別れや新しい出会いとふれあい、そして希望

に胸ふくらませ、新たなスタートをきる季節を迎えました。今回初めて町長と町議選の同時選挙が実

施され、家入町長が見事３期目の当選をされまた。本当におめでとうございます。 

私も今回多くの町民の皆様をはじめ、各関係者の皆さんに大変お世話になり、初めて議員活動させ

ていただくチャンスを与えていただきます。深く感謝しお礼を申し上げます。今後のまちづくりにつ

いて町民の皆様との対話を大切に一生懸命に頑張っていきたいと思います。 

今回家入町政３期目のまちづくりについて、町民との対話を大切にした地域づくりについて、集落

営農組織の法人化や担い手育成についての３点について質問をいたします。 

まず１点目の質問ですが、今、日本経済は厳しく不透明な状況の中で政権も変わり自由民主党の安

倍政権がかじ取りを始められ、危機突破内閣として緊急経済対策をはじめ、さまざまな政策を出して

おられます。投資と消費が拡大する成長戦略により、日本を元気にしていこうとされています。町長
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も施政方針で２期８年の実績と３期目の４年間は、これまで培った政治行政の経験をすべてそそぎ全

力投球で町民主体のまちづくりの基本理念のもと、地域の再生、命を守る、子育て教育の推進を重点

施策として新しい時代に向けたまちづくりを進めていくと力強く抱負を述べられました。 

今回の一般会計の予算関係を見ますと、国の緊急経済対策関連で２５年度以降分を３月補正で前倒

しし、１０億９千万円ほどの予算です。当初の骨格予算は９７億６千万円ほどでございます。合わせ

る約１０８億円近くの全体的予算になるのではないかと考えております。２４年度の当初予算に比較

しましても約６億円近く多くなっているという状況で、平年を上回る予算にはなってるのではないか

と考えております。 

予算の内訳を見ますと、歳入面では税収をはじめとする収入見込みは過去３年間あまり変化があり

ません。財源不足の調整は基金繰り入れや地方債の借り入れで対応されております。歳出面は、義務

的経費が伸びており、特に扶助費をはじめ、補正予算債や臨時財政対策債など借り入れることによる

補足をされ、起債残高は年々大きくなってきております。大変厳しい財政状況が見受けられます。そ

の中で政策的な事業展開にも大きな影響が出てくると考えられます。そこで住民の期待や満足度を上

げていただくためにも、国の政策への対応と各種の事業展開、地方交付税制度の変更、税収の伸びも

少なく、自主財源の確保も含め厳しい中で財政計画との連動や事業の優先順位などつける工夫も必要

と考えます。施政方針で述べられた新たな視点での多くの重点施策、また各施策のソフト事業やハー

ド事業の実現に向けて、新たな肉付け予算の規模や実施時期、そしてその財源確保を含めて町長の手

腕に期待してるところでございますので、今後どのように進められるかお尋ねを申し上げます。 

２点目は、今後町民の皆様のさまざまな思いを整理し、仕上げの４年間のまちづくり戦略を実施す

ると述べられました。そのためには町民、行政、議会が一体となって取り組むことはもちろんでござ

いますが、その業務を担い第一線で活躍していただく職員の皆様の役割もさらに大きくなってくると

思います。行政改革や人員削減が実施され、業務量も増加、大変厳しい状況中でまちづくりを進めて

いくわけですから、効率よく進めることが求められてくると考えております。そこで組織機構改革が

５年ほど前に実施されたと思います。また、今後の新しい事業展開さまざまな業務形態の変化が起き

ております。危機管理なども含め縦横断的な連携ができる、そして対応できるスピード感にあふれる

新しい組織機能や体制づくり、職員の定員管理なども含めて組織機構の改革や見直しなど考えておら

れないかお尋ねを申し上げます。 

また、まちづくりに大切なことは、厳しい財源状況から知恵と工夫、そして汗をかくためにも町民

の皆さんを巻き込んだ組織機能づくりの強化も必要と考えます。町には農業をはじめ、商業、さまざ

まな企業、豊富な経験を持つ人材、地域づくり活動団体、ＮＰＯ法人や個人、高校生や大学生など数

多くおられ、それぞれがまちづくりの一翼を担い、さまざまな活動を展開されております。頼もしい

と感じます。そこで、さまざまな団体や個人を活用するとともに、それぞれをつなぎ生かすためにま

ちづくり機能の窓口を一元的に集約し、ネットワーク化を図り、新しいまちづくり地域戦略や事業活

動の展開を進める取り組みの考えはないかお尋ねを申し上げます。 

以上、よろしくお願いします。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 桐原議員の一般質問にお答えします。 

これまでは職員として頑張ってこられて、今回また議員として頑張っていかれることを期待申し上

げたいと思います。 

多くの事業の実現に向けてのその規模及び実施時期や財源確保などを含めてどのように進められて

いくかというご質問でございますが、議員が一番ご心配されているのは、今回平成２４年度予算を国

の経済対策により１１億円近い補正を行い、その多くを繰り越しているため平成２５年度予算は実質

上１０８億円程度となり、既に本格的な予算規模になっているのではないかということであり、その

上肉付け予算を編成することとなれば事業量は相当な額になり、その財源をどうするかということで

はないかと思います。まず、肉付け予算の編成方針の考え方についてご説明をいたします。肉付け予

算については、既に多くの住民の方から要望をお聞きしておりますので、その中から優先順位の高い

ものを選定するとともに、今から４年間で住民の方とお約束しました３つの分野を中心に、予算編成

を進めさせていただきたいと考えています。実施時期については、それぞれの事業にそれぞれの課題

があることから、そういった課題を整理し、実施可能と判断したものから順次進めていきたいと考え

ています。その財源はどうするかということですが、今回の補正は国の経済対策に対応したものであ

り、その財源はほとんどが国の補助金と交付税に１００％歳入される補正予算債で対応しております。

一般財源は約１千万円程度となっています。さらに、国の補助金を除いた地方負担額の８割は地域の

元気臨時交付金で手当てされる見込みになっており、その額が確定してから平成２５年度予算に計上

する予定としています。国から正式に通知がきていないことから、詳しい内容は不明ですが、肉付け

予算の中で臨時交付金を充てられる起債を借り入れることが可能な公共工事などについては、この臨

時交付金の活用を考えているところです。また、臨時交付金を活用できない事業については約１億５

千万円余り予備費の活用や、今回の補正で積み増しました財政調整基金が２４億円程度でございます

ので、基金の活用を考えているところです。 

起債の活用につきましては、起債残高が増えているところでもありますので、起債の残高の推移を

見守りながら対応していきたいと考えています。いずれにしましても、いろんな事業を展開していく

にあたりまして、健全な財政運営を最優先させることを第一として、まずは国の補助金等の確保を優

先しながら年度間調整として起債や基金の活用を行っていきたいと考えております。 

続きまして、役場の組織に機構についてでございますが、現在６部１９課２局３委員会、職員数２

００人で行政運営にあたっております。平成１８年に課と室制を導入し、２０年部制に切り替え、部

の権限を強化し、横断的に事業が展開できるような体制を整えてきたところです。しかしながら、社

会情勢の変化はめまぐるしく住民の皆さんとの協働によるまちづくりや地域再生への取り組みなど重

点政策に対してよりスピード感を持って対応できるような体制が必要であると感じております。平成

２５年度に部の統廃合を含め、その機能強化や機動力、柔軟性を持たせること、調整機能を強化する

などを十分に検討し、平成２６年度に機構改革を行いたいと考えております。 

また、今後５年間で多数の幹部職員が退職いたします。職員の人材育成に重点的に取り組むととも
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に、組織のスリム化も検討する必要があると考えております。住民志向、住民の皆さんに関わりやす

い組織であり、そして厳しい財政状況や地方分権の推進に対応できる組織体制をとっていきたいと考

えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 桐原議員ご質問の組織体制にかかわります定員管理関係で申し上げます。 

定員適正化計画につきましては、行財政改革大綱に基づきまして、平成１７年度から平成３１年度

までの１５年間の計画を立てております。その後、後期改革プランで平成２７年度までの定員数につ

きましては、見直しを行っているところでございます。計画では平成２７年度の職員数は２０５人と

なっておりますが、職員が予定より早く退職されたこともありまして、前倒しで平成２５年４月には

２０５人となる見込みであります。今後、平成３２年度までの後期定員適正化計画を策定する必要が

ありますが、町長が申されましたように、重点施策を推進するための機構改革や大量の幹部職員の退

職なども念頭に入れながら、時代に即した定員適正化計画を策定していきたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） ２点目の中でも住民組織の関係の部分についてのお答えがなかったように記憶

をしましたけれども、機構改革関係ありますけれども、２点目の中での住民を巻き込んだ組織づくり

についてよろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） それぞれの関係団体、一つにまとめて新しい組織づくりというようなことに

ついて、本当に考え方としては大変すばらしいものかと思いますけれども、それぞれの団体はいろん

な思いで活動されており、一つにまとまるためにはやっぱり困難な課題が山積みしているように思わ

れます。今後、まずは課題を整理することから始めさせていただきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 先ほど言いましたように、財政計画等も踏まえた上でかなり厳しい状況中で、

財政をやっていくわけですから、その辺十分財源の確保ならびに経費を削減するところ、メリハリを

つけたような状況でやっぱりやっていかなければならないと思います。 

将来にわたって元気あふれる総仕上げとするというふうに言われてますので、大切な事業はいっぱ

いあります。ただその中でやっぱりメリハリも付け、また住民の皆さん方のニーズも十分に把握した

上で財源の確保、また戦略調整など厳しく精査をし、優先順位を付けながらしっかりと見ていただき

たいと思います。その取り組みについて、また今言いましたように、職員の能力のほうも非常に高い

というふうに私は認識しておりますので、必ず対応できる組織になると、先ほど平成２６年をめどに

ということで、本年度その機構の部分について考えていくいうようなお話でございますので、できま

すれば市をイメージしたぐらいの大きな規模での組織も含めた取り組み等を考えていただきたいと思

いますけれども、それと、先ほどまちづくりの住民の組織関係でございましたけれども、やっぱり同

じ方向に向いていくためには、皆さんが同じ方向を向くための組織体制をつくるべきということで、

そちらのほうについてもやっぱり課題はありましょうけれども、やっぱり早めに取り組んでいくべき
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だと思いますので、その点について再度質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員おっしゃるように、仕事をやるその目的、目標、そして実行、工夫、こ

れはやっぱり行政でなく、それぞれの地域の皆さんあるいは団体の皆さんと十分連携をとってやって

いくことが必要であるというふうには十分認識しております。そういういみにおきまして、今後の機

構改革関連等につきましても、住民の皆さんとのそういう目的実行のためにやっていけるような組織

づくりを今検討をさせていただいておりますので、平成２６年度には住民に理解できるような組織を

つくり上げていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 今それぞれに向けて取り組みをするということですので、十分頑張っていただ

きたいというふうに思います。 

次、２点目に移ります。２点目の質問は町民と対話を大切にした地域づくりについてということで

ございます。町全体を眺めてみますと、町中心部は人口が増加傾向でございますが、土地利用や地域

のコミュニティー不足など問題もあります。また、周辺地域は人口減少や高齢化地域の担い手不足、

生活環境関係の整備状況など、まだまださまざまな課題が残っているというふうに感じております。

各地域やそこに住む人が輝き、元気でなければ町の発展はなく、町全体が均衡と調和のとれた地域活

性化策を進めるべきだというふうに感じております。 

私もまちづくりの目指す姿として、地域、人、心、輝く大津を進めたいとの思いでテーマを掲げて

います。私も昨日参加をいたしましたが、陣内地域において１０年に一度の神幸祭が開催されました。

多くの地域住民の皆様の参加をはじめ、県内や町外、町内から見学が訪れ大いににぎわいをみせてお

りました。そこには、地域の伝統と文化の継承だけでなく、小さい子どもさんから高齢者の皆さんま

で、それぞれの役割分担の中でお互いを尊重し、思いやり、見守り育てるなど地域一丸となって同じ

目的に向かって進む力が結集されたことを感じました。これこそ地域と心のきずなを大切しながら取

り組み、楽しんでおられる地域づくりの原点であり、活性化の源であるというふうに深く感じました。

そこで町も、まちづくりの基本である振興総合計画が後期基本計画として平成２３年度から５年間を

スタートされております。町長も昨年の１２月任期満了後、それぞれの地域の方と意見交換をさせて

いただき、現状や課題などを身をもって感じ、今後の施策にいかしたい。そして、地区担当職員を活

用し、協働のまちづくりを進めていきたいというふうに述べられました。まさにそのとおりだと思い

ます。町民の皆さんの対話を大切に町民が主役であるという取り組みは非常に大切であるというふう

に感じます。町長も業務が非常に忙しいのはわかっております。しかし、時間をあけてでも町民方々

と対話をするような取り組みが必要ではないかというふうに思います。町長みずから各地に出かけた

り、または役場のほうで各団体あたりと協議をする、そういったこともやっぱり取り組みながら地区

担当職員も連携をし、みんなで対応のできるまちづくりに進めていただくならというふうに思います。

その一つが身近に感じ、まちづくりを非常に身近に感じ、町民一人一人が住みたい、住んでよかった

と町長が思われるまちづくりのスピードアップにつながるのではないかというふうに考えます。情報
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共有と対話のまちづくりについて、今後どのように進めていかれるかお尋ねを申し上げます。 

また、町長も地域のきずなや地域力が大切であり、それを活かしたまちづくりを進めるというふう

に述べられました。町には各地域ごとにそれぞれの課題や問題があります。特色と宝もございます。

そこで地域力を引き出すためにも、それらの活動を基盤としながら地域が自ら立ち上がり、そして組

織する校区単位、小学校校区単位のまちづくりあたりの組織の育成とか支援とかも考える必要がある

のではないかと考えます。その中で各地域が抱えている課題を問題点、宝、特色を活かした地域振興

策、また７月に豪雨がありましたけれども、災害関係の対応についても防災面の強化など、それぞれ

の地域の方々がお話し合いをしながらまちづくりを進めるということが大切ではないかと、それを実

践すべき、そしてそれをサポートするのが行政の役目ではないかというふうに考えます。そういった

点からこの２点についてお尋ねを申し上げます。よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 町民との対話を大切にしたまちづくりを進めるべきであるというようなこと

でございましたけれども、本当にそのように考えております。その意味におきまして、私が町長に

なってからは、よりきめ細かな住民との意見と集約するために、各行政区に町の職員を地区担当職員

として地域の要望を聞き、できることやできないことなども整理しながら理解していただくと、特に

道路整備に対する要望などについても優先順位を付けながら整備を進めてきたところでもあります。 

町の職員を地区担当職員として配置することによって、職員には地域の現状を知ってもらい、より

地域住民のためになる施策を考えることができるというメリットもあり、より地域に密着した政策の

展開ができる点や、職員の意識や改革も含めた制度であるいうふうに考えております。したがいまし

て、町民を巻き込んだ対話のまちづくりということに関しましては、今後とも地区担当職員制度を活

用するとともに、議員ご指摘のようにまだまだ不十分な点については改善を図っていきたい考えてお

ります。 

各校区単位のまちづくりの組織の育成や支援を行い、地域振興策や防災対策などを含めた校区別地

域づくりを進める考えはないかということでございますが、地域づくりについては主に各行政区を対

象とした地域づくり支援事業を行っているところですが、校区別の取り組みとしましては地域福祉や

人権のまちづくり、さらにはスポーツ振興会への助成などを通した政策を展開しているところです。

ただスポーツ振興会以外については、まだまだ全地域に広がっていない状況であり、今後の課題であ

ると考えているところです。 

校区別地域づくりということに関しましては、校区内のまとまり状況に地域差があり、組織や支援

内容をどのようにするのか。また活動拠点をどのようにするのかも課題であり、必要な十分な理解が

できますか今後とも現状としましては、現在行っている地域づくり支援事業を充実させながら地域へ

の支援を行っていきたいというふうに考えております。 

議員おっしゃるように、住民との対話関連等についても、昨年交流センターにおきまして、昼の休

み時間に町長と話そうというようなことも計画しておりますけれども、まだまだこれも十分なもので

もありませんし、また各地域におきまして、それぞれの地域の文化伝統が行われていることにつきま
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して、足を運ばせていただいておりますけども、やっぱり１０年区切りのような年祭につきましての

支援も考えることによって、その地域の高齢者から子どもたちまでのその祭、イベントに対する心意

気を示すためには、行政としての支援もできる限りやっていかなくちゃならないんじゃないかなとい

うふうに思っております。昨日の窪田阿蘇神社の神幸行列関連等についても本当に地域の力、そのき

ずなをしっかりと自覚させていただき、地域の皆さんのやる気を十分感じたところでありますので、

今後とも大津町の歴史文化遺産となるようなことを今後つくっていくのは地域の皆さんの力であると

いうふうに思います。そういういみにおきまして、新しい文化遺産が誕生するように頑張っていただ

くことに対しましても、町のできる限りの支援をやっていかなくちゃならないというふうに思ってお

ります。 

内容補足については、担当部長のほうから説明をさせます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 桐原議員のご質問にお答えいたします。 

現在、町では、住みよい地域社会の実現と地域住民が主体となった地域づくりを支援するために、

各行政区に町の職員１３０名を地区担当職員として配置しておりますのは、議員ご存じのとおりだと

思います。あわせまして、各行政区ごとを束ねる職員として地域代表職員１３名を配置いたしており

ます。地区担当職員の役割は言うまでもありませんけれども、町の施策や事業予算などの情報提供は

もとより、地域の実情や行政に対する要望、意見などを把握し、問題解決につなげていくというとこ

ろであります。 

現在の取り組みで地域住民との対応が十分というふうには理解しておりませんが、現在の地区担当

職員制度を充実させ、さらに各地区の住民ニーズや情報の収集を図り、役場の組織の中でも情報を共

有し、関係部署との連携強化や意見調整できるように努めてまいりたいと考えております。 

しかしながら、各行政区における地域住民の生活様式や地域の生活環境などがそれぞれに異なるこ

とから地域づくり活動への取り組みは、地域さまざまなであります。 

また、近年地域コミュニティーの衰退が進んでいる状況中で、地域が抱える身近な課題の解決に向

けて現在は行政区を中心とした地域づくり活動支援を実施しているところです。校区別の地域づくり

の推進につきましては、行政区単位の身近な地域づくりの支援を継続しながら、校区別の組織体制づ

くりや課題などを整理し、今後検討していきたいと考えております。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 再度ご質問といいますか、要望になります。東北大震災から２年が経過し、行

政と町民の意見の集約や合意など、まちづくりの難しさがあると報道番組でとらえられておりました。

さまざまな考えや皆様の意見をまとめあげる厳しさはあります。それぞれの役割など認識、地域の宝

や知恵、そして共に汗をかき自分たちの地域は自分たちでつくり上げということが必要になります。

今お話があったように、行政区単位の部分で今進められおります。 

ただ、地域支援事業につきましても数は６５行政区ありますが、すべてが取り組んでおるわけあり

ません。割合がかなり低くなっているというのがございます。その辺も含めて校区単位のまちづくり
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に進むために、再度その辺を強化し、整備をしながら進めていただくならというふうに思います。ま

た、そういうことができることによって自主防災組織とか地域のリーダーが生まれてくるということ

がありますので、その辺について再度お尋ねをしたいと思います。そういう考え方で進めることがな

いのかどうかを含めて最後ご質問申し上げます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 今後の我々が今やっている地域とのつながりで、行政担当職員、あるいは地

域支援事業を一方的にこちらから押しつけたような状況でございますけれども、地域の人が本当に自

分たちから進んで何かをやるというような支援をやっていくためには、やっぱり人材は必要でござい

ます。その人材育成をどうするかというのが今一番課題でございますし、その人材育成についてはい

ろんな面からいろんな専門分野、あるいはいろんな形の中で育成をしていくためには、町おこし大学

というのは、からいも大学はじまって今日にきておるわけですけれども、その実績も一部認めており

ますけれども、今後については、その町おこし大学関連等の内容を充実しながら今後進めていくとい

うような方向を考えております。現在の大学、運営関連等については、ここ１年十分検討しながら、

平成２６年度からさらなる大学の活性化を図っていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 地域づくりの難しさは非常に私も行政職員をしておりましたので、難しい点が

あります。今、町長が述べられましたようにさまざまな形で変わりながら進めていただく、そしてい

い地域をつくっていただくということをお願い申し上げたいと思います。 

次に、３点目に移ります。 

集落営農組織の法人化や担い手育成についてということで３点目をお願いしております。町には大

自然に満ちた豊かな緑と大地、そして水の恵みの恩恵を受け、すばらしい農畜産物をはじめ生産をさ

れております。さまざまな産業、町民の暮らしの発展に貢献をしているというふうに考えます。今、

国は地方を含めて元気にしようと景気経済対策に力を入れますが、３月１６日に安倍首相がＴＰＰへ

の参加交渉を表明され、農業を取り巻く部門を含め、各産業にも大きな影響を及ぼし、ますます厳し

い状況が続くのではないかと不安視されております。自然や農村環境を守り育てるのは、町の農業を

取り巻く環境の中でも非常に厳しさがあります。高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加などさまざ

まな問題を抱えながら一生懸命に取り組んでおられる農業の方々がおられます。 

しかし、時代も流れ、状況も変化し、問題も増え、生き残りをかける取り組みが必要であると、町

独自の営農振興を目指すという対策が必要であるというふうに考えます。 

１点目の質問は、国が地域再生農業の支援策の一環として、地域農業のマスタープランとして町の

農業のあり方や、今後の地域の中心となる経営体を定めた人・農地プラン策定が求められております。

県内４６市町村中、平成２５年１月末現在で７市町村が策定済みというふうに情報を聞いております。

町も今年度策定される予定でございますが、その進ちょく状況も含めてお願いをしたいと思います。 

また、今後新しい地域農業の受け皿である集落営農組織の法人化の取り組みについても、今情報が

発せられております。町は集落営農組織の取り組みとして、水田地帯の基盤整備の実施にあわせカン
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トリーエレベータや共同利用機械の導入ということで、いち早く取り組んでおられます。その成果は

上がってきてると思います。しかし、最近は地域を担う組織全体にも高齢化をはじめ、担い手不足な

どさまざまな問題が発生し、それに対応すべく集落営農の法人化問題等が上がってきたと思います。

現在大津には１７の集落営農組織があるというふうに聞いております。その中で法人化されてるのが

陣内ランドホルダーが平成１９年に設立され、今朝の新聞を見られたと思いますが、迫井手地区の圃

場整備事業の関連で、岩坂、中島地区に新たに農事組合法人大津白川の名称で法人化が結成され、登

記をして４月１日から活動したいという取り組みが新聞にも掲載されております。そのような中で、

各組織への説明会など、それとあわせて町全体の集落営農組織の一本化をするというような大きな取

り組みが進められているというふうに聞いております。農家や組織の方への説明会もあっております

が、集落営農組織や個別農家の皆さんもさまざまな問題点があるというようなことで不安もあるとい

うようなことの中、不透明な状況で現在続いているというふうに聞いております。この計画は町農業

の全体をはじめ、地域産業の活性化にも影響すると考えられます。集落営農組織や農家の皆さん、関

係するＪＡ菊池あたりとも連携をしながら、町もリーダーシップを発揮していただきすばらしい取り

組みに仕上げていただくならというふうに感じております。 

２点目は町の農業と地域の後継者である担い手に対する支援についてでございます。 

人・農地プランにも位置づけたら担い手支援の問題としても関連をしますが、担い手支援には専業

農家を中心とする後継者、また新しく就農する新規参入者、そして農業法人組織への雇用、生きがい

を求めた生きがい就農など、さまざまな営農形態がございます。特に農家以外から新規参入される就

農等については、私も今回４月から１２月まで農業大学校の新規就農支援研修に参加をさせていただ

きましたが、その中で参加された中には、農地を持たない例等が多く、法律や農地の貸し借り、また

機械、設備、融資などさまざまな問題があって非常に悩まれていて、この就農問題は難しい問題であ

るというのを再認識をしたところです。それぞれのタイプごとに対応するのは町も大変でございます。

ただ、関係機関あたりとの連携を踏みながら、国・県の制度や町独自として新規参入や農業後継者同

士のネットワークづくり、また異業種との情報交換、または研修会、最近はネット販売等もあってお

ります。その辺の部分の若者の支援をするような、若者プロジェクトみたいなものをつくっていただ

き、そして相談機能や支援体制の一元化、職員の数が少ないという状況もございますので、厳しい状

況もあると思います。先ほど組織機構の見直しの中でもお話がありましたように、さまざまな取り組

みが出ております。その辺も含めて対応できるようなシステム、そして町の農業の独自性のある農業

振興策を図っていかれるということについての振興策についてお尋ねを申し上げます。 

よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 農業営農関係を伴うところの後継者や担い手関連等については、今、人・農

地プランを作成中でございます。これについては、また後ほど担当部長のほうからご説明をさせてい

ただきますが、議員おっしゃるように本当に今後の農業、日本の農業を維持していくためにいろんな

課題事項が、後継者の問題や就農の問題、営農コスト関連いろいろございます。そういう意味におい
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きまして、集落営農を推進してきたわけでございますけれども、今後についての法人化をやらせてい

ただいております。その集落営農関連を進めるためには、昨日の法人化の設立についても平成１９年

度におきます迫井手圃場整備の推進、これがひとつの条件の中で平成２０年度に採択され、今日に

至って、大体面工事終わっておりますけれども、来年平成２６年度までには完全に終わるんじゃない

かなと予定をする中で、今回の法人設立いうようなことで後継者育成関連等も解決できるんではない

かなというとともに、先ほど議員おっしゃるように大型機械を入れながら経営のコストを図っていく

というような方向が見えてきておるということで、あと大津町にもあと１３の集落営農ございますの

で、その辺の推進もしっかりと関係団体と相談しながら進めさせていただきたいというふうに思って

おります。 

そういう関連の中で、やはり後継者育成関連につきましては、地元の安全・安心のための消防や地

域のコミュニティーの関係でしっかりと、若者が頑張っておるのは確かでございますので、その辺の

中におきまして、昨年度から就農保証関係が出てきております。新規については５年間１５０万円と

いうような支援もございますけれども、新規就農だけでなく後継者の関係についても、国は案外規制

緩和がされておるようでございますので、今後の方向を十分見ながら新たな後継者育成、担い手をつ

くっていくような方向になってきはしないかなというふうに思いますので、今後については十分その

辺について勉強しながらＴＰＰの問題もございますので、強い農業地域をつくるためには、やはり人

でございますので、その辺の人の育成を図っていきたいというふうに考えております。 

経済部長のほうから詳しく説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） こんにちは。桐原議員の質問で現状等についてお答えします。 

今農業の抱えるさまざまな地域課題、あるいは将来を見通し地域ぐるみで解決していくための取り

組みが、人・農地プランの策定となります。農地の受け手である地域の中心経営体や農地の出し手で

あるその他の農家プランに位置づけられることで、青年就農給付金、農地集積協力金、スーパーＬ資

金の当初５年間無利子化、経営体育成支援事業の各種加算支援措置が受けられることになります。最

初から完全なプランの作成は難しいとされておりますので、随時の見直しを行っていくことになりま

す。 

町では圃場整備後の水田について、低コスト化、効率化の観点から各関係機関と連携を図りながら、

機械利用組合等の集落営農の施策を進めてまいりました。町長が言いましたように、平成１９年度以

降、国は経理を一元化し、面積要件を満たした組織を集落の組織して認定して交付金の対象としてき

た経緯がございます。集落営農組織は、法人化までの移行組織的な位置づけとなっていることから、

集落営農組織認定後は法人化を前提として高能率機械の導入を行ってきたところです。 

集落単位の法人化については、高齢化等の課題もあり、平成２３年度に法人設立の延長申請を行っ

ております。このような経緯がありますので、５年後、１０年後を展望した場合に、土地利用型水田

農業を考え、そして集落営農組織の一本化による農業生産法人としての取り組みは、国の施策にも合

致する目指すべき方向であるととらえ、ＪＡを中心として、県、町と連携し、各集落における説明会
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を開催いたしました。先ほどから出ております現在１７の集落の組織がありますが、法人化に向け集

落営農連絡協議会へ助成を行っております。このうち、桐原議員も町長も申しました岩坂と中島の２

組織は、迫井手地区経営圃場整備事業の事業要望の用件で法人化に取り組む。今日の新聞にも載って

ありましたが、議員がおっしゃるように設立総会が終了し、４月１日に登記関係を含め、発足いたし

ます。経営体育成事業により昨年度中島地域には乗用管理機と大型コンバインを導入し、平成２４年

度岩坂地区に大型コンバインを導入しております。残りの１５組織を法人一本化の最小組織として設

立総会に向け、最後の調整を行っているところです。現在１３組織が参加見込みとなっております。

まだ２つか３つは調整中でございます。 

今後は、ＪＡ菊池が事業実施主体となる低コストパイロット地区支援事業により、高性能作業機械

の導入を行うとともに、ソフト事業にも活用し、法人設立後の組織運営の支援にも力をそそぎたいと

思っております。 

また、農業委員会と連携し、農地集積円滑化団体を有効に活用し、農地の出し手、借り手の双方が

安心して借りられるように、農地集積のモデルを推進いたします。 

次に、農業後継者問題ですが、農水省の試算では、現在の基幹的農業従事者は１８９万人で、今後

持続的な農業の実現のためには、少なくとも９０万人の基幹的農業従事者が必要とされております。

このうち毎年２万人は青年層が新規就農し、継続する必要があります。大津町は現在策定中の人・農

地プランの中にも集落単位の話し合いを基本にさまざまな人の農地の課題を解決するための計画を盛

り込む予定であります。大津町には４０年ほど前から大津町農業後継者対策協議会があります。ＪＡ

やＪＡ青壮年部からも協議会に運営協力をいただいております。また、ＪＡ女性部、農業委員会など

農業関係機関で構成されてるところです。後継者問題についても、意見もたまわっておるところです。

協議会では農業後継者の要望に対応するため、アンケートも行っております。講師等を招きながら研

修会なども行っているところですが、相互の交流を深めて、また農業経営の見識を広めるための応援

等を行っているところです。 

新規就農支援策でございますが、農地の確保や大きな設備投資が必要でございます。しかも数年間

は経営が安定しないなど、大きなハードルがありますが、熊本県や農業会議、ＪＡ等の農業支援対策

を収集し、情報提供に努めてまいります。これまでの農業経営を続けてこられた農業者が、今後高齢

化等により農業をイタリアされる方がおられると思いますで、せっかくの栽培技術や営農財産をお持

ちの方々と就農希望者との間を調整する就農連絡会となるものを育成して、ＪＡと連携しながら就労

支援策を検討してまいりたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 桐原則雄君。 

○５番（桐原則雄君） 今お話がありましたように、この法人化計画には、熊本県もかなり注目をして

おられます。全国的にも先進的な取り組みであると、二つの集落が法人化しただけでも新聞に載って

くるように、あと１３集落以上、１５あるということですので、その辺の部分につきましても応援が

必要であるというふうに考えております。ぜひ農家の不安、また法人化がもたらす影響というのを整

理していただき、農村環境、また農地や地下水保全をはじめ、町民の皆様の食の安心・安全や命の源
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を育て、守り取り組むことが必要だと思います。農業だけの支援策ではなく、今後新しい担い手育成

や新規就農、6 次産業化、また畑作地帯も圃場整備等が進んできております。営農組織の設立や新し

い事業展開、また機械利用組合等の部分を含め、法人化への部分もあると思います。国・県の情報を

うまく収集し、軌道に乗るまでの財政的な支援も含め、いろんな形で支援を考えていただきたいとい

うふうに考えております。 

また、いろんな情報が、農地事情はいろんな情報はなかなか整理ができてないということも聞いて

おりますので、その辺の事務的な支援あたりもお願いできればいうふうに考えております。また担い

手支援では、今お話があったように最近は人と人とのつながりが非常に薄く、あんまり若者同士でも

寄ることが少なくなっているという状況がございます。そういったコミュニケーションを含めた整理

をして、農業の担い手だけでなく、地域の担い手としての育て方も必要であるというふうに感じてお

りますので、未来ある農業をすばらしい農業に育てていただくようにお願いをしていきたいというふ

うに思います。ご回答はいりませんので、ぜひ力を入れてさまざまな育成をしていただくようにお願

い申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。２時から再開いたします。 

午後１時４８分 休憩 

                    △ 

午後１時５８分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） こんにちは、ただいまから坂本典光が一般質問いたします。 

下水処理の一般的原理は皆様ご存じのように汚れた水に活性汚泥を混ぜ、空気を吹きこます。する

と汚泥中の微生物が汚れを食べて増殖します。微生物が増えると、お互いにくっついて大きくなりま

す。そして、そこで空気を止めて静かにすると微生物は沈み始めます。上ずみの水はきれいになり、

それを塩素で消毒して川に放流するとこういうものであります。また、最近では琵琶湖から淀川水系

を中心に下水道の高度処理が行われております。これは窒素・リンなどの成分も除去するというもの

でございます。 

さて、下水道の整備を図り、都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質の保

全に資することを目的として、昭和３３年に下水道法が制定されました。公共下水道は主として市街

地における下水を排除し、処理する下水道で終末処理場を有するか、流域下水道に接続するもので、

相当部分が暗きょ構造であるものをいうとされております。設置管理は原則として市町村が行い、公

共下水道を設置するには、事業計画を定め国土交通大臣の許可を要し、公共下水道の構造、放流水の

水質、終末処理場の維持管理についての基準が定められております。公共下水道の供用が開始される

と、住民は排水設備の設置義務を課せられ処理区域内でくみ取り便所を設けている建築物の所有者は、

水洗便所に改造しなければならない。公共下水道の維持管理のため使用料及び工事負担金の徴集が認

められるとされております。それを受けて、我が大津町では昭和６３年に大津町下水道条例を制定し、
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陣内に下水道処理場を設置して下水道工事が始まりました。平成２４年３月３１日現在、下水道事業

認可区域９４６ヘクタール、進ちょく状況は整備率７０.３％、これは整備済面積６６５ヘクタール

を事業認可面積９４６ヘクタールで割ったものです。普及率７２％、これは整備済人口２万３千２５

４人を行政人口の３万２千２８９人で割ったものです。水洗化率８５.１％、これは水洗化人口１万

９千７７８人を整備済人口２万３千２５４人で割ったものであります。下水道あるいは農業集落排水

事業のおかげで、公共衛生と公共用水域の水質の保全に寄与したのは間違いありませんし、また地域

の建設業者を通して関係する町民の生活を支えてきたのもまた間違いありません。町長は施政方針演

説で町民の住民の皆さんが安全に安心して暮らせる魅力的で快適な生活環境づくりに努める。下水道

の未整備地区においては、地元の方々と協議し、下水道事業を推進すると述べられております。 

だが一方で、瀬田駅と国道５７号線の中間にある１０軒ほどの住宅には生活排水を流す水路すらな

く、地下浸透方式で生活排水を処理しております。そこに住む人々も困っているし、町長が言われる

魅力的で快適な生活環境という視点から見てもいいとは言えません。衛生上もよくありません。 

１、今後、森から大林、瀬田と下水道工事が計画されていると思いますが、この地域に下水道管が

布設されるのは何年先かお尋ねいたします。 

２、それまで暫定的に簡易水路をつくるつもりはないかお尋ねいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 坂本議員の環境整備、生活排水にからんだ質問でございますけれども、議員

ご指摘の地域を含め、森、吹田、大林、瀬田地区については、平成１５年度の熊本県生活排水処理施

設整備構想策定どきに処理形態の検討を行い、農業集落排水事業による処理区域として位置づけてま

いりました。しかし、少子高齢化や節水傾向にある現在の状況を勘案し、また、公共下水道処理セン

ターの全体計画の汚水量を見直し、森地区から瀬田地区までの区域の計画汚水量を受け入れることが

可能となり、経済比較を行った結果、公共下水道事業に変更したものであります。それにより、平成

２４年度からは森地区の測量設計事業に着手し、平成２５年度から下水道管の築造工事にとりかかる

ように計画しています。下水道は下流域から整備することが最も整備効果が上がると言われています

ので、森、吹田、大林地区との随時整備することとなります。 

議員のご指摘の地区を含む大林地域については、森地区及び吹田地区の後になる予定ですので整備

時期について今後の事業推進を見てお答えするというような状況になるかと思います。大林地区につ

きましては、集落地域と議員おっしゃるように線路より上、あるいは５７号線、そのような所につき

ましては、できれば合併浄化槽での設置をお願いできないかなというふうに検討をしております。し

かし、その合併浄化槽を設置するためには、その排水路が必要でございます。その排水路をどうする

かというようなことについては、現在５７号線の拡幅工事があっておりますので、それに合わせたと

ころで下への排水を既に検討しておかないと排水が５７号線でうっとまるというような状況になりま

すので、その大林地域におけますところの排水路計画については、下水道計画の前に、あるいはその

ような説明をするときにも十分地域の皆さんのご理解を得ながら区域の決定をしていかなくちゃなら

ないというふうに思っております。 
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細部については、担当部長のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 坂本議員の質問にお答えいたします。 

議員ご指摘の森区を含めた今後の予定ですが、先ほど町長の答弁にもありましたように、平成２４

年度で森地区の測量設計は完了します。平成２５年度から下水道の管渠の整備に着手する予定になっ

ております。 

また、平成２５年度に吹田地区の測量設計も行うようになっておりまして、課題等の整理を行って

森地区の工事完了後、下水道工事に着手する計画ですので、大林地区の整備はその後になるものと考

えております。ただし、今後の整備につきましては、家屋が集落から著しく離れている箇所等もあり

ます。下水道整備にこだわらず浄化槽設置の補助なども含めて費用比較の検証を行い、総合的に判断

して整備に取り組みたいと考えております。 

議員ご質問の簡易的な水路につきましても、その時点で検討させていただきたいと思いますが、下

水道整備による費用とあわせて二重投資になることだけは避けなければならないということで考えて

おります。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 大体計画、町長の計画ある程度わかりましたが、とにかく関係課のところは

一度現地を見にいっていただきたいと思います。 

それから、家を建てるとこには県の建築確認が必要です。ここは３０年以上前に小規模の分譲地と

して販売、開発販売されたものだと思います。その当時は、排水が地下浸透式でも許可されたのだと

思いますが、今現在でもこの方式で許可されるかお尋ねいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 再質問にお答えいたします。 

現在建築確認時期にどのような指導がされているかということのお尋ねですが、浄化槽で処理する

場合は、一応建築確認申請時に浄化槽設置届の図面を県の振興局に出すようになっております。その

中で、その浄化槽設置届の図面の中で放流先の確認がされているようです。 

また、熊本県では浄化槽排水の地下浸透は認められていないため、放流先を確保する必要がありま

すので、それができない場合は汚水については、簡易水洗によるくみ取り方式など、また雑排水につ

きましては、グリストラップによる２次処理した後の処理水を地下浸透する方式が一般的にされてい

るようです。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） はい、わかりました。 

それでは、第２問目に入ります。大津町市街地を流れる用水路の衛生管理についてであります。 

白川から取水した上井手の水は、大津市街地の北側を流れ、その途中で小さな水路をつくり南の水

田を潤します。その水路の一部は直接市街地を流れております。工事のために上井手の水がせき止め

られると、水路に流れ込む生活排水が悪臭を放ち、住民から苦情が出るのは言うまでもありません。
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このあたりのことを順序だってみてみようと思います。 

第２次大戦後の農地改革の理念を受けて、昭和２４年に制定された法律に、土地改良法があります。

これは農業生産基盤の整備開発を目的にしており、そのもとに設立された土地改良区は、農協協同組

合と並ぶ日本農業団体の一つであります。農地改革で創設された自作農を構成員とし、戦後の困難な

食糧事情を反映して、莫大な国家予算が投入されてきたと言われております。土地改良事業は多額の

経費がかかるので、ほとんどが農林水産省の農業農村整備事業として国の直轄または補助事業のもと

で実施されております。例えば、経営体育成整備事業、これは圃場整備のことです。畑地帯総合整備

事業、農村整備事業、農道整備事業、これは広域農道、一般の農道、農免農道などですが、市町村単

位になると、白川から取水した上井手、下井手流域などを管理する団体として大菊土地改良区があり

ます。大菊土地改良区の管理業務として定款の第４条の１に白川から引水する潅漑施設及び白川への

排水施設の維持管理、第４条の２に白川から引水する潅漑施設及び白川への排水施設の新設改良と記

されています。つまり上井手から分かれる水路もまた大菊土地改良区の管轄になると思われます。町

の公共下水道が整備されていないとき、あるいは未整備の市街地に家を建てる時は、土地改良区の管

理する水路に排水することになります。これを大菊土地改良区の定款から見てみますと、大菊土地改

良区多目的使用並び使用料徴収規定というのがあります。 

第１条、定款第４条第２項の規定により、本土地改良区の行う事業の目的を妨げない範囲内で、土

地改良区施設をほかの目的に使用させる場合については、法令その他別段の定めがあるものを除くほ

か、この規定の定めによるところとされています。第５条に、浄化槽設置により処理水を放流するた

め施設を利用するときは、使用者は承認条件を厳守するとともに使用料を納付しなければならないと

しています。要するに浄化槽を経由した排水ならば使用料を納付するという条件で許可するとしてい

るわけであります。 

下水道が整備された地域では、下水道につなげば改良区への使用料はその時点でいらなくなります。

町はせっかく下水道を整備したのに水洗化率は、先ほど申しましたように８５％です。１００％を目

指さないとこの問題は解決しません。大津町下水道条例第５条、公共下水道の供用が開始されたとき

は、処理区域内の義務者は遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別な理由

があると認めた場合は、その期間を延長することができるとしています。これは先ほど申しました昭

和３３年にできた下水道法、国の下水道法にも書かれておりまして、先ほど述べたとおりでございま

す。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、その期間を延長することができるとしていま

すが、町は今後どのように対処されるかお尋ねします。これは、町長の施政方針の中の安全・安心し

て暮らせる魅力的で快適な生活環境づくりに努めるという文言にもかかわるし、大津町環境基本条例

の第２条第２項の河川の浄化にもかかわる問題です。 

町長の答弁を求めます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 町内における下水道の整備でございますけれども、これについてはまだまだ

新興関連の団地や既存のところの住宅地におきまして、虫食い状態でまだつないでないところもある
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いようでございますけれども、やはり大津町の環境を守るために、しっかりと普及をしていかなく

ちゃならないという推進を図っていきたいというふうに思っております。１００を目指して頑張って

いくための啓発推進をやります。現在の状況について部長のほうから説明します。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 質問にお答えします。 

上井手から引かれている市街地を流れる水路が水止め期間中に悪臭を放つことにつきましては、今

後も上井手の改修続きますので、議員ご指摘のように水洗化率が１００％近くになるにはまだまだ時

間が必要ですので、すぐに改善することは難しいのではないかと考えております。 

水洗化率を上げる取り組みについてですが、くみ取り便所から水洗便所への改造につきましては、

下水道法第１１条の３、第１項で供用開始の工事から３年以内に改造するように義務づけしています。

町でもその期間中に接続される場合には、助成金を出して推進しているところです。合併浄化槽など

のくみ取り便所以外についても、法第１０条第１項の規定によれば浄化槽便所が設けられている建築

物の所有者は遅滞なく浄化槽を撤去し、これに連結されていた汚水管を公共下水道に接続するか、あ

るいは浄化槽から排出される下水を公共下水道に流入される排水設備を設けなければならないことと

なっております。また、浄化槽処理世帯では法定検査、保守点検、年１回の清掃費や電気代、さらに

土地改良区負担金なども含めれば公共下水道に接続されたほうが経済的ですので、住民説明会や世帯

訪問時にはこのように説明し、資料を配しております。さらに下水道課では、このようなことも踏ま

えて水洗化推進月間を設け、水洗化のお願いを実施しているところです。 

次に、未接続世帯の実態ですが、ひとり暮らしを含む高齢者世帯、生活保護世帯を含む低所得者世

帯、単独及び合併浄化槽処理世帯などが主です。特に高齢者世帯に推進にいきますと、年金のみで生

活をしており、水洗化を含む排水設備に多額の費用がかかるので難しい、私一人であとを継ぐ者もい

ないので勘弁してほしいなど、切実な問題を投げかけられます。 

また、浄化槽処理世帯では浄化槽がまだ新しいので、壊れたらすぐつなぐので待ってほしいなどと

言われます。なお、下水道法第１１条の３第３項には、「下水道管理者は第１項の規定に違反してい

る者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取り便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることがで

きる。ただし、当該建築物が近く除去され又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造

資金の調達が困難な事情がある場合など、改造していないことについて特段の事情があると認めた場

合はこの限りでない」とされております。先に述べましたとおり、高齢者世帯、低所得者世帯などは、

この基準を満たすものと判断し、改造命令までは出しておりません。 

次に、全国的な下水道率の向上に向けた取り組みは、当町と同じように戸別訪問、水洗化助成金制

度、改造資金融資及びあっせん制度、住民説明会、イベント時のＰＲなどを実施しております。どこ

の市町村の水洗化の推進には頭を抱えているのが現状です。今後とも水洗化率の向上に努力していき

たいと思っております。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） この問題は、なかなかちょっと難しい問題だというのは、最初からわかって
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いるんですけれども、執行部のほうとしてもまだはっきりとした考えはまとまらないでしょうから、

さらに検討していただきたいと思います。期間を置いて、またこの問題については、質問いたします。 

３番目に入ります。昨年の大水害は本当に驚かされました。昭和２８年の水害の反省から対策が立

てられており、安心していたからであります。大津町の被害は川の水流によって護岸がえぐられたと

いうことが言えるかもしれません。しかし、県内を見てみれば山崩れが原因で尊い命が失われており

ます。今、大津町で大雨があった時、山崩れが起きてもおかしくない箇所を総務課では把握しておら

れるかお尋ねいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津町の防災体制でございますけれども、大津町における山崩れなどの危険

箇所はないかと、把握しておるかというようなことでございますけれども、急傾斜地が多く町の中心

部をはじめ多くの地域に急傾斜地がありまして、住宅も建ち、町民の方もお住まいになっておられま

す。危険箇所となりますと、町では消防団と連携しまして、水防上の危険箇所と急傾斜地の調査を毎

年行っておりまして、大津町の水防計画書に記載し、また大津町防災会議のときに箇所を指示してい

るところであります。 

また、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によりまして、熊本県か

ら土砂災害警戒区域等に２１カ所が指定されています。さらに現在２地区を指定の方向で準備が進め

られています。この法律によりますと、区域に入りますと建築物の構造規制や開発行為に対する許可

が必要となっております。具体的には担当部長のほうから説明させていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 議員ご質問の土砂災害の区域の状況等について、ご説明させていただきま

す。町では毎年梅雨に入る前に防災会議とあわせ、水防協議会を開催いたしまして、防災につきまし

の警察署や消防署、消防団、区長会など各種団体に水防をはじめ、山崩れの発生危険箇所などを示し、

地域防災に努めております。危険箇所につきましては、事前に消防団幹部と町内を調査いたしまして、

新たな危険箇所の把握を行ってきているところでございます。防災対策となりますと、ハード面の整

備と避難となりますが、ハード面になりますと多額の予算を伴いますので、現在は警戒と避難を中心

に防災計画を立てている状況でございます。 

国では、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律が制定されておりまし

て、都道府県は概ね５年ごとに土砂災害特別警戒区域等の基礎調査を行い、その結果、生命又は身体

に危害が生ずる恐れがあると認める場合には、警戒区域として指定することができることとなってお

ります。この指定に基づき、防災計画で情報収集や伝達、避難、救助などについて警戒避難態勢を定

めることになっておりまして、大津町でもこのような体制はできているところでございます。 

また、県からこの指定を受けました区域につきましては、ハード面での整備が行われますが、現在、

県内に多くの箇所があり、なかなか対応できていないとのことでございます。建築などの制限につき

ましては、県の景観建築課での指導になると思いますが、建築物が土砂災害により想定される衝撃に

建物が安全であるかなどの制限があるようでございます。急傾斜地域といたしましては、町中心部で
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上大津地域や後迫地域など２１カ所指定されていまして、住民説明会を経て指定をされているところ

でございます。 

今後につきましては、岩坂、中島地域で事前調査が済んだということで、今月７日に住民説明会が

行われていまして、指定の方向に進んでいくものと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 今の岩尾部長の答弁をもとに調査しまして、また後日これに関する、これに

類する質問をしたいと思います。 

今日はこれで終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） 引き続いて行います。 

佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） こんにちは、まだちょっと心の準備ができておりませんでした。すみません。 

３番議員、佐藤真二が質問いたします。まず、質問に先だちまして、まずは今、私をこの場に送り

出してくださった町民の皆様に感謝申し上げます。私は本当の協働のまちづくりを掲げ、この場に立

たせていただきました。この協働の理念のもと、町民・行政・議会の三者がそれぞれの責務を果たし

ながら議論を重ねながら、まちづくりの推進の一躍を担えるように努力してまいりたいと思います。 

まず、私の果たすべき責務の第一歩として、本日は３点質問させていただきたいと思います。 

まず、行政評価について質問いたします。行政評価、大津町では基本事業評価がそれに相当します

が、これは振興総合計画の後期基本計画から導入実施されています。また、基本事業を構成する事務

事業一つ一つの行政事業評価も行われております。町の資料を見ますと、総合計画は町民との契約、

行政評価はその契約の履行状況を確認する作業であり、住民とのコミュニケーションツールであると

記載されています。とすれば、その内容はきちんとこれが行政評価ですと、公表されてしかるべきも

のです。しかし、現在この行政評価は町のホームページでは大津町振興総合計画等評価委員会の委員

会資料としてひっそりと公開されているだけで、行政評価というタイトルもつけられていません。 

町長の先日の施政方針演説の中には、過去２年間の演説に出てきた行政評価の結果をしっかり検証

しながらとの言葉はありませんでしたが、行政評価がまちづくりの重要なポイントであることは当然

のことです。今回、私はこの一般質問で行政評価と事務事業評価をきちんとした形で公開すべきだと

質問しようと考えたのですが、あらためて評価調書を見てみると、とても公開するに耐えられない内

容であることに気づきました。評価の基本となる基本事業の目標設定についても、おかしなところが

たくさんありますが、これは既に振興総合計画として承認されたものですので、ここでそれを指摘す

ることできませんが、目標が曖昧なものについては、そのたびに目標を具体化する考え方の項目を導

入し直すことで、きちんとした目標設定の落とし込むことができるのではないかとだけ提案いたしま

す。 

実際の評価の部分です。施策体系のいちばんはじめの項目である基本事業の１－１－１、地域福祉

推進体制の強化、福祉サービス支援の適正化というのを例にとります。事業そのもの内容についてで

はなく、評価の進め方の話だということでご理解願います。またいろいろと不備をあげつらうことに
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なりますが、これはあくまで例で、ほかの項目についても似たり寄ったりのものだということで、決

してこの項目の分だけではないということもはじめにおことわりしたいと思います。 

この事業の成果指標には、地域福祉活動に取り組む行政区の数が取り上げられており、開始前の現

状値の地区数が９地区、２７年度の目標数が２０、つまり５年間で１１の地区を増やすことに取り組

んでいることがわかります。そして、平成２４年度までの２年間の成果はプラス１の１０で達成度は

９.１％となるべきですが、評価調書では達成度が５０％となっています。これは評価開始前の現状

値を分母に含んでるためですが、同様に２－２－１の基本事業、農業生産基盤（農業用水路の整備）

では、純増数の達成度を算出してパーセントを出しているものであり、数字の使い方に整合性がまず

ありません。 

次に、この達成度を受けての担当課の評価という欄があります。達成度の確認と分析と括弧書きが

あります。ここには達成度として平成２３年度には１０地区となっていると書かれています。しかし、

この評価は２４年度のものですので、ここは今年度の進ちょくはゼロ、ただし８月現在で２地区が検

討中と書かれるべきでしょう。また、なぜ今年度ゼロなのかの分析もなされておらず、平成２６年度

に見直しを行い、平成２７年度からの第２次計画を策定すると、現状の評価にも分析にも関係がない

ことが書かれています。その右に達成度をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄで評価する項目があります。ここがＢ評価

になっています。当年度の成果がゼロで全体の進ちょくが目標１１に対して１、１１分の１の９.

１％なのに、どこをどう考えればＢ評価になるのかわかりません。もちろん、数字以外の要素も含め

た評価をするべきなのでしょうが、担当課評価の欄にそうした評価をすべき点が見受けられません。

さらに今後の課題と取り組み方針は、ＰＤＣＡでいうところのＡのアクションです。ところがその前

段のＣのチェックがちゃんとなされていないため、今後も拡大に努めという現状の進め方でオーケー

という結論が出ています。これでは、ＰＤＣＡではなく、ＰＤＤＤで評価の意味がありません。 

そして、最後の部長評価、担当課の評価を踏まえた部長の方針の括弧書きがありますが、なかには

各地域の事情により取り組もうとする意識の違いがあり、という分析の頭がありますが、その先のど

の言葉にもつながっておらず、ただ第２次計画に向けての検証が必要であるとなっています。 

いろいろと評価の不備を並べ立てましたが、私の目にはこの評価が何が何だかわからない無意味な

言葉の羅列で、住民とのコミュニケーションツールであるように見えません。そして、当然これでは

重要な基本事業がうまく推進できるとも思えません。私は２０年ほど前に勤務していた会社で、業績

評価の管理の仕事していました。それも今の大津町と同じように導入されてすぐの時期で、こうした

評価の考え方がすぐにきちんと職員に浸透しないということは理解してるつもりです。 

しかし、もうこの評価も３年目になります。そろそろきちんとした評価となるよう見直し、改善を

行い、町民にわかりやすく公表するという取り組みを始めるべきではないでしょうか。私はこれが町

民主体のまちづくり、協働に大きな意味を持っていると考えています。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 佐藤議員の行政評価についてでございますけれども、今、佐藤議員のほうか

ら行政評価につきましの指摘事項があっておりますけれども、職員も一生懸命自分の担当する業務の
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目的や課題について考え、目標や成果、指標を提案し、振興計画策定審議会及び議会での審議を得て

議決され、制定されたものであり、その内容が著しく劣っているとは思っていないところです。ただ、

ご指摘のように改善すべき点もあろうかと思いますので、今後現在の振興総合計画を検証する中で、

次回の振興総合計画策定時に検討させていただきたいと思います。また、行政評価については、職員

に先進地事業事例等を研究させながら、改善すべきところは改善させていただきたいと思います。評

価委員会の資料や会議録などを町のホームページに公開していますが、どこに載っているかわからな

い、わかりづらい、住民の方々に公開していこうという気があるのかというようなことも言われてる

ようでございますけれども、今後については公開をしないわけではございませんので、公開しなけれ

ばなりません。隠す必要の意図も全くありませんので、しかし、わかるような体裁について、また内

容もわかりやすいということについてのご指摘のとおり、わかりにくいということでありますので、

ご指摘の改善の工夫は必要だと思っておりますので、またこの内容等については、担当部長のほうか

ら説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 佐藤議員のご質問にお答えいたします。 

施策の目標や成果指標の設定が適切でなく、とてもわかりにくいというご指摘だと思います。大津

町としては、成果指標の必要性を認識し、後期基本計画から初めて導入したものであります。基本事

業、事務事業のいずれの評価調書につきましても、目標の設定や事業の評価など十分と言えない状況

だとは認識いたしております。議員が納得いかない点もあろうかと思いますけれども、少なくとも町

民の方への説明責任という観点、あるいは職員の意識改革にはつながっているのではないかと考えて

おるところです。しかし、事業の成果の測定と評価がしっかりとしていなければ、事業の改善を図る

ことはできませんので、今後研修の実施などにより職員の意識改革や能力向上を図り、適正な行政評

価ができる体制づくりを進めていきたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 見直し改善のほうを進めていただけるというようなお話であったかと思いまし

て、その点はありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

ちょっと、注文と言いますか、研修等もなさるということでしたので、少しこういったことをご提

案したいと思っておりますけれども、ぜひロジカルシンキングという手法について、職員さん、皆さ

んに研修が行われると非常にこの評価の考え方というのは、進むのではないかなと思っておりますの

で、そこをぜひ取り入れていただきたいと思います。 

続けて２番目の質問、待機児童対策について質問させていただきます。待機児童対策の推進は、私

にとっても重要な課題の一つであり、また大津町にとっても大きな課題の一つだと思います。町外か

らの転入者の何人もが子育て支援の町と聞いて大津を選んだのに保育園にも入れないでがっかりした

と言ってる話も耳に入っているかと思います。町長も先の施政方針演説の中で、大津町の人口の増加、

特に子育て世帯家族の増加に伴います待機児童対策として、幼稚園の定員増や新規保育所の早期解消

に努めてきたところですが、今後も待機児童の解消と保護者等の保育ニーズに応えるため、家庭的保
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育事業の拡充などに取り組んでまいります。ということでおっしゃっています。 

確かに、これまで町は待機児童対策に積極的に取り組んでこられています。保育所の定員増、新規

保育所の開設、家庭的保育事業の開始、どれも大変なご努力をされたのだろうと敬意を表するところ

です。また、これからのさらなる尽力に期待したいとも思います。しかし、この期待はこのままでは

期待はずれに終わってしまうことを懸念しているところです。それには大きく二つ理由があります。

それは、町が議論しようとしない、二つのポイントによるものです。 

まず一つ目は人口の増加、子どもの数の増加を正しく推計していないという点です。町は平成２１

年の国立社会保障・人口問題研究所が予測した将来推定を利用しているようです。しかし、その予測

は既に実態と大きくかい離し、この問題に大きく関わる就学前児童数では、平成２４年度当初の予測

が２千２０７人であったのに対し、実態は２千３６１人と１５４人の差、予測を約７％上回る増加と

なっており、今後もさらにその差は広がっていくのではないかと考えられます。 

この質問に当たりまして、町は人口推定の見直しをしているのか、また今後の就学前児童数をどう

予測してるのかということを担当課のほうにお尋ねしましたが、人口推定全体の見直しもなく、就学

前児童の予測は社会増の影響を無視した出生数の数だけ、増だけで予測がなされていました。今美咲

野４丁目には次々と家が建っています。当然、ここには町内だけでなく、町外からも多くの人たちが

引っ越してくるはずです。それも子育て世代がかなりの割合を占めることになるでしょう。ここに現

れる数字を見ていないということです。ここ３年間の就学前児童の増加率は対前年比で５％前後です

が、これは出生数マイナス就学年齢となった児童数では説明できない数字で、これを無視することは

非常に不合理です。 

二つ目は、潜在的待機児童の問題を直視していないことです。潜在的待機児童については、平成２

３年２月に待機児童対策に関する提言書を提出したときにご説明しておりますが、再度ここで申し上

げます。潜在的待機児童を具体的に言えば、保育園への入所が困難なため、入所申し込み自体を行っ

ていない。就労したいのに子育てのため就労自体をあきらめている。認可外の保育所を利用しながら、

認可保育所への入所を待っている。などの保育ニーズがあるにもかかわらず、待機児童には数えられ

ていない児童です。そして、この児童は待機児童がいったん減ると、次の待機児童となって顕在化す

ることになります。この状況を氷山に例えると、氷山の水面から浮かび出ている部分をいくら削り

取っても水面下にある部分が浮かび上がって水面に顔を出してくると、こういう状況に似ています。

潜在的待機児童を把握するということは、この氷山の水面下も含めた全体量を把握するということに

なります。この２点、就学前児童の将来推計を正しく行うこと。保育の潜在的ニーズを把握すること

を踏まえなければ、待機児童対策は場当たり的なものになってしまい、抜本的な対策にはなりません。

待機児童問題にはそれに連なる多くの問題も発生してきます。保育園が受け入れ限度まで到達してい

るから、一時預かり保育の提供もままならない状況になってます。 

また、その結果、ファミリーサポート事業の平成２４年度の利用件数は、前年の倍程度となりそう

です。なかでも就労目的の利用の場合は、長時間の利用で１０時間の利用というものも相当量ありま

す。こうしたニーズをボランティアの方々が献身的に支えているんですが、これが常態化するようで
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は、ボランティアも疲弊してしまい地域型の子育て支援サービスにも影響を及ぼしかねません。こう

した実態を踏まえ、私は子育て支援の町の名前に恥じないよう、もう一度体勢を立て直すことを提案

します。就学前児童の数を的確に推計し、潜在的な保育ニーズを把握した上で今後５年程度の保育

サービスの供給計画をきちんと策定することです。もちろん保育サービスの供給量を増やすことは、

財政的にも負担が大きくなることです。しかし、現在の需要の増加は、この先ずっと続くものでもな

く、おそらくここ５年、１０年の時限的な傾向でしょう。 

また、子ども・子育て３法による計画も同時進行することになりますので、長期的な計画である必

要ありません。子ども・子育て新システムで待機児童の問題が解消するのであれば、それまでの何年

かを乗り切るための計画でもいいかと思っています。こうした提案に応じていただき、今後の保育

サービスの供給計画を立案実施するというお考えを示していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 待機児童対策でございますけれども、議員ご指摘のとおり、保育に欠ける児

童等については、十分なる施設整備関連等で民間の福祉法人によって対応をさせてきておるところで

もあります。ご指摘のような、その児童、例えば幼稚園にいくような３歳、４歳児の児童の関係の潜

在的な待機児童さんというようなことにつきましては、町外からやっぱり１５０人以上の方が今大津

のほうにお見えになられて、保育できる家庭でも、保育園にやりたいというような要望もあるようで

ございますけれども、なかなかそれができてないというのは確かでございます。 

しかし、その人たちがやはり少子高齢の中で就労に就けるような体制を今後とっていかなくちゃな

らないというふうに思っております。もちろんそのためにも人口関係の推計についても十分検討して

いかなくちゃなりませんけど、我々の振興計画の中で計算した中におきましては、まだまだ美咲野関

連等がこのように一気に販売完了ができる。そしてまた、若い者が住み込んでくるという予想が我々

の予想よりもはるかに早く、現在についても満杯になっておると、また引水、東原、あるいは室、新

地域におけるアパート関連等の若き住民の皆さんの増加に伴いまして、私たちが思っておる以上の若

い人口増のために、待機児童の解決を迫られたような状況でございます。もちろんそれには各施設の

皆さんのご協力により、定員増を図ったり、あるいは新規保育園を二つつくっていただくというよう

な形で対応してきておるところでもあります。おっしゃるとおり、今後については人口増がこれから

先どこまで伸びるかというようなことについては、今までのようにしっかりと伸びる見込みはないか

もしれない。ただし、我々としては、まちづくりの若い人の定住を図っていく今後の課題をちゃんと

とらえながら人口関係の推計を図りながら、待機児童の解決を図っていかなくちゃならないんじゃな

いかなというふうに思っております。 

佐藤議員は子育て支援センターのほうで働いておられた関係もありまして、その点大変内容が明る

い状況でありますので、今後についてもご指摘いただければ対応をしていきたいというふうに思いま

す。現状の状況等については、担当部長のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長、子育て支援課松永髙春君。 
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○教育部長、子育て支援課（松永髙春君） 佐藤議員の質疑にお答えしたいと思います。 

現在の次世代育成支援後期行動計画策定にあたっては、前期の計画との整合性を保ちつつ質問項目

を選定し、平成２１年度にニーズ調査を行っております。調査時点においては、将来的に全国の人口

が減少する中で、先ほどから議員ご指摘のとおり、現在のような人口を想定していませんでしたので、

これまで待機児童対策といたしまして、国の待機児童ゼロ先取りプロジェクトに名乗りをあげ、手を

あげてですね、採択を受けて待機児童の解消に最重要課題として取り組んできたところでございます。 

ただ、その結果をもってもいまだに待機児童ゼロにはなっていないということでございます。乳幼

児が増加する中で、隣接の合志市、菊陽町も同じように熊本県の中では待機児童が発生しているとい

うことで、熊本県も重点地域ということで支援をしていただいているところでございます。その中で

議員もご承知のとおり、保育ママ事業に着手したという経緯がございます。 

それから、待機児童の判断でございまして、保育に欠ける児童のみをですね、国のほうの指導で、

これまで判断待機児童ということで判断してきております。議員がおっしゃるように、保育所に入手

できる可能性がないために申し込みをちゅうちょしている方も含めた考えを持って、潜在的待機児童

を含めた対処をするようにということでございますけれども、これまでの担当課の対応といたしまし

ては、一定の線をもって待機児童対策に取り組んできた経緯がございます。保育所ニーズのある潜在

的待機児童の存在を踏まえた保育サービスの供給計画につきましては、新たにスタートする子ども・

子育て支援新制度により、ニーズ調査の実施が必要とされてきているところでございます。 

次世代育成支援行動計画が終わりまして、新たな制度がスタートするということで、先日の県主催

の子ども・子育て新制度説明会では、平成２５年度中の地方版子ども・子育て会議の設置努力、それ

からニーズ調査の実施及び平成２６年度中の市町村子ども・子育て支援事業計画案の提出が予定され

ております。国は子ども・子育て支援新制度を早ければ平成 27 年度をめどに、本格的なスタートを

目指しているようでございます。この機会をもって子育て、教育、保育、福祉の現状把握に努めまし

て、住民ニーズを踏まえた保育サービスの供給計画として見越していけたらと思っているところでご

ざいます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） はい、すみません。さらに質問させていただきます。 

今、先ほどのお話の中に２点、私にとっては違和感のあるお話がありました。まず一つは、潜在的

待機児童について、潜在的な保育ニーズの把握についてという点について、現在は従来型の待機児童

の認定制度に基づいて考えているので、そこは見ていないというようなことを言われたかと思います。

ただ、この潜在的待機児童のニーズを捉えることというのは、これまで二の機会があったはずなんで

す。 

まず一つ目は、先ほどおっしゃられた後期次世代育成総合計画、すみません、後期行動計画の策定

の手引きというのが厚労省のほうから出ております。平成２１年３月のことですけれども、こちらの

中にはサービス利用率の算出の中に現状の利用率に潜在ニーズを足したものをサービス利用率と考え

るようにということで手引きの中に記されております。 
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それと、もう一つは先取りプロジェクトのことをおっしゃいました。待機児童解消先取りプロジェ

クトですね。これを実施するにあたっても潜在的な保育ニーズを取り込み、先進的な取り組みを行っ

てるところに対して、この事業、先取りプロジェクトに乗っかった施策の展開というのを認めるとい

う考え方ですね。こういった考え方であったわけですから、これまで２回、私の知る限りで２回潜在

的保育ニーズというものをとらえて施策をうちなさいという機会があったにもかかわらず、それを逃

しているのではないかというのがまず一つです。そうしますと、それは平成２１年のときから始まっ

てるわけですから先ほどおっしゃった次の２５年度から策定すべき計画のスケジュール、こちらのほ

うにございます。これを見ますと２年間かけて事業計画をつくりなさいということになってるわけで

す。あと２年間待って、そしてさらにそれが実行に移されるまで１年は少なくともかかるものだと思

います。３年間かかります。平成２１年に求められたものが、平成２５年を迎えようとしている今、

まだ実現していない。そしてさらに３年間待てということは、今の待機児童、潜在的待機児童も含め

て抱えている家庭にとっては大きな問題ではないかと思います。この次に行うべき事業計画は事業計

画として、それとは別に少し前倒しして、今ある潜在ニーズを解消するための計画というものを並行

して進めることはできないものでしょうか、もう一度お尋ねします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育部長、子育て支援課松永髙春君。 

○教育部長、子育て支援課（松永髙春君） 佐藤議員の再質問にお答えしたいと思います。 

潜在的な待機児童の考え方というのがですね、佐藤議員がご指摘されたとおりですね、ちょっと町

としても甘かったというか、急激な人口増に対応するため、その辺が厳しい状況にあったということ

でご理解いただきたいと思います。 

今後については、国の計画がございますけれども、それとあわせながらですね、今現在は当然人口

が振興計画と合っておりませんので、担当課としても見直し、推定の見直しをやっております。ピー

クがどのあたりにくるのかというのも大体担当課としても予測を立てておりますので、国のそういっ

た待機児童の対応策、それから県の支援もあると思いますので、その辺も含めて計画を立てながら一

緒にやっていきたいと、別に国の事業計画を待ってやるということじゃなくて、並行してやられるも

のはやっていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） はい、すみません、並行して進めていただけるということで、非常にありがと

うございます。ただ、新システムといいますか、今から２５年から策定する計画にはまだ多くの課題

がありまして、これが素直に進んでいくのかなというところにも少しうまくいくのかという懸念もご

ざいます。この準備作業に合わせるというふうに考えた場合には、現在やるべきこと、すぐにやるべ

きことというのが、埋没してしまうのではないかということも懸念しているところです。この二つの

作業に求められるスピード感が異なるという以上は、並行しながらであっても、別の管理をして前倒

し前倒しで、今やるべきことを進めていただきたいなというふうに思うところです。 

もう一つ、県のほうの判断というのもあるということもおっしゃいました。県の判断についても先

取りプロジェクトのほうが承認された時点で、そのニーズはあるんだということは、県は理解してい
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ただいてると思いますので、ぜひ協議を進めていただいて、スムーズに進行できるように、より多く

の子どもたちの保育ニーズに応えられるように、この後進めていただければと思います。 

では、３番目に移らせていただきます。 

九州北部豪雨災害後の検証についてということで質問です。 

町長の施政方針演説の中でも今回の災害の事後検証を徹底的に行い、町の危機管理体制の見直しや

強化とともに、災害発生時の避難所の見直しを行ってまいりますということをおっしゃっておられま

す。 

また、昨年９月の定例議会の中の一般質問の答弁でも、災害時の情報の収集と供給、避難等の指示

など対応の不備について、これらの点について十分に検証し、今後防災体制の見直し行っていきたい

と言われています。大津町と同様に大きな被害があった熊本市でも同様の不備が指摘されましたが、

災害から約１カ月半後の８月２４日に平成２４年７月九州北部豪雨災害における熊本市の避難指示等

のあり方に関する検証部会の報告書ということで、検証結果が出されているところです。 

熊本市と比べれば人的なリソースが不足するということは理解できますけれども、それにしても

ちょっと時間がかかりすぎではないでしょうか。端的にお尋ねします。この体制の見直しはいつ行わ

れ、町民への説明はいつ行われるんでしょうか。お答えをお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 九州北部豪雨関連等の災害につきまして、今、町におきましても、災害復旧

に鋭意努力しておるところであります。まだまだ復興につきましては、完全な状況ではございません

けれども、工事に今取りかかっておりますし、次の段階に農家の関連等についてはまだまだ先が見通

していない、というような状況でもあります。 

また、大津町の防災計画、水防計画関係等については、今担当のほうでしっかりと住民の皆さんの

意見を聞きながら、大津町における危険箇所関連等の把握をしながら水防計画に乗せ、そして、防災

会議のほうで検討をお願いしていきたいというようなことで、今進めさせていただいておりますし、

大津町における防災の大事な場所、そしてまた、地域における防災関係の危機管理の取り組みについ

て、第１避難、あるいは第２避難、そういう関係のところをしっかりと水防計画、あるいは地域の中

でとらえていかなくてはならないというふうに思っております。そういう危険箇所関連等についての

地域については、十分なる地域とのコミュニケーションを図りながら、災害防止にしっかりと取り組

んでいきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） 今のお答えもそのとおりであろうというふうに思っております。 

既にもう災害から 8カ月が経っておりまして、もう２、３カ月すると、また梅雨がやってまいりま

す。この梅雨の中で、昨年のような例は珍しいことなのかもしれませんが、また同様に大きな災害、

水害が発生しないとも限らないわけです。そうした中で、今、立てられている計画、検証されている

ことというのは、きちんとそれまでの間に住民に浸透していかないといけないというふうに考えます

が、それだけの余地が、準備が遅れれば遅れるほどなくなっていくわけでございます。再度お尋ねい
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たします。いつまでに、それは住民に知らされるのでしょうか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 先ほどもしましたように、今関係区長さん関連等とご相談、検討しておりま

すので、そういう中でしっかりと地域住民の皆さん一人ひとりの安全、そういうものをしっかりと

思っていただくような形でやっていきたいと思います。もちろん今の災害状況の普及状況は遅れてお

りますので、いつどきやってきてもおかしくないような状況でございますので、その辺も十分地域の

皆さんとご相談しながら、先ほど申しましたように、一次避難、二次避難というような形でしっかり

と生命、財産を守っていただけるようにお願いをしたいと思います。最終的には水防計画の中で、住

民の皆さんに決定をするようにやっていきたいとともに、復旧についてはかかるというような状況で

ございますので、これについては十分なる推進を図っていかなくちゃならないというふうに思ってお

ります。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君。 

○３番（佐藤真二君） すみません、私、お尋ねしておりますのは、復旧復興という話ではなくて、体

制の見直しに関しての部分でして、そこがいつまでぐらいに整理なされるのかということをお尋ねし

ているつもりでございますけれども、すみません、もう一度そこをお尋ねいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 防災体制の見直しの時期でございますけれども、もう今、先ほど言っておる

ような状況でございますので、しっかりと早急にやらなくちゃならないというのはもう自覚しており

ますので、そういういつまでというようなことで、先ほど申しましたように防災会議の中でしっかり

ととり決めていきたいと、これは６月中には開催を行っていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 佐藤真二君、もう３回が過ぎております。 

○３番（佐藤真二君） はい、これで終わりです。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩します。３時２０分から再開いたします 

午後３時０８分 休憩 

                    △ 

午後３時１８分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

府内博君。 

○８番（府内博君） こんにちは、８番議員、府内博が一般質問をさせていただきます。 

今回私は、農業振興、また畜産振興についてご質問させていただきますけれども、この３月の定例

議会を最後に勇退されます経済部西本部長さんが４０年にわたって、その中でも農業関係が一番従事

されたということで、最後でございますけれども、農業についての質問をさせていただきます。 

熊本県では、農業の算出額も労働生産性も全国のトップにいる日本有数の農業県です。経営耕作面

積が２ヘクタール未満の農家が７６％を占めるなど、経営規模が零細で近年農業従事者の高齢化や後

継者不足による農地の遊休化の問題が深刻化しています。こうした状況を直視し、農地を守るふるさ
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と農地未来づくり運動を県民運動として、農地を集積する人・農地プランの制度が創設されました。

農地を集積させても農地が分散している状態ではコストダウンにはならない。面積の集積を進めるこ

とが低コスト化には不可欠です。熊本県の農地に関する基本理念は、農地の面的集積を推進すること

を明記しています。熊本県知事も稼げる農業の実現には、農地の集積が必要であり、農業の担い手が

どこかで若い世代に変わらなくてはいけない。そういう変化のときこそ農地を集積し、若者にわたし

て熊本の宝である農地を維持していくことが大事と考えると言われています。土地利用型農業で面積

当たりの収益が低い米や麦の場合、所得増には規模の拡大が欠かせない。農林水産省統計では、米６

０キロあたりの生産コスト（家族労働費含む）は、０.５から１ヘクタールでは１万９千３００円か

かる。５ヘクタールまで増やせば１万１千２００円と約４割減らせるが、ただ県内の米の作付け平均

は１ヘクタールで規模拡大が進んでいるとはいえない。そこで、状況を打開しようと県は２０１２年

度農地集積の取り組みを強化、高齢化などの農地の遊休化を懸念される２０カ所の重点地域を指定し、

県独自の交付金制度を設けて集積の計画をつくり進めている。大津町も地域農業者の方々の話し合い

を進めながら、地域農業マスタープラン、人・農地プランを作成していると聞いているが、具体的に

どのように計画されているか伺いたいと思います。 

先ほど同僚議員からもこの質問ありましたけれども、端的にお願いしたいと思います。１問目終わ

ります。 

それから第２点目ですけれども、大津産ブランド甘藷による品質、秀品化率アップを目指すために

排水対策、サブソイラーによる排水性を向上させる心土破砕機を農家から要望があるが、ＪＡと町で

計画できないかこの２点でございます。よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 府内議員の農業振興費政策についてのご質問でございますけれども、まずは

人と農地プランということでございますけれども、この件について本町についても策定検討委員会を

立ち上げプランの作成を進めているところでもあります。 

また、大津町の特産からいも、そのからいもの今の課題、品目についての対策についてでございま

すけれども、担当部長のほうから詳しく説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 府内議員の質問にお答えします。 

府内議員のご指摘のとおり、担い手の高齢化や耕作放棄地対策など、地域農業が抱える課題は大変

大きなものとなっております。こうした課題について、将来を見通し地域ぐるみで解決していくため

の取り組みが人・農地プランの作成となります。先ほどの答弁の中で重複するところもあるかと思い

ます。農地の受け手である地域の中心経営体や農地の出し手であるそのほかの農家がプランに位置づ

けられることで青年就農給付金、農地集積協力金、スーパーＬ資金の当初５年間無利子化、経営体育

成支援事業等の各種加算支援措置が受けられることになります。プランの作成でございますが、難し

いというところもありますので、随時見直しを行うこともできます。 

全国の進ちょく状況でございますが、１月末現在で１千５５８市町村のうち、策定済み６５５市町
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村で４２％です。県内は４５市町村のうち策定済み７市町村で１５％でございます。策定の手順とし

ては、アンケート等で意向調査、地域説明会及び話し合い、原案作成、検討会の開催、プラン作成と

なります。本町においても国の指針に基づき８月広報誌に概要を掲載し、９月には意向調査のアン

ケートを実施しました。１千６１０通の発送に対し、６７０通の返信があり、回収率は４１.６％と

なっております。地域への説明会についてですが、プラン策定の必要な地域は６５の行政区のうち４

８集落程度と見込んでおります。しかし、農地を管理するプランを作成するためには、１集落でもか

なりの期間を要します。ただプラン策定は、資金の無利子化等の支援措置を受けるため早急な対応が

求められたことから、８月ないし１月にかけて、農業再生協議会会議、集落営農連絡協議会会議、各

集落営農組織の法人化説明会、県の農地集積加速化事業重点地区指定を受けている杉水地区での説明

会を中心に話し合いを開催いたしました。 

その後、１月２９日に検討会を開催し、大津町全体を一つの地域とする原案について議論していた

だきました。これを踏まえ、３月２５日の検討会を開催予定です。本来は各地域ごとにプランを作成

することで、理想ではございますが、農家の経営も大規模化しており、二つ以上の集落を越えた耕作

地も多数見受けられることから、当面、各集落の集合体である町全体を一つの地域ととらえ、中心と

なる経営体を認定農家、集落営農組織等としたプランを予定しております。町全体を一本化したプラ

ンを作成することで、担い手の加算支援措置の要件確保を担保した後、県重点地区指定の杉水地区を

モデルとして各地域ごとに組織を立ち上げ、平成２５年度以降に農地集積計画を作成することとして

おります。 

今後、計画を進めるにあたり未相続のうち、不在存地主、贈与、相続に伴う納税猶予、農業経営移

譲対象農地等のさまざまな課題もありますが、県をはじめ町農業委員会、ＪＡ菊池をはじめとする農

業団体の協力をいただきながら、プラン作成を進めてまいります。 

次に、からいもの品質向上は重要な課題でございます。 

大津町のからいも栽培面積は、２７６ヘクタールと県内ではトップの栽培面積を誇り、面積だけで

はなく食味でも高い評価を受けていることはご承知のとおりでございます。現在の品質上の課題は、

市場評価の低い丸形の改善と皮目対策です。丸形芋は地力低下圃場、カリ含量の多い圃場、天地返し

圃場で発生しやすいといわれ、対策としては、カリの減肥や、挿苗法を水平か船底押しをすること等

により発生率が低減するとされています。皮目は芋の肥大の時期に土壌改質条件で引き起こるいわゆ

る湿害症状とされ、対策として圃場の排水性を高めることとされています。このような状況を踏まえ、

平成２４年度は、ＪＡ菊池大津中央所が町産業振興助成金を活用し、品質向上対策として心土破砕機

１台を導入し、高尾野、後迫の５件の圃場で試験栽培を予定しております。また、カライモフェス

ティバルのイモ掘り会場の圃場を実証展示圃とする予定でございます。現代の機械化された農法では、

作土の下に必ず硬盤ができます。硬盤、土が硬くなることでございます。雨のあとの排水がそのこと

で悪化します。心土破砕機、通称サブソイラーでございますけれども、その硬盤を破砕し、排水を促

進するための作業機械となっております。まず皮目の作業効果、できれば丸形芋の改善効果まで成果

を期待しているところです。その結果を踏まえ、効果が見られるようであれば座談会の開催や、関係
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機関の指導を受けながら県補助事業等による取り組みも検討したいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 府内博君。 

○８番（府内博君） 部長のほうから説明がありましたように、農地を集積するためには、やはり基

盤整備がきちっとなされているところについては、地域の状況なりを、またそれぞれの集積ができる

と思いますけれども、また基盤整備ができていないところについては、なかなか難しいんではなかろ

うかと思います。その中でも、農業法人や営農組織などがやはり受け皿になるという、そしてまた担

い手も大事だろうと思いますし、そしてまた農地集積は水利や地域の人間関係などの利害調整が難し

く、地域の状況を知る人が進めたほうが、そしてまた、農業委員さん方の力を借りて進めていかれる

ほうがいいと思いますけれども、そこあたりを少しお伺いしたいと思います。 

それから、甘藷のことですけれども、やはり平成２３年におきましては、すばらしい芋ができまし

たけれども、昨年度は雨が多かった。そしてまた、水害等でも甘藷畑が浸かったということで、やは

り病気が発生した。先ほど言われるように、かなりの病気が発生し、湿害による病気だろうというこ

とで、やはりそのためにも排水対策にサブソイラーがぜひ必要という農家の意向でございますし、こ

れは甘藷農家でなくて、ニンジン農家、それからまたいろんなダイコン農家あたりもこれによって排

水対策ができるということで、ぜひこれについては、お願いをしたいという意向がありますので、こ

れについては、お願いしたいと思います。 

それからまた、ちなみに平成２３年度と平成２４年度の丸と長の秀品率が農協のほうから上がって

おりますけれども、平成２３年度については、長が集荷段階で４６.３％、それと丸が２５.６％とい

う、そういう長が多かったということで、昨年の２４年度については、長が３４.３％、丸も３４.

９％と若干丸が多かったということで、その対策についても、やはりこの排水対策が必要だろうとい

うことで伺っておりますので、そこあたりはぜひお願いをしたいと思います。その前の質問をお聞き

したいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 再度の質問の中で三つあったんではないかと思います。それぞれ農業振興

に対しましては、農業委員会等も含め、あるいは県の指導関係機関とよくいいますけれども、そ

うしたところの普及的な技術指導あたりも一緒になってしなければならないと、いつも今まで以

上にそう私は感じております。 

それからもう一つでございますが、雨が多かった、病気が発生したということでございまして、

結局マルチソイラーのアタッチメントでございますけれども、既に平成２４年度の農業振興費補

助金でモデル的に計画しておりますし、当然その結果次第では、県のほうの事業のほうに働きを

かけて事業の取り組みができればというふうに思います。 

それから、平成２３年度関係のからいもの長と丸でございますが、実際市場には長のほうが秀品

率も含めて値段も高いわけでございますが、結局その後の４６％の秀品率ですけれども、逆に市

場に対応する値段の方は、丸のほうが安いですので、そうした工夫をどうするのかということで

ございますが、県の普及事業も含めて、農業の技術的営農指導等も含めて、当然これは一番死活
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問題じゃないですけれども、値段の１キロ当たりでも単価が違うことによって大きく農業所得が

左右されますので、そうしたところも指導を仰ぎながら進めればいいと思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 担当部長のほうからいろいろと課題事項について、説明あったかと思います

けれども、私たちも大津町のからいもの集積、からいもの特産関連の品物のブランド化については、

今回圃場の試験的圃場を今やっておるそうございますので、その結果を見ながら、心土破砕機の購入

関係も１台４万円というような話も聞いておりますけれども、その辺のところはまた十分検討しなが

ら、これはやっぱりからいも農家だけでなく、大津町のＰＲ、町のＰＲとしても大事なことでありま

すので、農業振興のためにはぜひその結果を見ながら、本当にその機械がためになって土壌関連の役

に立つというようなことであれば、圃場を検討していきたいというふうに思っております。 

そしてまた、農地の集積関連等につきましては、今後の担い手、あるいは後継者、そういう問題に

ついての借り貸し関係等もございますので、農業委員さんの活動を期待しながら人と農地のプラン作

成にも参加していただいておりますので、そちらのほうからのご提言もしっかりと聞き入れながら、

大津町の人と農地のプラン作成をしっかりとつくり上げていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 府内博君。 

○８番（府内博君） 今、甘藷については、大津町の特産ブランドございますので、そういうことで

対策もしっかりとするということでございますので、これからもよろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、畜産振興についてご質問させていただきます。 

本県は、肉用牛飼育頭数で全国４位、平成１２年度の肉用牛部門の農業算出額３０４億円と県全体

の１０％を占めるなど、本県農業の基幹部門となっている。県内には繁殖牛が黒毛和種２万５千頭、

褐毛和種７千頭、大津町には黒毛和種３千５１７頭、褐毛和種４９４頭、乳牛が２千５７８頭が飼育

され、県内でも有数の畜産の盛んな地域である。 

昨年１０月、長崎県で開催されました第１０回全国和牛能力共進会においても、大津町から県代表

として種牛の部２部で８席に入る好成績を収めることができたことは県をはじめ、行政や畜産団体、

そして畜産農家の家畜改良に対する努力と生産基盤対策や畜産振興策のたまものであると思います。

大津町は畜産振興策として昭和５９年に改良と増殖を目的として、大津町、菊陽町、東肥畜産農協

（元熊本県畜産農協中央支所）ほか６関係団体を構成とする東肥地区受精卵移植推進協議会が設立さ

れました。 

その後、ＥＴセンターを設立され、肉牛や乳用牛の牛群の改良が格段にスピードアップ、生産農家

の経営基盤の充実につながってきたものと思います。新世紀のバイオで築く畜産地大津町、今後の畜

産振興をどのように考えているのかお伺いしたいと思います。 

これについては、西本経済部長さんが４０年あまりのなか昭和５９年に受精卵移植が始まった当時

に関係されたということで、いろんなことで詳しく、この設立をされたということでございますので、

詳しくそのあたりをお聞きしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 
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○町 長（家入 勲君） まず部長の答弁する前に私のほうからお話したいと思いますけれども、おっ

しゃるように全国大会、長崎ありまして、大津で生まれ、大津で育った、そして矢護川でしっかりと

熱意込めて牛と人との関係で熱意ある育て方、もうまさしくあうんの中で子どものように言うことを

聞くような牛が全国で８席に入るというような、そしてまた、隣の旭志のほうで斉藤さんが肉のグラ

ンプリをとられたということで、この地域における畜産の名は全国に発したんじゃないかなと、しか

し強敵がおりまして、宮崎のほうの口てい疫の関連で、あちらのほう意気込みが大津町よりも一枚上

であったかなというふうに感じております。 

しかし、このような熱意、そういう畜産農家の皆さんのその熱意によって、大津町の今後の畜産は

向上していくんじゃないかと、やはりやる気のある者こそ勝利をつかんでくるんじゃないかなと、そ

のような形の中で、今後についてはそういうやる気の人たちとともに我々行政が何を支援していくか

というのを検討していかなくちゃならないというふうに思っております。 

そういう意味におきまして、部長の説明の中で何を取り入れていくかというのを今後十分検討をし

ていきたいというふうに思いますので、部長のほうから受精卵の振興についての過去の推進について

のお話を説明をさせていただきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 今日までの経緯でございますが、私その当時担当をさせていただいており

ました。その時の書類があるかなと思いますましたけれども、ほとんど書類そのものはありませんで

したが、私なりに覚えていると言いますか、ちょっとまとめたやつがありますので、この事業そのも

のは、まず菊陽町、そのときは東肥支所といいまして、大津町と菊陽町が一緒になった畜産の支所で

ございます。その当時にちょうど昭和５７年ですけれども、県の畜産試験場に実習展示ということで、

どういうところか県内を探してあったところです。そのときに肉用の繁殖雌牛に受精卵移植というの

が初めて言葉として出てきました。その当時はＥＴ事業で何か一つの繁殖関係の事業に取り組みの中

で昭和５９年に、そのときは赤牛でございましたので、赤牛の改良と繁殖を目的として取り組みをし

ないかなということで、それぞれ６団体等が東肥地区受精卵移植推進協議会というのがそのとき設立

されております。それに伴いまして、管内の人工授精の会員が何名かわかりませんが、そのときの畜

協の職員の人と講習を受けた記憶の中で、どうしてもそのときには免許関係が要るということで、獣

医師さんとか移植する人ですね、それが昭和６０年に発足した段階で試験場の指導で実際の受精卵移

植の施設をつくったという記憶がございます。その中で東肥支所管内のときに、受精卵移植はこれは

町の単独分もありましたので事業で菊陽町と大津町あわせたところで約事業費が５年間続いて約１億

円の事業費ではなかったかと記憶しているところでございます。 

そういう流れで畜産関係が東肥バイオファームという設立の経緯があっておりますので、実際に昭

和５７年からの取り組みの開始でございますが、平成１７年までにそうしたところのバイオファーム

の関係が現状もまだ続いているということで、先ほどの全国大会の中の村山さんでしたかね、この事

業に対してもかなりの貢献度があったんではないかなと思っております。 

経緯はそれですけれども、大津町の現状といいますか、今後の畜産振興をどうするかということで
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はございますが、まず取りまとめてみましたところ、まず畜産振興が特に肉用牛の改良ブランド、今

出てきました受精卵移植でございますけれども、これは大きく貢献したということは言うまでもあり

ません。並行して乳用牛の受精卵移植にも力を注いできたところでございます。高能率の牛の飼養管

理は容易ではないといいますか、難しいということですけれども、肉用牛の改良の成果というのはな

かなかその当時は出なかったということでございます。当初、町長が申しましたように宮崎県から導

入した金山２号というのが１６３頭を産んでおりまして、そのうち６０頭が繁殖雌牛として登録され

ていることでございます。本町の牛群改良に大きく貢献したともいえると思います。 

家畜飼養頭数は、実際は今は減少しておりますが、１戸当たりの飼養頭数は増大して、大規模化の

傾向にあります。平成２３年度畜産統計によりますと、飼養頭数の内訳、乳用牛、経産牛ですね、こ

れが１千８０１頭、肥育豚１万２１７頭、繁殖豚３千２２４頭、肉用牛、これは繁殖牛と肥育牛でご

ざいますが、３千８９９頭となっております。 

熊本は赤牛の種畜県でございますが、市場における黒牛との価格差が以前は１頭当たり大体２０万

円ほどありました。このことが飼養頭数の減少につながったんではないかなというふうに思います。 

しかし、最近の市場ではこの価格差が五、六万円ほどと縮まってまいりましたので、家畜市場にお

ける赤牛の購買者が北海道のファームからも来られますので、自然、ジューシー、健康をアピールし

たキーワードで関東都市圏などでもコマーシャルで赤牛の知名度が向上しているところでございます。

全日本赤牛和牛の協会も同様の取り組みを行っておるところでございます。この流れが健康や安心を

重視する消費者の志向と一致して赤牛の価値が再評価され、価格差減少の一因となったところでもご

ざいます。 

また、赤牛に力を入れる九州沖縄農業研究センターでございますが、自然にこだわった育成方法の

研究もなされております。今後、民間に定着した受精卵移植技術に加え、販売戦略も重要となってま

いります。県内の農業団体と研究機関では、肉質に加え付加価値を重視した販売戦略を強化しており、

この戦略に対応できる優良牛の生産が求められるところです。 

一方、県産和牛のブランド名は交雑牛でございますが、味彩牛と統一されているものの各農業団体

である黒牛では、熊本黒牛和牛と、赤牛では阿蘇熊本赤牛、ブランド化としての統一感がなく消費者

視点に立ったわかりやすい取り組みが望まれています。 

また安心・安全のためのトレーサビリティーシステムの充実も重要となってきます。このような状

況を認識し、今後は各種農業団体への畜産振興助成、制度資金、補助事業等の有効活用によってさら

なる優良牛の導入と保留、大規模化に対応する機械設備の導入支援を図らなければならないと考えて

いるところです。 

また、改良とブランド化に加え、畜産振興の基本となる事故率低下による所得向上、家畜排せつ物

の適正処理による環境対策、経験と勘による飼養管理のデータベース化した飼養管理への移行、家畜

保健所との連携による疾病防疫体制のさらなる充実を図りたいと考えているところでございます。特

に防疫体制については、県を中心とし、口てい疫、鳥インフルエンザ等を想定した防疫演習を行って

いるところです。役場の南の入り口の所にはちょっとマットを今でも置いております。今後、県をは
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じめ畜産関係団体等の指導を仰ぎながら、近隣市町村、南阿蘇村もそうでございますが、連携等を密

にして酪農、養豚を含めた畜産振興に力をそそがなければならないと思っているところです。 

○議 長（大塚龍一郎君） 府内博君。 

○８番（府内博君） ただいま畜産振興についても説明がありましたけれども、今までは受精卵移植

等で改良が数段にスピードアップされて、これからがまた、大事な施策になろうかと思います。やは

り、行政、そしてまた農業団体、そして農家一丸となって努力することが、これからのまた畜産振興

のためにつながるんじゃなかろうかと思います。 

そういうことで、生産性の高い安定的な経営体を育成をしながら推進し、そしてまた地域の畜産生

産基盤の強化を図ることが大事だろうと思いますし、例として宮崎県で、一番畜産の盛んな都城の少

し参考になるかと思いますけれども、ちょっと説明したいと思います。都城の都城牛繁殖素牛促進事

業ということで、都城が振興策に出している事業でございますけれども、導入 1 体あたり体型的、肉

質にすぐれた牛については、管内におく場合と同時に、自家保留の場合は２０万円の助成をすると、

そしてまた、次の序列について、また数段規格になるような牛については９万円の助成をするという

ことで、地域管内において、それをまたブランド化をして、やはり残して、それをまた受精卵移植あ

たりで頭数を増やしていくというシステムですけれども、やはり大津町もこういったことを考えてで

すね、やはり大津のブランドとして先ほど言いましたように昨年全共に出品された村山さんの牛あた

りも１産、２産して、これをまた受精して、それからまた受精卵をとって、牛は１年に１産ですけれ

ども、受精卵移植等によって９頭も１０頭も生まれるということですね、そういったことでスーパー

牛をそれぞれに構築していく。そしてこれが町のブランドになるし、熊本県の黒牛の対策になろうか

と思います。 

そういうことで、今熊本県の家畜市場が岩坂にありますけれども、購買者が福島から、もう本当に

全国各地から近江牛、そして松坂牛の産地からも熊本に買いつけにきているということで、本当にす

ばらしいブランド牛が徐々にできつつある。それはまた伸ばすためにもやはり大津町もそういったこ

とで対策を考えていただきたいと思います。 

これをもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） これで、一般質問は終わりました。 

以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これで散会いたします。 

午後３時５７分 散会 
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議 事 日 程（第４号） 平成２５年３月１９日（火） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前９時５８分 開議 

○議 長（大塚龍一郎君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、議席に配付のとおりです。 

 

   日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第１ 一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） おはようございます。通告順番７番、４番議員松田純子、一般質問をいたし

ます。 

私は、今年１月３１日まで美咲野区の区長と、美咲野区の自治会会長を務めておりました。選任さ

れて就任したときに私は心の中で目標をつくりました。それは安心・安全の地域にすること。そして、

やさしく温かいつきあいのできる環境をつくることです。安心・安全の地区をつくるにはどうしたら

いいかと考えたときに、この歳でありながら女性消防団に入隊することにいたしました。いろいろな

消防団の活動を通して、活動の大切さを肌で感じてきました。しかし、なかなか思うようなまちづく

りはできません。まだまだ頑張らなければと思っておりましたときに、町会議員の立候補を勧められ

ましたが、目標に達しない時分は気持ちが動きませんでした。ですが女性議員の立候補者がないと聞

いたときに心が動きました。女性議員がいないということは、女性の意見や要望は反映されないので

はないか、区長をやめても自分の意思は継続できるのではないか、そう思ったときに立候補いたしま

した。ぎりぎりの立候補でしたので時間もなく、また選挙の知識もなく、やる気があるのかなどのお

しかりを受けながら、選挙当日を迎え当選させていただきました。これは地域の方々の応援と、女性

の意見を代弁することの必要性を認める方々の意思と受け止めております。安心・安全のまちづくり

は限定した地域だけではなく、大津町全体に置き換えること、女性の意見・要望をできる限り反映し、

発信し、女性が元気なまちづくりを目指していくことが私の使命と受け止めております。そうした気

持ちの中で、次の３点の質問をさせていただきたいと思います。 

まずはじめに、大気中の微小粒子物質ＰＭ２.５についての質問をいたします。 

ＰＭ２.５はテレビ・新聞などで、いろいろな情報が出ております。ＰＭ２.５は髪の毛の３０から

４０分の１という小さな物質で、自動車の排ガスや工場のばい煙など、発生源から直接排出されるも

の、あるいは大気中の有機化合物、窒素酸化物のガス成分が光化学反応により生成されるもの、また

ほこりや火山の噴火物など自然のものもあるそうです。国は２００９年、人が健康を保つうえで望ま
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しいとされる環境基準を３５マイクログラム（１日平均）と定めており、長期基準の目標は年平均で

１５マイクログラム、アメリカの基準は１２マイクログラムと日本の基準はやや甘いと言われており

ます。また、２０１０年の測定結果で長期目標を達成したのは全国で２６％ということです。 

今、皆様ご存じのように大陸からの越境物質が問題となっております。今年２月、暫定指針値を環

境基準の２倍７０マイクログラム（１日平均）を定め、注意を喚起されることとなりました。熊本で

は、全国で話題になるほどの注意喚起がありました。荒尾市では独自に環境基準を設定し、巡回カー

での周知や学校、保育園、幼稚園での屋外運動制限の指針を出されました。では、即大津町はと考え

ますときに、荒尾市や熊本市ほど車も多くありません。慌てることもないかと思います。町中が慌て

ふためいては不安をあおるだけだと考えます。しかし、健康被害として喘息、気管支炎、肺がんなど

で心臓病、血管系の病気への悪影響が懸念されます。心配ならば県のメールを受信すればいいでしょ

うが、どれほどの方がメール受信をされるでしょうか。越境汚染濃度が高ければ、幼稚園、保育園、

また学校などは屋外運動の自粛などされるでしょうが、一般で暮らしている場合は、本日が危険な日

であることはわかりません。小さなお子さんと暮らしておられる若いお母さん、乳幼児の洗濯物の心

配とか喘息や過敏症を家族に持つ主婦の方々、心配されることと思います。１５日の役場からの配付

資料には各家庭にＰＭ２.５について、詳しく知らしめてありました。大陸からの飛来は５月から８

月が激しいのではないかと言われております。今後、日中の急激な濃度上昇に至った場合、どのよう

な広報活動をされますか、お伺いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おはようございます。まずは議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

微小粒子状の物質のＰＭ２.５につきましてのご質問でございますけれども、連日のように新聞や

テレビ等などで報道されております。今日の新聞も熊本市の対応が載っておったようでございますし、

その件につきまして、国はＰＭ２.５の大気中の濃度が１日当たりの平均が１立方メートル当たり７

０マイクログラム超えると予想される場合に、都道府県が県民に対して不要不急の外出を控えるなど

の注意喚起を行うという暫定的な指針を２月２７日に決定をしております。今議員言われましたよう

に、３月５日には荒尾市におきましても、９１マイクログラムを測定したということで、全国で初め

て県民に対して注意喚起を行われております。この大津町に対しまして、県からの注意喚起の情報を

受信した後、防災無線による周知を行ったほか、町内の小中学校や保育園、高齢者施設などへ連絡す

るとともに、町のホームページの緊急情報の欄に注意喚起の記事を掲載いたしました。 

また、先ほど議員言われますように３月１５日には区長さんを通じて回覧文書を発送し、住民の皆

さんへの周知を行ったところです。今後につきましても、国の動向を注視しながら県と連携し、迅速

かつ適切な住民への情報提供を行い、住民の健康管理が被害が出ないようにしっかりと取り組んでま

いります。今後の対応、詳細について、担当部長より説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） おはようございます。松田議員のご質問のＰＭ２.５に関する町の取り組

みなどについてご説明申し上げます。 
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中国の北京などのショッキングな大気汚染の報道がなされて以降、ＰＭ２.５による健康不安に対

する国民の関心が急速に高まり、国は２月２７日に１日の平均値が環境基準の２倍となる１立方メー

トル当たり７０マイクログラムを超えると予想される場合、注意喚起を都道府県が行うという指針を

決定しました。ただし、これはあくまで暫定的な指針であり、ＰＭ２.５に関しては知見やデータが

少なく、粒子の成分の分析などもこれから本格的に国が行うことになっており、今後注意喚起から法

令に基づく注意報や警報の発令などへの見直しが行われる可能性も示唆しているところです。 

一方、県は大気汚染防止法に基づきＰＭ２.５の濃度測定を行うことになっており、平成２２年３

月から１カ所で２４年３月から８カ所で測定を行ってきましたが、県は今年３月１日に７カ所の増設

を行い、現在１６カ所の測定局で観測が行われています。なお、大津町には測定局がないため、益城

町と菊池市の測定局の数値を参照することにしております。また、県は国の暫定指針に基づき、３月

５日から注意喚起の運用を開始しており、３月１１日には市町村担当者を招集し、今緊急対策会議を

開催し注意喚起公表時の連絡体制の確認や国の動向をはじめとする情報の共有化が図られたところで

す。 

町のこれまでの取り組みとしましては、２月４日から環境保全課で県などからの情報収集作業を開

始し、すべての職員が情報を共有するため２月１５日からそれまで３回にわたり全職員にメールでＰ

Ｍ２.５に関する情報提供を行いました。また、２月２８日と３月７日には役場関係部署による緊急

対策会議を開催し、県から注意喚起が出された場合の住民への周知方法など、町の対策方針について

協議しております。住民への情報提供につきましては、２月２０日と３月１日に町のホームページに

ＰＭ２.５の濃度の測定数値の確認方法や注意喚起が出された場合の行動の注意点などの情報を掲載

したほか、３月１５日は先ほど話がありましたように、世帯回覧用の文書を区長あてに発送をしてお

ります。また４月号の広報誌にも関連記事を掲載する予定になっております。これまで住民からの問

い合わせについては、３月５日の注意喚起があって以降、「洗濯物は外に干してよいか」とか、「今日

の濃度はどれくらいか」など、２０件ほどの問い合わせがあっております。 

次に、３月５日に県が行った注意喚起への対応としましては、防災無線により午前８時２０分と午

後０時３０分、午後３時の計３回放送を行い、緊急連絡系統により関係課から、小中学校や保育園、

高齢者施設などへの通報を行い。注意喚起の呼びかけを行いました。また、町のホームページの緊急

情報の欄に注意喚起のお知らせを掲載したほか、役場庁舎のロビーや出入り口、各課の窓口などに注

意喚起の貼り紙を行い周知徹底を図りました。今後も県の観測データを監視していくとともに、国の

情報に注視しながら防災無線、緊急連絡系統、ホームページ等により、住民への通報体制に万全を期

すとともに広報誌、ホームページなどで迅速かつ適切な情報提供をしながら住民の健康被害が発生し

ないようにしっかり取り組んできたいと思います。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） ありがとうございました。 

では、次に自主防災組織に対するサポートについて、お聞きします。 

熊本の自主防災組織率は、全国で４２位と低迷しているということですが、大津町はいかがでしょ
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うか。今、日本中が活断層の活動について心配をしております。大津の周辺にも布田川断層帯や立田

山断層帯があります。断層帯の活動によって大津町も大きな被害を被ります。 

３月１０日の熊日新聞紙上において、蒲島県知事は平常時から災害に備えることの重要性を説き、

自主防災組織結成について県のサポートも大幅に拡充すると結んでおられました。区長をしていて自

主防災組織を結成することの重要性は大いに感じておりましたが、実際に結成しようとしてもなかな

かすんなりとはできません。今現在大津町にはどれほどの自主防災組織がありますか。そして、蒲島

県知事の言葉をうけて大津町ではどのようなサポートを考えておられますか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 松田議員の自主防災組織に対するご質問でございますけれども、現在町内の

自主防災組織は５１団体が登録されてあります。平成１６年度から３年間ミニ特区事業により各地区

で結成されましたが、現在も活発な活動を行っているところもありますが、一方で活動が停滞してい

る自主防災組織も見られます。かなりの温度差があると感じております。 

一昨年の東日本大震災や九州北部豪雨災害などで、自主防災組織の重要性が再認識されてきており

ます。町としましても行政による公助の機能強化はもちろんですが、自らの身は自ら守る自助、さら

には地域で支え合い守り合う共助の意識を高めることが防災・減災には欠かせないものであると考え

ております。 

そのため、平成２５年度は自主防災組織の活性化を図るため、地域防災リーダーの育成に取り組み

たいと考えております。県でも取り組まれております火の国防災塾などを参考に、町内で活動されて

おります大津防災クラブや消防団と連携して事業を展開したいと考えております。また、小地域福祉

活動の中で、地区内の危険箇所調査や見守り活動などを頑張っていただいている地区もございます。

連携を強めていくとともに、町全体での総合防災訓練への参加促進や各地区等で行われている防災訓

練などへの支援なども積極的に行っていきたいと思います。 

自主防災組織の資材等の整備につきましては、宝くじの地域防災組織育成助成事業や、県では自主

防災組織率向上対策事業補助などで結成や活動支援があっております。町としましても地域づくり活

動支援事業の中で、自主防災組織の結成や活動の活性化のために助成について十分今後検討していき

たいと思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） おはようございます。議員ご質問の現状等について申し上げます。 

自主防災組織は地域住民の皆さんが自主的な防災活動を行う組織と言われております。日ごろは防

災訓練や地区内の防災安全施設などの点検に取り組まれ、災害時には初期消火や地域の人の避難誘導

などの活動が期待されております。大規模な災害が発生しましたときには、今回７月の豪雨災害でも

経験いたしましたが、役場をはじめ消防関係機関の活動が制限される事態が発生いたします。また初

期の初動体制についても課題が残っております。そのような事態に備えるためにも、住民の皆さんが

日ごろから連携し、協力しあって地域の被害を最小限に抑えることが何より重要であると思います。
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そして、その中心となるのが自主防災組織ではないかと思います。町長の答弁にもございましたよう

に、町内には自主防災組織が５１組織で組織率につきましては６５％でありますが、結成以後の活動

支援が十分でなかったため活動が低迷してる組織も見受けられます。地域防災リーダーを育成し、必

要な資機材等の整備も含め、活動の活性化に取り組んでいきたいと考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） ありがとうございます。 

地域に持ち帰ってから、いろいろとまた皆さんに助言をしていきたいと思っております。 

最後に三つ目の質問です。町内放送、また警報について、お聞きします。 

実は、この最後の質問が本命であります。先ほど防災無線を使ってＰＭ２.５の放送をなさいまし

たと伺いましたが、聞こえたんでしょうか、そう思っております。 

先ほどの二つの、先の質問は今回の最後の質問にリンクしておりまして、いろいろお話をさせてい

ただきたいと思います。平成２３年４月１日に全国瞬時警報システムＪ－ＡＬＥＲＴ（ジェイアラー

ト）が運用開始されました。消防庁が発した時間に余裕のない緊急事態の情報を通信衛星スーパー

バードＢ２を経由し、自動で町の防災行政無線を直接起動し知らせるもので、知らせる内容は緊急地

震速報、推定震度４度以上、震度速報震度６弱以上、弾道ミサイル情報、ゲリラ特殊部隊攻撃情報、

空港攻撃情報、大規模テロ情報などとなっています。平成２３日１２月１日にこのシステムによる速

報訓練が行われました。町内全域の防災無線より警報音及び放送が行われました。平成２４年９月１

２日も同様の訓練が行われましたが、どれだけの方が認識したでしょうか。この訓練でどこが聞こえ、

どこが聞こえなかったでしょうか。美咲野地区では聞こえませんでした。今の家は気密性が高く、外

の音は聞こえにくくなっております。しかし屋外においても聞こえないとの情報もあります。区長時

代に「何も聞こえないじゃないか」と不平を口にされ、困ったこともありました。音量を上げてもら

えないかと要望を出したこともあります。しかし、拡声器の近所に住む方にしてみると、やかましい

など苦情が出るということです。 

今、各区長や自治会組織に地域コミュニティ無線システムというセールスがきております。どの地

区も屋外拡声が不十分であるということの証明にしかなりません。屋外拡声器の不足を補うために宝

くじの助成金を利用して、増設を勧められます。外の放送が聞こえたとしても、屋内においては同様

に使えません。それらは屋内用に戸別受信機の購入を勧められます。しかし、これは助成金の対象に

なりません。戸別受信機は３万円から５万円と高価です。裕福な自治区は購入をされて運用されてお

られます。先に話しましたＰＭ２.５の高濃度情報、またそれ以外の地震速報、水害やその他の被害

からの脱出に対しても受信し身を守る家庭と、できる家庭できない家庭があってはいけないと思いま

す。何億円もかけて整備したＪ－ＡＬＥＲＴ（ジェイアラート）を無駄にしないために、また公平に

住民の安全を亨受してもらうためには、町はどのように対処しているんでしょうか。それについてお

伺いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 町内における防災についての広報関連等について、大変ご心配をおかけして
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おるような状況でございます。大津町のおいての整備は、防災行政無線の野外拡声子局からの音声に

よる情報の伝達は住宅の機密化や豪雨等による外部騒音、風向きなどにより音声が聞き取りにくいと

の声は届いております。非常時には最大の音量で流しておりますが、どうしても室内にいるとわかり

づらいものも事実でございます。一番有効と思われますのは、全所帯に戸別受信機を配置し、室内で

も情報が聞けることだと思いますが、戸別受信機が１台当たり４万円近くしますので、事業費が相当

かかるのが課題であります。現在約１００機を消防団関係者などを中心に配慮をしておりますが、行

政区嘱託員や民生児童委員の皆さんにも配付しまして、災害時の情報をいち早く提供できないかとも

考えております。そのほかにもコミュニティＦＭ曲を利用し、手持ちのラジオに防災情報を提供する

方法や携帯電話のメール通信システムを活用する方法もあるようでございます。 

議員ご提案の地域コミュニティ無線放送につきましては、大津東区において実際に整備され、活用

されております。平常時には、地域のコミュニティ放送を行い、非常時においては町の防災行政無線

の情報を流せる仕組みでございます。このほか町内２地区で宝くじ助成事業で、このような地域コ

ミュニティ無線を整理したいと申請されています。日ごろから地域の住民の皆さんが助け合う地域の

コミュニティの活動は、大変重要であり、人と人とのつながりが災害時には被害を食い止める大きな

力になるものではないかと考えます。そのような地域づくりにもつながる地域コミュニティ無線の整

備に対する助成などについては、費用対効果などを十分に検討してまいりたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 議員ご質問に関しての防災行政無線、それから地域コミュニティ無線の関

係につきまして、状況を申し上げます。防災行政無線につきましては、平成２０年度から２年間でそ

れまでのアナログ方式からデジタル方式に切り替えを行っております。親局を役場庁舎の中に配置い

たしまして、屋外拡声機が付いた子局を先ほどご説明ありましたように５７カ所に配備をしておりま

す。非常時には最大のボリュームで放送しておりますけれども、風向きなどで聞こえづらいという点

も現実的にはあるようでございます。町長答弁にございましたように、地域コミュニティ無線につき

ましては、現在大津東区が独自で導入されておりますで。事業費につきましては、約２千万円程度と

聞いているところでございます。地区公民館などに親局を設置いたしまして、屋外拡声機とともに各

家庭にコミュニティ無線用戸別受信機を配備し、通常は自治会の連絡などに利用され、災害時などは

町からの防災行政無線を受信し、その内容を各家庭に通信するというものでございます。屋内には受

信機ございますので、録音機能なども備えているということで、大変便利であるとの話も聞いている

ところでございます。 

今度、町長答弁にもございましたように、十分検討してまいりたいと思います。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） はい、ありがとうございました。 

訓練のときですね、９月にいつも防災訓練がありますけれども、あのときの音量というのは、どん

なもんなんでしょうか。いつも訓練のときに外で音を聞こうとしても、なかなか音が聞こえないとい

うことがよく言われます。訓練はもっと真剣にですね、皆さんに参加していただきたいといつも思い
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ますけれども、訓練のときは最大限の音で音量をならしてもいいんじゃないかと思うんですけれども、

いかがでしょうか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） ただいまのご指摘につきましては、防災訓練でございますので、各地域の

住民の皆様に正確に情報が伝わるようにしなければならないというふうに思いますので、今後音声等

につきましては、十分その辺は伝わるような形の配慮をしてまいりたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） ありがとうございます。 

もう一つお伺いしたいんですが、戸別受信機を補助するとか、そういったようなお考えとかござい

ませんでしょうか。いろいろ情報がありまして、地域支え合い体制づくりというのがありまして、要

求額２千億円で、介護基盤緊急整備等臨時特別基準を積み増しするようなことがあるそうです。そう

いったところから、補助金を申請するとか、そういったことの案内ですね、そういったものを積み上

げていきながら、戸別受信機に対して全額とは言えなくても幾らかの補助をするとか、そういったお

考えはないでしょうか。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 先ほどお答えしましたように、地域コミュニティ無線の整備に対する助成関

連等についても十分補助金、そのほか負担金の問題もございますので、その辺の負担の割合とか、あ

るいは弱者の皆さんの関係も、障がい者を含んだそういうところの課題事項もございますので、補助

するかどうかというような問題、取り入れるかどうかという問題も含めまして、あるいは先ほど申し

ましたように地域の関係役員さんとか、そういう方々だけに配付しながら、地域の皆さんはそこから

住民の皆さんに徹底していただくというような非常時の場合もございます。平常時もありますので、

その辺については十分今後検討してしながらどのような方向で取り入れるかということも検討させて

いただきたいいうふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 松田純子さん。 

○４番（松田純子さん） 補助をいただけるように今後ともよろしくお願いいたします。 

質問を終わりました。ありがとうございました。 

○議 長（大塚龍一郎君） 引き続き行います。 

山本重光君。 

○６番（山本重光君） おはようございます。 

６番議員、山本重光が一般質問をいたします。質問事項は通告のとおり、１、小地域福祉活動につ

いて。２、武道・スポーツ教育の重要性について。３、法令遵守コンプライアンスについて、でござ

います。 

まず、１、小地域福祉活動についてでございますけれども、地域福祉とは、誰もが住み慣れた地域

で安心して充実した生活が送れる地域づくりのことと認識しております。言い換えれば地域が本来

持っている支えあい、助け合いの心を持った地域のきずな精神を取り戻す、この活動であるとも言え
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ます。振興総合計画の中でも、安心と安らぎのまちづくりを目指すために、地域福祉推進体制を強化

するとの方針が明記してあります。現在の町内での活動は、平成１８年度からの取り組み第１号であ

ります森地区をはじめ、１０カ所の行政区等でなされていると聞いておりますが、現在の取り組みと

進ちょくを図るうえでの問題点をお聞きいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 山本議員の小地域福祉活動計画等についてのご質問でございますけれども、

現在の取り組みと問題点についてお答えしますと、町では振興総合計画の五つの施策の大綱の一つで

あります地域社会とともに住める安心と安らぎのまちづくりを進めるために、地域福祉の充実を掲げ

ているとともに、社会福祉法で規定されております地域福祉の推進により、地域住民自身が地域福祉

の担い手として明確に位置づけられ、より一層住民参加による福祉のまちづくりが求められています。

その中で、基本的な方針として住民や地域や関係団体、社協、行政と協働で地域福祉計画並びに地域

福祉活動計画に基づき、地域福祉の推進に取り組んでいます。平成１８年度よりモデル事業として森

地区をスタートに現在１１地区、１３行政区において手挙げ方式で事業を実施しております。問題点

としましては、実践地区、推進地区やそれ以外の地域でもそれぞれに地域づくりの取り組みをされて

おりますが、地域福祉につないでいくための人材の育成、活用が不十分だと思っています。 

今後、地域福祉コーディネーター、社協職員、町の福祉担当職員や地区担当職員と連携し、安心し

て暮らせる地域づくりに取り組んでまいりたいと思います。 

次に、今後の推進策につきましては、町と社会福祉協議会で策定しております地域福祉計画及び地

域福祉活動計画のもとに、平成２６年度までには、現在区、地区を対象とした座談会方式と、護川小

学校区を対象にした見守りや防災等の校区単位でのモデル的な方式を行い、地域等えの祭り等の各種

行事や交流や高齢者等のひとり暮らしの方の見守り、声かけ、地域の困りごと対策、それから災害時

の避難等の対策について活動を実施していきたいと思います。 

その後、区長、民生委員、地域福祉推進や各種団体や地域の代表、議会、町、社協などの関係者に

より、これまでの小地域福祉活動の内容等の成果を検証してまいります。そして、区、地域、校区を

対象とした小地域活動での住民主体の福祉活動を全町に広く普及させるために、平成２７年度からの

新たな地域福祉計画活動計画の中でも誰もが安心・安全に健康で充実して暮らせる地域づくりを目指

して取り組んでまいりたいと思います。 

細部については、担当部長のほうより説明させます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） おはようございます。山本議員の質問について、お答えいたします。 

現在地域福祉活動を推進していくために、４月の行政区嘱託員会議や５月、９月に行われます地域

福祉推進の懇談会で行政嘱託員の皆さん、民生児童員の皆さん、それから地域福祉推進員等の皆さん

に地域福祉推進地区、それから、地域福祉推進の設置のお願いや活動報告を行っております。取り組

みとしましては、平成２１年３月に作成しております、大津町地域福祉計画、地域福祉活動計画に基

づきまして、小地域福祉活動の推進にあたり二つの大きな柱を立て組んでおります。 
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一つ目が、小地域福祉活動の推進地区になります。地域の中で助け合い、誰もが住み慣れた町で暮

らせるように、行政区及び地区単位で住民が地域の福祉問題を発見し、解決するための活動を推進し

ておられます。毎年３地区程度の指定を行っております。 

現在、先ほど町長が申しましたように、１１地区、１３行政区におきまして取り組みが進められて

おります。実際の活動としましては、定期的な住民座談会の開催、ふれあいサロンの実施、自主防災

組織の発足、緊急避難カードの作成、組織的な見守り活動の実施など、多岐にわたっております。ま

た平成２４年度から護川小学校につきまして、校区の社協推進モデル事業ということで取り組んでお

ります。行政区単位で解決することが難しい福祉課題に対しまして、広域的に解決をはかっていくこ

とを目的に推進しております。 

二つ目が、地域福祉推進員の設置でございます。行政区から選出され、社会福祉協議会長ら委嘱を

受けて小地域福祉活動を進める地域のボランティアになります。各行政区に対しまして、原則としま

して７０歳未満の方の選任をお願いしております。現在３６地区３８行政区で６２名の方たちが選出

されております。地域の民生児童員、区長、役員の皆さんと協力しまして、地域の福祉問題の発見解

決に向け取り組む、福祉活動の中心的役割として活動をお願いしております。 

次に問題点としまして、行政区及び地区から手挙げ方式によります小地域福祉活動推進地区の指定

を毎年３地区ということで目標を立てておりますが、例年１から２ということで応募が少なくなって

いる状況があります。 

地域福祉推進につきましても、全行政区へお願いをしておりますけども、現状３８行政区の設置し

かできておりません。安心して暮らせる地域づくりのため、積極的に活動していただく人材の育成、

活用、役割分担が必要と痛感しております。各実施地区につきましては、座談会や小地域福祉活動が

行われる際に、役場健康福祉課職員及び地区担当職員及び社会福祉協議会の職員が訪問し、活動の支

援を行っております。 

今後は、防災・防犯に関する活動、ひとり暮らしの高齢者や障がいをおもちの皆さんなどをはじめ

とする要支援者を見守るネットワーク活動、それからふれあいサロン、地域住民の交流活動をさらに

推進していく必要があると考えています。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） 地区担当職員という話がですね、今町長のほうから出ましたけれども、今１３

０人各行政区あたりにはり付けがしてあるというお話をいただいておりますけれども、それぞれいろ

んな１３０人の職員の方々がおられます。福祉推進地区にはり付いている方もおられるし、そうでな

い方もおられます。ほかの地区のいろいろお話を聞くと、残念ながらこの地区担当職員の皆さんの心

持ちといいますか、温度差がややあるという話も聞いております。今後、ぜひこのいろんな事業に向

かう共通認識をしっかり研修等を通じて指導をお願いしたいと思います。 

先ほど、町長のほうから推進策が少しお話がありましたけれども、次に推進策についてでございま

す。推進策、その活動の単位は今、中尾部長のほうからも話がありましたけれども、行政区プラス校

区というお話もありましたけども、私はこの振興総合計画にもありますように、目標の単位はですね、
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進ちょくの単位はやはり行政区なりがいいと思っております。今、活動実践区にあって、地域住民の

ふれあい交流を図るための福祉活動の一環として、例えばごみ回収作業を行ってきるところもござい

ます。これは再生資源集団回収事業補助金というのもありましたけれども、そういうものにもつなが

り、団体登録をすれば町からの補助金が入り、それがすなわち活動資金にもなるという、また町が回

収するごみの量も減るというですね、一石三鳥の行動ができるという、そういうものだと思っており

ます。いきなり行政区の進ちょくが校区になぜなったのかというところも思いますけれども、その点

も後でお答えをお願いしたいと思います。 

それから、平成２１年３月の議会で、家入町長の答弁がございます。これは、それぞれの福祉活動

の地域に助成金を検討したいと、社会福祉協議会としての仕事として、今後地域福祉活動に力を入れ

ていきたいという答弁があっております。先ほど部長のほうからもまだまだ進まないというお話も

あっておりますけれども、その力強い３年前の答弁からすると現状はどうなんでしょうか。社会福祉

協議会の職員は現在５６名おられると聞いております。そのうちこの小地域福祉活動に携わっている

方は２名でございます。そのお言葉と相反するようなこの実情がございますけれども、この点の整合

性も含めて、今後の推進策をぜひお聞かせ願いたいと思います。 

ひとり暮らし高齢者と高齢夫婦の所帯合計は約１千５００所帯でございます。８世帯に１軒がこの

ひとり暮らし高齢者と高齢夫婦の所帯になっております。ぜひこの地域のきずなを取り戻す、また強

めるためにも今後の推進をしっかりと図ってもらいたいと思いますので、ぜひ再度の推進策について

お聞かせ願いたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 福祉部長中尾精一君。 

○福祉部長（中尾精一君） 山本議員の再質問に対しましてお答えいたします。 

先ほど町長のほうからもありました今後の推進方策あわせまして、質問の点についてお答えしたい

と思います。 

まず、今後の推進策につきましてですけれども、先ほど申しましたように、年に数回の会議等で事

業の説明報告を今行っております。地域からの説明会等の要望があった場合にも、地域を訪問し、公

民館等での事業説明会やお試し座談会を積極的に実施していきたいと考えております。現在も関係地

区で数回行っております。 

それから、今後も実施地区の活動事例や防災活動、ひとり暮らしの高齢者の方たちの見守りや、声

かけなど地域住民の皆さんと身近な福祉活動につきまして話をさせていただきたいと考えております。 

それから、実践推進地区につきましては、地域福祉推進員さんの増加を図っていくということで、

今後も継続した支援を行っていきたいと思っております。 

それから、先ほどご質問がありました社会福祉協議会のほうの担当者の件でございますが、先ほど

２名というようなお話があっておりますが、平成２４年度１人職員としまして、地域福祉活動のコー

ディネーターということで１人増員を図っていただいて、現状事務局長、次長、それから担当職員２

人ということで４名の体制を図っていただいております。そういった部分では、現在実践されている

ところにつきましては、各地区でのそれなりの活動をお願いしたいというふうに考えておりますけれ
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ども、継続した支援については、今後も続けていきたいというふうに考えております。 

それから、今後の部分につきましては、先ほども申しましたけれども、地域住民みずからで共通の

生活課題、それから福祉課題につきまして、組織的に取り組んでいただくということで、地域のニー

ズ把握や要望等を確認してまいりたいと思います。それを解決に結びつけていけるように取り組んで

まいりたいというふうに考えております。 

それから、先ほど申しました人材の発掘、育成、活用役割分担が大変重要になっておりますので、

そういった部分でも人材の確保を図っていきたいと考えております。 

それから、当初モデル地区でやっておりました座談会等につきましては、地区を対象にやっており

ました部分ですが、平成２４年度から護川校区を校区対象ということでやっております。これにつき

ましては、先ほど町長も申しました平成２７年度からの新たな地域福祉計画の中で推進するというこ

とで、全庁的に広げていきたいというふうに考えておりますので、その中で地域地区が行うこと、そ

れから校区担当で、校区全体で考えていくことが必要なものにつきまして、そちらでも推進ができな

いかということで、検証材料ということでモデル的にやっていただいております。特に平成２５年、

２６年度で最終的な校区の取り組みをやっていかせていただきたいというふうに思っております。 

それから、地区担当職員との連携につきましても座談会の報告等につきましては、地区担当の職員

の皆さんにも活動内容等をメール等で報告をさせていただいております。そういった部分で、今後担

当職員だけではなくて、地区担当職員とも連携をとりながら地域の皆さんが安心して生活できる地域

づくりということで、今後も誰もが安心・安全に健康で充実して暮らせる地域づくりを目指して今後

も取り組んでまいりたいというふうに思います。 

よろしくお願いします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） ぜひ活動の進ちょくをスピードアップを図ってやってもらいたいと思います。 

続きまして、武道・スポーツ教育の重要性についてでございます。 

スポーツは人と人、地域と地域の交流を促進し、地域の一体感や活力をつくり出し、地域社会の再

生にも貢献するものであると思います。また、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たし、健康

で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠なものでもあります。一方、武道につきましても、同様の重

要な役割を持っており、その教育はまさに人づくりの道であります。平成１８年に改正された教育基

本法においても、教育の目的は「人格の完成」であると明記されていますように、いつの時代でも常

に教育は人づくりであるということを忘れてはならないと思っております。改正教育基本法を受けて、

平成２１年３月には新しい学習指導要領が告示され、これにより平成２４年から武道が中学校１、２

年の男女ともに保健体育の授業において必修となりました。すべての中学生が、我が国固有の文化で

ある武道を学ぶことを通じて相手を尊重する心や礼儀作法、武道が持つ伝統的な考え方などの理解を

深めていくことに意義があるということを国が示しているものであり、武道教育の重要性を改めて国

が認識しているものでございます。 

武道教育の実践の場は、あくまでも道場でございます。昭和５１年１月、柔道場、剣道場をあわせ
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持った大津町武道館が完成いたしました。以来３７年、いつの間にか畳がなくった老朽化した武道館

がそこにございます。平成２１年１２月、議会での家入町長の武道館建て替えに対する答弁がござい

ます。できるだけ早く取り組んでいくというものでございます。同じく、当時の教育長の答弁は、青

少年の健全な育成に大変有効な武道を推進するために、人材的にも設備面でも努力するという力強い

答弁がございます。振興総合計画の中では、基本事業の目標として老朽化し、改修が必要な施設の整

備、町民のニーズに応えた新たに施設の整備計画を策定し、適正な施設の管理運営を行うとあります。

この町長の答弁のできるだけ早くから３年が経っております。ここで質問いたします。武道スポーツ

教育、とりわけ武道教育の重要性に対する認識と、町武道館の老朽化について、今後の対応策はいか

がなものでしょう。 

それから、関連しますので武道館新しい武道館の建設について見解をお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 武道館の建設についてでございますけれども、スポーツ教育の重要性につい

ては、もう議員おっしゃるように大変重要なものであるというふうに思っております。 

しかし、先ほど言われましたように、町の体育協会をはじめ、クラブ大津、婦人スポーツ、そして

スポーツ推進委員会の皆さんには、日ごろからスポーツの底辺拡大から競技力向上及びスポーツボラ

ンティアの育成まで、幅広く取り組まれ、本町のスポーツ推進に大変貢献していただき感謝を申し上

げます。 

武道館建設の考えについての、ご質問でございますけれども、町振興計画には計画はございません。

３年前のお話ですが、大津中学校関係の整備計画を検討しておりまして、あの一部の学校に剣道や柔

道というような形の中での施設配備の計画を検討させていただきましたけれども、国の補助関連等検

討しますと大体７千万ぐらいの補助金というような形になりますと、なかなかいろいろの関係の皆さ

んにお話を聞いてみますと、その金額が２億、３億というようにふくれ上がりまして、そのような状

況でございますので、今後のやはり学校計画関連等に基づいたところで、今後検討をしていかなく

ちゃならないんじゃないかなというふうに思いますけれども、それにつきましては、新たな振興総合

計画の中に乗せながらやっていかなくちゃならないんじゃないかなあというふうにも思っております。 

もちろん大きな大会をするというような形になりますと、今の体育館で十分できておるというふう

に思っておりますので、先ほど申しました件につきましては、学校関係の武道関係の取り入れのとき

の体育館関連等の整備計画の中で検討をさせていただきましてけれども、今後についても学校建設関

連等の施設関係の中で、今後についても検討をしていかなくちゃならないのかなというふうな思いを

しております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 失礼いたします。山本議員の武道・スポーツ教育の重要性についてのご質

問にお答えいたします。 

議員がおふれになられましたように、平成１８年に教育基本法が改正されまして、伝統と文化を尊

重する態度をやしなうこと。これが教育の目標の一つとして明記されました。平成２４年に学習指導
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要領が改訂されました際に、このことを踏まえまして、中学校の保健体育の学習で１年生と２年生は

年間１０時間の武道学習が必修となりました。平成２４年度から新学習指導要領の全面実施となりま

したので、大津中学校では剣道、大津北中学校では柔道を学校として選択しています。武道の学習を

通して、武道の伝統的な考え方を理解し、相手を尊重して練習や試合をしたりすることで、旺盛な気

力と体力を養うとともに礼法の実践を通して、他人を思いやる心や感謝の心を育て、日本の伝統的な

行動規範を身に付けることが期待できますので、この武道は大変教育的に意義あるものであると認識

いたしております。 

２４年度からの必修科にあたりましては、教育委員会としましては、学習の場の安全確保や良好な

環境整備と、必要備品の整備に努めたところでございます。授業以外の中学校部活動では、剣道、柔

道、空手部が中学校体育連盟の大会に出場することを目指して、生徒たちは練習に励んでおります。

また、社会体育では、体育連盟に加盟されている武道関係団体をはじめ、各流派道場の方々がそれぞ

れの場所で定期的に活動を行われ、本町のスポーツ推進に貢献されております。このことにつきまし

ても大変ありがたく感謝申し上げます。 

また、本町から県代表として全国大会に出場される方々を対象に、全国大会出場選手激励会を行っ

てますが、剣道・弓道・少林寺拳法・日本拳法など、武道関係団体から毎年１０名以上の方が出場さ

れ、活躍されております。子どもたちの夢をはぐくむものとなっており、うれしいかぎりでございま

す。 

ところで、町武道館の今後の対策についてのご質問でございますが、築３６年を経過し、確かに老

朽化しております。しかし、今も武道団体の拠点施設として使われております。これまでに床の張り

替えや照明及び消防設備の修理を行ってまいりました。床材の質が良くて大変利用しやすいという声

も聞いております。しかし、施設の改修が必要な箇所は確かにございます。改修の必要性の高いとこ

ろから、今後計画的に改修にかかっていきたいと考えております。 

そして、施設の老朽化とあわせまして駐車場の問題もございますので、今後隣接する大津中学校の

改修計画とともに総合的な計画を作成していきたいと考えております。 

総合武道館の建設につきましては、まず施設の必要性を含め、体育協会や武道関係団体の方々及び

学校、部活動関係者などと協議をしていく必要があると考えております。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） 私は今武道館のことだけを言っておりますけれども、勘違いをしないでいただ

きたいんですけど、ぜひ町内のスポーツ施設の整備に関しては、ぜひとも今後進ちょくを図っていた

だきたいと思います。 

あとは、以前町の体育協会が大々的なアンケートをして、圧倒的な要望があったプールとかですね、

ご存じのとおり総合運動公園の横にテニスコートをつくるとか、いろいろは話があっておりますので、

ぜひともそちらのほうもよろしくお願いしたいと思います。あくまでも私は去年の４月から中学校武

道必修科になっておりまして、国が武道についての認識を改めたという、それに関してこの質問をし

ておるわけでございますけども、今大津町の、先ほどちょっと話がありましたけれども、つつじ祭り
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大会が各種あっておりますけれども、この武道部門の参加者は毎年約１千２００人を数えております。

これは町内外ですね。利用需要も旺盛でございます。今大津中学校の体育館の話がありましたけれど

も、その横に大津町武道館がございますので、私としてはここ最近社会体育、学校体育の融合という、

そういう話もあっておりますので、ぜひともこれ区分をすることなく、中学校と武道館を一体的にし

て、あの辺にぼんと大きなものを建てるとか、そういう思い切ったことも今後考えていただきたいと

思います。武道愛好家の方の中では、今独自の団体を立ち上げる話もあっておりますけれども、武道

館に関しては根強い建て替えの要望があっておりますので、ご認識をお願いして再度町長のご回答を

お願いしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 武道館の建設につきましては、町の振興総合計画を策定していく中で、検討

をしていかなくちゃなりませんけれども、それにつきましては、体育協会や武道関係者等の皆さんと

十分相談をしていきたいと思います。もちろん場所関係等も大津町の運動公園ございますので、その

辺も含めたところで検討をしなくてはならないんじゃないかなというふうに思います。街中の今のと

ころについては、今は大変駐車場に困っておりますので、その辺の子どもたちの安全を考えるといか

がなもんかと思いますので、関係者の皆さんと十分ご相談をしながらつくる必要がいつの時代にくる

かというような形になる総合計画の中で、検討をしていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） 続きまして、法令遵守、コンプライアンスについてお尋ねをしたいと思います。

私２７年間民間企業、金融機関ですけれども、務めておりまして、当たり前のようにこのコンプライ

アンスについてのコンプライアンスマニュアルによるコンプライアンスチェック、そういうものを２

０数年やってまいりました。ちょっと何人かの町職員の方々に聞き取りをしましたところ、あまり意

識がないようでしたので、今回このコンプライアンスについてを質問させていただきたいと思います。 

コンプライアンスとは、法令遵守と訳され倫理意識の欠如を原因とする企業、団体の不祥事事件が

頻発したことを受けて注目されるようになったものであります。法令遵守が指摘される事件は数多く

ございます。建築設計士による建物の構造計算書偽造事件、牛肉の産地偽装事件、賞味期限切れ食品

の日付偽装事件、また最近では愛知県東浦町の人口を水増し事件が発生しております。これは何かと

いいますと、前副町長が２０１０年、国勢調査の際、市政移行に必要な人口５万人以上を達成するた

め、町職員らと共謀して、居住実態のない３０３人分の人口を水増ししたものであり、逮捕されたと

いうものです。やってはいかんことをやってしまったという、町職員が共謀したということがさらに

驚きでございます。東浦町の町民の皆さんが町に対して大きな不信感をもったものでございます。本

町職員におきましても、日ごろから個人情報に囲まれて仕事をする状況であり、ネット検索で多くの

情報を手に入れることができる。いうなればある意味危険な状況でもございます。高い倫理観を持っ

て仕事に望んでおられるとは思いますが、コンプライアンスに対して本町職員がしっかり意識してお

られるかどうかをお尋ねいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 
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○町 長（家入 勲君） 山本議員の法令厳守につきまして、職員の指導の件についてのご質問でござ

いますけれども、役場職員としての町行政を執行していくうえで基本中の基本だと考えております。

すべての職員は、採用されたときに全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行すると誓っており

ます。しかしながら、誠に残念なことに過去において、職員の不祥事が発生し、議会をはじめ住民の

皆さんに多大なご迷惑とご心配をおかけいたしました。この事件につきましては、職員懲戒処分等の

指針に基づきまして、処分を行い、適切な事務処理の徹底を指示し、取り組める内容から迅速に対応

してきたつもりであります。 

法令厳守、コンプライアンスの推進のためには。個別的な対応だけでなく、全庁な取り組みとする

ためにも全職員が気持ちを一つにして取り組むことが重要であると考えます。法令を守ればよいと考

えるだけでなく、法令や社会規範、道徳を守ることは当然としたうえで、職員一人ひとりが高い倫理

意識を持って全体の奉仕者として行動できるよう全体的な法令厳守規範の整備を行いたいと思います。

現在の取り組み状況につきましては、所管部長より説明をさせます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 議員ご質問についてのコンプライアンスの取り組み状況について、申し上

げます。私たち役場職員は、地方公務員として全体の奉仕者であり、町民の皆様の信頼と期待に応え

るべく高い倫理観が求められておるところでございます。しかし、残念なことに過去においきまして

そのような期待を裏切るような職員による不祥事が発生したのも事実でございます。そのような一人

の職員の行為が役場全体の評価につながってまいりますので、職員に対しましては、その点を十分に

徹底していかなくてはならないと強く感じております。前回の不祥事は準公金に関する事件でござい

ましたので、早急に準公金取扱規程を策定し、管理報告などの手続きを整理したところでございます。 

あわせて危機管理ということで職員不祥事を予防するための行動指針といたしまして、いつも誰か

が見ている、誰かに見られているという意識を持とう、上司の指示でもおかしいと思ったことはおか

しいと問い直そう、家族や職場の信頼を裏切らないなどの指針を幹部職員を通じて全職員に周知した

ところでございます。 

また、昨年１１月にはコンプライアンス研修を職員全員を対象に実施いたしました。今後、個々の

取り組みをまとめ、全体的な法令遵守規範を整備し、職員の法令遵守、コンプライアンス意識の向上

や不正を許さない職場環境をつくってまいりたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） 一般企業では、本当に当たり前のように大体四半期ごとにコンプライアンスマ

ニュアルによるコンプライアンスチェックが行われております。今、この本町ではそれが行われてい

ないというふうに聞いておりますけれども、ぜひとも進ちょくを図っていただきたいと思います。 

先ほど不祥事件の話がありましたけれども、２００６年１１月には税務課に勤務する職員が公然わ

いせつの容疑で逮捕されております。２０１１年４月には経済部の職員が現金４０５万円を着服流用

して懲戒免職処分となっております。どちらもそのつど町長のおわびの文章がございます。ほぼ同じ

おわびの文書の内容でございます。「全職員に対する服務指導を徹底し、さらなる職員の公務員倫理
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の確立と厳正な服務規律の確保に努め、町民の皆様から全幅の信頼をいただける大津町役場となりま

す。」とあります、２００６年に。その５年後にこの不祥事件が起きているわけでございます。この

間やはり何をされていたのかなという、そういう気持ちでいたしますので、この間の取り組みを再度

お聞きいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 職員の法令遵守につきましては、常日ごろから幹部のほうにも伝え、そして

また職員にもそれなりの、それなりというか、そういう指導をしっかりとやっていくために、今人事

評価制度をしながら、職員の健康管理等、あるいはそういう行動関連等の目配り気配りもちゃんと常

日ごろやらせていただいておるというような状況でございますので、今後についてもしっかりと職員

の指導をやっていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 山本重光君。 

○６番（山本重光君） 今この瞬間でも何かが進行してるかもしれません。この不祥事件が起きたら、

民間の企業であったら即倒産でございます。即売り上げの減少ぐらいにとどまればいいんですけれど

も、倒産というそういう形になるかと思います。人間は弱い生き物でございます。ぜひチェックをす

ることで助けるということで、今後このコンプライアンス体制構築のため、このプログラムを導入し

ていただき、真の公務員倫理の確立による住民サービスにより、魅力あるまちづくりをしていかれる

ことを望まして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。１１時２５分から再開いたします。 

午前１１時１３分 休憩 

                    △ 

午前１１時２３分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） こんにちは、お許しをいただきましたので、議席番号１番、金田英樹が通告に

従いまして、質問をさせていただきます。 

私は、２月の選挙にて住民の皆様の温かいご支援で初めてこの議場に送っていただきました。皆様

の期待と信任に応えられるように、今後も初心を忘れることなく何よりも住民の皆様の声をしっかり

と集め、行政職員、同僚議員の方々とも協力、協働しながら真摯に取り組んでいく所存でございます。

どうかよろしくお願いいたします。 

本日は、一般質問の答弁のあり方、行政評価のあり方、道路整備優先基準の策定公開の３点につい

て質問をさせていただきます。 

それでは最初に、一般質問の答弁のあり方についてお伺いいたします。 

一般質問とは、その自治体の行政全体にわたって執行機関に対し説明を求め、また所信をただすこ

とによって、政治姿勢、政治責任を明確にし、結果として現行の政策の変更、是正、あるいは新規の

政策立案につなげるなどの目的と効果があるととらえております。よって住民にとっても、議員に
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とっても行政にとっても非常に重要なものであると私は考えております。実際に住民の方々の注目度、

期待度も非常に高く、一般質問時には傍聴者数も多い傾向にあり、議会だより５９号に掲載の議会だ

よりアンケートでも一般質問が最も興味のある記事の第１位に選ばれています。 

しかし、その重要な位置づけの一般質問ですが、私は現在の大津町の一般質問の答弁のあり方には

ただすべき点があると考えております。 

まず、１点目としてこれまでの答弁には、具体的な方針を示さず「検討する」「考慮する」等の言

葉で結んだものが見られます。まずもって事前通告制であることを踏まえれば、そのような回答は現

に慎むべきであり、仮に検討に時間を要する場合にも、結論を出す時期を示すべきではないかと考え

ます。 

また、２点目ですが、「実施の方向で考える」「今後取り組んでいく」と答弁したものに関しても、

議会閉会後に取り組みの進ちょく、結果が住民に対してはっきりと示されていないものが多くあると

感じております。この点につきましては、今回の議会においても佐藤議員、山本議員等から過去に答

弁した内容の進ちょくを尋ねる質問があったことからも見て取れるかと思います。 

一般質問での答弁は、公開の場である議場で発したものであり、住民に対しても約束したものであ

ります。このような状況では、一般質問の意義自体も疑われると考えます。よって、議会の答弁内で

完結しないものに関しては、次期議会、あるいはホームページ等で進ちょく、結果を順次報告公開し

てことが行政が住民に対して果たすべき責務ではないでしょうか。実際にそういった取り組み行って

いる自治体もありますので、一例として長崎県の大村市の取り組みを紹介させていただきます。大村

市のホームページには、市議会一般質問検討事項というページが設けてあり、取り組みを開始した平

成２３年からの要望事項を含むすべての一般質問が一覧として掲示されています。掲示項目は、整理

番号、質問事項、対応状況、質問を行った議員名、部担部、担当課、そして質問事項、答弁要旨、対

応の進ちょく状況をＡ４用紙１枚にまとめたＰＤＦファイルであり、それらは順次更新をされていま

す。つまるところホームページから誰でも簡単に一般質問の内容と、それに対する取り組みの進ちょ

く、結果が一覧で確認できる仕組みとなっております。実際の対応状況を見ると、例えば平成２３年

の場合は、該当５０件のうち、対応済みが３１件、対応不可が６件、検討対応中が１３件となってお

り、これは一般質問が幅広い分野からあげられることを踏まえれば、非常に高い対応率であるかと思

います。 

そして、これは何より住民にしっかりと情報を公開し、同時にコミットすることによって行政の

方々が本気で取り組んだ結果であるという認識です。もちろん厳しい財政状況、人的資源の中ででき

ないことや、検討に時間がかかることも多くあるかと思います。しかし、そうやって情報を公開しな

がら取り組んでいき、その姿勢をしっかりと示していくことが具体的な町の発展はもちろんのこと、

前に進む政治、あるいは前に進んでいることを実感できる政治でもって住民の納得感、満足度向上、

そして町長もおっしゃっている協働のまちづくりのさらなる進展につながっていくのではないかと思

います。 

以上を踏まえまして、通告書にある私の最初の質問について、町長の答弁を求めます。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員の一般質問の答弁のあり方と情報の公開関連等についてのご質問で

ございます。住民の代表である議員の皆さんにおかれましては、住民の立場から質問され、執行部は

行政能力の範囲内で、どのような対応ができるのか具体性を持って述べることは当然のことであると

認識をしております。 

議員ご承知のように、市町村は住民生活に必要な行政を行っており、議会において議員の皆さんよ

り住民全体を代表して執行機関に対し意見を述べていただくことは、議会、行政、住民が相互に理解

し、さらなる住民福祉の向上と、より良いまちづくりを進めていくことにつながるものであり、地方

自治として町と議会の二元代表制をとっていることは、すでに議員ご承知のとおりであると思います。

議員のご質問の事前通行制でありますが、その期間も短く、短期間での複数の内容について、その内

容次第でありますが、質問内容についてどのようなことが考えられるか、調査等を行い、どのような

対応ができるか検討が必要であります。内容により、それが関係先との協議や調整が必要であれば関

係先自治の内部検討が生じてきます。このような関係者との協議があることにより、すぐに結論を出

すことや、その時期を明示するのは難しい問題もあります。 

昨年の議会活性化調査研究特別委員会の中で、今後取り組むべき事項の中で一般質問で検討すると

の答弁の検証が提案され、検討されるようであります。このようなこと踏まえて、今後は答弁の内容

により、ある程度の検討期間を明示することについての状況を把握していきたいと考えております。 

次に、答弁に伴う、議会閉会後の討論結果についての報告・公開でありますが、現在議会の議事録

はホームページで公表されておりますが、町執行部の一般質問の答弁に伴う検討結果等についての公

表は、ご指摘のとおり公表は行っておりません。先ほど説明いたしました答弁に伴う検討についてと

関連しますが、その内容により、それが関係先と協議並びに関係先自体の内部検討や町の内部的な他

の業務との関係など検討期間もあり、すぐに結論を出すことや、その時期を明示するものは難しい状

況もあります。町でも事務事業等の評価・検証を行い公表を行っておりますが、今後答弁に伴う検討

結果についての公表公開についての方法について、他の事例等を検証し、調査し考えてまいたいと

思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 再度質問させていただきます。先ほど町長の答弁の中に関係者との協議がある

ため時間がかかるという話がありましたが、やはりこれ内容によると思うのですね、時間かかるもの

とそうでないもの、時間がかからないものに関しては、なるべく早く時期を明確化していただきたい

と、その中で時期の中にも、例えばひと月後なのか、あるいは１年後なのか、あるいは４年後なのか、

そういった大きなめど感を示すことはまだ可能であると私自身は考えております。なのでそういった

前向きな方向で検討いただけければと思っております。 

もう１点、先ほど進ちょく等の公開の時期はまた改めてご検討いただくという話だったんですけれ

ども、そこに関してもぜひ今回こういう私質問させていただいておりますので、どういったスケ

ジュール感で結論を出すのか、その判断の時期、大体でよろしいので示していただければと思います。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 再度の情報の住民に知らしめるその結果の方法でございますけれども、これ

につきましては、議員おっしゃるとおりでございますので、その質問内容、関連等にできるもの、で

きないもの、あるいはその時期、そういうものについて十分これから公開できるような方向で検討し

ていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 再度質問させていただきます。非常に前向きな回答でございました。しかしで

すね、私の質問の内容が時期、本当に今期中なのか、あるいは来年度なのか。あるいは、もう少し長

期スパンで考えていくのか、どういったお考えなのかの時期感のところをお伝えいただければと思い

ます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） この議会関連等につきまして、早速次の議会前にでも検討情報を公開できる

ような形に取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 非常に前向きなご回答でうれしく思います。これでまた大津町の協働の体制に

一歩近づいたと思っておる次第でございます。 

続きまして、二つ目行政評価についてお伺いいたします。 

昨日の一般質問にて、佐藤議員からも行政評価に関する質問がありましたが、評価の批評の妥当性

に関する内容が主であったかと思います。よって、私は指標に基づいた評価結果を踏まえて、どのよ

うなプロセスで改善をしていくべきかという観点から質問をさせていただきます。 

ご承知のとおり、大津町では振興総合計画に基づいた行政評価を行っております。また、近年のそ

の他多くの自治体も何らかの形での行政評価制度を取り入れており、その背景には財政事情の悪化、

地方分権の推進、行政に対する信頼の低下、行政ニーズの多様化、行財政システムの硬直化という現

実があり、行政評価制度導入の流れは、それらの厳しい状況の中で住民の納得感、満足度向上及び評

価後の見直しによる行政活動全般の見直しなどの役割が期待されるとこであると思っております。こ

こで業務評価制度の定義をすれば、行政機関の活動を何らかの統一的な視点と手段によって客観的に

評価し、その評価結果を行政運営に反映させることであると言えます。つい先日、政府の経済財政諮

問会議においても４人の民間委員が社会保障や公共投資など、主要政策について民間企業で採用され

ているＰＤＣＡという手法で行政を効率化する仕組みの確立を提言しています。すなわち、これまで

企画、実施、企画、実施の繰り返しに陥りがちであった行政活動に対して、企画、実施、評価、評価

結果による見直し、それを活かした企画というフィードバック過程を備えたＰＤＣＡによる民間のマ

ネジメントサイクルを活用していくというのでございます。これまで行政評価制度を積極的に大津町

の行政運営に取り入れてこられた姿勢は、まずもって高く評価されるべきであると思います。しかし

ながら、制度というものはその運用の中で改善を重ねていくことがより中身の充実した体制構築のた

めに欠かせないところです。そこで、より一層の制度改善へのご提案も兼ねてお伺いいたします。 



 178

先ほど申し上げましたように、行政評価制度の本質は施策や事業をチェックした結果を今後の行政

運営に活用していくことにあり、評価の結果をいかに扱うかが重要になります。しかし、住民への提

示資料、これはホームページにも掲載されている第三者機関である大津町振興総合計画等評価委員会

資料のことですが、ここにある行政担当者による所見欄には単なる外部環境の分析や具体性を欠く一

般論に終始しているケースが散見され、さらに平成２３年と平成２４年で所見が使い回されている項

目も見られます。行政評価の本質的な目的は、振り返りや住民への報告だけではなく、何よりも住民

の声も生かしながらＰＤＣＡサイクルのもと改善を図っていくことであると考えております。 

また、実効性及び効果を担保するためにも評価や振り返りが行政内で完結するのではなく、広く住

民の声を取り入れたものである必要があります。 

現在、第三者機関である評価委員会には公募により選出された一般町民の方もおり、さらに委員会

に提出される評価の資料を住民の方がホームページで閲覧することも可能です。しかし、行政担当者

及びこの委員である一般町民の方の話も伺いましたが、現在は仕組みがあるというだけで、先に述べ

たように監視機能としても改善機能としても、まだまだ実行力があるとは言い難い状況です。 

ここで、一例として他の自治体の取り組みを紹介させていただきたいと思います。例えば、京都市

は大学のゼミ等と行政職員が共同し、制度改善への提案や各職場での取り組みを支援する事務事業評

価サポーター制度を実施しています。さらに評価方法や評価結果に関する住民からの意見・提案を広

くホームページにて受け付けており、その内容及び対応も同一ページ内で住民に公開し、住民による

監視機能を高めることで具体的な改善を進めています。また、具体的なＰＤＣＡサイクルとして評価

の結果を予算とも連動させながら、毎年事務事業を見直し、より充実させる、現状のまま継続、効率

化等により見直し、縮小等により見直し、終了、といった判断を下すとともにわかりやすい資料を住

民に提供しております。繰り返しますが、行政評価制度の本質は評価すること、公開すること、それ

自体ではなく、施策や事業をチェックした結果を今後の行政運営に活用していくことにあり、評価の

結果をいかに扱うかが重要になってまいります。もちろん自治体により規模、予算、人的資源も異

なっており、できること、できないことはあると思いますが、京都市での取り組み内容も踏まえ、今

の行政評価手法を改善するお考えはないのか。あるならばどういったスケジュールで、どのような手

法を考えているかを伺いたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員の行政評価の質問でございますけれども、現在行っております行政

評価は、後期基本計画を策定した平成２３年度から導入したものであり、それまでは約４００ある事

務事業についての評価を行い、特に公開等も行っていませんでした。後期基本計画では、初めて成果

指標を導入したところであり、これは職員が成果指標を意識して事業に取り組むことを促す目的と、

政策の取り組みの方向性を示すことができればと思い導入したものです。 

議員ご指摘のように生かしきれていないところもありますが、例えば住民課では住民満足度という

観点からフロアマネージャーの配置や、番号札発券機を設置し、窓口における改善を図ってきている

ところであり、また行政評価委員会での意見を踏まえ、当然のことでありますがホームページの内容
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を常に新しいものに更新していくような取り組んでいるところです。このような成果指標を導入し、

行政評価を行っていることにより、少しずつではありますが職員の意識も変わってきているのではな

いかと思います。ただ、まだまだ十分ではないところがたくさんあることから、先進事例を研究する

とともに職員研修を行いながら行政評価が業務改善につながっていくよう取り組んでいきたいと思い

ます。現状関連等については、担当課のほうからご説明を申し上げます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 金田議員のご質問にお答えいたします。 

議員おっしゃるとおりに行政評価の目的は、住民の視点に立った成果を町政に反映させ、住民説明

を行うとともに、効果的または効率的な町政運営を行うことであります。ご質問のとおり、行政評価

をしまして、見直して計画や目標設定に反映し、実施するというＰＤＣＡサイクルを継続的に循環さ

せないと効果的また効率的な町政運営はできません。その評価結果つきましては、予算なども含め、

行政運営に反映させなければならないというのは言うまでもありません。しかし、現実実施している

行政評価については、なかなかそこまで至っていないのが実情であります。今、町長が申しましたよ

うに、今後研修などの実施より職員の意識改革及び政策形成能力の向上を図りながら、あわせて現在

の行政評価の仕組みについて、先進、今おっしゃいました京都市などの研究をさせていただき、具体

的な方策などの改善を行ってきたいというふうに考えております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 再度質問させていただきます。 

先ほど職員の研修やあるいは制度の見直しを行っていくという前向きなご回答をいただいたんです

けれども、ではちょっと具体的に出せる範囲でよろしいんですけれども、１年後なのか２年後なのか、

あるいはもう早々に着手していただけるのか、そういった時期をお伝えなければと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 金田議員の再質問にお答えいたします。 

研修につきましては、今回新年度予算に計上させていただいておりますので、早速研修を進めなが

ら、その研修を進める家庭において、そのスケジュール等も決めていきたいというふうに思っており

ます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 今ほどの答弁に関してです。質問させていただきます。 

この内容なんですが、研修によって改革できることと、あるいは仕組みそのものを変えないといけ

ないことがあると思うんですね。その中で研修に関しては着手していただけるということなんですけ

れども、私の質問の中で、例えばなかなか住民の方々の声を生かしきれてないだとか、あるいは聞き

入れる場所がないだとか、そういった仕組みの部分について今後どうやって具体的に変える考えなの

か、今時点の考えとスケジュールでよろしいので、お答えいただければと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 金田議員の再質問にお答えいたします。 
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今職員研修のお話を申し上げました。その研修の中で今お尋ねのありました件につきましてもスケ

ジュール、あるいはどのような住民の声を聞く方法があるのか、今我々が行っている方法にどこに問

題点があるのか、そういうのも含めて検証してまいりたいと思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） この件に関しましては、私も議員として、住民として今後進ちょくのほうを少

し確認というか、ウオッチさせていただきたいと思います。 

では、次の質問に移ります。続きまして、大津町における道路整備の方針についてお伺いいたしま

す。住民の方々からの道路整備に対する要望は多種多様であり、主体は個人レベルのものから自治会

等まで多岐にわたります。件数としてもかなりの数になり、そのことは我々議員が日常的に活動して

いる中でも強く実感させられることであります。しかしながら、住民の方々からは要望だけではなく、

失望の声も多く寄せられているのが現状です。具体的には複数の住民の方から何度も要望しているが

検討するとの回答のみでいっこうに進展せず、何よりも検討すると言ったはずが、検討結果の報告も

ない。○○地域はどんどん良くなっているのに、我々の地域は変わらない。できないならできないな

りの理由を示してくれれば理解もできるが、それさえないので信用できない。そういった意見を伺っ

ております。不況の中、大津町の財政状況も厳しい状況にあり、もちろんすべての要望に応えていく

ことは現実的に難しいということは重々承知しております。しかし、こうした状況にあるからこそ、

効率的、効果的な道路整備を行うことによって住民の満足度を高めることはもちろんのことながら、

実施可否にかかわらず、より多くの住民が納得できるような道路行政でなければならないと考えます。

整備の必要な箇所の把握については、住民や区長の方々からの声をもとに行うのか、あるいは昨日の

荒木議員の質問にあったように、行政の方々が力を結集して全体を把握するのか、やり方はいろいろ

あると思います。しかし、いずれにしろ納得感のある道路行政運営を行うためには、客観的で明確な

道路整備に関する基準及びプロセスづくりが不可欠であると考えます。具体的には事業の必要性、緊

急性、効率性等により定量的な道路整備優先基準を策定し、決定プロセスや基準、配点結果を公表し

て理解を仰ぎ、より納得感のある道路行政運営を行うべきではないかと考えます。難しいことのよう

に聞こえるかもしれませんが、協働意識の高まりもあり、実際にそのような取り組みを行う自治体も

増えているそういった現状がございます。一例を挙げますと山形県の寒河江市では整備の判断基準の

目安としまして、寒河江市公共事業整備優先順位基準を策定しております。この基準で対象となる公

共工事は、市民生活に密着した道路、河川、水路、側溝の整備や維持管理であり、基準に基づく評価

により整備優先順位を判定し、整備時期を明確化することで住民にとってわかりやすい納得感のある

事業の執行を図るものであります。フローとしては、まずは住民から出される生活道路整備要望

チェックリストを担当課において取りまとめ、チェックリスト及び調査表をもとに整備優先順位評価

表の作成を行います。基準に関しては渋滞の頻度、事故の発生頻度、歩道の必要性や地形的な危険度

など緊急性の項目に重点を置いた評価とし、これに路面排水改良などの必要性、流末廃水処理や用地

確保などの熟度、事業コストなどの整備の効果を加えた４項目を基本に評価し、各項目を高・中・低

の３段階に評価します。そして評価をもとに最終的に所管横断的に組織された審査会において、この
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基準に基づく評価により優先順位を判定し、整備時期を明確化しております。この仕組みのポイント

は、要望が整備された決めごと、プロセス、その中でしっかりと吟味され、客観的かつ定量的評価が

なされるとともに、評価された情報が住民と共有されるそういう点にございます。厳しい財政状況の

中で、限られた資源をどのように配分していくのかという問題がありますが、何よりもプロセスが明

確であり、基準に基づいた対応が確実に実行され、結果が共有されて初めて納得感のある町政運営が

でき、協働も進んでいくのではないでしょうか。よって、大津町としても具体的な基準、基盤の中で

住民の声が吟味され、共有化されるようなプロセスづくりをしていくことが必要であると考えており

ます。 

以上の理由により、道路整備優先基準の策定、公開の仕組み、プロセスづくりを進める考えはない

か、町長の答弁を求めます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 町道関係の道路整備優先順位の基準でございますけれども、５年前に一応点

数制をつくりながら必要の箇所から順次にというようなことで、指導をしながら今日までやってきて

おります。 

昨年におきまして、道路基準関連の基準をしっかりとをつくるように庁内の関係部長を委員長とし

ながら検討を今させていただいておりますので、その内容等については担当部長のほうから説明をさ

せます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 金田議員の質問にお答えいたします。 

道路整備につきましては、毎年住民から数多くの要望が寄せられてりまして、その要望に対して調

査や町政を重ねて、優先順位をつけながら、より効率的に事業を進めていくように努力しております。

しかし、地域からの要望内容や整備手法もさまざまでありまして、町からの回答方法も先ほど議員が

言われましたように確立されていない状況になっております。また、近年の厳しい財政状況の中、住

民ニーズはより多様化しておりまして、公共事業を取り巻く環境はより厳しくなっております。これ

らのことから事業の必要性とその効果について、統一した評価基準を作成し、事業化を決定する前の

段階において客観的な評価を行い、優先順位と整備時期を明確にし、より効率的で効果的に社会資本

整備の実現を図るべく現在基準の作成について検討を進めております。検討するにあたってはさまざ

まな要素や考え方があるため、その決定に時間を要している状況になっております。例えば、評価の

判断基準については、まずどのような評価項目を設定するかがあります。道路の利用状況や通学路の

状況、主要施設への接続状況、迂回路の状況などの必要性における視点のほかに、交通事故の発生頻

度、道路の有効幅員、見通しの確保、振動や騒音などの生活環境の状況、舗装の状況、側溝の状況な

ど緊急性における視点が考えられます。このほかにも用地取得の問題や家屋などの支障物件の有無、

沿道地権者の協力、整備費用コストなどの評価項目も考えられます。また点数化するにあたっては、

多くの評価項目についてどれを選択し、どの項目に重きを置いて配点していくかについても検討が必

要になります。さらに例えば、町の中心部と周辺部では状況が違いますので、その地域バランスをど



 182

う考えるか。通学路や危険であることについての考え方など、その基準についてもさまざまな意見が

あります。 

次に、評価基準が決まった後にも、その基準により評価した要望をどのような仕組みを用いて決定

するかなども決める必要があると考えております。正確で公平な判定をするために試行錯誤を繰り返

しながら、評価の内容を精査し、必要に応じて修正していく必要があると考えております。ただし、

町民の方々にとりましては、決定プロセスや基準、配点基準を公表して事業箇所を決定したとしても、

自分の納得する地域についてはある程度状況を理解できても、ほかの地域の状況についてはすべて理

解されているわけではありませんので、完全に納得していただけるかということは、今心配している

ところであります。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） まず、優先基準のところでございますが、こちらはいろいろな考えがあって、

もめてなかなか決まらないということはよく理解できます。ただここはやはり、決めなければならな

いとこで、そこはやはり、町としてどういった方向性でやっていくのかということだと思います。子

どもの通学路を優先するのか、あるいは利用頻度なのか、費用対効果なのか、そこはやはり行政の

方々がお尻を決めてしっかりと判断していくべきことであると思っております。 

今回の質問にあたりまして、事前に担当の方にヒアリングをいただいたのですが、以前からこの内

容検討しているという話は伺っておりました。しかし、内容を聞く中では３年ほど前から話はあがっ

ているが実際のところはいつまでにやるかの時期も明確化されておらず、具体的な担当者はどなたで

すかと伺っても、ちょっとあいまいな状況であると、そういった状況でこの内容を決めていけるかと

いうと、やはり厳しいと思っております。なのでまずは担当を明確化して時期を明確化して、いつま

で判断するか、そこを決める必要があると考えておりますが、今どういった状況であっていつまでに

やるかというところについて、お答えいただければと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 金田議員の再質問にお答えいたします。 

今現在都市計画といいますか、町全体の都市計画マスタープランの作成を本年度計画しております。

一応１年で終わればいいんですけど、１年ではちょっと難しいのかなということを考えておりまして、

本年と来年度とを合わせながら都市計画マスタープランを策定したいということで考えております。 

現在、町内には４７０本にもおよぶ町道があります。今後整備を必要とする道路、あるいは現状で

管理していく道路など、道路の位置づけに関しまして、その中である程度決めていかなければならな

いと思っておりますので、その時期とあわせながらその整備基準等を運用できるようにしていきたい

と考えております。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 時期に関しては、よくわかりました。 

次に、全体のお話なんですが、もちろん評価点数等をどうするかというお話もありますが、もう一

つ、二つですね、一つ目はどのように住民の方からの要望を受け付けていくのか。もう一つは、どの
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ように公開していくのかということでございます。その中で、どのように公開するかというところで、

答弁の中になかなか公開したところで、皆さんすべての現状を把握しているわけではないので、そこ

は理解していただけるか難しいというお話があったと思います。 

しかしながら、現状を申しますと、何もわからないままにある工事場所が工事されていて、自分の

地域は進まないと、そういった意味で言えば、もう十分に前に進んでいるお話であると思いますので、

ぜひ前向きにご検討いただければと思います。 

すみません、質問のほうなんですけれども、まず一つ目が今区長を中心に要望を受け付けてると思

うんですが、今後どのようなやり方によって住民の方々の要望を受け付けていくのか。三つ目という

か、二つ目なんですが、どのような形で情報を公開していく方向で考えているのか。もし既に検討進

んでおりましたら、お答えいただければと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 金田議員の再質問にお答えいたします。 

現在、主には町内の区長さんですね、嘱託員さん、区長さんからの要望、それだけではありません

で、住民の方々も要望されます。毎年１００件から多いときは２００件程度のいろいろ要望が出てき

ます。その中ですぐにできるもの、それから費用が非常にかかるもの、いろいろあります。そのあた

りの判断を今回、今検討しております内容で即座に判断して返せるかどうかというのもありますので、

そのあたりについては、一応庁内の中でそのうち吟味して、どの程度できるかわかりませんけれども、

そのあたりも含めてきちっと出されたものを検討した後で、できるかできないかというのはお返しす

るようにしたいと思っております。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 金田英樹君。 

○１番（金田英樹君） 以上で、質問を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく、休憩いたします。午後は１時から再開いたします。 

午後０時０４分 休憩 

                    △ 

午後０時５７分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） 皆さん、こんにちは。一般質問も二日目に入りまして、１０番目、通告順番

に従いまして、１０番議員、源川貞夫が一般質問を行います。二日目ということで昨日と今日同じよ

うな質問がありまして、今回私が質問いたします件にいたしましても同じのがあると思います。なる

べく重複しないようにはしたいと思いますけれども、その点はあしからずお願いしたいと思います。 

まず１番目は、災害時におけるシステム情報づくりについてと、それから２問目は安全な通学路対

策について、３問目は大津町観光協会の設立についてということで質問をさせていただきます。 

昨年の７月１２日未明、これまでに経験したことのない大雨という表現が初めて使われました。九

州北部豪雨で我が大津町も白川、平川、矢護川の氾らん、それから土石流等で多くの地域において甚
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大な被害を被りました。幸いにも地域の人たちの素早い誘導や地域の人たちによる協働の呼びかけに

よりまして、一人の犠牲者も出さなくて済んだことは幸いでございました。しかし、その被害という

ものは、まだ後遺症が残って復旧もまだできていないところもあるようでございます。今回の災害の

検証の結果ですね、町の初動態勢については、十分反省しなければならない課題と施政方針演説で町

長も述べられておられます。特に災害というものは初動態勢、消防でも一緒ですけれども、火事でも

初期消火、病気でも早期発見というように、この初動態勢の一つとして情報伝達の方法があげられま

す。防災行政無線や広報車でのお知らせ、電話や周辺地域の人たちによる呼びかけという方法があり

ます。しかし、これだけでは災害時は雨、風等で家の中までは聞こえなかったり、初期の緊急情報伝

達が届かないところが出てくることは当然でございます。我が町の防災行政無線が２０年を経過して

いたために２２年度までに１億２千９３０万円をかけまして更新するとともに、デジタル方式に切り

替えてあります。その時点で、聞こえにくかったり、聞こえなかったりするところの調査はされてい

るとは思いますが、まだ今でも苦情があるのが現状でございます。菊池市や西原村では、家庭用の戸

別受信機を必要とされる方に対しましては、全世帯に対して、これもすべて申し込みによりですけれ

ども、無償による貸付けが行われております。聞いてみますとアパート関係は除いて１戸建ての家と

いうことでございますけれども、実際評判がいいようでございます。というのが先ほども同僚議員の

ほうからありましたように、ほとんど今の家は防音設備もできたりしたり、そして特に雨、風のとき

に家の外まで出たり、窓を開けてまで聞くような人はおりません。そういうことで、非常にために

なっているというようなことでございます。この特徴を申しますと、緊急避難を要する場合には、内

蔵電池により屋外へ持ち出しが可能であるということであります。それから緊急放送時は自動的に録

音され、再生ボタンを押すと録音内容が流れると、それから火災時等サイレンを鳴らしての緊急一括

放送については、最大の音量で流れる仕組みになっていると、先ほど言いましたように閉め切った家

の中にいても聞けるということでございます。それから、価格はまあ４万円ぐらいというような話を

先ほどされましたけれども、それとも一つは、特に耳の聞こえない方、聴覚障がい者の人に対しての

対策は考えておられるのか。その点もお聞きしたいと思います。今は何か障がい者の方にもわかるよ

うなのがあるという話も聞いておりますけれども、その点もお聞きしたいと思います。昨年の７月の

災害前の６月議会、家庭用戸別受信機の対応について、同僚議員の一般質問に対しての答弁では、こ

れも検討していくということでございましたが、その後検討されたのか、その後どうなったのか、そ

れもお聞きしたいというふうに思います。なにしろ金がかかるからというようなことはお聞きはしま

したけれども、どこまでされているのかですね、それもお聞きしたいと思います。 

既に戸別受信機の貸し出しがされているとすれば、知らない人に対しての周知徹底がなされていな

いのではないかというふうに思います。先ほどの東区ですか、東区はもう地域的に自分たちだけでさ

れてるというような話もありましたけれども、これはやっぱり平等という公平も考えますと、金のあ

るところとか、そういうところはできかもしれませんけれども、特に聞こえないところ、そこを再度

調査なり、聞き取り調査なり現地にいってみて、ああここだったら確かに聞こえんなというようなと

ころとか、そういうところにはやはり早めに対応しないと地域によってばらつきが出てくるんじゃな
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いかというように思います。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 源川議員の非常時における情報提供のシステムについてのご質問でございま

すけれども、先にいろいろと関係議員さんのほうにお話をしましたように、吹田団地のコミュニティ

ＦＭ関係をご利用されておるということで、大変すごい地域の力を感じております。我々としても東

日本大震災に学んだ教訓として、私はやっぱりおっしゃるように仕事より、金よりも大切なのはやっ

ぱり他者への寄り添う心であったかと思いますけれども、そういう共同体の中に暮らし、お互いが支

え合って生きていくためには、社会の問題に対しても決して傍観者であってはならないと思うし、人

間の生命である人間の尊厳があってこそ人間のきずなと大切さがあるものと思われるし、そのために

は家族や友人だけでなく、地域社会発展のためには自分自身で主体的に行動していく大切さを学んだ

のではないかなと考えております。不幸な誰かを救うためには、みんなで支え合って生きていこうと

いう社会保障の原点に戻ることで、みんなが幸福になれる道が開けてくるんじゃないかなと私は思っ

ておりますので、先ほどある議員にもお話ししましたように、公平・公正な中でやっていくために議

員の心配されますように、障がい者の皆さんや弱者の皆さん、いろんな方々がそこにお住みでござい

ますので、やっぱり町全体としてどのようなシステム、民生委員さんとか、今消防団関係に配置して

おりますけれども、区長さん、民生委員さん、あるいはその地域の防災関係の担当、あるいは今後自

主防衛組織をつくっておる中で、その活性化を図るための地域の皆さんにどう配置するかと、いろん

な条件というか、状況があるんではないかなというふうに思っております。小さな部落古城、米山の

関係については、子局、各家庭にそういうそういう形で配置しておりますけれども、これについても

十分今後のやり方に検討をもっていかなくちゃならないというふうに思っております。状況について

も、また担当部長のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 源川議員ご質問の情報連絡の関係についてでございますが、本日のご質問

の中でもありましたように、防災行政無線につきましては、聞こえづらいというご意見もいただいて

おるところでございます。現在家庭内の戸別受信機につきましては、ご存じのように屋外拡声子局６

７局ということで配備をしておりますけれども、やはり聞こえにくい地域につきましては、現在約８

０台配備をしておるところでございます。そういった中で、先ほどの聴覚障がい者の方についての対

応でございますけれども、ご存じのように携帯電話を利用したメール情報の提供という形で、現在県

の防災メールという形での状況提供もございます。また一定の地域の要らないということで、携帯電

話のエリアメールという形での２種類を活用すれば、そういった対象者の方にもきちんと情報提供で

きるのはないかなというふうに思っているところでございます。 

また、先ほどのコミュニティ無線、戸別受信機の配備につきまして、町長の答弁ございましたよう

に、町からの防災行政無線を実施しまして、各家庭に通信するということでございますので、その辺

の情報伝達体制につきまして、今後十分地域住民の方に伝わりますように、検討してまいりたいとい

うふうに思っております。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 先ほどの吹田地区の件ですけど、これは町のほうからいくらか助成をされて

いるんですか、それとも無償なのか、そこもお聞きしたいと思います。 

それと先ほどのメール等も、これはもう自分めんめんのつにされるわけですね、発信のほうは、は

い。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務部長岩尾昭德君。 

○総務部長（岩尾昭德君） 源川議員の再度ご質問にお答えいたします。 

まず、東区の関係につきまして、宝くじ関係の助成事業でございますので、町を通しての申請とい

う形でなっておりますので、町からの助成等は特にございません。 

それから、メール関係でございますけれども、これにつきましては、設定をすればそれぞれ自動的

に携帯（電話）をお持ちの方につきましては、自動的に配信という形になりますので、こっちの設定

でそういった情報をお伝えすることができるようになっております。 

すみません、ちょっと回答を誤っておりました。東区のほうは、通常コミュニティ無線につきまし

て、申請、宝くじ関係も申し上げましたように申請して町を通してという形になりますけれども、東

区のほうにつきましては、単独で今回整備をされてるということでございましたので、大変申し訳ご

ざいませんでした。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） 私が一番心配するのはそれですよね、ほかの全家庭に、西原とか菊池の場合、

菊池の場合は、まだ全家庭までいってませんけど、西原のほうは申請があったところには全家庭無償

で貸し出されています。ということは、先にそういういろんな制度を利用して自己資金といいますか、

自分の手出しをしてされた地域もあるということになってくると、これから先普及させるとしても、

後からのところは無償提供というような形にした場合に、不公平さが出てきはせんかなというのが一

番懸念するわけですけれども、そこのところはどういうふうに考えておられるのか、特に先ほど言わ

れました６０台ぐらいは消防団とか、配布されているわけですね。そういうとのバランスもあります

ので、自己負担もしくは補助、それから全額無料配布するのか、どういう方向でいかれるのかですね、

それを再度お聞きしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 先ほどの議員の質問にもありましたように、源川議員にも同じようにように

全額無料というのは、今のところ考えておりません。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） ということは、あとは無料配布はないということになるわけです。今までの

が無料じゃなかったから、今度から申請されても優良になるというような形になるというふうに理解

していいんですかね。そうなった場合、普及率といいますか。そういうのが減ってくると思いますけ

れども、申請者も減ってくると思うんですけれども、そこのところはどうだろうかと思いますけど。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 
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○町 長（家入 勲君） 全戸配布の件についての無料はどうかという質問ですけれども、先ほど言い

ましたように、無料としての配布は考えておりませんし、先ほど同僚議員のほうからお話がありまし

たように、それぞれの補助事業とかいろんなものを検討しながら、そして国・県、あるいは町の負担

がどうであるかというようなことを今後の検討の中で個人負担をどうするかというのを今後考えてい

かなくちゃならないというようなことで、今の段階については全戸配布に関するあれについては無料

というようなことは考えておりません。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） はい、わかりました。続きまして、２問目に入ります。 

これも、先に二人の同寮議員のほうから取り上げられましたけれども、去年の８月３０日に行われ

ました大津町通学路の緊急合同点検の結果一覧表、これを昨日いただきました。この表に載っていな

い所や、地元住民が保護者からの要望、事故多発地点、これは記載されているのか。それから、通学

路で交通量が多くて、道幅が狭かったり、他の要因で危険箇所の指摘や改善の要望がまだあると思い

ますが、未整備または改善ができていいないところは、何が主な原因なのかを問いたいと思います。

それから、事故防止に向けた信号機、標識の設置は、本年度は何箇所県に対して要望されているのか。

そしてまた、計画はされてあるのか。また、これもできない理由は何なのか、問題点は。通学路の子

どもを巻き込んだ事故の未然防止に向けた対応と、徹底した対策はどのようにされているのか教育長

にお伺いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 源川議員の安全な通学路についてのご質問についてお答えいたします。 

議員がおふれになられましたように、昨年８月に合同点検による３５カ所の危険箇所につきまして

は、本年度中に５カ所、２５年度中に１４カ所、２６年度以降に１６カ所の改善計画が立ててござい

ます。本年度中５カ所の中で、先月で美咲野交差点の信号機の設置が終わりまして、もう既に点灯し

て使われております。また、国道５７号線のお菓子の香梅から岩倉整形外科までの歩道と車道の間の

カードパイプの設置が、今工事が行われておりまして、既にお菓子の香梅からイオンの南側付近まで

は、もう工事終わっております。残りの部分が今工事中でございます。その他の危険箇所についきま

しても、年次計画のもとに改善対策がなされることになっておりますので、その進ちょく状況を見届

けながら、早期に改善が図られるように、教育委員会としても道路管理者等に働きかけをしていきた

いというふうに思っております。 

また、今回合同点検された箇所は、３５カ所でありましたけども、そのほかに改善を要する通学路

はございます。各学校のほうから出されたものを合わせますと、５０カ所ございましたので、その他

がまだ１５カ所あるということです。その中でも特に多いのが道幅が狭くて、歩道が確保されてな

くって、子どもたちが車とすれ合う時に危険を感じるという、そういうものが多ございました。この

道幅が狭いということにつきましては、人家が建て込んでおりますので、すぐに道幅拡張というのは

なかなか難しい問題でございますので、当面は保護者とか、地域の方、見守りボランティアの方々等

の協力をいただきながら、子どもたちの安全確保に努めてるところでございますけども、この後につ
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きましては、このまま放置されることがないように、また役場の総務課、それから道路整備課あたり

とも連携をとりながら改善に向けて努力をしていかなければならないというふうに思っております。 

また、４月に新しく１年生が入ってまいりますので、各学校で改めてそれぞれの学校の通学路の点

検を保護者と一緒にするように、先日校長を通して学校のほうにもお願いをしております。さらに子

どもたちの安全意識の高揚と、危険予測と危険回避能力の向上、あわせまして交通ルールの遵守の徹

底を図っていきたいと考えております。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 源川議員の質問にお答えいたします。 

昨日の答弁と重なる部分があるかもしれませんけど、ご容赦いただきたいと思います。合同点検に

より３５カ所の危険箇所を調査しておりますが、特に交通量が多くて危険であるという箇所につきま

しては、大津小学校の県道大津植木線や、大津南小学校の県道瀬田竜田線、護川小学校区の熊本大津

線など７カ所があがっております。このうち護川小の熊本大津線については、既にちょうど計画が以

前からありましたので、県のほうで今歩道整備があがっております。 

また、信号機の設定については、要望箇所は２カ所ありまして、１カ所が大津東小学校、それから

大津小、現在の元美咲野販売所前の交差点が要望をされた所です。自動車の交通量が多い場所として

は、どうしても信号機の設置の要望が多くなりますが、大津警察署によりますと、県内でもたくさん

要望がされておりまして、なかなか要望に応えることができないという状況になっているようです。

以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） 特に夕方といいますか、授業が終わって帰るときですね、帰るときが一番子

どもたちがバラバラと言いますか、時間もバラバラだし、帰るときも遊びながらといいますか、ふざ

けあいながら帰ったりしている姿がよく見られます。朝の場合はもう１列に並んでずっと行きますし、

信号なり、横断歩道なり、道の狭い所にはＰＴＡの方や先生、それからボランティアの方が立ってお

られ、安心している、安心といいますか、しているわけでございますけれども、先ほど言いましたよ

うに、放課後帰るときが、私もその場に出くわすわけですけれども、急に飛び出てきたりします。特

に、５７号線バイパスとか車の通りの多い所ですね、そこに枠をしたがいいんじゃないかなというよ

うな所もあると思いますけれども、そういう指摘といいますか、ここにつくってくれという要望はこ

の表から見たらないんですけれども、そういう所で事故が起きたとか、そういう報告はあってません

でしょうか。一応それもちょっとお聞きしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 源川議員の再質問にお答えいたします。 

確かに登下校をえますと、登校中は子どもたちもある程度緊張感を持ちながら登校しますし、また、

集団登校をしておりますので、大体班長を先頭にしながら、隊列を組んで登校はできているというふ

うに思いますし、地域や保護者の皆さんの見守り等もありますので、安全かなというふうに思ってい

るところですけれども、やはり心配しますのは下校時でございますね。大きな交通事故は幸いにして
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起こっておりませんけれども、心配しました事故はいくつか起こっております。残念ながら、やはり

下校中の事故が一つ大きなものとしてありました。１年生が帰りますときに、学校を出てすぐ近くの、

あの引水の踏切の所でございましたけれども、急に車道のほうにはみ出したもんですから、車と接触

いたしまして、心配しましたけれども、幸いにして命を取り止めて大事に至らずに済んでよかったと

思ったところでございます。 

そのほかには、中学校生が自転車で下校しておりまして、ちょっと車道の方に倒れそうになったと

かですね、ちょっとスピードを出しすぎてて、車と接触しそうになったとか、そういう報告を受けて

おります。ですから、その都度各学校を通して、子どもたちへの交通安全指導の徹底を図っていただ

くようにお願いはしておりますけれども、この後もさらに子どもたち自身がやっぱり自らの命は自ら

守るんだという意識のもとに、交通ルールを守って安全な登下校ができるような、そういう指導の強

化を図っていきたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） 次に３問目に入ります。 

先日、全員協議会で説明はしていただきましたけれども、大津町の観光協会の設立についてお伺い

したいと思います。 

２３年の７月から１年間かけて、大津町観光協会の設立に向けての調査、検討を重ね、昨年の９月

に観光協会設立準備委員会が立ち上げられました。会議、協議を進めてこられ、いよいよ設立の運び

となりました。大津町には現在、「明日の観光大津を創る会」というのがあります。これは、行政と

民間が一体となり、町長を会長に昭和５７年に発足いたしまして、３０年事務局は役場商工観光課で

すが、活動の母体は主に総務委員がボランティアで活動を行っているところでございます。もうすぐ

つつじ祭りもあります。大津の三大祭りの特に二つ、つつじ祭りとからいもフェスティバル、これを

担当されております。そして、大津町の広報活動にも積極的に取り組んでおられるのが現状でござい

ます。今回の大津町観光協会という名称で、新たな組織の設立でございます。これには、明日の観光

大津を創る会、商工会、ＪＡ、ホテル連絡協議会、企業連絡協議会、畜協等関係団体からの代表での

構成となっておりますが、この各団体の連携をどう進めていくのかが一番問題といいますか、難しい

のではなかろうかというように思っております。これには、正会員、賛助会員、サポーター会員とあ

りますが、会員外の人のかかわりはどこまでするのか。それから、大津町観光協会の中に明日の観光

大津を創る会を入れることで同じような組織の二本立てではなく、大津町観光協会として一本化した

らどうか、一本化したほうが企画から準備資金の運用等にも柔軟に対応できるのではないかと思いま

すが、町長の考えをお伺いいたします。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 源川議員の観光協会の設立についてのご質問でございますけれども、関係団

体の連携に関しましては、観光関連の法人あるいは団体を含め準備委員会が結成されており、現在民

間事業者を主な対象として会員の勧誘活動が展開されております。会員外の方々にも気軽にご利用に

いただける組織の設立を期待しているところでございます。観光協会と明日の観光大津を創る会の一
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本化でございますが、現在明日の観光大津を創る会は、からいもフェスティバルや、つつじ祭りを、

そしてまた、商工会が地蔵祭りを企画運営しておられます。 

そのほかにも町内にはたくさんの団体があり、いろいろなイベントや祭りが行われておりますが、

今回観光協会が設立されるにあたり、観光協会には今までのイベントへの協力のほか、十五夜の綱引

きや初市など地域の祭りの復活支援や、あるいは地域のＰＲや地域おこしを担いでいただきたいと考

えております。またＨＳＲ九州で行われますエンジョイｉｎホンダや、全日本モトクロスなどの関係

者のみのイベントになっておりますので、そのようなイベントにも町内外から誰もが足を運んでもら

えるように、観光の振興を行ってもらいたいと思っております。温泉施設や遊覧施設を持たない大津

町ならではの観光振興を図るため、また６次産業市場を創設するにあたり、議員質問のとおり観光関

係団体が一体となった取り組みは必要不可欠であると考えております。議員各位のご理解とご協力を

お願いいたしますが、詳細についての状況について担当部長より説明をさせます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 源川議員の質問の中で、現状を等をお答えします。 

まず、関係団体との連結でございますが、議員がおっしゃられたように１昨年の７月から観光協会

の設立に向けて、商工会等に委託しまして、多くの事業所、団地等の意見をお聞きしまして、準備を

進めてきたところでございます。それを受けて明日の観光をつくる大津をつくる会、商工会、ＪＡ等

の連絡等を図りながら、クラブ大津等の入っております。そうした町内観光施設、旅行会社を含めて

１２名の委員によりまして、９月の準備委員会が発足し、これまで１０回等の協議を重ねてきたとこ

ろでございます。発足当初でございますが、町の振興総合計画に観光協会設立が明記されていること

もあり、最初は行政指導の色合いが強い中でのスタートでございました。会議等討議を進める中で異

業種間や各種団体間での連携、それから総合協力が必要であるという共通認識の確認のもとに協会設

立後にさらに連携が深まっていくものというふうに考えているところです。 

会員以外とのかかわりについてでございますが、現在準備委員会では、会員特典といいますか、計

画して町内の各種団体や町民の多くの方にも会員になっていただいて、協働による観光の振興、まち

づくりができるような仕組みづくりが検討されております。 

そして、観光協会には大津の自然や史跡などに恵まれた白川沿い、上井手沿いや弥護山を生かした

観光ルートの掘り起こし、またＪＡ、商工会と連携しながら空き家を活用しての自然を楽しんでいた

だいたり、郷土料理の掘り起こし、大津の食を楽しんでいただいたりといった事業など、新しい特産

品の開発にも取り組んでいただき、６次産業の振興を図っていきたいと思ってるところでございます。 

次に、明日の観光につきましては活動は一本化の件でございますが、これは先ほど町長が述べられ

たとおりでございます。今回の観光協会の設立にあたってでございますが、明日の観光大津を創る会

にもいろいろな形の協力をお願いしているところでございます。準備委員会等の参加もしていただい

ているところです。 

今後、大津町の観光振興を進める上で各種事業の企画立案、運営にあたるなど商工会、ＪＡなど観

光関係団体との連絡調整を行いながら、一体となって同じ目標に向かって連携し、観光振興に取り組
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んでいかなければならないと考えおるところでございます。 

明日の観光の事業関係が計画されておるところでございますが、いろんな部外活動が組まれており

ますけれども、その一つ中で、まずイベント関係でございますけども、イベント部会、あるいは特産

品の開発部門、三つから四つの部門を今計画されておりますけれども、その設立に向かって具体的に

その内容をお示しができるものと思っているところでございます。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） 関係団体、観光に関する携わる関係の会員ですね、例えば、商工会としたら

商工会は一つの会員という形なるのか、それと同じ商工会の会員の方でも個人でも入れるのか。会社

でまた正会員としてに年会費をずっと払うのか。大体１００社ぐらいというふうに予定をされている

ようですけれども、そこのところをいろんな団体は代表として、そこが入ればそこの会員は全部その

会員になるのか、賛助会員なのか、そこのところをお聞きしたいと思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 源川議員の再度の質問でございますが、まず会員関係で正会員になるのか

ということで、まずこの組織設立準備委員会の段階で、各代表の１２名、先ほど言いましたけれども、

独立した会社の名前の中で理事会が設置されております。その理事会はあくまでも独立の会社の部門

でございます。 

それから、賛助会員関係でございますが、この賛助会員の中におきましては、会費等が違いまして

またサポーター会員等もいろいろありますが、これはあくまでも個人的なものになりまして、これは

会費が逆に１千２００円とか、逆に別な会員の中では金額がいろいろ区分されておりまして、そうし

た段階であくまでも会社と個人でも全部入ってもいいという感じになります。また、募集はそういう

形で、金額を明記した段階で募集をかけるならということでございます。ちょっとお答えになりませ

んが、そういう形で進んでいくということでございます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） 結局これの運営収入といいますか、収入というのは年会費とあとはやはり町

のほうからの補助金なりを充てて計画されてると思いますけれども、そこの事務局といいますか、事

務局は職員が１人、事務局としてありますけれども、それだけでやっていけるのかなというのもあり

ますけれども、やはり商業観光課のほうもそれに一緒に携わっていくということなのでしょうか、そ

れもお伺いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 平成２５年度に結局活動が始めるわけでございますが、まだ完全なる総会

等があっておりませんので、また当然２５年度の賛助会員とか、正会員とか、サポートの方がどれだ

けこの中に入られるかわかりませんが、そこら辺のところのことも含めて、また議会のほうにも今回

のほうにお願いをしているところでございますが、ちょっとまだそこら辺のところは、はっきりした

ところを今のこの場所では、ちょっと予算関係については、ちょっと言えないような、言えないとい

うか、再度お願いをしたいと思っているところです。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 観光協会設立４月１日から発足するということで、今準備の皆さんたちが会

員募集関係をやっておられます。しかし、その運営についてどうするかというようなことでございま

すけれども、町のＰＲ、そういうものしっかりとやっていただく、そういう形の中で町も若干の補助

を考えなくちゃならないんじゃないかなと、そしてまた、ビジターセンター関連等の施設を管理委託

を民間、管理委託をしながら、その中でその管理費、あるいは独自の事業関係もやっていただくとい

うようなことを考えながら、その会員の会費とそういう事業の中での利益というか、その関係で予算

を組んでいかれるじゃないかなというふうに報告を受けておりますので、町としても応分の負担は

やっぱりやっていかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思っております。 

当分の間、町から事務的な軌道に乗るまでの指導もやっていくことに考えておりますので、まだま

だ一本立ちするまでにはちょっと時間がかかるんじゃないかなというふうに思っております。ご心配

の明日の観光大津についても、今二つの祭りをお願いをしながらボランティアで一生懸命頑張ってい

ただいておりますけども、この辺についてもしばらくは観光協会でなくして、明日観のほうで二つの

祭りはやっていただくと、順次その辺の一本化するような方向に今後は観光協会のほうで準備考えて

いかれるんじゃないかなというふうに考えておりますし、またそのようになってほしいというふうに

思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 源川貞夫君。 

○１０番（源川貞夫君） この大津町観光協会の設立によってですね、大津町のＰＲを大津町のいろん

な観光に携わる方だけでなくですね、町民をあげて全員で新たな大津町づくりの一環として期待をし

ておりますので、ここ一、二年ぐらいかかると思いますけれども、成功に向けて頑張っていただきた

いというふうに思います。 

ちょっと早いですけれども、これで質問終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） しばらく休憩いたします。１時５５分から再開いたします 

午後１時５５分 休憩 

                    △ 

午後２時１１分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 通告書に従いまして一般質問を行います。 

質問の前に新しい議会となりまして、私は昨年の１２月、この場におきまして町長と約束しました。

またここで議論しましょうと、お互いここにまた立てて、そして座れたわけです。そういった形で予

言的中かなというところでありますが、任の重さを考えましたときに、やはり今回の一般質問二日間

にわっておりますが、俗に言う１年生議員さんですね、という方々のすばらしい一般質問を聞きまし

て、あらためて私も初心にかえり、議員の職責を見つめ直したいと思い、ここで一般質問をおこない

たいと思います。 
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施政方針については、これは町長が１年間の施政、要するにこういった形でまちづくりを進めるよ

というものでありますから、これについては、私は３月議会においては必ずします。しかし、今回は、

選挙が伴いましたので、選挙公約と施政方針についてという形で１問目を行わせていただきます。 

選挙公約と申しますれば、これは任期４年間の公約でありますから、単年度とは違います。選挙公

報あたりが出されまして、我々議員も選挙公約マニフェストを出しているわけであります。そして、

町長選挙におきましては、町長は「みんなでつくろう元気大津～人と自然にやさしい心かよいあうま

ち」ということをキャッチフレーズにやっていきたいということを述べられております。優しさを全

面的に出されたのかなと、この公約において詳しく述べることは非常に難しいと思いますので、充実

を図る、振興を図、確報を図る、体制を図るとか、そういった形でおさめられております。今回の町

長の施政方針をお聞きしまして、私が感じたことは、やはり平成１２年４月に地方分権一括法、これ

が施行されまして、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、また国の関与のルール

化等が図られました。各地方公共団体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開し

てことが可能となりまして、地域主権改革が始まりました。地域に住む住民が、地域のことは地域に

住む住民が自ら決めて、そして自ら暮らす地域の未来に責任を持つという住民主体の新しい発想を求

めていくもので、地方自治の仕組みそのものについても地域の住民が自ら考えて、主体的に行動し、

その行動と選択に責任を負うにふさわしいものとしていくという観点から、町では住民基本条例が策

定されたと理解しております。 

この地域主権改革を推進していくためには、地方自治体においてもその運営にあたって、地域住民

の意思がこれまで以上に反映されますよう、地方自治の仕組みそのものについても地域の住民が自ら

考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うにふさわしいものとしていくという観点から、

地方自治の基本法であります地方自治法についても抜本的な見直しを検討していくことが必要と考え

られます。総務大臣をトップとして地方行政検討会議等々が行われております。国は１千兆円の借金

とか申しますが、やはり中央集権制度が生んだこの歪み、やはり地域主権改革によって地域に沿った

ものを我々はつくり上げていかなければならないと、そういうふうに考える次第であります。 

この地域分権、これを考えますときに、本質は何かなと、もちろん住民が主体、主権在民でありま

すから、これはもうわかりきったことでありますが、行政におけるルール、そういった設定権や決定

権、こういったものが住民みずから意見を述べて、自らでつくっていく、ルールづくりをやる。もち

ろんご承知のとおり、二元代表制でありまして、町長の執行機関と議会の議事機関、条例や議案の最

終的な決定権を我々は担っているわけであります。それプラスですね、やはり住民参加型の議会、そ

ういったものを構築する必要が地方分権の本質と言えるのではないかということを私も考えます。今

回の町長の施政方針を聞いておりますれば、事あるごとに住民参加、そしてまた、協働ということを

述べられております。やはり行政主導だけではやっていけないと、やはり皆様方がみんなでできるこ

とは自らやろうよ、団体自治から住民自治へということであります。これを強く述べられていると理

解しております。そういった中で、やはり町長はこの施政方針というものは、これはやむを得ず多岐

にわたってしまいます。これはわかります。この施政方針で詳細に述べるのではなく、大まかなもの
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を申し述べて、我々議員は予算書というものをきちんともらいますので、そういったものでどういっ

た形で公金が使われて、そして、この地方自治体を運営していくかというものは、我々はわかるんで

すね、ただ、やはりほかのいろんな方々も言われたように、情報の伝達手段というものがまだまだお

ろそかで、住民の方々がそういった意識を共有する、公金の使い方を明確にするといったことについ

ては、我々議員ぐらいしかわからない。それも予算書っていうものは、あくまでも大ざっぱなもので

ありまして、詳細についてはやはり監査なりなんなり、そういったものをして伝票を１枚１枚繰らな

いとわからないのが実情であります。ということで、私は今まで２回監査をやってきたわけでありま

して、中身は相当やはり皆様方よりも詳しいというのもあるかなと思う部分があります。しかし、こ

れからのこの大津町を見たときに、町長が３期目ということで、ちょっと失礼になりますけれども、

これが３期目でもう仕上げられるのかなと、４期目というものよりも、３期目に全力をつくされる。

そして、やり残すそういったものを私はなくしてほしいんです。あいまいな形で次にバトンタッチを

してもらえれば、次の首長さんというものは非常に迷惑でありまして、首長に出てくる方は自らの政

治思想を持って出てこられますので、町長はやはりこの質問の要旨ありますように、４年間のうちに

３年程度ではめどをつけ、最後の１年ぐらいでは仕上げという形をとるのが一番いい形かなとそうい

うふうに思っております。 

しかし、その町長の取り組みの中がその協働と、住民参加というものを考えますれば、いかがなも

んかなというところもやはり出てくるんです。今回は、この質問に対しまして、教育長にも質問をあ

てております。と申しますのも、やはりその住民参加、協働ということを考えた時に、これはある層

の人たちだけでいいのか、それとも青少年も含めた、そしてご年配の方々も含めたやはり全町的な取

り組みでなければならないと、そういうふうに私は考えるからであります。ですから、文科省が学校

運営協議会、コミュニティスクールというものを提案して、それを護川小学校においてやってみると

こういうことを述べられておりますけれども、その文科省の言うことを私はどうも信じられない部分

がありまして、今まで国益に反するようなこと、ゆとりの教育ですね、こういったことをやって本当

にこの国の土台を揺るがすような、たるんだ国民性を引き出すようなことやったことは、私は非常に

残念に思っております。ゆとりの教育って聞いたときに私はいの一番に反対をしました。しかしなが

ら、その当時の県知事も含めて、ゆとりだ、ゆとりだ、ゆとりだという形で皆さんにたちにふれ回っ

たわけであります。それが本当だと、明るい未来があると思わせたわけであります。しかしながら実

際はどうでしょう、数年に及んでやはりそれじゃ駄目だということで転換がなされました。そして、

今は現場の人たちは非常に苦慮されているということであります。協働ということを考えたときに、

それは発想的には非常にしばらしいことではありますが、学校の中に地域の方々が入っていく、保護

者じゃない方々が入っていくということは一つの線引きがそこで失われると私は思います。やはり、

学校は勉強するところでありますから、そういったところはきちんと学校は学校と、地域は地域と分

けておいたほうがいいものも私は多々あると思うんです。ですから、そういうことを考えますれば学

校としてはどういった形でこの協働、住民参加っていうものを考えておられるか。また、取り組まれ

るかというものは教育長に対して質問をしておきたいと思います。そしてまた、町長が施政方針でさ
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まざまなことに多岐にわたって言われましたが、私は今日の新聞を見て即思いました。南海トラフ地

震の予測、こういったものを内閣府が１８日に発表しまして、一面のトップに載っておりました。経

済新聞におきましては、中身あたりにカラー刷りで日本列島が絵で描いてあり、死者の予想とか、被

害額の予想、断水、いろんな形をもう大々的に取り上げられておりました。ですから、施政方針とい

うものは大ざっぱなものでありますが、随時対応しなければならない、そういった政策というものを

町長には求められてきます。例えば、この南海トラフ地震に対しての我々の防災という形はどうすれ

ばいいか。防災をきちんと意識を持ってあたれば災害が最小限になるというようなことも書いてあり

ます。そしてまた、ページをめくりますれば、安倍総理がＴＰＰについて農業、食を守るという決意

を強調されたということです。そしてまた、医療制度の根幹でもあります国民皆保険制度についても、

これは日本独自で絶対崩してならないというようなことを申されております。こういった形におきま

しても、町長は即座に対応しなければならないし、また私がうれしかったのは、この４面目に熊日新

聞ですけれども、本田技研工業ですね、本田技研研究所としてありますけれども、これは埼玉のほう

ですけれども、超小型車を貸し出しをしますと、高齢者を対象にいう形で、やはり我が大津町はホン

ダ抜きでは語れないところがありまして、こういった企業があること自体誇りに思っております。ま

た、我が大津町の町長の今専用車と申しますれば電気自動車であります。そういった形でそういった

企業が開発した最先端の技術、そういったものを後押ししながらこの町政を運営されていくわけであ

りますから、この超小型車の貸し出しあたりがやはり全国に先駆けて、やはり本田技研工業がある大

津町あたりが先頭をきって後押しして、そして暮らしやすい、そういったまちづくりに寄与すればい

いなと思ったりもします。ということで、今回町長にこの施政方針について、そして選挙公約につい

て、これからの取り組みはもうこれを見てわかりますので、随時対応しなければならないというもの

が出てきます。ですから、この施政方針も横に置いといて、防災のほうに力を入れますとかいうのが

もう既に出てきてると私は思うんですよ。この施政方針というものは、もう作成されて数日、１週間、

２週間過ぎてるじゃないですか、と考えますれば、随時対応を考えますれば新しい政策というものが

既に頭の中で描かれておられると思います。描けないのは、能力がないからであります。ですから、

そういったことを含めまして、これからの４年間というもの大局として答えていただいて、そして今

年この取り組むべきものというものの最重要課題は何か。実際昨日と今日の質問の中に防災という言

葉が幾度も出ております。非常に自由なことであります。やはり人命を守る、そして財産を守る、そ

ういったことを考えますれば、やはり町長のこの施政方針ではない部分、新たに出てきた部分という

ものが、既にこの南海トラフを読んでみても出てきてると思いますので、この点について質問をいた

します。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 永田議員のご質問でございますけれども、３期目、町長の集大成としての４

年間の全体計画を示し、完成形を目指すべきではないかとの質問でもありますが、全体計画と言える

ものかどうかわかりませんが、私は今回の選挙において町民の方たちと次の４年間の約束をしました。

この約束は、政権が代わり最近になってやっと明るい兆しが見えてきているものの長引く経済不況に
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対して、何とか大津町を活性化しなければならないとの思いから、地域の再生、また７月１２日の北

九州北部大水害、あるいは東日本大震災を経験し、住民の安心・安全を守らなければならないという

思いから命を守る、また少子高齢化、人口減少社会への対応として、子育てや教育の推進を掲げたと

ころです。この三つの約束を掲げた基本的な考えは、大津町が元気になって町民の方たちが安心して

豊かに暮らすことができるようにしたいという思いで、この三つの約束はそのための手段と考えてお

ります。目的は、大津町が元気になって、町民の方たちが安心して豊かに暮らすことですので、その

時の状況によって、当然手段も変わってくることになりますし、町民の生活は４年間という任期があ

るわけではございませんので、当然それに対応した行政も継続していくものであり、私は常に、特に

４年間の集大成を目指す必要はないものと考えており、その時の状況により対応していきたいと考え

ております。とはいえ、三つの約束は４年間で大きく変わるものではないと思いますので、どこまで

できるかわかりませんが、任期の間、精一杯やらせていただきたいと思っているところですので、議

員各位をはじめ、町民の皆さんのご協力をお願いしたいと思います。 

また、住民参加、協働による限界がありはしないかとのご指摘もいただいておりますけれども、私

も当然限界はあると考えております。しかしながら、だからといって住民が主権者であるという基本

的な考え方からすると、やはり住民の方に積極的に参加していただきながら、住民の方と協働してま

ちづくりを行っていかなければならないと考えております。その方法については、これから更に工夫

をしていかなければならないという思いをしております。 

これまでの４年間の仕事関連について、住民の皆さんとともに議会のご理解のもとにそれなりの成

果をあげてきておるというふうに思っておりますけれども、公共施設等の防災機能並びに防災推進に

かかります町の人口は増加しておりますが、将来の少子化は避けて通られず、若年層の定住促進を緊

急課題と考えており、都市計画を見直し、住環境を整えることが必要であるというふうにも思ってお

ります。また、地域リーダー育成としてのまちおこし大学を活用し、地域産業や新エネルギー及び地

域福祉などの政策にかかわっていただくことで、住民やＮＰＯなどが公共の一部を担う新しい公共の

実現に向けての意識改革が必要であり、共有や協働することで意識改革が高まるとともに人材育成に

つながり、地域の絆も深まっていくものと考えております。 

現在、各行政区においては、役場職員を地区担当職員として配置しており、それぞれの地域と行政

との情報の共有に努めているところですが、今後も引き続きこの制度を活用し、地域の要望・課題を

しっかりととらえ、関係団体や組織と協働して地域間の連帯や町と地域の情報を互いに共有し、さら

に活性化する地域づくりを目指したいと考えます。このように大津町まちづくり基本条例の理念に基

づき町民と行政がそれぞれの役割を認識し、自主性・自律性を高めながら個性豊かな地域社会を形成

するため、住民と行政が主体性を持ち、連帯意識に支えられた協働のまちづくりの推進してまいりま

す。 

なお、今後の事業計画につきましては、議会にご報告をさせていただきながら取り組んでまいりた

いと考えております。この４年間で将来大津町がさらに発展しつづける基盤を整えるための人と自然

にやさしい心かようまちづくりに向け、全力で取り組んでもらいたいと思っております。 
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○議 長（大塚龍一郎君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 永田議員の教育に関するご質問に対してお答えいたします。 

地域づくり、国づくりは人づくりからと言われますように、将来の社会の担い手である子どもたち

の健全育成が、いかに重要であるか常々念頭に置き教育行政にあたっています。大津町教育委員会と

しましては、平成２２年度に教育基本構想を策定し、夢を持ち夢を育み夢をかなえる教育実践を基本

理念として、生きる力を身につけ、良き社会の形成者として未来を開く子どもの育成を目指していま

す。つまり学校教育を終えた後、社会に出て、精神的にも経済的にも自立して、社会の有為な人材と

してたくましく生きていける子どもの育成を目指して、日ごろの教育活動を展開しております。その

実現には学校が中心となり、家庭、地域、行政の連携が欠かせません。そこで地域とともにある学校

づくりを推進しています。ところで今、日本の子どもたちの姿から教育の課題として指摘されている

ことがいくつかあります。子どもたちの人間関係が希薄である。人とコミュニケーションをとるのが

苦手である。規範意識が低い、いじめや不登校があり自殺につながる事例も出ている、道徳心が低い

などです。さらに学力低下も問題になりました。これらの課題は、子ども自身の問題であると片付け

るわけにはいきません。それは家庭や社会の問題であり、学校の問題であるからです。環境が人をつ

くるといいます。まさに子どもたちは家庭、社会、学校環境によって育っていくのです。端的に言え

ば、大人の後ろ姿で育っていくと言っても過言ではないと、私は考えております。子どもたちがいろ

いろな立場の大人とかかわることの必要性を感じます。そのためには、子どもたちが校外へ出て、地

域社会の人と交流したり、共に活動したりする機会や、地域の方々に学校に入ってもらい、長年の生

活経験を通した生活の知恵や技、趣味や生涯学習で習得された知識や技能などを生かして、直接子ど

もたちを指導したり、支援したりしていただくことが大きな教育効果を発揮します。地域の大人のか

かわりで、学習目標がよりよく達成されるだけでなく、優しさや一生懸命な姿にふれ、大人への信頼

感や憧れも育ちます。会話も生まれます。顔見知りになり、名前までお互いに覚えると、勝手な行動

はできなくなり、自制心が働くようになります。また、子どもたちとかかわってくださった方々は、

ご自身も喜びを感じてくださってる場合がほとんどです。さらに学校にくることで地域の方同士が親

しくなれることも多々ございます。 

学校教育の主たる責任は、学校と教育委員会にあります。しかし、学校という枠の中だけの人材と

環境では、教育の充実向上を図り、子どもたちを健全に育成するには限度があります。ですから、前

述しましたように、学校、家庭、地域、行政が連携し、地域とともにある学校づくりが求められてい

るのです。町内の小中学校では、いずれの学校も地域人材の活用に力を入れています。授業中の支援、

始業前や放課後の学習支援、読み聞かせ、校外学習時の見守り、登下校時の見守り、環境美化支援、

地域学習時の説明支援等々です。学校によって活用の人数や活用内容、活用の回数には差はあります

が、活用の効果はいずれも出ています。社会の変化に伴って、家族形態や労働形態にも変化が出まし

たので、平日の日中の活動になりますとＰＴＡに支援を求めるのは厳しい現状でございます。一番の

支援者は、第一線をひかれた地域の方々です。地域の子どもたちは、地域で育てる理念を子どもにか

かわるすべての人が共有し、その役割と責任を果たしていく仕組みが必要なのです。その仕組みが学
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校運営協議会、つまりコミュニティスクールであるととらえています。保護者の代表、地域の代表、

校長、教頭、担当教職員、教育委員会、学識経験者などが運営協議会委員となり、校長が提案する学

校教育目標や学校運営基本方針や教育活動などについてよく考え、話し合っていただき、そこでの承

認を経て、同じ目標に向かって一緒に活動していくのです。その具体的活動を担うのは運営協議会の

下部組織です。学校によって、その組織体系は変わります。コミュニティスクールの調査研究を平成

２３、２４年度に実施しました護川小学校では、学校行事部、学習推進部、環境部、安全部を設け、

それぞれの部のリーダーには地域の方になってもらっています。地域とともに学校教育目標を共有し、

地域とともに進める学校づくりによる護川小学校の成果は次のとおり報告されています。 

学校に足を運ばれる地域の方が飛躍的に増加した。学校、家庭、地域の協働による行事づくりがで

きた。朝食抜きや車での送迎がほとんど見られなくなった。学校が目指す子ども像を家庭、地域も共

有して育成にあたっていただいてるので、子どもに成長が見られた。学校からの発信が地域かわら版

として地域に浸透できた。学校職員と地域とのつながりができた。地域ぐるみの防災訓練ができた。

子どもたちが地域の人への感謝の気持ちを持つようになり、ボランティア活動にも積極的に取り組む

ようになった。などです。残された課題もあります。もっと子どもたちの成長につながる仕掛けが必

要ではないか。学校がもっとコミュニティスクールの取り組みについて、保護者等への浸透を図る努

力をする必要があるのではないか。行政の支援も必要だ。などです。 

これらの成果と課題を踏まえ、学校が家庭、地域と熟議と協働のもとに子どもの教育にかかわり役

割と責任を持って地域の宝である子どもたちを健全に育成するために護川小学校を先行的にコミュニ

ティスクールに指定したいと考えています。そして、その取り組みを検証しつつ、美咲野小学校をは

じめ、町内小中学校へ広げていきたいと考えております。以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質問いたします。町長は、集大成は必要なしと、言うならば私はちゃん

と成果を出してきたんだから、このスタイルでいくと言われたのかなと思いました。 

そしてまた、教育長はずらっといいことを並べられましたので、メモをしこなすことができません

でした。私は思うんです。まず教育長から再度質問しますけれども、学校を充実すればさせるほど子

どもが家庭よりも学校側の、言うなら意識のほうを強く持ってしまうんではないかなと、親としての

責任ですよ、私は。自立ということと、教育効果、いろんなことをいいことを言われましたけれども、

本来の人間のあるべき姿、学校がなくても親がそういったいろんな学識を持っとって、本当に教える

ことができたならば義務教育ではありますけれども、本当は学校は必要ないかもしれません。私はで

すね、その親と子どもを引き離すような充実をさせすぎというものが僕は怖いんです。自ら考えるこ

とを少々、今までの一般質問でも何回も言ったんですけれども、少々不便というぐらいのときがみん

な知恵を働かすんですよ、子どもたちに至れり尽くせりというものをあてがったら考えることをしま

せん。ですから、今の子どもたち、我々もですけれども、帰ったらすぐ私は一番にテレビを消します。

いつもお笑いがふざけてばっかりおります。ですから、もう今学校あたりにいくと、本当子どもたち

がそのノリで授業を受けるんです。 
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ですから、本当に家庭できちんとしつけをさせないと、いろんな形でこれでもかこれでもかという

形で引き出して、これじゃいかんからならこれをやってみらんかというような形をやれば、それが線

引きがなくなってしまって、家庭と学校の役割というものが逆に不明瞭になると私は思います。 

ですから、いいこともたくさんあったでしょう。教育効果というものが出ているというものを実態

をちゃんと言われましたので、ただ一番怖いのは、本当に自立というものを自ら子ども自体が考える

子は、本当に自分たちの小さいころもでしたけれども、いろんな未知の世界に、川とか山とかですけ

れども、冒険をします。そして、いろんな発見をするんですね。それが学校が忙しくなったら、そう

いったことをやらないでしょうおそらく、学校と家庭のピストン運動で終わりますよ、それが怖い。

時間がなくなるんですね、これでもかこれでもかという形で出してしまったならば、子どもはもう本

当に自立どころか自信を失ってしまうんではないかという危惧はありますので、そこの点はきちんと

間合いをちゃんと取って、間隔をちゃんと取っているのか。そういったところを再度この１点だけは

再度質問しておきたいと思います。 

また、町長におかれましては、そういった形で住民基本条例というものをつくったんだから、そう

いった形で取り組んでいく。ただ協働と考えたときに、協働いうものはやっぱり限界があるんですね、

言うならば。皆さんは、この町民全体が一つの意識を持って一つのことをやれるかってしたなら、そ

れはちょっとできないでしょう。やっぱり行政活動の全般にわたり協働ができるかといったならば、

これは疑問です。限界があると思います。 

そしてまた、地域住民組織への市民側の加入参加ですね、いろんな組織があります。それに入って

いる人、入ってない人、いろんな形がありますので、そういった団体同士のすりあわせとか、そう

いったものが諸団体の相互に対等の立場に立つような努力ができるのかと、我が団体はいろんな理念

があるから、あんたたちの団体とは違うんだよっていうような団体組織をつくったならば、そういっ

た意識が働きます。実際、国というのもいろんな政党があります。いろんな思想があるんです。です

から協働の限界というものも、もちろん計算式の中に入れなくてはならないのではないかなと私は思

います。そしてまた、ルールづくりについて、その住民基本条例、あくまでも基本的なことであって、

それから派生して、広く大きく考えましょうよと、理解しましょうよということではないかなと私は

感じております。しかしながら、今までのあの基本条例をつくった後どうでしょう。いろんな議員さ

んがこう書いてある、ああ書いてあると、小さいことばっかりいっぱい言ったじゃないですか。結局

ですね、理解を重箱の隅をつつくような質問をいっぱいかぶせてくるんですね。それって町民のため

になるのかなって思うんですけど、私はその協働ということを考えたときに、やはり自らやるってい

う、そういった仕掛けづくりとか、そういったものをきちんと施政方針で示すべきだと、それは最低

でも示すべきだと私は思うんですよ。それが本当のリーダーだと私は思います。リーダーたるものは

歩むべき道がたくさんある中で、この道が最高の道なんです。皆さんこの真ん中を通ってくださいと

いうのがリーダーなんです。たくさん道があるのに、どこいっていいかわからん、皆さんの自由です

よというのはですね、何のために町長がいるかっていうことですよ。ですから、今度町長になられて

私はそういったリーダーシップを引き出したかったんです。だからこの質問をやりました。リーダー
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シップっていうものは、これはやっぱり何の組織でもですけど、何か一度リーダーをした人というの

はやっぱり全体を俯瞰（ふかん）して見る癖ができますんで、ものごとを平面的に見ません、立体的

に見るんですよ。ですから、リーダーの第一条件は立体的に見ること。私たちはあの予算書を見たら、

私もさすがに１６年、１７年目ですよ、立体的に見ます。まちづくりというものを平面では考えてお

りませんので、そういった形で私は町長にこの施政方針に足りないもの、これは何かといったなら

リーダーシップです。協働だ住民参加だと言ったならば、あなたたちがやりなさいって言ってるよう

な形ですよ。やっぱりこういったところは、右に行くべきだ、左に行くべきだ、真ん中を通るべきだ

と言うべきではないでしょうか。再度質問いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 永田議員の再質問にお答えいたします。 

家庭と学校、このきちんとした線引きも必要ではないかというお考えでございますけれども、もち

ろん連携協力をすべきところはしなければなりませんけれども、家庭も学校も一緒くたになってしま

う、そういうものでもないと思っております。第一義的に教育の責任は家庭にありと、法的にもうた

われてございます。このことは、町でつくりました教育基本構想の中にも明確に打ち出しておりまし

て、機会をとらえて保護者の方々にもお話をしますし、また学校を通してのお話もお願いしていると

ころでございます。特に、子どもたちの学習をするにしましても、生活するにしましても、基本にな

るのはやはり家庭で培われたところでの生活習慣でございます。基本的な生活習慣、これが最も大事

なものでございます。一般的にしつけと言いますけれども、このしつけなしに学校で子どもたちの教

育をしようと思いましても、多々困難な部分に出くわしてしまいまして、なかなか学力向上に結びつ

かない部分もございますので、この辺のところはしっかり認識した上で家庭のほうにもその重要性を

訴えていきたいというふうに思います。ただ、目指す教育の方向性は、やはり学校と家庭は共通、共

有しておくことが大事なことではないかなというふうに思います。それぞれバラバラの方向に向かっ

て子どもたちを教育するとなりますと、一番混乱を起こすのは子どもたちでございますので、目指す

方向性の共通、共有化を図っていかなきゃならないなと思っております。 

それから、先ほどおっしゃいましたように、やっぱり今一番求められているのは、子どもたちが自

分で考えて自分で判断して、そして、それを自分で行動に移すことができるようなそういう人間を育

てることでございます。それは学校教育の中でも、特に学習指導要領が改訂されました後は、そこを

最も重視しながら生きる力を身に付けることに力を注いでおります。例を申しますと、特に学校現場

で子どもたちが主体的に意欲的に取り組む活動となりますと、中学校は生徒会活動です。小学校の場

合は、児童会活動もございますけれども、こちらのほうは行事あたりに対する取り組みをある程度の

子どもたちのほうに任せますと、非常に子どもたちはいろんなアイディア出しながら、自分たちの考

えた企画に基づいて力を合わせて頑張っていきます。昨年の運動会も、それぞれの学校特色があって

すばらしい運動会をやりましたけれども、特に私感動しましたのは、二つの中学校の運動会でござい

ました。話を聞きますと、やはり教師主導の運動会づくりから、生徒会のほうに委ねたことによって、

生徒たちが非常に自覚して、自分たちの力で運動会をつくろうという意気込みのもとに一致団結して
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取り組んだその成果が運動会に現れたということでございまして、やっぱり子どもたちの力を信じて

任せることもまた大事だなということを実感した次第でございます。 

それと、もう一つやっぱり大事にしていかなきゃなりませんのは、体験活動です。どちらかという

と学校は座学のほうが多ございます。座学を大事にしていかなければならない学びもありますけれど

も、やはり子どもたちの心に浸透し、そしてそれが自覚されて行動につながるためには、体験が必要

です。いろんな体験が必要です。その体験も学校の中だけでは、または学校の教職員だけでは体験の

必要性は感じながらもさせられない部分も多々ございます。そういった部分をコミュニティスクール

の中で取り組んでいただいた例が護川小学校に１、２あるんですけれども、一つには低学年が地域に

出かけていって地域探検をする活動があります。 

○１３番（永田和彦君） 教育長、わかりました。もう１時間あっても足らんと思いますけん。 

○教育長（那須雪子さん） 体験などをする場合には、やはり地域とか保護者の協力が必要でございま

すので、そういう意味でもコミュニティスクールは有効ではないかと考えているところでございます。 

失礼いたしました。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） まちづくりについてのリーダーシップをしっかりやれというようなことでご

ざいます。まちづくり基本条例を策定するためにも地域の皆さんのご協力、住民の参加をしっかりそ

の責任を訴え、ご協力をお願いしたいということで基本条例をつくらせていただきました。そして、

その中でやっぱり基本的にやっぱりお願いをしていくためには、その地域の皆さんのリーダーこれを

育成しないと、やっぱり地域の下へおりていかないなというような思いをしておりますので、今後に

ついてはやっぱり地域の人、あるいは各種団体のリーダー、この人たちの育成をしっかり図っていき

たいというような中で、地域の住民の参加をその人たちとともに参加させていただくようお願いした

いというふうに思っております。 

もちろん、これまでも自分の思いについては、職員にもしっかりと言っておりますけれども、なか

なか下へ通じない点もあります。しかし、我々としてはやっぱりその思いを私の思いの中で、このよ

うしなくてはならないと、当時は町長が言ったからこうしますというような形でありましたけれども、

そうでなくして、私の思いの中であなたたちの考えておる一番現場に直接おる人間が、ちゃんと意見

を私に言ってもらわなくては決定権がないよということで、もちろん現場におる人々は地域の状況を

しっかり把握するために、そのために地域職員を配置しながら、その情報をしっかりと交換しながら

やっていこうということで職員の教育をやっております。 

ただ、私もちょっともっこすなところがありまして、やっぱり駅前楽善線は、これは昔から防犯あ

るいは防災、そしてまたトシネ神社の課題事項がずっと取り残され先送りしてきておりましたので、

どうしても上の道路から、上の台地からこの道路を一つ通すことが大津町の都市マスタープランの中

でうたわれておりました。そして、東のほうが今言う西鶴中井迫線でございますけれども、あれは県

のほうにしっかりとお願いしながらやったその成果が今の幹線の道路になる。やっぱりリーダーとし

ての思い込みは思い込んだときにしっかりとそれを通していける、そういう力をリーダーとしては
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もっておかなくちゃならないんじゃないかなと、そのためにはやっぱりその目的に向かって、今国道

５７号の拡張、あるいは立野ダムの関係、それに伴うところの石坂線、町道石坂線の改修関係はもう

１０年近く先送りされてきておりますので、その辺についてもしっかりと道筋をつけていかなければ

ならないんじゃないかなというふうに思っております。 

そういう意味におきまして、リーダーとしての役割、まずは人材育成、そういうことにしっかり力

を入れていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） ２問目にいきますけれども、１問目の締めといたしましては、選挙公報を見

てもあまりにものっぺらっとしていて、山場がないと、メインの料理がないなというように感じまし

たので、やはりここは町長として、やっぱりこうやるんだ、ああやるんだっていうような何か強さと

言いますか、俺についてこいみたいなそういった気概がほしいなと思ったしだいであります。２問目

に移ります。 

２問目、投票率過去最低の責任！と、これは非常に大問題でありまして、もう何度も何度も言われ

ておりますけれども、６２.７４は、これは政治不信が極みに達していると私は思っております。私

は本当にこの同時選挙というもので、有権者の方々の意識が高まりまして政治参加と、選挙という形

で政治参加という形でより高い民主主義が出来上がるものだと確信しておりましたが、開いてみれば

結果は逆でありました。本当に悲しかったです。ここまで景気も低迷しましたが、やっとアベノミク

スで上向いてきているわけでありますけれども、やっぱり精神的なものか、気持ちが全体的に住民の

皆様が落ち込んでいるのかなということも思いました。どうにかして元気づけたいなという思いと、

そしてまた、そういった中においても投票にいってより良いまちづくりの参加者となるんだというよ

うな、その気持ちを引き出せなかった責任というものは我々議員も、そして町長もあるのではないか

なとそういうふうに思います。やはりここは、関係各位は猛省をしなければならないというふうに私

は思っております。 

実際、今回議会、この議会うちの議員というものは定数が非常に少なくやっておりますので、本当

に議員各位の責任というものはそれだけ重くなったと感じておりますけれども、いざふたを開けてみ

ますれば、見てのとおりの根回し人事でありました。いろんな形でそういったものが政治不信に、ま

たならないかなと思うところで、私も相当有権者の方からおしかりを受けた次第であります。 

では、何がこういった投票率悪かったのかと、やはりこの町政運営というものに対しての町民の批

判というものは、やはり多々あるからとそういうふうに思っております。そしてまた、議員のそう

いった各位の取り組みというものが認められていないのかなというものを思います。選挙制度あたり

も本当に何日の新聞だったか載ってましたけれども、ただ連呼をするだけと、しかしながら公職選挙

法はそういうふうにできております。ですので、私もああいった選挙はしたくありません。本当に自

分の政治姿勢を訴えて理解していただいて、清き一票をいただきたいというのが心からの気持ちであ

りますけれども、いざ選挙戦になりますと、「頑張ってね」って、だけど○○さんは３回あいさつに

きましたよとか、５回あいさつにきましたよと、そういった形でお情けちょうだいみたいな選挙を
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やってるんですよ。これっていうのも本当みんな開いた口がふさがらないと、もう次回ぐらいから玄

関を開けてお情けちょうだいいたします。私に一票くださいと土下座するやつが出てくるかもしれま

せんよ、そんな選挙戦だったですもんね。私は恥ずかしかったです。ああなるほどって、３回きた、

５回きたと、そういったところで議員というものを選んでおられるのかなと。そしてまた、選挙戦は

反省してみますれば、本当にうるさかったと思います、住民の方々に。しかしながら、最終日あたり

はウグイス嬢あたりが、助けてくださいとかですね、そういったことまで言うウグイス嬢がいるんで

すね。もう開いた口がふさがらないです。助けてくださいとはいったい何でしょう、本当。これが議

員の選挙戦でしょうか。本当恥ずかしかったですよ。私はそういったものは本当に是正しなければな

らない。そして、そういった反省する場を議会も自ら町民の皆様の中でやるべきだと考えております。

しかしながら、これは議員各位が決めることですから、どうなるかはわかりません。だったら、今度

は町長側です。町長はこの投票率についてどう思われているのかなと、この町政運営に対して批判は

なかったのかなと、そういったことは考えるべきだと思います。議会も悪かったところは是正しなけ

ればならない。きちんと批判は受け止めて見直すべきものは直さなくてはならないと思いますし、町

長も至らなかった点がなかったんではないかなと、反省すべきではないかなと私は思います。 

実際、私はこの議会を新たに開拓するべきものは何かと申しますれば、私は解決策はある程度持っ

てるんですよ、時間がないからもう答えから言いますけれども、私はですね、まずこの議長から全部

の議員の給与を合算して全部同じにします。同じ報酬にします。報酬と給料は違うんです。給料とい

うものは職員あたりは、この役場に入庁して、そしてきちんとした仕事をして給料というものをもら

うんです。ところが議員というものは報酬で、報酬というものは成果がないものはもらったらいけな

いんですよ、成果を出せない人は報酬はもらうべきではないんです。町民のためにならない議員は報

酬はもらったら駄目なんですよ。お願いしますとか言ったら駄目なんです。そういった議員がですね、

だから、これを一回本当に同じ報酬にしてやったら本当実力者しか議長にはならないでしょうし、い

ろんな委員長にもならないでしょうし、本当の形ができると思います。これは乱暴は方法ですけれど

も、それぐらいあら治療をしなければ本当に、おい今度の議会は違うぞと言われんと思うとですよ。

それぐらい手を出さなければ、改革しなければ、本当に町民の気持ちというものが議会も行政もブ

ラックボックスで何をやってるかわからんというような形で次回の選挙のときも、そういった形が出

てきはしないかなという私は危惧をしております。 

次回の選挙は８０％、９０％出せるようなですね、お互い意見を出しあって町長と議論して、そう

いった策を練らんと、本当の民主主義、町長が言う協働とかいろんなものももうできないんですよ。

ここのところは非常に重要なポイントです。ただ一部の方々、もう３分２に満たらんだったですね、

６２.７４ですから、ですから本当に過半数はいってますけれども、できるだけ１００に、本当は１

００ですよ、ですけれども、そういった形を目指すような施策に取り組まないと、もう議員もこの数

字には本当に愕然としていると思いますので、議員各位もいろんな形で協力できると思います。です

から、町長としてもこの数字、過去最低の投票率に対してからの政策は何かを持つべきだと私は思い

ます。これを持たなければですね、本当の民主主義は達成できないし、住民主権、とてもじゃないが
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できませんよ。ここは町長はやっぱりリーダーとして、今後の取り組み、やはり４年間で取り組まな

くてはならないことが大きく出てきたじゃないですか。これはきちんと町長は、皆さんに向かって述

べるべきだと思います。質問いたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） まちづくりのための選挙、もう一番大切なことでございますけれども、その

投票率の低下についても、私も反省をしておるところでもあります。 

もちろん議員の当初一緒の選挙のとき、議員無投票じゃないかなというような心配も聞かれておる

ようであります。合志市が無投票だったのでと。しかし、その後、批判は無投票はいかんですねとい

うような話があっておるようでございますけれども、それは何でだろうというような形になりますけ

れども、やっぱり私が今進めておりますまちづくり、協働のまちづくりのしっかりと住民の皆さんに

知らしめる中で投票率が上がってくるんじゃないかなと思います。ただし、そのためには行政は何を

やるかということになったら、やっぱり民主主義の原点が選挙である以上、１票の価値重みを教え、

民主主義とは何か、選挙とは何かを子どものときから思考させることが、選挙は他人ごとでない自分

たちの生活につながっているんだという大事なプロセスだと思います。選挙とは、やっぱり選ぶ側と

は選ばれる側の共同作業でありますので、主権者教育の充実と同時に、政党や候補者の側もやっぱり

現在の社会問題、いじめなど、あるいは住民の皆さんがいろいろと心配されておる年金や介護、そし

てまた、働き手の減少や若者が減り、社会の活力が失われるというような問題についてしっかりと

我々行政が住民の皆さんに知らしめるというか、そういうことをしっかりやっていくことによって、

住民の皆さんが地域での状況がしっかりとわかってこられるんじゃないかなというふうに思っており

ますので、今後についてもしっかりと行政の状況関連等もしっかりとＰＲというか、意見交換をしな

がら選挙に関心を持っていただけるようなことを選挙管理、あるいは教育委員会とともにしっかりと

教育推進を図っていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大塚龍一郎君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） お互い町長も議員も本当野望を捨て志を高く持ってまちづくりに励んでいき

たいと思います。どうか次回の選挙が、町民の皆様方がたくさん参加されて、真に信任を得るような

そういった形に持っていけるように我々議員もいろんな知恵と工夫を出しあってやっていきたいと思

いますので、今後のまちづくり、お互いにしっかりとやっていこうではありませんか。 

これで一般質問を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） これで、一般質問は終わりました。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これで散会します。 

午後２時５５分 散会 
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議 事 日 程（第５号） 平成２５年３月２２日（金） 午後１時 開議 

                                   

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 各常任委員会の審査報告について      質疑、討論、表決 

日程第３ 委員会の閉会中の継続調査申出書について  議決 

日程第４ 発議第１号 大津町議会会議規則の一部を改正する規則について 

上程、趣旨説明、質疑、討論、表決 

日程第５ 発議第２号 大津町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

           上程、趣旨説明、質疑、討論、表決 

日程第６ 発議第３号 専決事項の指定についての一部改正について 

           上程、趣旨説明、質疑、討論、表決 

日程第７ 議会広報編集特別委員会の設置について 

追加議事日程（第５号の追加１） 

日程第８ 委員会の閉会中の継続調査申出書について  議決 

 

                  午後０時５９分 開議 

 

○議 長（大塚龍一郎君） これから、本日の会議を開きます。 

 

     日程第１ 諸般の報告 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第１ 諸般の報告をします。本日の議事日程並びに平成２４年第５回

大津町議会定例会の会議録は、議席に配付のとおりです。 

  これで、諸般の報告を終わります。 

 

     日程第２ 各常任委員会の審査報告について 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第２、各常任委員会の審査報告についてを議題とします。委員会審査

報告書は、議席に配付のとおりです。これから、各常任委員会における審査の経過並びに結果につい

て、各委員長の報告を求めます。 

  経済建設常任委員長永田和彦君。 

○経済建設常任委員長（永田和彦君） ただいまから、経済建設常任委員会に付託されました案件につ

いて、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第１５号、１６号、１７号、２４号関連、２５号、２６号、

２９号、３０号関連、３２号、３３号、３５号、３７号の１２件であります。 
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 当委員会は、審議に先立って３月１２日に関係する２２箇所の現地調査を行い、１３日、１４日に

委員会Ｃ室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。以下、その審議経過の概要と結果を要

約してご報告申し上げます。 

 今回は初めて議員になられた方々がおられますので、この委員長報告というものは、あくまでも重

要と思われる部分だけしか説明は申し上げません。２日間Ｃ室で机上で議論しましたけれども、この

２日間の審議の内容をすべて申し上げることはやはりできないのです。ですから、要約して言います

ので、そのあとに疑義があれば質疑という形でお受けいたします。よろしくお願いします。 

議案第１５号、大津町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

の制定については。 

 委員より、今回の制定は国に準じたものか。町独自で追加や削除したものがあるのかとの問いに、

執行部より、ほぼ国と同様の内容となっておりますと答弁をいただきました。 

採決の結果、議案第１５号は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、議案第１６号、大津町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定についてであります。 

 委員より、今まで、道路構造令に基づいてやってきてデメリットとかあったのか。この条例を制定

すると町はやりやすくなるのかとの問いに、執行部より、山間部の市町村などでは地域の実情に合わ

せることによってメリットがあると思いますが、大津町においては今までもデメリットはなかったと

思いますし、条例制定後も今までどおりだと思いますと答弁をいただきました。また、委員より、条

例を制定することによって財源とか有利になるものが示されているのかとの問いに、執行部より、有

利になるものはありませんと答弁をいただきました。 

採決の結果、議案第１６号は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、議案第１７号、大津町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制

定についてであります。 

 委員より、準用河川について、今後改修計画はあるのかとの問いに、執行部より、今のところあり

ません。また、委員より、桜川は一級河川の日向川にはいるまで桜丘の中を通ると思うが、吐ききれ

ない箇所があるのではないか。去年の水害はどうだったのかとの問いに、執行部より、水害の被害を

受けた箇所もありますが、災害復旧事業で対応しますと答弁がありました。 

採決の結果、議案第１７号は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、第２４号関連、大津町営住宅条例の一部を改正する条例についてであります。 

 委員より、現在計画されている改修のほかに今後どんな改修があるのかとの質疑に、執行部より、

平成２６年度までに西嶽団地、北出口団地の通路改修、鍛冶の上団地、西鶴団地の屋根、外壁を完了

させます。以後はあけぼの団地の大型改修があると答弁をいただきました。 

採決の結果、議案第２４号関連は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、議案第２５号、大津町都市公園条例の一部を改正する条例についてであります。 

さしたる意見もなく、採決の結果、議案第２５号は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決

しました。 
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 次に、議案第２６号、大津町下水道条例の一部を改正する条例についてであります。 

これも採決の結果、議案第２６号は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、議案第２９号、町道の路線認定であります。質疑はありませんでした。 

採決の結果、議案第２９号は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決定しました。 

 次に、議案第３０号関連、平成２５年度大津町一般会計予算についてであります。 

 農業委員会関係では、質疑はありませんでした。 

 経済部農政課関係では、委員より、自立経営体育成資金利子補給に係る資金の元金はどの程度かと

の問いに、執行部より、法に基づく経営改善計画を町が承認した認定農家のみが利用できる資金で、

貸付実行額は１９経営体で約１９億２千万円です。平成２４年１２月末現在の残高は約１２億７千万

円となっておりますとの答弁がありました。委員より、昨年の災害の影響で、作区付けできなかった

圃場があるが、戸別所得補償制度の交付金は受給できたのかとの質疑に、執行部より、作付け準備を

行っており、罹災したことが証明できれば特認申請がでたことから申請を行い、交付金を受給してお

りますとの答弁がありました。 

委員より、畜産振興対策として、今後あか牛の振興をどのように行うかとの質疑に対し、執行部よ

り、あか牛と黒牛の価格差は１頭当たり約２０万円程度であり、あか牛減少の原因となっておりまし

たが、最近の市場では５万円から６万円程度の差まで縮小しております。近年の健康志向や飼養管理

の容易さなど、あか牛のよさが見直された結果でありまして、今後もＪＡ菊池や県畜産農協と連携し

ながら畜産振興対策事業補助金を有効活用し、あか牛の振興を図る計画ですとの答弁がありました。 

また、委員より、圃場整備事業は、機械化等により効率的な農業を図るために実施するものである

が、町の都市計画とのすり合わせはできているのかとの問いに、執行部より、圃場整備事業は、農振

農用地区区域の農用地が事業対象であり、事業に当たって都市計画との特別なすり合わせは行っては

おりませんが、５年に１回の農業振興地域整備計画の見直し時には、将来の町振興計画の観点から都

市計画との整合性を図っておりますとの答弁がありました。 

また、委員より、農地災害の復旧は、今年の水稲の植え付けに間に合うのか。特に代官橋あたりの

復旧はどうかとの質疑に、執行部より、護岸が流失した圃場については、県工事の護岸の復旧待ちの

状態であります。護岸が残っている圃場については、復旧工事発注済で、水稲の植え付けに間に合う

ように取り組んでおりますと答弁がありました。 

委員より、農地災害の復旧は平成２４年度、平成２５年度で完了するのか。また、町単独の災害復

旧工事はどれくらいあるのかとの質疑に、執行部より、平成２４年度、平成２５年度でほぼ完了する

見込みでありますと。町単独工事で約３千万円を繰り越して対応しておりますとの答弁がありました。 

また、委員より、災害復旧保険料は平成２４年度で減額され、同額を平成２５年度に計上されてい

るが、町の手続きの遅れに起因するものなのか、保険会社に起因するものなのかと質疑があり、執行

部より、町施設は、不可抗力の自然災害による損害の保険料は復旧額の５０％となっております。現

在、施設の復旧工事を行っていますが、被災直後の応急復興工事を含め、すべての工事完了後に保険

料を請求する手続きをとっております。復旧工事は、現況復旧が原則となっておりますが、今回は現
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況復旧ではなく、維持管理等の観点から規模をコンパクトにした施設の復旧としていることから、全

国自治協会建物共済県支部、本部の査定に時間を要することとの連絡があり、平成２４年度の歳入が

見込めないことから平成２５年度の計上を行ったものですと答弁がありました。 

 経済部商業観光課関係では、委員より、起業支援型地域雇用創造事業の委託や地域活性化補助金と、

それぞれの事業があるが、連携をどう取っていくのか。町がひとつの方向を向く必要があるが、どう

か。年間のイベントのスケジュール表をつくってもらいたいがとの質疑があり、執行部より、平成１

９年度のリーマンショック以降、雇用不安から、緊急雇用やふるさと雇用などの雇用対策が行われ、

平成２３年度にふるさと雇用が終了しました。新たに１年間の雇用対策として、起業支援型地域雇用

創造事業が、平成２５年度から実施されます。今年の初めに県から要望調査があり、観光協会準備委

員会には、現在、マネージャー１名いますが、事務補助が必要であります。この補助金を利用して１

人雇用し、観光協会の事務や町外のＰＲ活動を行う予定であります。大阪や福岡などで農産物等のＰ

Ｒ、また商工会が行っている全国展開支援事業との連携した事業を行う予定であります。地域活性化

事業は、社会資本整備総合交付金事業を使い、平成２５年から４年間、まちづくり交付金でできた施

設を活用し地域の活性化を行う予定であります。この事業は、直接行政が行うのではなく、地域づく

りの団体にお願いする予定であります。交流センターでは、つつじ祭りや地蔵祭りに合わせて事業を

行ったり、ビジターセンターでは、商工会や商店会に事業を行ってもらいたいと思っております。例

えば、昨年１０月に行ってもらったような軽トラ市などを定期的に行ってもらうなど事業を展開して

もらう予定でありますと答弁がありました。 

また、委員より、道の駅も情報発信の拠点として始まったが、今は情報発信の施設となってはいな

い。道の駅には出資をしたが、減資となった。観光協会には不退転の決意でやってもらわないといけ

ない。何本も柱をつくってうまくいのだろうか。会費についても、商工会の会費を払うのもきついと

いうことも聞く。成功裏になるようにしてもらいたい。課長が思いを言っているだけで、何の担保も

ないではないかと。前向きに動く部分を考えてもらい新しい組織をつくるのだからそれに取り組んで

いただきたい。 

また、委員より、明日観が機能していないではないかと。当初の思いと違ってきている。イベント

が嫌になっているのではないかとの質疑に対し、執行部より、明日観は昭和５６年に県の依頼により、

地域づくりを目指し、明日の観光○○を創るとして、大津町では、菊池市についで立ち上がりました。

メンバーには、最初はいろんな団体が加入しておりました。総合部会、環境部会、経済部会、ふれあ

い部会があり、今は全部の部会は活動しておりません。当時、つつじ祭りを活性化させるためにでき

た「お祭り推進委員会」を主力メンバーとして町民主導でできた組織でありますとの答弁がありまし

た。 

また、委員より、観光協会については、みんな納得をしているのか。どんな事業を展開するのか。

観光協会はつくりました。補助金はいります。それでは出せない。事業のスリム化など一本化したほ

うがいい。観光協会は物議をかもしだすと思う。観光協会をつくりました。潰れましたでは済まされ

ない。誰が責任をとるのか。無駄な事業にならなければいいがと思う。また、別の委員より、観光協
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会と明日観の二本立てでは、一般町民にはわかりにくい。それぞれの立ち位置がどうなっているのか。

協会は外部に発信し、明日観は内部から展開すると思っている。区別化をして、しっかり説明責任を

してもらいたい。わかりづらいとの質疑に対し、執行部より、観光協会と明日観のどちらにも観光が

入っております。明日観は、イベント関係が主体であり、新しい会員もできないし、会員も高齢化し

ている状況であります。企画も前例踏襲であり、資料も事務局が作成し、会長は町長です。町長も会

長を退く意向であり、会員に検討をしてもらっています。つつじ祭りが終わったら、総会前に役員会

を開催して検討してもらう予定であります。事務局は商業観光課がしばらく行いますが、観光協会の

イベント部会に参加してもらい、今までどおり祭りの企画運営を行ってもらいたいと考えております

との答弁がありました。 

委員より、明日観は担い手が不足しているということは、やり甲斐がないのではないか。軸足がわ

からない。地域づくり、町づくりには地元が中心となるのが本当ではないか。観光協会の会長は町外

の人ではないか。それ自体がぶれていることだと思う。特殊な技術があるのなら別だが、１年かけて

どうしたらいいか考えたいと思う。予算を削るということではない。一本化して補助金を大きくして

もいいし、これまでは、観光が両方についているのでわかりにくいのではないかとの質疑に対し、執

行部より、今回、観光協会をつくり、観光情報については一本化して、大津町の情報を発信していく

べきと思います。平成２５年度に１年かけて明日の観光大津を創る会と協議をやりたいと思っており

ますと答弁があり、委員より、念を押すようだが、１年かけてここからここまでできたと明示しても

らいたい。いい方向で頑張ってもらいたい。商工会や明日観が協会を理解してもらい、観光協会が理

解を得られたような声を聞かれるよう、厳しい状況であるが頑張ってもらいたいとの意見が出ました。 

また、委員より、各種イベントについて９００万円を商工会に払っているので、もう少し強く言っ

ていいのではないか。毎年助成している。商工会と話し合いの場を商業観光課に段取りをしてもらい

たい。９００万円が少ないのでもっと上げてもらいたいという生の声がでるかもしれないが、聞きた

いので設定していただきたい。商工会の事業は今どうなっているのかとの質疑に対し、執行部より、

商工会の事業としては、講習会等の開催、総合振興事業、商業振興事業、工業振興事業、サービス業

振興事業、観光振興事業、金融対策費、経営税務対策費、労務対策費、青年女性部対策費などの事業

があり、その事業費の中から新たな事業展開として、全国展開支援事業も行っております。全国展開

支援事業も全額補助ではないので、その事業費の中から取り組んでもらっておりますとの答弁があり

ました。 

 次に、土木部環境保全課関係におきましては、委員より、ごみ減量化のポイントとして生ごみの減

量化の説明があったが、生ごみは水分を多く含んでおり非常に重く、生ごみが減れば処理経費がかな

り軽減される。効果的な取り組みはどうかとの質疑があり、また、別の委員より、ディスポーザーを

使っているマンションが増えているが、各世帯にディスポーザーを設置し、下水道にディスポーザー

で砕いた生ごみを流せるようにしたらどうか。下水処理費用が高くなる分、ごみ処理費用は安くなる

ので費用比較の検証が必要であるのではないかと質疑があり、執行部より、下水道に流入させること

については十分な検証が必要だと思いますとの答弁がありました。 
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また、委員より、再生資源集団回収はよい取り組みではあるが、財源となる税金の使い道として問

題はないのかとの質疑に対し、執行部より、再生資源集団回収団体が回収した資源物を菊池環境保全

組合に出せば、補助金以上の費用がかかりますので、必要な取り組みだと考えておりますとの答弁が

ありました。また、委員より、そうであるならば、行政区単位などで全町的に取り組むべきものでは

ないか。方法も簡単なので平成２５年度中にでもできる話であると思うがとの質疑があり、執行部よ

り、菊池環境保全組合でもこの話は出ております。現在、６５団体が登録されておりますが減少傾向

ですので、当面は、広報紙などで啓発しながら活動団体の維持、増加を図っていこうと考えておりま

すとの答弁がありました。 

 土木部道路整備課関係におきましては、委員より、緑資源幹線林道菊池・人吉線大津町受益者組合

補助金が５８８万４千円であり、林道新設改良費の７８７万１千円はすべて一般財源か。受益者組合

の負担はなく、一般の通行人が受益者ということが一般財源を出す理由になるのか。町の負担割合と

町のメリットは何かとの質疑に対し、執行部より、すべて一般財源であります。１５の団体や個人が

受益者でありますが、一般の通行もありますので一般財源で対応しております。負担割合は５％で、

メリットはキャンプ場の利用等、一般の方の利用も図られておりますとの答弁がありました。 

委員より、道路ストック総点検委託について、調査後の事業にはどんな財源が見込めるのかとの問

いに、執行部より、今回は調査だけの予算であり。これをやらなければ補助事業をできないというこ

とでありますとの答弁がありました。 

また、委員より、国道５７号線整備について、地域からの要望もあろうが、何か問題点はないのか

との質疑に対し、執行部より、瀬田・大林地区は、説明会で意見や要望は伺っております。中央分離

帯があるために農耕車輌が横断できないとか、信号機の要望もあり、警察も含めて要望に応えられる

ように検討されているところでありますとの答弁がありました。 

 次に、土木部都市計画課関係におきましては、委員より、都市計画の見直しについては何か考えて

いるのかとの質疑に対し、執行部より、都市計画マスタープランで新たな見直しを考えております。

道路網の整備、用途の見直し等、予算の肉付けで相談したいと考えておりますとの答弁がありました。

また、委員より、あけぼの団地の修繕費について、予算の算出について根拠は何ですかとの質疑に、

執行部より、あけぼの団地とそれ以外の団地について実績に基づいて算出しております。実績により

各修繕の単価と件数を項目ごとに積み上げております。ここ数年は前年と同じ額を挙げておりますと

の答弁がありました。 

また、委員より、住宅使用料から住宅維持費を引くと余るのではないか。その額は将来の住宅建設、

大規模修繕に積み立ててはどうですかと、部長のほうから町営住宅の今後のあり方についてはどうか

お答え願いたいとの質疑に対し、執行部より、現在、たくさんの町営住宅をかかえておりますが、住

まれている方々の移動は少のうございます。新規に建てることは考えておりません。今の住宅を長く

利用してもらうように考えておりますとの答弁がありました。 

 次に、土木部下水道課関係では、委員より、繰出金についてはどういう状況なのかとの問いに対し、

執行部より、負担金、使用料の増加はあるが、昨年１０月に財政計画を策定し、平成３５年度までに
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は順調に繰出金の額も減少していく予定ですとの答弁がありました。 

採決の結果、議案第３０号関連は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第３２号、平成２５年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計予算に

ついてであります。 

質疑はありませんでした。 

採決の結果、議案第３２号は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決定しました。 

 次に、議案第３３号、平成２５年度大津町公共下水道特別会計予算についてであります。 

 委員より、浄化センターは夜間はどうやっているのかとの質疑に対して、執行部より、深夜１時ま

でメンテナンスが監視、その後朝７時半までは遠隔監視をしておりますとの答弁がありました。 

採決の結果、議案第３３号は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決定しました。 

 次に、議案第３５号、平成２５年度大津町農業集落排水特別会計予算についてであります。 

 委員より、一般会計は下水道の維持管理費で８００万円不足しているが、収入の見込みはあるのか

との質疑に対し、執行部より、維持管理の経費を削減するためには、処理場を減らすか、流入人口を

増やすしかありません。錦野浄化センターを公共下水道へ、矢護川浄化センターを杉水浄化センター

へ接続する方向への検討をしていきたいと思いますとの答弁がありました。 

また、委員より、つつじ台は下水道につながないのかとの問いに対し、執行部より、つつじ台はも

ともと公共下水道の計画区域に入っていますが、杉水浄化センターの能力に余力があればどうにかな

らないか、検討をしていきますとの答弁がありました。 

また、委員より桜丘住宅の下水道はどうするのかとの質疑に対し、執行部より合志市に持っていけ

たらよいのではないかと思っております。使用料については、合志市のほうが大津町より低い状態で

ありますとの答弁がありました。 

また、委員より、ディスポーザー処理についてどう考えているのかとの質疑に対し、執行部より、

下水管に与える影響はありませんが、現在の処理場では処理能力が足らないのではないかと思います。

検討が必要と思います。直接流す方法や中間施設を設けて流すことも考えられますとの答弁がありま

した。 

また、委員より、将来ディスポーザー処理が必要になるのではないか。モデル地区を設けてはどう

ですかとの質疑に対し、執行部より、平成３５年度には、処理場の能力がオーバーになり、処理場の

増設工事を予定していますので今後検討していきますとの答弁がありました。 

また、委員より、つつじ台の西日本浄化槽の管理状況はどうかとの質疑に対し、執行部より、経営

的にも厳しい状況と聞いておりますので、区長さんとも相談しながら公共下水道へ接続できるよう対

策をしていきたいと思いますと答弁をいただきました。 

採決の結果、議案第３５号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第３７号、平成２５年度大津町工業用水道事業会計予算についてであります。 

委員より、利益剰余金が約２千９００万円あるが、ポンプなどの整備計画はあるのかとの質疑に対

し、執行部より、現在、ポンプは問題なく動いておりますが、メンテナンス計画を立てなければいけ
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ないと考えております。適切なメンテナンスを行いながら、長寿命化を図っていきたいと考えており

ますとの答弁がありました。 

また、委員より、４５円という料金は、他の自治体と比べて高いのか安いのかという質疑があり、

執行部より、九州管内では３０円から４０円が多いようであります。河川の水を給水しているところ

もありますが、大津町は地下水を汲み上げているため料金が割高になっておりますとの答弁をもらい

ました。 

採決の結果、議案第３７号は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決定しました。 

 当委員会におきましては、最初の議会でありますから、実際にいろんな方々の意見を聞くことはで

きませんでしたが、今後、経済建設委員会におきましてはいろんな業界の方々、関係の団体といろん

な意見交換をして、そして充実を図っていきたいというふうに思っております。 

当委員会に付託されました案件は以上であります。議員各位におかれましては、当委員会の決定に

ご賛同をいただきますようお願い申し上げまして、経済建設常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） 文教厚生常任委員長源川貞夫君。 

○文教厚生常任委員長（源川貞夫君） ただいまから、文教厚生常任委員会に付託されました案件につ

いて、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第１１号から議案第１４号、議案第１８号から議案第２３

号、議案第２７号、議案第２８号、議案第３０号関連、議案第３１号、議案第３４号、議案第３６号

の１６件であります。 

当委員会は、審議に先立って、３月１２日に関係する１７箇所の現地調査を行い、１３日から１４

日にかけて、役場４階大会議室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。以下、その審議経

過の概要と結果について、主なものを要約してご報告申し上げます。 

 議案第１１号、大津町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定に

ついて。 

委員より、どこの市町村もこのような条例を定めるのですか。執行部より、法律で市町村が条例で

定めることとなりましたのでそうなりますということでした。 

 採決の結果、議案第１１号は全員賛成で原案のとおり可決するべきものと決しました。 

続きまして、議案第１２号、大津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について。 

委員より、地域密着型とはどういう意味ですか。執行部より、大津町の介護保険被保険者証を持っ

ている方だけが使える事業所で、できるだけ住み慣れた地域で、地域住民と共に生活を守っていくこ

とを目標としたものと考えております。 

委員より、大津町に事業所がないサービスはどうなるのですか。夜間の介護サービスを受けたいと

相談を受けたことがあります。執行部より、事業所は、介護保険事業計画に従い、公募選定し指定し

ます。この計画は３年ごとに見直しを行い、現在第５期で平成２４年から平成２６年の期間でありま

して、平成２５年度では次期第６期計画策定のための高齢者の方を中心にニーズ調査を予定しており、
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この調査で必要なサービスを盛り込み、給付費を推計し、介護保険料を算定していきます。訪問系の

事業所は十分に大津町にあり、ケアプランで必要となれば、夜間の訪問介護を受けることは現在でも

可能であります。夜間対応型訪問介護サービスは、夜間のみで、現在大津町では経営が成り立つほど

の利用者はないだろうと考えています。ただし第５期の計画中にないサービスでも、将来は必要だと

計画に盛り込み公募により導入を図る可能性がありますので、省令と同様の条例を定めようとしてい

ます。 

委員より、どういうプロセスで誰が判断してこれでいいと決めたのですかという問いに対しまして、

執行部より、担当である介護保険係で素案を策定し、政策会議で議論し、決裁を経て議会に提案して

おります。委員より、地方の自由度を上げるための移譲ですが、もっと規制緩和を行うなどは考えら

れないのですか。執行部より、法が省令を条例に定めることとしものですが、国はその省令を従うべ

き基準、標準とすべき基準、参酌すべき基準と３つに分けています。従うべき基準とされたものは変

えられません。標準とすべき基準は地域の事情があれば変えられますがハードルはあります。この２

つがほとんどで、のこる参酌する部分はわずかです。保存期間などは参酌部分なので２年を５年にい

たします。介護サービスは給付という国の制度に乗っているため、例えば事業所の配置すべき職員数

などは従うべき基準のため変更できない内容となります。 

委員より、大津町の高齢者のニーズをどのように把握したのですか。執行部より、ニーズ調査はア

ンケートにより行っております。在宅の認定者はケアマネージャーによる聞き取りによる全数を、こ

れ以外の高齢者は抽出により２千名程度を、４０歳から６４歳の方も抽出により２千名程度を郵送に

よりアンケート調査を行います。アンケートはその方の状態を尋ねる設問から、今後どのようなサー

ビスを使いたいかという設問までありまして、これを集計してニーズを把握しています。 

委員より、介護と看護を自宅で受けたいと相談を受けたことがあります。訪問介護看護というサー

ビスはニーズがないわけではないと思います。執行部より、訪問介護事業所も、訪問看護事業所も、

大津町にはありますので、それぞれからサービスを受けることができます。ただ、現在では、この新

しいサービスは経営として成り立つかは難しいだろうと考えております。ただし、将来は導入する可

能性はあります。 

 採決の結果、議案第１２号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１３号、大津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員並びに介護予防

のための効果的な支援の方法並びに設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。 

質疑はありませんでした。 

 採決の結果、議案第１３号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第１４号、大津町新型インフルエンザ等対策本部設置に関する条例の制定について。 

委員より、条例案は各近隣市町村でも同様ですか。執行部より、県の雛形に基づいております。 

委員より、新型インフルエンザ等行動計画等の作成に関して、災害時要援護計画などとの整合性は

とれていますか。執行部より、災害関係の町の計画との整合性はとっています。国・県の行動計画に

基づいて町の行動計画も見直し策定することになります。 
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委員より、流行した場合の診療所の開設スケジュールはどうなっていますか。執行部より、国・県

の動向を踏まえて菊池地域協議会の指示等を踏まえ、町対策本部でも協議を行い、開設することとな

ります。 

委員より、隔離することになった場合、施設は受け入れができますか。執行部より、受け入れ体制

がとれるように、重傷者は病院へ、軽症者は診療所で投薬を含めた簡単な治療を行うといった、病状

に応じて仕分けをする診療所の開設を行います。 

 採決の結果、議案第１４号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１８号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について。 

委員より、なぜ、新たに学校運営協議会をつくる必要があるのですかという問いに対しまして、執

行部より、学校運営協議会は、学校と保護者や地域住民が目標を共有し、一体となって地域の子ども

たちを育てていこうというものです。今、学校では、社会の変化により、規範に欠けたり、人と会話

するのが弱かったり、集団に埋没したり、自立できない子どもたちが多くなってきています。学校の

力だけでは手が回らないのが実情です。そこで、学校が核になりながら、家庭や地域も一体となって

めざす子ども像を共有化して協働することを目指す協議会が必要となっています。 

委員より、学校の運営は校長が行うものであり、これでは責任の分散ではありませんか。執行部よ

り、学校運営の責任を取るのが校長であることに代わりはありません。 

委員より、効果が表れなければやめるということであれば、時限法にしたらどうですか。執行部よ

り、教育委員会が学校運営協議会を設置する学校を指定するのは２年間としており、その間で検証を

行い、再指定を行うか検討いたします。 

委員より、報酬等費用弁償の金額の根拠を教えてください。執行部より、学校運営協議会は年３回

の会議を予定しており、このような他の委員会と金額を合わせています。委員より、コミュニティス

クールのイメージは、学校運営協議会が中心ではなく、学校を支援し関わる色々な団体を中心に動か

すことをイメージして欲しいと思います。執行部より、地域の色々な人々が参画してくれることを期

待いたします。 

 採決の結果、議案第１８号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第１９号、大津町立学校設置条例の一部を改正する条例について。 

 これは質疑ありませんでした。 

 採決の結果、議案第１９号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第２０号、大津町立小中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例につ

いて。 

 これも質疑ありませんでした。 

 採決の結果、議案第２０号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第２１号、大津町若草児童学園条例の一部を改正する条例について。 

 委員より、今回の改正は、法令の改正に伴うものですか。執行部より、はいという返事でした。 
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 採決の結果、議案第２１号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第２２号、大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例について。 

 委員より、本会議において、質問があった「美咲野小学校校区学童保育施設について」の、町は全

体的な計画をもっているのですか。執行部より、学童保育施設については、できれば小学校の敷地内

に設置し、県が示している適正な規模のおおむね４０人程度で保育ができればと、町振興総合計画で

は１４カ所を目標値としております。 

 採決の結果、議案第２２号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第２３号、大津町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

について。 

 これは質疑ありませんでした。 

 採決の結果、議案第２３号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第２７号、大津町児童生徒訪問支援事業基金条例を廃止する条例について。 

 委員より、不登校児童生徒に対して、学校復帰を前提にしてしまうとうまくいかないのではないで

しょうか。執行部より、教育支援センターの相談員の先生方は、経験も豊富で、子どもたちと長い目

で付き合い、信頼関係を築きながら指導にあたっています。最終的には学校復帰を目標に臨んでいき

たいということでご理解をお願いします。 

委員より、不登校児童生徒のカウントはどのようにして数えるのですか。執行部より、４月から翌

年３月までの年度間で、累計３０日以上の欠席がある児童生徒を不登校としてカウントしております。 

委員より、平成２４年度の訪問相談件数が３４件というのは、少ないのではないでしょうか。教育

相談員とスマイルプロデューサーの職がごっちゃになっているのではないでしょうか。執行部より、

教育支援センター職員は常勤ではなく、週１８時間３日程度の勤務であり、センターは常時２名の職

員で対応しています。午前中はセンターに通学する児童生徒の適応教室で学習を指導し、午後を相談

業務としております。ケースが様々で１人の子どもの相談にかなりの時間を要しているというのが実

情でございます。 

 採決の結果、議案第２７号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第２８号、大津町若草児童学園及び大津町楽善ふれあいプラザの指定管理者の指

定について。 

 委員より、非公募の理由に、地域交流などがあげられておりますが、サービスはどうでしょうか。

また、基準表で点数が低い部分についてはどのように考えていますか。執行部より、候補者は第三者

評価において高い評価を受け、保護者会からの評価も良好で、管理運営を適正に行ってきた実績があ

り、非公募といたしました。また、基準表で点数が低い部分については、協議の中で内容を確認して

いきます。 

委員より、候補者は、第三者評価において高い評価を受けているということですが、保護者からの

評価はどうでしょうか。執行部より、保護者からの評価も高く、保護者会からのこのまま秋桜会で管

理運営をお願いしたい旨の要望書が出ています。 
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委員より、基準表には雛形がありますか。また、「優れている」「やや優れている」「普通」「やや劣

る」「劣る」と、評価があいまいではないですか。執行部より、基準表に雛形はありますが、評価基準

や着眼点は施設によって違う基準を用いています。評価点数は、すべて「優れている」であれば１０

０点、「普通」であれば６０点となりますが、基準表は候補者選定における判断材料です。 

委員より、指定管理料が年間０円ということですが、入所者数が採算ラインを割った場合、光熱水

等の施設管理費により、サービスの低下につながるのではないですか。執行部より、サービスについ

ては、低下すれば県の指導監査により指摘があります。また、現状では余剰金が出ているので、将来

の積み立てをお願いし、その資金活用については協定書に盛り込みたいと考えております。新規の事

業展開、定員確保のための運営などを指定管理者と連携をとりながら進めていきたいと考えています。 

委員より、今回、議会で指定されなかったらどうなりますか。執行部より、直営など、本年度内に

サービス低下しない方法を考えなければなりません。 

委員より、県立・市立の支援学校ができる中、若草児童学園の入所者が減ることを心配しているの

ですがという問いに対しまして、執行部より、入所者数等の動向が確定するまで３年間を見込んでお

ります。現状は４３人から４４人が採算ラインです。措置入所について、児童相談所に働きかけをし

たいと考えております。 

委員より、採算を割るときはどうしますか。執行部より、協議し、対応いたします。 

委員より、民間移譲を３年間先送りしたわけですが、外部環境もあると思いますが、民間移譲の判

断基準はどのように考えていますか。執行部より、県や市の動向が見えてきたら、民間移譲に向けて

検討していければと考えております。 

委員より、新規事業展開で、放課後デイサービス等を考えていますか。執行部より、協議の中で、

新たな事業を含めてお願いしたいと考えております。 

 採決の結果、議案第２８号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第３０号関連、平成２５年度大津町一般会計予算について。 

 福祉部健康福祉課関係では、委員より、地域福祉について、平成２６年度までに推進地区の目標値

を２０地区としておりますが、達成できるのですか。また、校区単位で進める場合、目標値の組み換

えを行いますか。執行部より、現在、３地区が検討している状況です。２０地区に近づけるよう進め

ていきたいと考えています。また、校区単位については、平成２７年度から第２期計画の策定材料に

したいと思っています。 

委員より、近年、民生費が増えておりますが、補助金での対応を行っていますか。また、増えてい

る原因は何ですか。減らす努力をしていますか。執行部より、健康福祉課の関係では、児童手当、障

害福祉サービス及び予防接種が原因です。児童手当、障害福祉サービスについては、決められている

補助で対応しています。できる範囲で補助金を活用しています。福祉サービスや予防の支出を抑える

ということは、サービス低下にもつながる場合もありますので、適正な支給に努めます。 

委員より、予防接種の効果はいかがですか。執行部より、定期の予防接種は８５から９０％接種率

で重篤化することはなく予防できております。インフルエンザ等の予防接種も流行、蔓延化を防ぐこ
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とに役立っております。 

委員より、在宅療育センター「輝なっせ」は、利用に２、３カ月待ちと聞きますが、どのような対

応を考えていますか。執行部より、今まで菊池圏域では、療育事業所が「輝なっせ」しかありません

でした。しかし、本年度４月に合志市社協の「れんがの家」、１０月菊陽学園に「すまいるクラブ」、

１２月大津町に「白川おひさまクラブ」、２月に光の森に「えるぴあ」と療育のできる事業所が増えて

いきますので、解消の方向にあると考えております。事業所が増えている状況については、周知を図

ります。 

委員より、健診が増加傾向にあります。場所の状況について、乳幼児健診、大人の検診を同じ場所

でこのまま続けますか。執行部より、平成２４年度から町が実施するすべての健診について子育て・

健診センターで行う方針で進めております。乳幼児健診と生活習慣病予防のための検診等を同じ場所

で行うことについては、衛生面等を考慮して今後検討を行いながら進めていくことといたします。 

 次に、福祉部保険医療課関係では、委員より、乳幼児医療費補助金については、子どもの数が増え

ておりますが、補助金はどうですか。執行部より、乳幼児医療費補助金は４歳未満が対象ですが、補

助金についても増加する見込みです。 

委員より、老人クラブの減少を心配しております。老人クラブに加入しない原因は何かわかります

か。執行部より、会員数、クラブ数共に減少しております。老人クラブも高齢化しており、役員の成

り手がない、また、定年された方が老人クラブに加入されない、自分のやりたいことをお持ちだった

り、クラブに所属することを避けたり、社会環境の変化はあると思っております。町も老人クラブ連

合会と相談をしながら、活動の様子を広報に記載し、連合会事務局の連絡先を併せて載せるなど、会

員増加のためのＰＲに協力をしています。 

委員より、老人クラブの減少は、地域福祉に影響するのではありませんか。執行部より、老人クラ

ブに入っていない方から、地域福祉に協力したいと相談があったりしますが、地域福祉を推進するた

め、老人クラブでも、その他の組織も協力をぜひお願いしたいところです。 

委員より、敬老祝い金について、１００歳になればお祝いをもらえるというのは、今の時代どうか

と思いますが、改善の余地はないものですか。執行部より、１００歳到達時の方に１回のみ５万円を

長生きされたお祝いとして、総理大臣の表彰状とあわせてお渡ししております。以前は１００歳以上

の方全員、８８歳米寿の祝い金をお渡ししていましたが、それを整理して現在の方法としております。 

委員より、時代が変わったことから止めてもいいと思うが、流れで止めるのもどうかと思いますと

いう意見でした。 

 次に、子育て支援課関係では、委員より、地域子育て支援拠点事業委託については、人がついてい

ないといけないのか。ボランティアではだめなのか。契約期間はどのくらいですか。執行部より、子

育て支援拠点事業は、乳幼児及び保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。よって、単に場所を提供するだけでなく、子育て親

子の支援にあたる人を配置し、地域の子育て支援機能の充実を図る必要があります。今後、子育てに

関心のある団塊世代の方の活用ができればと思います。委託期間は１年単位です。 
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委員より、放課後児童健全育成事業補助金については、町所有の学童保育施設であれば指定管理と

はならないのですか。執行部より、原則として町の建物については、指定管理でありますが、平成２

５年度において、行政財産使用にて補助金を交付するところです。平成２５年度で期間満了となる他

の学童保育施設とともに、指定管理者を公募する予定です。保育園等の法人にお願いしているのは、

町放課後健全育成事業補助金交付要綱により今後も対処していきます。 

委員より、保育所運営費の私立保育所負担金に関連して、保育園や家庭的保育室の今後の動向はど

のように考えているのですか。執行部より、待機児童対策として、保護者等の保育ニーズに応えるた

め、平成２４年度から家庭的保育事業に取り組みました。今後は、事業の検証を行い判断したいと考

えています。また、保育所については、仮に入所児童数が減少傾向になった場合には、まずは公立の

大津保育園の定員減を行っていく予定です。 

委員より、児童が減少した場合には、人件費関係等で各園の負担が大きくなるのではないですか。

執行部より、町内の園長会議を開催し、これまでも保育所の創設や定員数の変更などについて、意見

交換や情報提供を行ってきました。その折に、減少する場合のことも提案をしておりますということ

でした。 

 次に、子育て支援課大津保育園関係、委員より、以前にミストシャワーについての一般質問があっ

ておりますが、今回備品購入費で検討はされたのですか。執行部より、昨年、遮光シート等を設置し

て対応いたしました。今回は計画しておりません。 

委員より、増設園舎借上料の増設園舎の内容について教えてください。執行部より、平成２３年９

月に２クラス園舎増設を行いました。平成２３年９月から平成２８年８月までの５年間６０カ月のリー

スで、リース期間終了後は町へ無償譲渡することになっております。 

 次に、教育部学校教育課関係では、委員より、雑入の大津東小学校観測機器電気料で観測している

「まつぼり風」とはどういうものですかという質問に対しまして、執行部より、阿蘇の立野火口瀬か

ら白川沿いに吹き出す強風のことで、首都大学東京が３年前から調査をされております。 

委員より、小中学校費の理科振興備品予算について、今回計上されていませんが、今後の動向につ

いて教えてください。執行部より、平成２５年度は美咲野小学校分を含めたところで肉付け予算で計

上するところで検討しております。 

委員より、大津南小学校音楽室のエアコン設置の工事について、２００万円もかかるのは高いので

はないでしょうか。執行部より、いろいろな条件を勘案して、広い音楽室を均等に空調効果を図るた

めに、６馬力の天井埋め込みのビルトインタイプ４方向噴出室内機２基の設置を予定しています。床

等も傷んでいますので、予算を有効活用し、あわせて整備を図りたいと考えております。 

 次に、教育部幼稚園関係では、委員より、使用料及び賃借料の駐車場使用料について、出張は公共

交通機関を利用していくものではないですか。執行部より、熊本市内で開催される会議等時に有料駐

車場を利用します。出張は公用車を利用しております。 

 次に、教育部学校給食センター関係では、委員より、残菜委託業務が今回４４万円になっているが、

昨年は３０万円だったと思います。また、引き取られる方が辞められると聞きましたが、どう対応さ
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れるのですか。執行部より、各学校から給食の残菜が１日５０から１００キログラムあります。現在、

残菜の引き取りをされている方が産業廃棄物運搬の許可を持っていないので、許可を取っていただく

よう相談しておりましたところ、平成２４年度で養豚業をやめると言われました。このため、町環境

保全課へ相談し、年間２００日の残菜運搬と処理が適切にでき、かつ産廃物運搬の許可を持っている

業者に残菜を引き取ってもらうところで協議を行いました。結果といたしまして、運搬経費だけで考

えていただき、昨年の委託者が陣内地区の方で給食センターに近い場所でしたので２００回の運搬距

離が長くなる分で増額しております。 

 次に、教育部生涯学習課関係では、質疑はありませんでした。 

 次、教育部公民館関係では、委員より、歳入２２ページの文化ホール使用料の減免について、先の

公開討論会等の公的な意味合いのある会合は減免できないのですか。執行部より、減免につきまして

は、町の共催については減免としています。今回の使用につきましては、オペレーター代を町負担と

して減免しております。なお、本日は資料等が不備ですので後で説明いたします。 

委員より、ホール使用の際に、明かりだけで何も使用しないときは、オペレーター代など２人は不

要ではないのですか。執行部より、今まで明かりだけでの使用はなく、また使用前に主催者、オペレー

ター、町で打ち合わせを行い取り決めをしております。 

 次に、教育部図書館関係では、委員より、電算機使用料については企画課と同じものですか。内容

について話し合っておられるのですか。執行部より、図書館独自の電算システムであり、企画課のも

のとは全く違うシステムです。本の貸出、返却等を行う単独のものです。 

 採決の結果、議案第３０号関連は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第３１号、平成２５年度大津町国民健康保険特別会計について。 

 執行部より、本会議で荒木議員さんより質疑のありました「滞納者の割合と所得階層との関係」に

ついては税務課とも協議いたしましたが、所得の分析と滞納されている方との相関関係を調べるため

には相当の時間が必要なため、現時点でお出しすることはできません。平成２４年度の決算が固まっ

た段階でそうした分析を行う方向で検討したいと思います。 

委員より、保険税を滞納された分についてはどのように処理されるのですか。執行部より、滞納さ

れた保険税については５年間で時効となりますが、悪質な滞納については、差し押さえをして時効と

ならないようにしてまいります。 

 採決の結果、議案第３１号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第３４号、平成２５年度大津町介護保険特別会計予算について。 

委員より、ページ２３の介護予防ケアプラン作成委託に関して委託のほうが安いのか、ケアマネを

雇用したほうが安いのかを伺います。執行部より、１件当たりの委託金額は４千１２０円、新規の場

合は３千円加算となります。経費面では委託のほうが安価と考えられますが、プラン料が発生しない

ケースもあり一概に言えない部分でございます。委員より、昨日の現地視察において社協でのヘルパー

の人数が不足との話でしたね。執行部より、現在包括支援センターが社協に生活管理指導員派遣事業

を委託しておりますが、臨時で働いていた人が正規雇用に移行されていることを聞いております。 
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 採決の結果、議案第３４号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 最後に、議案第３６号、平成２５年度大津町後期高齢者医療特別会計について。 

 委員より、鍼灸券の補助について、国民健康保険特別会計のところでも出ていましたが、どう違う

のか。また、年間の利用の仕方についてお尋ねいたします。執行部より、鍼灸券の助成については、

後期高齢者医療特別会計、国民健康保険特別会計それぞれに予算を計上しております。これは、対象

となる被保険者がそれぞれの医療機関で異なるためで、後期高齢については７５歳以上の方を対象に、

一人当たり年間３０枚を限度として給付しております。また、１回の申請で１０枚を限度に給付し、

１枚につき１千円の助成となるものです。 

委員より、鍼灸券の使用については、医師の診断が必要なのですか。執行部より、医師の診断書は

必要ありません。鍼灸券については、被保険者の皆さんの健康増進の観点から助成を行っているもの

であります。 

委員より、予算の中には郵送料（通信運搬費）がいくつかありますが、どういったものに使うのか。

また、ほかの方法は検討されているのかをお尋ねいたします。執行部より、予算に計上している郵送

料については、ひとつは毎年８月に切り替えを行います後期高齢保険証の郵送代です。もうひとつは、

後期高齢者医療保険料の納付書の郵送代です。なお、他の方法については特に検討しておりませんの

で、今後検討したいと思います。 

 採決の結果、議案第３６号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 当委員会に付託されました案件は以上でございます。議員各位におかれましては、当委員会の決定

に賛同いただきますようお願い申し上げまして、文教厚生常任委員会の報告を終わらせていただきま

す。以上でございます。 

○議 長（大塚龍一郎君）  しばらく休憩いたします。２時２０分から再開いたします。 

午後２時０９分 休憩 

                    △ 

午後２時１９分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  総務常任委員長荒木俊彦君。 

○総務常任委員長（荒木俊彦君） ただいまから、総務常任委員会に付託されました案件について、委

員会での審査の経過並びに結果を報告をいたします。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第２４号関連、議案第３０号関連の２件であります。 

 当委員会は審議に先立ちまして、３月１２日に関係する５箇所の現地調査を行い、１３日から１４

日、役場４階委員会Ａ室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。 

 以下、その審議経過の概要と結果について、主なものを要約してご報告申し上げます。 

 まず、議案第２４号関連、大津町町営住宅条例の一部を改正する条例についてであります。 

 委員より、今回の条例改正について、その仕組みを丁寧に説明を求める質疑があり、公営住宅法の

一部改正に伴い、大津町営住宅条例では、これまで収入基準を上位法の施行令に規定する金額として
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いましたが、法律に定める収入分位５０％の基準内であれば、地域の実情にそった上限額を定めるこ

とができるようになり、基準額を町条例に明確に記載することとなりました。基準額の変更はなく、

一般階層の収入基準額を１５万８千円、高齢者や障がい者など特に配慮が必要な裁量階層の収入基準

額を２１万４千円とする。急激な基準の変化は混乱を招くため、県内各自治体とも同様となる見込み

であるとの答弁でありました。 

委員より、入居希望世帯の実際の収入限度額はいくらになるのかという質疑に対し、親子４人の標

準世帯で、一般階層の場合、年収が４４７万１千９９９円以下、同じく裁量階層では５３１万１千９

９９円が上限の収入額となる。 

委員より、入居待機者はどのくらいおられるかという質疑に対し、鍛冶の上、上鶴、西鶴団地につ

いては希望者が多く、毎回申し込みをなされている。あけぼの、西嶽団地などについては、抽選後６

カ月間の間に空き家が出た場合は、順次入居していただいている。全体では、現在入居待ちの方が５

名となっているという答弁でした。 

委員より、収入が基準額を超えた入居者への対応はどうしているのかという質疑に対し、最近２年

間引き続き基準を超え、５年以上入居されている入居者は、高額所得者として認定をし、収入超過者

としてほかの方より家賃が高く設定をされているという答弁でした。 

 採決の結果、議案第２４号関連は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３０号、平成２５年度大津町一般会計予算関連についてであります。 

議会事務局関係では、ホームページのＰＤＦの掲載の費用はどうなっているのかという質疑に対し、

会議録筆耕反訳委託費に含まれているという答弁でした。 

総務部総務課関係では、委員より、行政嘱託員の定額報酬の内訳と、大きな行政区の分割について、

どう考えているかという質疑に対し、１行政区において、５０世帯未満で１７万円から最高３００世

帯以上が２４万９千円が定額であり、そのほか戸数割が１世帯あたり１千３００円となっている。行

政区の分割については、８００戸を超える大きな区と２０世帯未満の小さな区があり、町全体での検

討課題であると考えている。 

委員より、消耗品の中で「木になる紙」を何％使用しているか。また、価格は割高となるかどうか

か質疑があり、平成２３年度実績において、Ａ４版のコピー用紙を全体で３千５００〆購入し、その

内木になる紙は１００〆、全体の２.８％であり、価格は一般の紙で１〆３００円、木になる紙は３７

０円となっていると。 

委員より、庁舎電算室の雨漏り工事についての工事内容の質疑があり、電算室は建設から１０年が

経過し、屋上の防水シートが浮き上がって雨漏りとなり、これまで何回か補修をしてきたが、リース

会社とも交渉したが、１０年過ぎているのでリフォームが必要とのことで、今回、抜本的に補修した

ほうがよいと判断をしたということでした。 

委員より、全国町村会総合賠償補償保険金について、支払いの事例はあるかという質疑に対し、町

道の陥没などにより車両タイヤのパンクやグレーティングが飛び跳ねてオイルタンクを損傷した事例

などがあり、今回５０万円を計上している。 
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委員より、庁舎の光熱費で約８００万円計上しているが、ＬＥＤに替えてよかったとの事例はある

かどうか質疑があり、他の自治体ではリース方式でやっているところがあると聞いている。補助事業

などがあれば一括で交換したいと考えている。 

委員より、防災対策費の街灯と防犯灯の違いはどうなっているか。また、優先順位や設置基準はあ

るかどうか質疑があり、街灯は地区の集落内に設置し、町が補助金を出している。防犯灯は、集落と

集落をつなぐ道路や通学路、どちらにも入らなければ防犯灯として対応している。現在は内規で対応

しているが、設置基準について、これまでの事例を考慮し基準を考えていきたい。 

委員より、大津東区の水銀灯管理について、町が全部管理するべきではないか。美咲野地区と比較

してどうかという質疑に対し、大津東区の水銀灯は、地区に開発業者が払い下げたものと思われる。

現在、水銀灯の電気代が高いので町が補助金を出して対応している。今後はＬＥＤへの切り替えがで

きないか、大津東区と協議していきたい。また、美咲野の街灯は町に全部移管をしてあるとの答弁で

した。 

委員より、男女共同参画都市宣言を行った後の取り組み状況や、また条例制定の話はあるかどうか

質疑があり、各種講座等を開催するなど取り組んでいるが、条例の制定については、今月末の懇話会

等の提言を受け、条例制定に向けて取り組んでいきたいと考えている。 

委員より、選挙管理費の中で、投票所の再編見直しの予定はあるかとの質疑に対し、現在、１７の

投票所があるが、配置職員もいっぱいの状況である。期日前投票の投票率は上がっているが、町全体

で投票所の統廃合を考えなければならない。当初は、平成２５年の参議院議員選挙前と考えていたが、

急遽、衆議院選挙が実施され周知が十分できなかったため、平成２７年度に実施される県議会議員選

挙までには変更できたらと考えている。 

委員より、防災倉庫の食糧などの備蓄は足りているか。また、学校にも備蓄はされているのかとい

う質疑に対し、食糧は平成２４年度予算で保存期間２５年間の非常食４千２００食分を購入予定であ

る。来年度から５カ年計画で随時備えていく。また、学校関係にはヘルメットなどの備品だけを備蓄

をしているが、将来は必要だと考えている。また、飲料水は、東日本大震災でいただいた飲料水を備

蓄をしているが、今年の４月には賞味期限が来るので、今後は水道企業団が持っているものを利用し

たいと考えている。 

委員より、防災行政無線について、今回の災害で、声が聞こえなかったという意見はあるかどうか。

また、戸別受信機は申請すれば貸し出しができるのか、そういう質疑に対し、今回の災害は夜間で、

雨の音で聞こえなかったという意見が多かった。戸別受信機は１台当たり５万円から６万円位で、以

前から戸別受信機を使っていた方や行政無線が届かない地域を調査し、貸し出しをしているが、個人

申請による貸し出しはしていない。大津東区では、独自に地域コミュニティ放送に取り組んでおられ

るので、参考にして検討していきたい。 

委員より、難聴などの障害のある方からの要望はあるか。また、メールを使った取り組みはなされ

ているかという質疑に対し、現在のところ要望はないが、他の自治体ではミニＦＭ放送局を使った取

り組みがなされていると聞いている。メール配信は、携帯電話３社のエリアメールで対応をしている。 
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委員より、財産収入の役場駐車場貸付料について、昼休みなど肥後銀行のＡＴＭ利用者が並んでお

られるが、雨の時など、屋根や庇を付けてほしいとの要望はあるかどうかという質疑に対し、現在、

役場には直接要望はありませんが、肥後銀行のＡＴＭは１基しかないので、もう１基増設と合わせて、

庇設置も要望をしていきたいという答弁でした。 

総務部税務課関係では、委員より、地価が下がっているのに固定資産税が下がらない。負担調整は

どうなっているかという質疑に対し、土地の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差がある

のは税の公平の観点から問題があるということで、格差を解消するための仕組みとして「土地の負担

調整措置」があり、併せて税負担の上昇をゆるやかにする措置がとられている。大津町の状況として

は、税負担の格差はほぼ解消され、今後は地価の動向に連動した税額になる傾向にあるという答弁で

した。 

委員より、からいもくんのオリジナルナンバープレートの利用状況はどうかという質疑に対し、１

２月末現在、約５８％、特に農耕者での利用が多くなっているという答弁でした。 

総務部住民課関係では、委員より、顧問弁護士委託料で、法律相談の利用状況はどうなっているか

という質疑に対し、月２回の相談日を設けて１日６名の利用枠である。平成２３年度で１３５件、平

成２４年度２月末で１０９件の利用があっており、相談が多いものから相続、離婚、借金問題等となっ

ている。 

委員より、町営住宅駐車場使用料は団地別でいくらになるかという質疑に対し、あけぼの団地、鍛

冶の上団地、西鶴団地、上鶴団地は、月額１千円、矢護川団地は５００円、ほかの団地は駐車場管理

組合ができていないので使用料はないという答弁でした。 

委員より、町営住宅の駐車場は１台分だけなので、家族で数台お持ちの方は困っておられると聞く、

特にあけぼの団地は困っている方がある。町として駐車場の拡充を計画することはできないかという

質疑に対し、町営住宅は敷地に余裕がなく、管理組合がある団地は１台の確保をしている。１世帯で

複数の車をお持ちの場合は、近くの民間駐車場を借りておられる。今後の検討課題としたいと。 

委員より、パスポートの申請受付の利用状況はどうなっているかという質疑に対し、平成２３年度

では１０月からの半年分で１カ月平均約６０件、平成２４年度は１月まで月平均で８５件と増加して

おり、手続きが町でできることで住民の方の利便性が高まったと考えている。 

総務部人権推進課関係では、非常勤職員が人権推進係に２名、人権啓発福祉センターに４名配置さ

れているが、仕事の内容はどうかという質疑に対し、人権推進係の２名は、企業や老人会や子ども会

などの各種団体が主催する人権学習会に講師として参加している。センターの指導員２名は、センター

内で開催される小中学校や各種団体の学習会に参加したり、センターの自主事業の運営などを行い、

事務補助員１名はセンターの管理等を行っている。児童館の児童厚生員１名は、児童の健全育成の指

導等を行っている。 

委員より、隣保館という名称は、今も公式に使われているのかという質疑に対し、大津町の設置条

例では、名称を大津町人権啓発福祉センターとして、隣保館は地域交流を通してあらゆる人権問題の

解決に資する事業を行い、児童館は児童生徒の健康増進と情操を豊かにする事業を行っている。県の



 230

補助金交付要綱では、隣保館運営費補助金という名称が使われている。 

企画部企画課関係では、委員より、電子計算費に「ＷｅｂＧＩＳ（ウェブ ジーアイエス）」とある

が、どのようなシステムで、いつから使用しているのか。また、「ファイヤーウォール」「サイボウズ」

とはどのようなものかという質疑に対し、ＷｅｂＧＩＳは、職員のパソコンで使用することができる

地図情報システムで、平成２１年度に導入し、家や地番などの検索やごみ収集ルートの情報などに活

用している。ファイヤーウォールは、外部のインターネットから不正アクセスを防御し、認められた

適切なアクセスのみを町内ＬＡＮへ入れ込む役割を果たす町ネットワークの根幹ともなるシステムで

あり、サイボウズは、役場内で使用しているグループウェアの会社名で、役場内のパソコン同士での

情報の交換や共有、スケジュール管理等の業務に活用している。 

委員より、購入予定のパソコンの単価が高すぎるのではないかという質疑に対し、新年度は３３台

のパソコンを買い替える予定。パソコン本体とソフトを含め、１台当たりの単価は約１８万円程度で

計上しているが、入札により金額やメーカーが決まり契約することとなる。市販のものと比べて高く

なっている理由として、ビジネスモデルであることと付随するソフトウェアも一緒に導入するためで

あると答弁がありました。 

委員より、地域づくり活動支援事業は、内容を改善しないと予算があっても活用しきれないのでは

ないかという質疑に対し、今年度、事業内容の見直しを行い、取り組みやすい方向にしたい。ただし、

各区長さんへのアンケート結果を見ると、現在、地域づくり活動支援事業を活用されていない半分以

上の地区では、補助率を上げても人的な体制がないので取り組むのは難しい状況であるということで

した。 

委員より、地域づくり活動支援事業に取り組む地区は、以前、実施していたミニ特区事業と比較し

てどれ位の増減があるかという質疑に対し、平成１６年度から３年間実施したミニ特区事業は、補助

率は１００％で、平均で６１行政区で取り組まれた。その後、平成１９年度から３年間実施した地域

づくり活動支援事業は、補助率３分の２で平均２８団体が活用され、平成２２年度からの現在の事業

では、補助率が２分の１となり、３年間の平均は１７団体となって減っている状況である。 

委員より、まちおこし大学の報償費の内容と自然エネルギーの分野などで、外部からの講師を呼ん

で講演会などを計画しても、現在の制度だと経費が足りない。大学なのだからその辺りを検討してほ

しいという質疑に対し、人づくり学部で学科コースを運営いただいた登録団体に対する謝礼として、

１回当たり５千円を支払っている。新エネルギーに関する講師等の費用については、新エネルギー対

策係の肉付け予算で、ソフト的内容として検討したい。 

委員より、個人による太陽光発電設備の設置に関する動きは、町は把握しているかという質疑に対

し、個人で太陽光発電設備を設置する場合も、都市計画課に事前協議をいただくようにしている。同

課が関係部署を集めて現地調査を実施しており、今年度は矢護川や真木などに５件の調査を行った。

申請者の中には、鹿児島の企業が土地を借り上げ、９０キロワット程度の出力で計画した事例もあり、

町関連の企業でも太陽光発電設備は設置されている。 

委員より、矢護山ゴルフ場と瀬田裏原野、真木地区のＪＡ経済連跡地のメガソーラーの進捗状況は
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どうかという質疑に対し、矢護山ゴルフ場関連では、クリアすべき課題が多く、また、瀬田裏では３

月中には事業者が確定すると聞いている。またＪＡ経済連跡地は、２６ヘクタールとなっているが、

農地転用の不許可問題などが判明し、最終的には宅地部分１.４ヘクタールにＪＡが自ら太陽光発電設

備を設置する方向で動いているという報告でした。 

企画部企業誘致課関係では、県企業誘致連絡協議会では、どのような誘致活動及び進出等の情報が

あるかという質疑に対し、関東地方や東海地方の企業向けに毎年熊本県セミナーを東京と名古屋で開

催し、県知事も出席され熊本県をＰＲされている。その他のセミナーや県内で開催される研修会等に

参加し、企業の情報収集や誘致活動を行っている。今年度は、これまで直接が１３件、電話やメール

などで１３件、計２６件の問い合わせがあり、主なものは新設ではなく空き倉庫等の問い合わせが多

くなっているという答弁でした。 

 以上で質疑を終了し、採決の結果、議案第３０号関連は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 当委員会に付託されました案件は以上です。議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同

いただきますようお願いを申し上げ、総務常任委員会の委員長報告を終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。 

 これから各常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 総務常任委員会委員長の報告に対して質疑いたします。そしてまた、文教厚

生常任委員会委員長の報告に対して質疑いたします。 

まずはじめに、総務常任委員長のただいまの報告の中で、１点だけです。パソコンのこと言われま

した。１台当たり１８万円位あたるのではないかと、今誰しもパソコンは一人１台の時代であります。

どうかするともう２台ぐらい持っておられる。１８万円と考えたときに、そのハード自体はものすご

く値下がりしている状況です。ですから、ソフトウェアを考えたときでもですね、やっぱり１８万円

ちょっと高いのではないかと思うんです。ですから、これでもかこれでもかという機能をやったのじゃ

ないかなと。やはり公金使用ですから、必要最低限の機種に収められて、そして知恵を働かせて、例

えば、少々の文章作成であるならば、例えば、ＯＳについているメモ帳とか、ワードパットぐらいで

十分できますし、それをいただいて、それを逆にソフトウェアが入ってるところで変換すればすむこ

とだったりとかするわけです。ですから、もう少し知恵を働かせれば安くなるんじゃないかなと。い

きなり１８万円と言われたときに、やっぱり価格というのが、非常にチラシが入ってたりとか、新聞

の折込の中でも一面にですね、５万円程度とか、６万円程度とか、もう最近出てきますんで、この価

格についてのですね、もう少し深く審議がなかったのかなと、ほかの委員さんからの意見がなかった

のか、この点についてだけお聞きします。 

文教厚生委員長の報告の中で、議案２８号については、２８、３０、３１号ですけれども、２８号

については、当初私は質疑をしました。その中で、この若草学園のですね、指定管理の問題ですけれ

ども、点数についてはこの取れなかった点数については、今後確認していきますということで、不満
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が残りますけれども、検証していくということで理解します。ただ、剰余金、余剰金が出ているよう

なことを言われましたんで、やはりですね、今後、５年間の指定管理が終わって平成２５年度以降、

３年間という形を考えますれば、やはり今までの経営状況の中の経費というものを精査して、そして

今後の３年間の価格というものは出てくると思うんですよ。やはりその若草学園及び楽善ふれあいプ

ラザというものはただでできたわけではありません。公金でできておりますので、そういったことを

考えますれば、国税、県税、町税が入った施設であろうかと考えられます。剰余金があるならば、や

はりそれっというものは、価格の中に、やはり入れ込むべきではないかなというふうに思います。逆

に、利益が出たのならば、その分というのは町に納めてただくと。じゃないと適正な利益、その利用

料金にならないのではないかと、そういうふうに考えますので、その辺までですね、もう少し深く審

議するべきではなかったかと思います。まだいろんな意見が出たかと思われますんで、その点につい

て詳細にお答え願いたい。 

その中でも、私、質問に出まして、この説明資料の６１ページのところが非常に疑義に思いました

ので、その質疑をしました。運営方針、職員等などが変更された場合、利用者に多大な影響を与える

ことというこの文言は、もうここしか考えてないんですねっていうことを言いました。こういったと

ころについてもですね、先ほどの報告の中で、たくさん意見は出たようですので、この点というもの

は、もう指定管理者を選ぶときに、もう一番から町はもう決めてしまっていると。もう競争はもうし

ませんということで理解していいのか。その点についての審議の経過のほうをお聞きしたいと思いま

す。 

そして、議案第３０号につきまして、生涯学習センターのホールの使用料について述べられました。

そのこの町議会議員の立候補予定者による討論会、そういったものの使用について減免はできなかっ

たのかという質疑が出たようでありました。私もこの点について、総務課に行って生涯学習課長とちょっ

とお会いできなかったので聞いたことがあって、これは減免に値しないのかということを聞いた覚え

もありますけれども、それは、今後恐らくこういった委員会とか、議会で取り上げられるんだろうな

と思ってそのままにしておきましたが、ああいった公の施設というものを考えるときに、使用者と受

益者と別れるんですね。あれを使いました。あそこに立候補予定者の方というものが来られて討論会

なりいろんなことをやりました。この方たちは実際に予定をされていたけれども、本当に立候補され

ました。もちろんそういった公の場で皆さんと約束した場合、約束をされるんですね、立候補します

というふうな形で、これはこの討論会に呼ばれた方というのは、予定者の方々にほとんどいってるは

ずでありまして、公平を期しているという点、それと日程の都合で出られなかった人たち、そういっ

た人たちもおられるかもしれません。しかしながら、あそこでそういった討論会を開くというときの

受益者負担の法則ですよ、原則ですよ。受益者負担というものは一体誰だったのかなと考えたときに、

その立候補予定者の方でしょうか。それともそういった広く皆様方にその知っていただきたいと、よっ

て、あそこをその開催したたちでしょうか。それとも、それを聞いて清き一票を入れようと思った方

でしょうか。そう考えたときに、受益者というものは、やはり町のために、町民のためにと思ってあ

れはやられたことだろうと思うし、私もそこを思ったから参加しました。ということは、受益者負担
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の原則というものがそこでは生きてくるんではないかと私は思います。公の施設、すなわち公金を使っ

てつくった施設というものは、そういったものにどんどん使っていただきたい。そしてまた、その答

弁というのが選挙後です。私はその委員会があった後に一般質問で６２.７４は大問題だよと言いまし

たけれども、職員の方々もそれに対して意識もあんまりちょっと低いのかなと思います。ああいった

結果が出たならば、そういったことの重要性というものをもう少し考えれば、一体受益者というもの

は誰なんだというふうに考えるのが本当の町民の立場でものを考えているというふうに思います。で

すから、その点について審議の内容を再度詳細にお聞きしたいと思います。 

それと、議案第３１号についてであります。国民健康保険特別会計予算でありますが、法定外繰入

金が出ております。特別会計は、独立採算の原則がありますので、法定外ということは、多くの町民

の方々の税金がそこに貸し出されたわけでありまして、これは返さなくてはならないと思います。や

はりですね、なかなかその介護保険を維持する、そしてまた町長は町長で中学生まで医療費の無料化

とか言われてきますと、その法定外が年々膨らむ可能性さえ考えられます。そういった観点に立ちま

すれば、法定外ということは、社会保険や共済に入っている方々、そういった方々の二重払いになる

ということです。国民健康保険の方々は、二重払いじゃないんですね。はそのままの料金かもしれま

せん。しかし、そこは独立の原則を考えますれば、やはりその被保険者の方々が負担するべきではな

いでしょうか。そういったことを考えれば、この法定外の一般会計からの繰り入れというものについ

ての、そこについての考え方について、それについて委員会での審議の詳細なことをお聞きしたいと

思います。 

○議 長（大塚龍一郎君） 総務常任委員長荒木俊彦君。 

○総務常任委員長（荒木俊彦君） 永田議員の質問にお答えをいたします。 

一般会計のパソコンの購入単価が高すぎると。委員会でも高すぎるのではないかという質疑があり、

執行部から見積りの内訳書を提出をさせて、それについて審議を行いました。結論的に、予算の見積

りの根拠は、あるメーカーからとりあえず仮の見積りをいただいたと。それを土台にして、単価掛け

る台数ということで予算を計上をしたという答弁でありました。委員からもなぜ高いかという質疑に

対し、とりわけソフトウェアが欠かせないと。こちらのほうが非常に高くなっておりますという説明

があり、最終的には入札で価格は下がる可能性もある。多分あるだろうということで質疑は終わった

ような状況です。 

以上です。 

○議 長（大塚龍一郎君） 文教厚生常任委員長源川貞夫君。 

○文教厚生常任委員長（源川貞夫君） ３点ほど永田議員のほうから質疑があったようでございます。 

  まず、１点目、若草学園の指定について。ここに一番からここに決めたような話の進め方ではなかっ

たかというようなことですけども、先ほども委員のほうから０円でいいのかという質問がありまして、

それに対して、余剰金があると。その金額までは聞きませんでしたけども、３年間の間に入所される

方の熊本市と県のほうで新しく施設ができますので、定員割れになった場合とか、そういう質問は出

ましたけども、その余剰金に対して原価がいくらかとか、そういうところまでの質問はありませんで
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した。特に前回もありましたけども、保護者の方の意見はどうなのかというのが一番問題でありまし

て、そちらのほうからもぜひお願いしたいという要望が出てるというような説明がありまして、皆さ

んのほうからは、それで納得といいますか、別に質問はありませんでした。 

  それと２問目は、一般会計予算だったですかね。文化ホールの貸し出しの件ですけども、結局それ

はあとでこういう資料をいただきました。使用料等の減免の一覧表というのをいただきましたけども、

その時点では主催者、それから共催なのか、後援なのか、それによって減免する項目が違いますとい

うようなことで、あとでこの表をいただきましたので、そのときのは照明も減免したというようなこ

とでございました。そういう形で説明がありました。 

  それと３１号の国民健康保険特別会計の件だったと思いますけども、これに対しても年々増えてい

る保険税に対しての繰り入れですね、それに対しての説明といいますか、それに対しての説明はあり

ませんでした。 

  一応委員会のほうとしては質疑はありませんでしたので、終わります。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） ただいまの答弁に納得がいきませんので、再度質疑いたします。文教厚生常

任委員長に対してであります。 

  最初の議会が始まりまして、その平成２５年度の予算について国民健康保険特別会計に繰出金とし

て２億９９０万円という形で、かなりの額一般財源として入っておりますので、これに対して質問も

なかったということになるならば、審議自体が非常に甘すぎるということになりますので、説明もな

かったというふうであるならば、それはこれ議案を出すのは町長ですから、この議案に対して説明不

足ということになります。本議会場では説明はされましたけれども、委員会、もっと深く審議する委

員会において、そういった説明もなかったということは大問題でありますので、これについて再度質

疑しますけれども、それが本当になかったならばやり直さんといかんということになります。ですか

ら、再度きちんとした答弁を求めます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 文教厚生常任委員長源川貞夫君。 

○文教厚生常任委員長（源川貞夫君） 取り消します。説明はありました。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 提案されました議案のうち、２つの議案について反対の立場から討論を行い

ます。 

  一つは、議案第３０号の平成２５年度大津町一般会計予算についてであります。今回の一般会計予
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算は骨格予算ということではありますが、しかし、その中での問題点を指摘し、反対の立場を表明し

たいと思います。 

  とりわけ大津町は、これまで子育て支援日本一の町というスローガンを掲げてまいりました。家入

町長は、施政方針の中で中学校３年生までの医療費の無料化を拡大をすると。このことは私は大いに

評価をするところであります。また、国民健康保険会計への４千万円の繰り出し、こちらも評価をし

たいと思いますが、一方で、子育て支援日本一の町に相応しい予算かということで考えてみましたが、

とりわけ私はこれまで大津町の保育料金が高すぎることを町民の皆さんからお聞きをし、またその引

下げを目指して訴えてまいりました。特に町の保育料金体系が、中間あるいは低所得世帯、こちらの

若い世代の方の負担が熊本市などと比べても非常に高くなっております。今政府は、デフレ脱却とい

うことで旗を振っておりますが、デフレ経済の中で、若い人たちの給料は非常に賃金が低い、給料が

上がらないと、そういう状況に置かれていることはご承知だと思います。賃金が段々上がっていけば

まだ楽になってくるかもしれませんが、町の子育て支援日本一の町は、今ホームページからは消えて

おりまして、日本一子育てに夢が持てる町というふうにキャッチフレーズが出されております。保育

所というのは、生まれてから私もそうですが、小学校入学するまで、まさに子育てスタートの時期に

あたるわけです。夢を持って子育てをしていくと、そのスタートの時点で若い人たちがこうした保育

料金が高すぎて困っているということを今度の予算では見ることができないということで、反対をす

るものであります。 

  また、人権対策については、私の所管の委員会ですので詳しくは申しませんが、一刻も早く同和対

策事業から引きずってきたような特別な対策は廃止をして、すべての町民の人権を守るという観点に

立つならば、こうした特別扱いの予算はかえって逆行をするという立場から反対をするものでありま

す。 

  それから、もう一つは、議案第３４号の介護保険の特別会計予算であります。私も身内の介護が具

体的に自分の身に降りかかってくるようになりまして、改めて、この介護保険というのは、保険料は

確実に年金から天引きをされますが、５万円とか６万円とかいう受ける年金から保険料は天引きされ

るけど、じゃあもし頼る人がいなかったら、５万円とか６万円ではですね、サービスを受けたくても

払えないんですね。生活だけで多分これでもやっていけるかどうかという状況の人たちがたくさんお

られます。また、身をもって体験をしております。そういう意味で、そういう低所得者の人たちも救

われるような制度であるべきだと思います。そういう意味で、非常にこの介護保険制度の不十分さ、

これは国の制度になってしまいますが、一方で、町でできるということであれば、現在、町には介護

保険に基金を蓄えております。この介護保険制度で働くケアマネージャーさんやヘルパーさん、こう

いう人たちの処遇も非常に低賃金であります。なり手がいないんです。せっかく就職しても途中で辞

めてしまうと。これがもう現実の問題としてたくさん寄せられております。町でできることとしたら、

こうした基金を活用するなり、あるいは一般会計からの投入でこうした低賃金を少しでも改善をする

と、そういう努力が私は必要と思いますが、そういう努力のあとは今回の予算からは見られないとい

うことであります。 
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  そういう点から３０号と３４号について反対の立場を表明をいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに討論ありませんか。 

 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 本来ならば反対、賛成、反対、賛成と、そういった形が一番好ましいんです

が、３０号について、３１号について反対の立場から討論をいたします。 

  ３０号についての反対の部分と申しますのは、教育費の社会教育費、生涯学習あたりのそういった

あたりでありますけれども、先ほど委員長報告について質疑を申し述べました。やはりああいった公

的な施設の使用のあり方というのは、やはり町民の立場、まちづくり、そういった立場に立って理解

しないと、こう書いてあります、ああ書いてありますよと言われましたが、第一に書いてあるのは、

受益者負担の原則でありますので、受益者の考え方というものが大きくかけ離れているのかなと私は

思います。やはり町民のためになることならば、どんどん使用していただきたいし、そういったふう

に解釈するのが町民の代弁者である我々議員ではないかなというふうに思います。 

  それと３１号についての反対の立場の討論でありますが、やはりどうしても引っかかるのは法定外

繰り入れというところであります。そしてまた、この法定外繰り入れがどうも町長のマニフェストに

あたりますかね、約束ですよ。そういった形で今後の国民健康保険あたりの医療給付あたりの増大を

招くというのは、もう目に見えていると思います。ですから、きちんとそういった負担はその被保険

者に請求するべきではないかなと。そして、本当に議論がなされて、所得の観点、全体の景気の動向、

いろんな税収、そういったものを観点の中で、我々議員が納得する、この額ならば法定外としても町

として皆保険を守るためにやらなければならないというような総合的な理解がなされれば別ですけれ

ども、この議論において、委員長報告というものも曖昧でありましたし、今後の解決策というものは

何ら示されておりません。ということは、それこそ行き当たりばったりの政策になりはしないかなと

いうことが一番心配であります。時間は過ぎます。ですから、ＩＮＧで考えて、現在進行形で考えた

場合、これからどういった対策を練っていくのかというものがここには非常に大切になると思うんで

すが、何ら示されてないということであります。そういった観点で審議をしなければどんどん一般財

源、それこそ皆様方の町民の皆様方の税金が足らないからそっちに繰り出しますよという感じで、理

由がはっきりしないまま使われてしまう。一番恐ろしいことです。やはりきちんとした理由を委員会

で審議していただいて、そして述べられて、我々議員もこの本会議場で納得して可決するというのが

望ましいと思います。これが代表制民主主義ではないかなと思われますので、３０号、３１号につい

ては、反対の立場から討論をするものであります。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） ほかに討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。 

  まず、議案第１１号、大津町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の
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制定についてを採決いたします。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可

決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１１号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第１２号、大津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の

報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１２号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第１３号、大津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員並びに介護予防のため

の効果的な支援の方法並びに設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１３号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第１４号、大津町新型インフルエンザ等対策本部設置に関する条例の制定についてを採

決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１４号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第１５号、大津町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め

る条例の制定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告

は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１５号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第１６号、大津町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１６号は委員長の報告のとおり可決さ
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れました。 

  次に、議案第１７号、大津町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制

定についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１７号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第１８号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は

可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１８号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第１９号、大津町立学校設置条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第１９号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第２０号、大津町立小中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例についてを

採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２０号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第２１号、大津町若草児童学園条例の一部を改正する条例についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２１号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第２２号、大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 
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○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２２号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第２３号、大津町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２３号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第２４号、大津町営住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採決は

起立によって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２４号は各委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第２５号、大津町都市公園条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２５号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第２６号、大津町下水道条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採決は

起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２６号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第２７号、大津町児童生徒訪問支援事業基金条例を廃止する条例についてを採決します。

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２７号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第２８号、大津町若草児童学園及び大津町楽善ふれあいプラザの指定管理者の指定につ

いてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員

長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 
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〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２８号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、議案第２９号、町道の路線認定についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願い

ます。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第２９号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３０号、平成２５年度大津町一般会計予算についてを採決します。この採決は起立に

よって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立多数です。したがって、議案第３０号は各委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第３１号、平成２５年度大津町国民健康保険特別会計予算についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立多数です。したがって、議案第３１号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３２号、平成２５年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計予算に

ついてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第３２号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３３号、平成２５年度大津町公共下水道特別会計予算についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第３３号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３４号、平成２５年度大津町介護保険特別会計予算についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定するこ
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とに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立多数です。したがって、議案第３４号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３５号、平成２５年度大津町農業集落排水特別会計予算についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第３５号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３６号、平成２５年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立多数です。したがって、議案第３６号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３７号、平成２５年度大津町工業用水道事業会計予算についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、議案第３７号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 

日程第３ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第３、委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 

 各委員長から、議席に配付しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があっております。 

 お諮りします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続調査をすることに決定しました。 

しばらく休憩いたします。３時４５分から再開いたします。 

午後３時３４分 休憩 

                    △ 

午後３時４４分 再開 
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○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

日程第４ 発議第１号大津町議会会議規則の一部を改正する規則について 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第４ 発議第１号、大津町議会会議規則の一部を改正する規則につい

てを議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。発議第１号提出者荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） お手元の発議第１号の案文をご覧いただきたいと思います。それでは、発議

第１号の趣旨説明を行います。 

発議第１号、大津町議会会議規則の一部を改正する規則について、別紙のとおり会議規則第１４条

第１項及び第２項の規定により提出をいたします。 

提出者は、議会運営委員会委員となっております。 

提案の理由は、地方自治法の一部改正によりまして、委員会が設けられておりますが、この委員会

も議案を提出できることとなったと。これが法の改正であります。委員会の議案提出の手続きを設け

るということであります。また、本会議でも公聴会を開き、参考人を招致できることとなったので、

当議会でもこの制度を導入するため、関係規定を追加するほか、会議規則の条文中に適用する地方自

治法の条文に変更があったため、改正するものであります。 

以上をもって、発議第１号の趣旨説明とさせていただきます。議員各位のご賛同をよろしくお願い

を申し上げます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 以上で提出者の趣旨説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 討論なしと認めます。 

これで、討論を終わります。 

これから採決を行います。発議第１号、大津町議会会議規則の一部を改正する規則についてを採決

します。この採決は起立によって行います。発議第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は

ご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５ 発議第２号大津町議会委員会条例の一部を改正する条例について 
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○議 長（大塚龍一郎君） 日程第５ 発議第２号、大津町議会委員会条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。発議第２号提出者荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 発議第２号の趣旨説明を行います。 

発議第２号、大津町議会委員会条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり地方自治法第１

１２条及び会議規則第１４条第２項の規定により提出をいたします。 

提出者は、議会運営委員会委員となっております。 

提案の理由は、大きく二つございます。地方自治法の一部改正によりまして、閉会中の常任委員、

議会運営委員及び特別委員の選任及び辞任に関する規定を設け、法で規定されていた委員会の委員の

選任方法、在任期間等が条例に委任されたため、これらについて新たに規定するものであります。 

もう１点は、議会審議を活性化し、監視力を強化するために、常任委員の任期を現在の２年から４

年に改正するものであります。 

以上で趣旨説明といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いを申し上げます。 

○議 長（大塚龍一郎君） 以上で提出者の趣旨説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 討論なしと認めます。 

これで、討論を終わります。 

これから採決を行います。発議第２号、大津町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを採

決します。この採決は起立によって行います。発議第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方

はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 発議第３号専決事項の指定についての一部改正について 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第６ 発議第３号、専決事項の指定についての一部改正についてを議

題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。発議第３号提出者坂本典光君。 

○１１番（坂本典光君） 発議第３号の趣旨説明をいたします。 
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発議第３号、専決事項の指定についての一部改正について、別紙のとおり地方自治法第１８０条第

１項の規定により提出いたします。 

提出者は、議会運営委員会委員となっております。 

提案の理由は、町営住宅に係る家賃等及び明渡しの請求に関する訴訟、和解及び調停に関すること、

並びに、１件５０万円以下の法律上、町の義務に属する損害賠償の額を定めることを町長の専決処分

事項に指定するため、改正するものであります。 

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議 長（大塚龍一郎君） 以上で提出者の趣旨説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 討論なしと認めます。 

これで、討論を終わります。 

これから採決を行います。発議第３号、専決事項の指定についての一部改正についてを採決します。

この採決は起立によって行います。発議第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願

います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 起立全員です。したがって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 議会広報編集特別委員会の設置について 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 日程第７ 議会広報編集特別委員会の設置についてを議題とします。 

 お諮りします。 

議会広報の発行、調査のため、委員会条例第５条第１項の規定によって議会広報編集特別委員会を

設置し、これに付託して平成２９年２月まで調査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、議会広報の発行、調査のため、議会広

報編集特別委員会を設置し、これに付託して平成２９年２月まで調査することに決定しました。 

お諮りします。 

委員会条例第５条第２項の規定により、議会広報編集特別委員会の委員の定数は５人にしたいと思

います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、議会広報編集特別委員会の委員の定数

は５人にすることに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました、議会広報編集特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第

４項の規定により、手嶋靖君、山本重光君、松田純子さん、豊瀨和久君、金田英樹君の５人を指名

します。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました５人の方を議会

広報編集特別委員会の委員に選任することに決定しました。 

ご連絡します。 

委員会条例第９条第１項の規定によって、正副委員長の互選をお願いします。 

委員会の会議室をご案内します。委員会Ａ室です。 

念のため申し上げます。 

委員会条例第９条第２項の規定によって、委員長の互選に関する職務は、年長の委員が行うことに

なっていますので、よろしくお願いいたします。 

しばらく休憩いたします。 

午後３時５５分 休憩 

                    △ 

午後３時５８分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

報告します。 

委員会条例第８条第２項の規定によって、議会広報編集委員会の委員長に、手嶋靖君、副委員長

に山本重光君が互選されました。 

これで、報告を終わります。 

しばらく休憩いたします。 

午後３時５８分 休憩 

                    △ 

午後３時５８分 再開 

○議 長（大塚龍一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

ただいま、議会広報編集特別委員長から、委員会の閉会中の継続調査申出書が提出されました。 

これを日程に追加し、追加日程第８として議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、委員会の閉会中の継続調査申出書につ

いてを追加日程８として議題とすることに決定しました。 
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追加議事日程（第５号の追加１） 

日程第８ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

○議 長（大塚龍一郎君） 追加日程第８ 委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 

 お諮りします。 

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大塚龍一郎君） 異議なしと認めます。したがって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継

続調査をすることに決定しました。 

  これで本日の日程は全部終了しました。以上で、会議を閉じます。 

 平成２５年第２回大津町議会定例会を閉会します。 

午後４時０１分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

     平成２５年３月２２日 

 

 

  大津町議会議長  大 塚 龍一郎 

 

 

 

大津町議会議員  佐 藤 真 二 

 

 

 

大津町議会議員  松 田 純 子 
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